
平成２３年 第４回定例会 

 

 

 

 

摂津市議会会議録 
 

 

 
平成２３年１１月３０日  開会 

平成２３年１２月１４日  閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摂 津 市 議 会 



目次－1 

目   次 

 

平成２３年第４回定例会  

○１１月３０日（第１日） 

出席議員、地方自治法第１２１条による出席者（説明員）、出席した 

議会事務局職員 --------------------------------------------------- 1－ 1 

議事日程、本日の会議に付した事件 ----------------------------------- 1－ 2 

開会の宣告 --------------------------------------------------------- 1－ 3 

市長あいさつ 

開議の宣告 --------------------------------------------------------- 1－ 3 

会議録署名議員の指名 ----------------------------------------------- 1－ 3 

日程１ 会期の決定 ------------------------------------------------- 1－ 3 

日程２ 議案第５２号 ----------------------------------------------- 1－ 3 

提案理由の説明（市長） 

採決 

日程３ 認定第１号～認定第９号 ------------------------------------- 1－ 4 

委員長報告（総務・建設・文教・民生常任委員長、議会運営委員長、 

駅前等再開発特別委員長） 

討論（安藤薫議員、南野直司議員） 

採決 

日程４ 議案第４６号～議案第５１号、議案第５３号～議案第５６号 ----- 1－13 

提案理由の説明（総務部長、水道部長、保健福祉部長、土木下水道部長、 

消防長） 

質疑（山本靖一議員、渡辺慎吾議員、木村勝彦議員） 

委員会付託 

日程５ 議案第５７号 ----------------------------------------------- 1－27 

提案理由の説明（市長公室長） 

討論（野口博議員） 

採決 

休会の決定  -------------------------------------------------------- 1－29 

散会の宣告  -------------------------------------------------------- 1－29 

 

○１２月１３日（第２日） 

出席議員、地方自治法第１２１条による出席者（説明員）、出席した 

議会事務局職員 --------------------------------------------------- 2－ 1 

議事日程、本日の会議に付した事件 ----------------------------------- 2－ 2 

開議の宣告 --------------------------------------------------------- 2－ 3 

会議録署名議員の指名 ----------------------------------------------- 2－ 3 



目次－2 

日程１ 一般質問 

上村高義議員 ----------------------------------------------------- 2－ 3 

三宅秀明議員 ----------------------------------------------------- 2－15 

野口博議員 ------------------------------------------------------- 2－27 

柴田繁勝議員 ----------------------------------------------------- 2－39 

安藤薫議員 ------------------------------------------------------- 2－44 

大澤千恵子議員 --------------------------------------------------- 2－52 

森西正議員 ------------------------------------------------------- 2－61 

延会の宣告 --------------------------------------------------------- 2－73 

 

○１２月１４日（第３日） 

出席議員、地方自治法第１２１条による出席者（説明員）、出席した 

議会事務局職員 --------------------------------------------------- 3－ 1 

議事日程、本日の会議に付した事件 ----------------------------------- 3－ 2 

開議の宣告 --------------------------------------------------------- 3－ 3 

会議録署名議員の指名 ----------------------------------------------- 3－ 3 

日程１ 一般質問 

弘豊議員 --------------------------------------------------------- 3－ 3 

南野直司議員 ----------------------------------------------------- 3－10 

藤浦雅彦議員 ----------------------------------------------------- 3－16 

原田平議員 ------------------------------------------------------- 3－43 

日程２ 議案第４６号～議案第５１号、議案第５３号～議案第５６号 ----- 3－52 

委員長報告（総務・建設・文教・民生常任委員長） 

採決 

日程３ 議会議案第１６号～議会議案第１８号 ------------------------- 3－53 

採決 

閉会の宣告 --------------------------------------------------------- 3－54 

 

 

☆添付資料 

審議日程 -------------------------------------------------------- 資料－ 1 

議案付託表 ------------------------------------------------------ 資料－ 2 

一般質問要旨 ---------------------------------------------------- 資料－ 3 

議決結果一覧 ---------------------------------------------------- 資料－ 8 



摂 津 市 議 会 会 議 録 

 

 

 

 

 

平成２３年１１月３０日 

 

 

 

 

 

（第１日） 



平成２３年第４回摂津市議会定例会会議録

平成２３年１１月３０日（水曜日）
午前 １０時　　　　開 会

摂   津   市   議   会   議   場

１ 出席議員 （２１名）

　　１ 番　　村　上　英　明 　　３ 番　　大　澤　千恵子

　　４ 番　　野　原　　　修 　　５ 番　　川　端　福　江

　　６ 番　　藤　浦　雅　彦 　　７ 番　　南　野　直　司

　　８ 番　　渡　辺　慎　吾 　　９ 番　　三　宅　秀　明

　１０ 番　　上　村　高　義 　１１ 番　　森　内　一　蔵

　１２ 番　　山　本　靖　一 　１３ 番　　弘　　　　　豊

　１４ 番　　山　崎　雅　数 　１５ 番　　木　村　勝　彦

　１６ 番　　森　西　　　正 　１７ 番　　嶋　野　浩一朗

　１８ 番　　柴　田　繁　勝 　１９ 番　　三　好　義　治

　２０ 番　　原　田　　　平 　２１ 番　　安　藤　　　薫

　２２ 番　　野　口　　　博

１ 欠席議員 （１名）

　　２ 番　　本　保　加津枝

市 長 森 山 一 正 副 市 長 小 野 吉 孝

教 育 長 和 島 剛
市 長 公 室 長 兼
会 計 管 理 者

乾 富 治

総 務 部 長 有 山 泉 生 活 環 境 部 長 杉 本 正 彦

保 健 福 祉 部 長 福 永 冨 美 子 都 市 整 備 部 長 小 山 和 重

土木下水道部長 藤 井 義 己
教 育 委 員 会
教 育 次 長 兼
次 世 代 育 成 部 長

馬 場 博

教 育 委 員 会
教 育 総 務 部 長

登 阪 弘
教 育 委 員 会
生 涯 学 習 部 長

宮 部 善 隆

水 道 部 長 宮 川 茂 行 消 防 長 北 居 一

事 務 局 長 寺 本 敏 彦 事 務 局 次 長 藤 井 智 哉

事務局総括参与 野 杁 雄 三

１ 地方自治法第１２１条による出席者

１ 出席した議会事務局職員
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１ 議　事　日　程

1， 会期決定の件

2， 議 案 第　５２号 固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件

3， 認 定 第　　１号 平成２２年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　３号 平成２２年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　６号 平成２２年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の
件

認 定 第　　８号 平成２２年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　９号 平成２２年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の
件

認 定 第　　２号 平成２２年度摂津市水道事業会計決算認定の件

認 定 第　　４号 平成２２年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　５号 平成２２年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　７号 平成２２年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳
出決算認定の件

4， 議 案 第　４６号 平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第３号）

議 案 第　４７号 平成２３年度摂津市水道事業会計補正予算（第２号）

議 案 第　４８号 平成２３年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

議 案 第　４９号 平成２３年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

議 案 第　５０号 平成２３年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第２号）

議 案 第　５１号 平成２３年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議 案 第　５３号 摂津市立地域福祉活動支援センター条例制定の件

議 案 第　５４号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　５５号 摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　５６号 摂津市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件

5， 議 案 第　５７号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の
件

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程５まで
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１－３ 

（午前１０時 開会） 

○嶋野浩一朗議長 ただいまから平成２３年

第４回摂津市議会定例会を開会します。 

 会議を開く前に、市長のあいさつを受け

ます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 おはようございます。 

 開会に当たり、一言ごあいさつを申し上

げます。 

 本年最終の定例議会でございます。師走

を控えまして議員の皆さんには何かとお忙

しいところ、ご参集賜りまして大変ありが

とうございます。 

 今回ご提案いたします案件は、予算案件

といたしまして、平成２３年度摂津市一般

会計補正予算（第３号）ほか５件、条例案

件といたしまして、摂津市立地域福祉活動

支援センター条例制定の件ほか４件、人事

案件といたしまして、固定資産評価審査委

員会委員の選任について同意を求める件、

合計１２件のご審議をお願いいたすもので

ございます。 

 何とぞ慎重審議の上、ご承認、ご可決賜

りますよう、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 開会に当たりましてのごあいさつといた

します。 

○嶋野浩一朗議長 あいさつが終わり、本日

の会議を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、渡辺議員及び

三宅議員を指名します。 

 日程１、会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 この定例会の会期は、本日から１２月１

４日までの１５日間とすることに異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 日程２、議案第５２号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 議案第５２号、固定資産評価審

査委員会委員の選任について同意を求める

件につきまして、提案理由のご説明を申し

上げます。 

 本件につきましては、平成２３年１２月

１６日付の岡本忠義氏の任期満了に伴いま

して、三並平義氏を摂津市固定資産評価審

査委員会委員に選任いたしたく、地方税法

第４２３条第３項の規定により議会の同意

を求めるものでございます。 

 なお、履歴書については、議案参考資料

（議案第５２号）をご参照いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、提案理由の説明

とさせていただきます。 

○嶋野浩一朗議長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 議案第５２号を採決します。 

  本件について、同意することに異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 



 

 

１－４ 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、本件は

同意されました。 

 日程３、認定第１号など９件を議題とし

ます。 

 委員長の報告を求めます。総務常任委員

長。 

  （野口博総務常任委員長 登壇） 

○野口博総務常任委員長 ただいまから、総

務常任委員会の審査報告を行います。 

 ９月８日の本会議において本委員会に付

託されました認定第１号、平成２２年度摂

津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

及び認定第５号、平成２２年度摂津市財産

区財産特別会計歳入歳出決算認定の件の以

上２件について、１０月２０日及び２５日

の両日にわたり、委員全員出席のもとに委

員会を開催し、審査しました結果、いずれ

も全員賛成をもって認定すべきものと決定

いたしましたので報告します。 

○嶋野浩一朗議長 建設常任委員長。 

  （山本靖一建設常任委員長 登壇） 

○山本靖一建設常任委員長 ただいまから、

建設常任委員会の審査報告を行います。 

 ９月８日の本会議において本委員会に付

託されました認定第１号、平成２２年度摂

津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分、

認定第２号、平成２２年度摂津市水道事業

会計決算認定の件及び認定第６号、平成２

２年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算認定の件の以上３件について、１

０月１９日及び２４日の両日にわたり、委

員全員出席のもとに委員会を開催し、審査

しました結果、いずれも全員賛成をもって

認定すべきものと決定しましたので報告し

ます。 

○嶋野浩一朗議長 文教常任委員長。 

  （森西正文教常任委員長 登壇） 

○森西正文教常任委員長 ただいまから、文

教常任委員会の審査報告を行います。 

 ９月８日の本会議において本委員会に付

託されました認定第１号、平成２２年度摂

津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

について、１０月２０日及び２５日の両日

にわたり、委員全員出席のもとに委員会を

開催し、審査しました結果、賛成多数をも

って認定すべきものと決定しましたので報

告いたします。 

○嶋野浩一朗議長 民生常任委員長。 

  （森内一蔵民生常任委員長 登壇） 

○森内一蔵民生常任委員長 ただいまから、

民生常任委員会の審査報告を行います。 

 去る９月８日の本会議において本委員会

に付託されました認定第１号、平成２２年

度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所

管分、認定第３号、平成２２年度摂津市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件、

認定第４号、平成２２年度摂津市老人保健

医療特別会計歳入歳出決算認定の件、認定

第７号、平成２２年度摂津市パートタイマ

ー等退職金共済特別会計歳入歳出決算認定

の件、認定第８号、平成２２年度摂津市介

護保険特別会計歳入歳出決算認定の件及び

認定第９号、平成２２年度摂津市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定の件の以

上６件について、１０月１９日及び２４日

の両日にわたり、委員全員出席のもとに委

員会を開催し、審査しました結果、認定第

１号所管分、認定第３号、認定第８号及び

認定第９号については賛成多数、その他の

案件については全員賛成をもって認定すべ

きものと決定しましたので報告いたします。 

○嶋野浩一朗議長 議会運営委員長。 

  （三宅秀明議会運営委員長 登壇） 

○三宅秀明議会運営委員長 ただいまから、

議会運営委員会の審査報告を行います。 

 ９月８日の本会議において本委員会に付



 

 

１－５ 

託されました認定第１号、平成２２年度摂

津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

について、１１月２８日、委員全員出席の

もとに委員会を開催し、審査しました結果、

全員賛成をもって認定すべきものと決定し

ましたので報告します。 

○嶋野浩一朗議長 駅前等再開発特別委員長。 

（木村勝彦駅前等再開発特別委員長 登壇） 

○木村勝彦駅前等再開発特別委員長 ただい

まから、駅前等再開発特別委員会の審査報

告を行います。 

 ９月８日の本会議において本委員会に付

託されました認定第１号、平成２２年度摂

津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

について、１０月２６日、委員全員出席の

もとに委員会を開催し、審査しました結果、

賛成多数をもって認定すべきものと決定し

ましたので報告いたします。 

○嶋野浩一朗議長 委員長の報告が終わり、

質疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論に入ります。 

 通告がありますので、許可します。 

 安藤議員。 

  （安藤薫議員 登壇） 

○安藤薫議員 日本共産党議員団を代表して、

認定第１号、認定第３号、認定第６号、認

定第８号及び認定第９号に対して一括して

反対討論を行います。 

 ２０１０年度は、民主党政権のもとで最

初の本格予算が組まれた年度でありました

が、貧困と格差を拡大する構造改革路線か

らの抜本的転換を求める国民の期待に反す

るものでありました。そして、今日、ＴＰ

Ｐへの参加問題をはじめ、税と社会保障の

一体改革、大震災からの救援・復興や原発

事故対応など、財界とアメリカの使い走り

内閣とも言われるまでになってきています。 

 大阪の完全失業率は３年前に比べ１．６

ポイント上昇し、６．９％となり、全国平

均よりも１．５％高くなっています。企業

の倒産件数もこの３年間で１５％増、非正

規雇用労働者は４５％、国民健康保険料が

高過ぎて払えないという世帯が３５万世帯

に達しています。これに摂津市民の暮らし

の実態を重ね合わせて、改めて自治体の仕

事である住民の暮らしを守り支えるという

役割を果たされることを求めます。 

 最初に、自治体としての基本問題につい

て述べていきたいと思います。 

 ２０１０年度は、公共料金について、国

民健康保険料をはじめ、基本的には据え置

きされ、水道料金の値下げや就学援助金制

度の現行制度維持など、市民の願いに応え

る前進面もありました。しかし、基金を温

存する一方で職員と市民に負担とサービス

切り捨てを押しつける第４次行革実施計画

の初年度でもありました。同時に、今後１

０年間の摂津のまちづくりを進める総合計

画策定の年度でもあり、改めて行政として

の基本的スタンスについて述べていきたい

と思います。 

 一つは、市民の収入状況がどうかという

問題です。この２０年間で摂津市民の一人

当たり所得で最も収入が多かった１９９６

年は３５７万円でした。現在は２９０万円

となり、当時と比べて６７万円も減少して

います。しかし、一方で税金は逆に増えて

います。こうした市民の収入減少を受けと

め、第４次行革実施計画の中の就学援助金

制度の改悪など、暮らし切り捨てメニュー

は撤回すべきです。 

 二つ目に、財政問題について申し上げま

す。 
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 ２０１０年度の財政運営の特徴は、一つ

は繰入金や市債発行額、市債残高の動きを

見ても財政状況は健全だということです。

年度当初、財政調整基金と公共施設整備基

金の二つで計１４億８，０００万円取り崩

す予定が２億９，３００万円で済ませ、財

政調整基金は、たばこ税分の府への返還分

を除き、差し引き１３億円も増やされてい

ます。その上、市債発行額は前年度に比べ

１５億円も少なく、市の借金は１１億円ほ

ど減少させています。 

 もう一つは、昨年度に続き、今年度も不

交付団体であるということです。府内の市

の中で唯一摂津市のみであり、この点では

大阪府一番の財政力という財政状況だとい

うことです。しかし、これは、１９９８年

度からスタートした本市の行革１２年間で

公共料金値上げによる市民負担増総額１６

１億円、職員の大幅削減と官製ワーキング

プアの拡大、暮らしの施策の廃止・縮小な

どがその土台にあります。摂津市民は、長

年、かつての無計画な財政運営によって積

み増しされてきた多額の借金の中で、近隣

各市と比べて高い公共料金負担と低い行政

水準を受けてきました。今日の財政状況や

府下一番の財政力を市民の暮らし最優先に

活用するという立場に立つべきです。そし

て、民生費の構成比率が３５．７％と府内

では低いほうから７番目であり、国保の累

積赤字の解消なども含め、もっと暮らしの

予算を増やすべきです。 

 三つ目に、総合計画にかかわっての問題

です。 

 第４次行革実施計画において、５年間で

６６０人まで職員を削減するという目標を

掲げていましたが、既に６６０人を切って

います。３月の東日本大震災は、改めて公

共の役割が問われました。暮らしの隅々に

至る暮らしを守るネットワークの構築、災

害が発生した場合、すぐ対応できるための

地域のネットワークを構築するための公務

員の役割が重要です。職場でのみずからの

仕事を見詰め直し、市民との関係での改善

点などを現場で議論する中で職員数につい

て結論を出していくことが大事ではないで

しょうか。 

 続いて、分野別に具体的な施策について

幾つか述べていきたいと思います。 

 初めに、市民の暮らしにかかわる施策の

問題について申し上げます。 

 深刻な不況と景気の低迷が続く中で、雇

用の拡大と市内中小企業に対する支援は一

層求められています。緊急雇用対策の補助

金を活用した事業、商業活性化条例、小規

模修繕工事等希望者登録制度の６０万円ま

での拡大などは評価できるとしても、現状

打開にはさらに有効な対策が必要です。

国・府任せにせず、中小企業への直接的な

支援、工場家賃の補助や住宅リフォーム助

成制度の実施などを引き続き求めます。 

 ごみ収集業務の民間委託の拡大について

は、ごみ減量・分別やリサイクルの体制を

崩すことにもつながり、反対です。ごみの

適正分別の状況をチェックする組成調査に

おいても、前回の調査で家庭ごみの直営収

集分９２．２％、委託収集分７８．１％と、

適正分別に大きな差があるという結果が出

ていたにもかかわらず、昨年、ごみ調査に

かかわる予算が未執行で十分に組成調査が

できていないことは問題です。厳しく改善

を求めます。 

 新しくなった保健センターにおける健診

事業の拡充、ひとり暮らし高齢者、認知症

高齢者実態把握の取り組み、障害者地域生

活支援事業の市民税非課税世帯への利用料

無料化など、市民の暮らしや健康にかかわ
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る施策の前進面については評価するもので

すが、機構改革によって過重負担となって

いる保健福祉分野の現場の状況を改善し、

正規職員を増やして、より一層の充実、マ

ンパワーの確保を求めておきます。 

 また、地域包括支援センターについては、

引き続き直営を堅持し、体制の強化を求め

ます。 

 障害者作業所の移行支援補助が行われ、

今年、新体系への移行が終わりましたが、

施設の社会的役割を評価し、運営補助を引

き続き行うよう求めます。さらに、高齢者

や障害者の社会参加を確保する上で市内交

通網の充実は切実です。約束されたバス便

の充実をこれ以上先送りすべきではありま

せん。生活環境にかかわる身近な市民ニー

ズに応え、住みやすさを向上させる行政と

しての対応を求めておきます。 

 次に、子育て・教育分野についてです。 

 保育所の待機児は、民間保育所の定員増

にもかかわらず、２０１０年１０月１日時

で９１名と年々増加しています。地域的な

偏在も顕著となってきており、保育基準を

堅持しつつ、待機児解消に公的責任を果た

すべきです。摂津市の子どもの医療費助成

制度は、大阪府の制度に摂津市が独自に上

乗せをし、通院で就学前まで、入院は中学

校卒業までを対象にしており、府内ではす

ぐれた制度となっています。しかし、本制

度の拡充は全国的な大きな流れであり、京

都府では通院で就学前まで、入院で小学校

６年まで、兵庫県では通院では小学校３年

まで、入院では中学校卒業までなど、都道

府県レベルでの充実が図られています。通

院３歳未満まで、入院就学前までとしてい

る大阪府の制度のおくれは際立っています。

摂津市としての独自努力を追求するととも

に、府・国へ制度充実を働きかけることを

要望します。 

 就学援助金制度の認定率は、２０１０年

５月時で３９．９％に達しています。無償

であるべき義務教育に係る保護者の費用負

担は決して小さくありません。経済的基盤

の貧弱な子育て世帯にとってたいへん重要

な制度で、幅広く受給できるよう認定基準

の水準を維持してきたことを大いに評価す

るものです。第４次行革では認定基準の見

直しが検討されていますが、４００人から

５００人強の児童・生徒に影響が出るもの

で、経済状況が悪化している中、許されま

せん。認定基準を維持し、支給内容を拡充

すべきです。 

 小・中学校の教職員の配置状況は依然深

刻です。定数内講師は約１割を占めていま

す。そうした環境のもとで２週間以上配置

されなかったケースは定数内講師で８件、

非常勤講師で６件、年度当初から２か月か

ら３か月も穴があいたケースもあり、子ど

もの学習権の保障という観点からも、教員

採用の改善を国・府に毅然たる態度で臨む

とともに市独自の努力を強く求めるもので

す。同時に、多忙化する教職員の勤務実態

についても具体的に把握することを求めて

おきます。 

 ２０１０年度から抽出調査となった全国

学力テストについて、摂津市ではあえて全

校参加をいたしました。過度な競争とラン

クづけに結びつくとともに、試験実施日か

ら結果概要公表まで５か月もかかり、児

童・生徒の課題克服には生かされません。

国及び大阪府の学力テストへの参加は中止

すべきです。真の学力向上には、安定した

教職員配置を前提とした少人数学級や授業

改善によるべきです。 

 鳥飼北小学校で本市２校目となる学校給

食調理業務の民間委託がスタートしました。
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偽装請負の疑いがあり、安全な給食を提供

する公的責任の立場から民間委託はやめる

べきです。民間委託実施校の検証は年１回

１日だけでなく、さまざまな角度から行う

べきです。 

 小・中学校の耐震化率は６６．２％まで

向上しましたが、１０校２２棟が残されて

います。保育所や体育館、公民館では未実

施が多数です。多くの市民が集う施設の安

全対策を建築課とも協力し、計画的に維持

管理と耐震化を行うことを求めます。 

 次に、特別会計について述べていきます。 

 国民健康保険特別会計については、これ

までも高過ぎる保険料の問題を指摘し、値

下げを要望し続けてきました。国が緊急対

策で行った特定離職者への減免措置をはじ

め、何らかの保険料の軽減世帯は７，９０

６に上り、全加入世帯の５４％です。また、

滞納世帯の４，８３０世帯も全加入世帯の

３３％、保険料値上げをせず、納付が厳し

い市民に対して積極的に減免制度の活用な

ど取り組んできたことは評価をしますが、

資格証の発行や差し押さえが依然として行

われていることは問題です。市民の実態に

寄り添った対応をしっかり行える体制の補

強と保険料軽減のための独自繰り入れを求

めます。 

 後期高齢者医療特別会計については、平

均５．０７％の保険料値上げがされており、

来年度のさらなる保険料改定でも、何らか

の繰り入れをしなければ１５％程度の値上

げになるという試算がされています。政権

党の公約どおり一刻も早く廃止されるよう

働きかけを求めます。 

 介護保険特別会計は、昨年取り組まれた

高齢者の実態調査の報告にも見られるよう

に、きめ細かな支援と体制の強化が求めら

れるにもかかわらず、実態としては重い負

担と限られたサービスです。制度開始から

の１０年を総括し、来年度に向け行われる

抜本的な見直しの中で検討されている、さ

らなる保険料値上げや給付の抑制につなが

る動きは断じて認められません。 

 また、申請ミスで７割しか追加交付され

なかった国の財政調整交付金の差額分３０

１万３，０００円については、きちんと補

てんされるよう、引き続き国への働きかけ

を求めます。国や府の制度改定がたび重な

り、煩雑な業務に追われている現状、市民

の実態をしっかりつかんで現場からの声を

上げていき、国に制度改善を働きかける市

の姿勢を求めます。 

 下水道特別会計は、下水道使用料を当初

で前回料金改定前の１８億５，０００万円

としました。途中１，５００万円の減額補

正を行いましたが、結果、約１８億円の収

入にとどまりました。これは、料金改定の

影響額に匹敵する１，２３４万円の不納欠

損を出したことも無視できません。昨年度

の決算討論で、下水道料金未徴収問題につ

いて、時効による不納欠損で処理するなら

ば行政としての公平性が保たれないと指摘

してきました。少ない収入の中で役所の不

始末でも払うべきは払わなければならない

と協力された市民の方に何と説明されるの

でしょうか。次年度も同様な扱いとされる

つもりと受けとめますが、行政として最も

大切にしなければならない信頼を失うこと

になり、今後の市政運営でも問われ続ける

ことになるでしょう。 

 また、特別会計の４分の１を占める公債

費について、２０１０年度は１３億２，１

００万円の平準化債を発行しました。２０

０７年度決算に基づく２００８年度中期財

政見通しでは、２０１０年度からの平準化

債をとめるとしていました。しかし、今回
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示された公債費償還計画では、平準化債の

一括償還が始まる２０１４年度は６０億円

余りの会計の中で２１億７，０００万円の

市債を発行し、元利償還が４８億３，５０

０万円に、２０１６年には５０億円にも上

るということです。改めて雨水管整備計画

や資金計画など、積極的な情報公開の中で

市民的な議論の場をつくるように求めます。 

 以上、反対討論といたします。 

○嶋野浩一朗議長 南野議員。 

  （南野直司議員 登壇） 

○南野直司議員 それでは、公明党議員団を

代表いたしまして、認定第１号から認定第

９号までの平成２２年度各会計決算につい

て、賛成の立場から討論を行います。 

 今年は、天変地異とも言うべき甚大な自

然災害が立て続けに起こり、まさに災禍き

わまる年となりました。３月の東日本大震

災をはじめ、７月の新潟・福島豪雨、そし

て９月の紀伊半島における台風による豪雨、

土砂災害など、たび重なる大災害の犠牲に

なられた皆様に改めまして深く哀悼の意を

表しますとともに、被災された皆様に心か

らお見舞いを申し上げます。 

 平成２４年度の摂津市の重点テーマとし

て「災害に強い安心を実感できるまち」を

打ち出されております。私たち公明党議員

団としましても、市民の皆様や行政と協力

し、今回の災害やその後の対応から学んだ

教訓を本市の防災対策にしっかり反映でき

るよう取り組んでまいる所存であります。 

 次に、我が国を取り巻く社会経済状況に

ついてでございます。 

 本年夏以降、欧州・ギリシャの政府債務

危機など、世界金融危機の後遺症からいま

だ完全に脱し切れていない中、金融資本市

場の世界的な一体化により、財政や金融シ

ステムの危機が国から国へと伝染する傾向

が強まっております。このような世界経済

の状況を受け、我が国においても円高等に

よる景気下振れリスクと産業空洞化リスク

に加え、東日本大震災による供給ショック

等により、経済は大きく落ち込みましたが、

震災後８か月余りを経て、各部門の懸命な

努力によるサプライチェーンの立て直し等

により、ようやく一部で持ち直しつつある

と言われております。しかし、最近の急速

な円高の進行と高どまり、さらには欧米経

済の停滞感の高まりが景気回復に対する重

大なリスクとなり、国民に先行きに対する

大きな不安を与えている状況にあります。 

 このように経済活動水準が依然低い中に

あって、今後いかに雇用・生産・消費の循

環を再生し、経済を持続的な回復基調に乗

せられるかということが、私たち地方自治

体の財政基盤、ひいては行政サービスその

ものの水準とクオリティーに大きく影響を

及ぼすことが大変懸念されるところであり

ます。 

 本市におきましては、見かけ上、平成２

２年度における市税決算額は、前年度に比

べ約４億４，１００万円の増加となってい

ますが、市たばこ税の課税定額を超えた分、

約９億６，７００万円の大阪府交付金を除

きますと、実質的には約５億２，６００万

円の減収となり、依然として厳しい歳入状

況となっております。また、平成２２年度

の経常収支比率は９５．２％で、前年度に

比べ２．４ポイント悪化しており、現在の

ような激しい経済変動の時代にあっては、

社会経済の動向を注視するとともに、主要

基金を枯渇させることなく、堅実な財政運

営に努めることが肝要であります。 

 このように、本市を取り巻く社会経済環

境は大変厳しいものがありますが、財源の

積極的な確保に努められるとともに、経常
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経費の一層の節減合理化を図るなど、効率

的かつ堅実な財政運営により健全財政を維

持してこられたことをまずもって評価する

ものであります。 

 また、何よりも市民生活に最大配慮する

必要から、私たち公明党が暮らしを守る３

点セットとしてかねがね要望してまいりま

した国民健康保険の据え置き、水道料金の

引き下げ、セッピィ商品券の発行を決断さ

れたことは高く評価するところでございま

す。今後とも予断を許さない経済状況が続

くと思われますが、市民生活に最大配慮し、

さらなる財政の健全化、効率化に向け、よ

り一層の工夫と努力をされることを期待す

るものであります。公明党議員団は、本市

を取り巻く経済状況をはじめ、市の財政状

況にしっかりと目を向け、大衆とともに時

代を担う子どもたちの未来、働き手の未来、

そして確かなる社会保障の未来をよりよき

ものとするため、生活者の視点に立った施

策に全力で取り組んでまいりたいと思いま

す。 

 それでは、まず一般会計決算に関しまし

て、その具体的な施策や実施事業について

申し上げます。 

 初めに、昨年３月の南千里丘のまちびら

きをはじめ、７月には市民活動の拠点とし

てのコミュニティプラザをオープンさせる

など、長年の夢を一つ一つ着実に形にして

こられました。これまでの関係各位の皆様

のご努力、ご苦労に敬意を表したいと思い

ます。本市では、低炭素型社会の実現を目

指した我が国初のカーボン・ニュートラ

ル・ステーションである摂津市駅の開業に

合わせ、境川上部に設置されましたせせら

ぎ遊歩道など、自然環境に配慮した水辺空

間を整備するとともに、ＣＯ２排出量削減

に向け、官民一体となった先進的な取り組

みとして、緑化率２５％の導入、屋上緑化、

バス停の屋根への太陽光パネルの設置など、

環境に優しいまちづくりを推進してこられ

たことを高く評価するものであります。今

後とも省エネルギー、特に地球温暖化防止

対策に力を入れ、環境施策を積極的に推進

されるようお願いをいたします。 

 南千里丘地区の中核施設であるコミュニ

ティプラザにつきましては、市民活動の場

の提供にとどまることなく、今後の地域コ

ミュニティや新しい公共空間におけるさま

ざまなサービスの担い手として活動できる

団体が育つよう、情報提供を図り、具体的

な活動支援や各団体と行政も含めたネット

ワークが図られることにより、これからの

摂津のまちづくりの大きな力となることを

期待しております。そして、多くの市民が

集い、憩える空間として末永く親しまれる

よう、私たちもまちづくりにかかわる皆様

とともに尽力してまいりたいと思っており

ます。 

 次に、吹田操車場の跡地活用についてで

ございます。 

 吹田市正雀下水処理場の機能停止が平成

２４年度末に迫っております。本市にとっ

ては、今後のまちの発展にとって当該処理

場及びクリーンセンター問題は避けて通れ

ない喫緊の課題であります。吹田市正雀下

水処理場建設から現在に至る長年の経緯と

本市の考えをしっかり申し述べ、本市にと

ってよりよい形での解決が図られるよう、

強い決意と姿勢で臨んでいただかなければ

なりません。私たち公明党議員団としても、

今後の摂津のまちづくりに大きくかかわる

問題であると強く認識しておりますので、

市民に対する十分な情報提供のもと、市民、

行政の皆さんとともに力を合わせて取り組

んでいきたいと思っております。 
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 次に、男女共同参画社会に向けた取り組

みについてであります。 

 ＤＶ対策としまして、新たに専門相談の

ホットラインを開設されたこと、また、新

たな男女共同参画センターにおいて、働く

女性にもご利用いただけるよう日曜日と一

部夜間にも開業されたことを評価するもの

であります。今後は男女平等に関する市民

意識調査の結果を詳細に分析され、効果的

な施策の推進に生かしていただきますよう

お願いをいたします。 

 福祉・健康施策についてでございますが、

ひとり暮らしや認知症の高齢者の方の実態

把握を実施され、その結果をもとに、本年

度には認知症の支援ボランティアの養成講

座の開催をはじめ、地域での見守りネット

ワークづくりに取り組み、また、医療情報

キットの配布につなげられましたこと、そ

して、需要の高いふれあい入浴事業につい

て、新たに安威川以南地域において実施さ

れたことを評価するものでございます。 

 障害者施策につきましては、市が実施す

る地域生活支援事業の利用者負担について、

市民税非課税世帯の方に対して無料とされ

たこと、さらに、旧男女共同参画センター

に身体・知的・精神の３障害の総合相談支

援センターを開設するとともに、日中一時

支援事業に取り組まれたことを評価するも

のでございます。 

 一方、バリアフリー対策としてのＪＲ千

里丘西口のエレベーター設置事業について

は予定よりおくれると聞いておりますが、

これまで長年市民の皆様が待ちわびてきた

事業でございます。早期施工に向け、各関

係機関に対し、強い姿勢で臨んでいただき

たいと思います。 

 子育て支援施策としましては、集いの広

場の増設や保育所における定員の拡大、一

時預かりの増設を評価するとともに、保護

者に対しましては、学童保育室の保育料の

口座振替を実施することにより利便性を高

められたことを評価するものであります。 

 健康施策につきましては、新保健センタ

ーにおいて機能訓練事業の充実を図られる

とともに、運動指導や栄養指導など健康増

進事業を積極的に展開し、市民の健康づく

りを推進され、さらに子宮頸がんや乳がん

検診など、各がん検診において無料クーポ

ン券などを配布するなど、検診率の向上を

推進され、また、特定健診の項目に心電図

検査及び眼底検査を追加し、生活改善や健

康増進へとつなげる取り組みについて高く

評価をいたします。 

 次に、教育全般について申し上げたいと

思います。 

 まず、幼稚園・教育についてでございま

すが、平成２２年度からせっつ幼稚園にお

きまして預かり保育を試行され、翌２３年

度からはとりかい幼稚園にも広げられたこ

とを評価するとともに、今後も保護者のニ

ーズを的確に把握し、べふこども園などの

運営に反映されるようお願いします。 

 また、教育用パソコンの設置をはじめ、

ＩＣＴ環境を大幅に整備されたこと、また、

大阪府内では初めてスクールソーシャルワ

ーカーを市内全中学校に配置され、そして、

市の教育の進展及び子どもの健やかな育成

を目指し、新たな教育センターを設置され

たことを高く評価するものであります。今

後、少子高齢化社会がますます進展する中、

摂津の未来、さらに日本の未来を見据えま

すと、子どもこそ主役との理念に基づき、

個性、能力、創造性、そして人間基礎教育

にも通ずる思いやりの心をはぐくむ教育の

ための行動する社会を築いていかなければ

ならないと考えます。今後ともこのような
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環境や教育機関を大いに活用し、児童・生

徒に対するわかりやすく効果的な授業を推

進されるとともに、子どもたちの健やかな

成長を大いに期待するものでございます。 

 次に、商業振興施策についてであります。 

 摂津市商業の活性化に関する条例を制定

し、商業者、商店会、商工会の役割及び市

の施策を明示し、それぞれが協働しての市

内商業の活性化への取り組み、そして、セ

ッピィ商品券の第２弾を発行することによ

る地域経済の活性化への取り組みを高く評

価するものであります。 

 次に、消防救急施策につきましては、携

帯電話等から緊急通報に係る位置情報通知

システムを導入し、迅速かつ確実な指令業

務に努められたこと、また、関係自治体と

ともに救急安心センターの運営を開始され、

適切な助言と市民の安心感を確保し、ワン

ストップで救急車を出動させることにより

救命率の向上につなげられたことを高く評

価するものであります。今後においても、

各市の消防や各医療機関とのさらなる連携

強化を図り、重篤患者の搬送時間の短縮を

実現されるようお願いをいたします。 

 次に、電子自治体の推進についてであり

ます。図書館の蔵書をインターネットで予

約できるシステムを構築されたことととも

に、軽自動車税のコンビニ納付を開始され、

市民の利便性の向上を図られたことを評価

いたします。 

 ＩＣＴは日々飛躍的に進化しており、さ

まざまな行政サービスについても、費用対

効果を考慮の上、いち早く最新技術の導入

を検討し、いつでもどこでもだれでも簡単

にその恩恵を受けられるよう、たゆまぬイ

ノベーションに努めていただきますようお

願いします。 

 続きまして、各特別会計についてでござ

います。 

 水道事業会計におきましては、厳しい景

気状況の中、市民負担を少しでも軽減する

という生活者の視点に立って、市民生活に

直結する水道料金を値下げされたことは高

く評価します。 

 次に、国民健康保険特別会計についてで

ございます。累積赤字の解消と国保財政健

全化に向け、ジェネリック医薬品差額通知、

社会保険加入確認による資格管理適正化、

納付勧奨コールセンターの開設などを行い、

医療費の適正化、資格の適正化、そして収

納率の向上に努めてこられたことを評価す

るものであります。さらに、平成２２年度

も国民健康保険の料金を据え置かれたこと

は、昨今の社会経済状況、市民の暮らしを

的確にとらえての判断であったと評価する

ものであります。今後とも健康保持増進事

業の推進、さらなる資格適正化に取り組み、

健全かつ安定した国保財政の運営に努めら

れるようお願いします。 

 公共下水道事業特別会計につきましては、

資本費平準化債の増額発行などにより、単

年度収支で約１億１，０００万円の改善と

なっていますが、節水意識の浸透や大口需

要家の動向などにより厳しい経営環境が続

くと予想されます。しかしながら、今後の

公営企業化もしっかり見据え、資本費平準

化債頼みの経営のみならず、公営企業のと

しての戦略的かつ大胆な経営革新を期待い

たします。 

 次に、介護保険特別会計についてであり

ます。これまで介護予防の取り組みを重点

的に推進され、また、給付適正化事業に積

極的に取り組まれてきたことを評価するも

のであります。しかしながら、数年先には

団塊の世代の方々も高齢者となられます。

そのような中、今後とも介護保険制度が信
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頼され、そして安定的な経営がなされるよ

う、さらなる財政の健全化に努めていただ

きたいと思います。 

 最後になりましたが、本市の住民基本台

帳人口における６５歳以上の人口の割合は、

本年１０月では２０．２％となり、過年２

年間で１．１％もの上昇を見ております。

一方、生産年齢人口はますます減少し、必

然的に扶助費は増加の一途をたどることは

容易に想像できるところであります。すな

わち、これまでの行政サービスのあり方が

一定の転換期に来ているのではないかと考

えます。このような時代、ときだからこそ、

協働で力と知恵を結集し、地域のきずなづ

くりとつながりのまち摂津の実現に向け取

り組むことが大事であると確信します。私

たち公明党議員団も、この思いを胸に、最

大限の努力を重ねてまいることをここに申

し上げまして賛成討論といたします。 

○嶋野浩一朗議長 ほかにございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 以上で討論を終わります。 

 認定第１号、認定第３号、認定第６号、

認定第８号及び認定第９号を一括採決しま

す。 

 本５件について、認定することに賛成の

方の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○嶋野浩一朗議長 起立者多数です。 

 よって、本５件は認定されました。 

 認定第２号、認定第４号、認定第５号及

び認定第７号を一括採決します。 

 本４件について、認定することに異議ご

ざいませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、本４件

は認定されました。 

 日程４、議案第４６号など１０件を議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 議案第４６号、平成２３年

度摂津市一般会計補正予算（第３号）につ

きまして、提案内容をご説明申し上げます。 

 今回、補正をお願いします予算の内容と

しましては、歳入については、市たばこ税

の増額のほか、国民健康保険基盤安定制度

や障害者施策に係る国庫・府負担金などと

なっています。 

 歳出については、人事異動に伴う人件費

の減額のほか、障害福祉や介護福祉など一

部緊急を要する事業についての追加補正と

なっております。 

 まず、補正予算の第１条としまして、既

定による歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１０億１，５６７万円を追加し、そ

の総額を３４７億８，９８９万４，０００

円とするものです。 

 補正の款項の区分、当該区分ごとの金額

及び補正後の歳入歳出予算の金額は、２ペ

ージからの第１表歳入歳出予算補正に記載

のとおりでございます。 

 歳入については、款１、市税、項４、市

たばこ税は９億８，０００万円増額してい

ます。 

 款１４、国庫支出金、項１、国庫負担金

１，３６９万６，０００円の増額は、障害

者自立支援給付費等負担金などでございま

す。 

 款１５、府支出金、項１、府負担金１，

２２５万２，０００円の増額は、国民健康

保険基盤安定負担金、後期高齢者医療保険

基盤安定負担金及び障害者自立支援給付費

等負担金でございます。 

 項２、府補助金３９２万３，０００円の

増額は、障害者自立支援対策臨時特例交付
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金でございます。 

 款１８、繰入金、項２、基金繰入金５７

９万９，０００円の増額は、今回の補正財

源を財政調整基金繰入金によって調整いた

しております。 

 続いて、歳出ですが、人事異動に伴う人

件費を、款１、議会費から款９、教育費ま

でを調整した結果、９，５０１万７，００

０円を減額しております。なお、人件費の

比較については、３８ページからの給与費

明細書に記載しております。 

 次に、款２、総務費、項１、総務管理費

では、市たばこ税増収分９億８，０００万

円を財政調整基金に積み立てております。 

 款３、民生費、項１、社会福祉費では、

国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医

療の各特別会計への繰出金、介護予防支援

に係る負担金、後期高齢者医療広域連合に

対する過年度精算金及び障害福祉サービス

に係る給付費など１億４，１３１万９，０

００円を計上いたしております。 

 款７、土木費、項１、土木管理費では、

公共下水道事業特別会計への繰出金を１，

７６６万７，０００円減額しております。 

 款８、消防費、項１、消防費では、東日

本大震災に伴う淀川右岸水防事務組合負担

金７０３万５，０００円を計上いたしてお

ります。 

 次に、第２条、繰越明許費につきまして

は、５ページ、第２表繰越明許費に記載の

とおり、図書館施設管理事業について、事

業の進捗状況を勘案し、繰越明許するもの

でございます。 

 次に、第３条、債務負担行為の補正につ

きましては、６ページ、第３表債務負担行

為の補正をご覧ください。 

 公共施設等各種機械警備委託事業は、従

前から実施しています長期継続契約の更新

を行うもので、平成２４年度から平成２８

年度までの期間、３，５００万円を限度額

として設定するものでございます。 

 収納事務事業（コールセンター事業）は、

電話催告等業務に係る委託料で、平成２４

年度から平成２６年度までの期間、３，８

８１万９，０００円を限度額として設定す

るものでございます。 

 以上、平成２３年度摂津市一般会計補正

予算（第３号）の内容説明とさせていただ

きます。 

 次に、議案第５４号、摂津市税条例の一

部を改正する条例制定の件につきまして、

提案内容をご説明申し上げます。 

 本条例は、現下の厳しい経済状況及び雇

用情勢に対応して、税制の整備を図るため

の地方税法等の一部を改正する法律等の施

行に伴う所要の改正のために制定するもの

でございます。 

 それでは、議案書の条文に従いまして改

正内容をご説明いたします。 

 議案参考資料（条例関係）の５ページか

らの新旧対照表も併せてご参照賜りますよ

うお願いいたします。 

 まず、第１７条第１項の改正は、市民税

の納税管理人に係る不申告に関する過料を

３万円以下から１０万円以下に改めるもの

でございます。 

 第２４条の２の改正は、寄附金税額控除

の適用下限額を５，０００円から地方税法

に規定する２，０００円に改めるものでご

ざいます。 

 第３１条第１項の改正は、市民税に係る

不申告に関する過料を３万円以下から１０

万円以下に改めるものでございます。 

 第５９条第１項の改正は、退職所得申告

書の不提出に関する過料を３万円以下から

１０万円以下に改めるものでございます。 
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 第７２条第１項の改正は、固定資産税の

納税管理人に係る不申告に関する過料を３

万円以下から１０万円以下に改めるもので

ございます。 

 第８５条第１項の改正は、固定資産に係

る不申告に関する過料を３万円以下から１

０万円以下に改めるものでございます。 

 第９５条第１項の改正は、軽自動車に係

る不申告等に関する過料３万円以下から１

０万円以下に改めるものでございます。 

 第１０７条の２は、たばこ税に係る不申

告に関する過料を新たに規定するものでご

ざいます。 

 第１１２条第１項の改正は、特別土地保

有税の納税管理人に係る不申告に関する過

料を３万円以下から１０万円以下に改める

ものでございます。 

 第１１８条の２は、特別土地保有税に係

る不申告に関する過料を新たに規定するも

のでございます。 

 第１３５条第１項の改正は、入湯税の特

別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反に

関する罰金を３万円以下から１０万円以下

に改めるものでございます。 

 附則第９条の３の改正は、寄附金税額控

除における特別控除の特例に関する文言の

修正でございます。 

 附則第３７条の２第３項の改正は、上場

株式等に係る配当所得に係る個人の市民税

の課税の特例に関する文言の修正でござい

ます。 

 附則第３８条第３項の改正は、土地の譲

渡等に係る事業所得等に係る個人の市民税

の課税の特例に関する文言の修正でござい

ます。 

 附則第３９条第３項の改正は、長期譲渡

所得に係る個人の市民税の課税の特例に関

する文言の修正でございます。 

 附則第４２条第５項の改正は、短期譲渡

所得に係る個人の市民税の課税の特例に関

する文言の修正でございます。 

 附則第４３条第２項の改正は、株式等に

係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税

の特例に関する文言の修正でございます。 

 附則第４８条第２項の改正は、先物取引

に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税

の特例に関する文言の修正でございます。 

 附則第４９条の２の改正は、条約適用利

子等及び条約適用配当等に係る個人の市民

税の課税の特例に関する文言の修正でござ

います。 

 附則第５３条は、東日本大震災に係る住

宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例

を新たに規定するものでございます。 

 最後に、附則でございますが、第１項、

施行期日につきましては、この条例は平成

２４年１月１日から施行するものでござい

ます。ただし、第１７条第１項、第３１条

第１項、第５９条第１項、第７２条第１項、

第８５条第１項及び第９５条第１項の改正

規定、第１０７条の次に１条を加える改正

規定、第１１２条第１項の改正規定、第１

１８条の次に１条を加える改正規定、第１

３５条第１項の改正規定並びに附則第３項

の規定は、平成２４年４月１日から施行す

るものでございます。 

 第２項は、改正後の摂津市税条例第２４

条の２及び附則第９条の３の規定は、市民

税の所得割の納税義務者が平成２３年１月

１日以降に支出する地方税法第３１４条の

７、第１項第１号及び第２号に掲げる寄附

金について適用する個人の市民税に関する

経過措置の規定でございます。 

 第３項は、附則第１項ただし書に規定す

る規定の施行前にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による罰則
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に関する経過措置の規定でございます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただき

ます。 

 次に、議案第５６号、摂津市営住宅条例

の一部を改正する条例制定の件につきまし

て、提案内容をご説明申し上げます。 

 本件は、現在建設しております三島団地

の管理を開始するとともに、既に制定され

ております摂津市暴力団排除条例を受け、

市営住宅において暴力団を排除するため、

本条例の改正をいたすものでございます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）の４２

ページから４６ページを併せてご参照願い

ます。 

 それでは、議案書の条文に従いまして改

正内容をご説明いたします。 

 第１条第１項の表中に、名称としまして

三島団地を、位置としまして摂津市三島二

丁目５番２号を追加記載するものでござい

ます。 

 第３条に、入居の資格につきまして、第

１項第４号で暴力団でないこと、また第５

号では同居している、または同居しようと

する親族が暴力団員でないことを追加記載

するもので、それに伴い、第３条第２項の

文言を改めるものでございます。 

 第１４条、高額所得者に対する明渡請求

につきまして、第１４条第２項第１号及び

第３号で文言の整理を行うものでございま

す。 

 第１９条は、住宅の明渡請求につきまし

て、暴力団であることが判明した場合及び

暴力団である者と同居していることが判明

した場合を追加記載し、その他の文言の整

理を行うものでございます。 

 第３２条は、駐車場の使用許可の取消し

につきまして、暴力団であることが判明し

た場合を追加記載し、その他の文言の整理

を行うものでございます。 

 第３４条は、意見の聴取につきまして、

第１項は、市営住宅に入居しようとする者

及び駐車場の使用許可を受けようとする者、

また第２項は、市営住宅の入居者及び駐車

場の使用者が暴力団員であるかどうかを所

轄の警察署長の意見を聞くことができるこ

とを追加記載するものでございます。 

 第３５条、過料、第３６条、委任につき

ましては、文言の整理を行うものでござい

ます。 

 最後に、附則でございますが、施行期日

につきましては、この条例は平成２４年４

月１日から施行するものでございます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただき

ます。 

○嶋野浩一朗議長 水道部長。 

  （宮川水道部長 登壇） 

○宮川水道部長 議案第４７号、平成２３年

度摂津市水道事業会計補正予算（第２号）

につきまして、提案内容のご説明を申し上

げます。 

 今回、お願いいたします補正予算の内容

につきましては、平成２３年４月１日付人

事異動に伴います人件費関係予算の補正を

行うものでございます。 

 補正予算の内容につきましては、予算書

１ページに記載いたしております。 

 第２条は、収益的支出の予定額の補正を

定めるもので、支出につきまして、款１、

水道事業費用の既決額１９億４，２５４万

６，０００円に６０５万７，０００円を増

額し、補正後の額を１９億４，８６０万３，

０００円といたすものでございます。これ

は、項１、営業費用において、既決額１７

億８，８９７万円に６０５万７，０００円

を増額し、補正後の額を１７億９，５０２

万７，０００円といたすもので、この内容
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につきましては、１２ページから１３ペー

ジ、補正予算実施計画説明書に記載いたし

ております。 

 第３条は、資本的支出の予定額の補正を

定めるもので、支出につきまして、款１、

資本的支出の既決額６億５，７７８万８，

０００円から１３万８，０００円を減額し、

補正後の額を６億５，７６５万円といたす

ものでございます。これは、項１、建設改

良費において、既決額３億７，７２９万６，

０００円から１３万８，０００円を減額し、

補正後の額を３億７，７１５万８，０００

円といたすもので、この内容につきまして

は、１３ページの補正予算実施計画説明書

に記載いたしております。 

 これに伴い、資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額につきましては、既決

額６億２，６８８万８，０００円を６億２，

６７５万円に改め、補てん財源につきまし

ては、過年度分損益勘定留保資金３億７，

１３７万４，０００円を過年度分損益勘定

留保資金３億７，１２３万６，０００円に

改めるものでございます。 

 第４条は、議会の議決を経なければ流用

することのできない経費について定めたも

ので、職員給与費の既決額３億３，６４８

万１，０００円に５９１万９，０００円を

増額し、補正後の額を３億４，２４０万円

といたすものでございます。 

 なお、補正予算実施計画は２ページに、

補正予算資金計画は３ページに、予定貸借

対照表は４ページから５ページに、また、

給与費明細書につきましては６ページから

１１ページにそれぞれ記載いたしておりま

すので、ご参照賜りますようお願い申し上

げます。 

 以上、補正予算の内容説明とさせていた

だきます。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部長。 

  （福永保健福祉部長 登壇） 

○福永保健福祉部長 議案第４８号、平成２

３年度摂津市国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）につきまして、その内容をご

説明申し上げます。 

 今回、補正をお願いいたします予算の内

容は、歳入におきましては、前期高齢者交

付金の確定による減と、保険基盤安定繰入

金等の確定に伴う一般会計繰入金の増が主

なものでございます。 

 歳出におきましては、後期高齢者支援金

や繰上充用金などの確定に伴う増減のほか、

人事異動に伴う人件費の精査額等につきま

しても併せて計上いたしております。 

 それでは、補正予算書の１ページをご覧

いただきたいと存じます。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ２，１５９万７，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

１０５億６，２２４万９，０００円といた

すものでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額につきましては、２ページの第

１表歳入歳出予算補正に記載のとおりでご

ざいます。 

 まず、歳入でございますが、款５、前期

高齢者交付金、項１、前期高齢者交付金４

１６万１，０００円の減額は、前期高齢者

交付金の確定によるものでございます。 

 款８、繰入金、項１、一般会計繰入金２，

９４８万７，０００円の増額は、保険基盤

安定繰入金及び国保財政安定化支援事業繰

入金の確定に伴うもののほか、職員の人事

異動に伴います人件費相当額を職員給与費

等繰入金に計上いたすものでございます。 

 款９、諸収入、項１、雑入は、４，６９



 

 

１－１８ 

２万３，０００円の減額でございます。 

 続きまして、歳出でございますが、款１、

総務費、項１、総務管理費２１２万３，０

００円の増額は、繰入金でご説明申し上げ

ました職員の人事異動に伴う補正でござい

ます。 

 款３、後期高齢者支援金等、項１、後期

高齢者支援金等２０２万円の増額は、本年

度の後期高齢者支援金が確定したことによ

るものでございます。 

 款４、前期高齢者納付金等、項１、前期

高齢者納付金等７万８，０００円の増額は、

本年度の前期高齢者納付金が確定したこと

によるものでございます。 

 款６、介護納付金、項１、介護納付金８

４万３，０００円の減額は、本年度の介護

納付金が確定したことによるものでござい

ます。 

 款１１、繰上充用金、項１、繰上充用金

２，４９７万５，０００円の減額は、平成

２２年度決算の確定に伴うものでございま

す。 

 なお、給与費全体の比較につきましては、

１４ページからの給与費明細書に記載いた

しておりますので、ご参照をお願い申し上

げます。 

 以上、補正予算内容の説明とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案第５０号、平成２３年

度摂津市介護保険特別会計補正予算（第２

号）につきまして、提案内容をご説明申し

上げます。 

 今回、補正をお願いする予算の内容とい

たしましては、人事異動に伴う人件費の精

査額等でございます。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ２９５万９，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を４０

億４６０万２，０００円とするものでござ

います。 

 なお、補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額につきましては、２ページの第１表歳入

歳出予算補正に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款６、繰入

金、項１、一般会計繰入金２９５万９，０

００円の減額は、人事異動に伴う職員人件

費相当額の繰り入れの減額を計上いたして

おります。 

 次に、歳出でございますが、款１、総務

費、項１、総務管理費２万１，０００円の

減額及び款３、地域支援事業費、項２、包

括的支援事業・任意事業費２９３万８，０

００円の減額は、それぞれ介護保険制度運

営に係る人件費、地域包括支援センターの

運営に係る人件費で、人事異動に伴う人件

費の精査額等を計上いたしております。 

 なお、給与費全体の比較につきましては、

８ページからの給与費明細書に記載いたし

ておりますので、ご参照をお願い申し上げ

ます。 

 以上、平成２３年度摂津市介護保険特別

会計補正予算（第２号）の内容説明とさせ

ていただきます。 

 続きまして、議案第５１号、平成２３年

度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）につきまして、その内容をご説

明申し上げます。 

 今回、補正をお願いいたします予算の内

容は、保険基盤安定負担金の確定及び保険

料納付金の増額によるものでございます。 

 それでは、補正予算書の１ページをご覧

いただきたいと存じます。 

 第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に
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歳入歳出それぞれ４，１１２万９，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を７億１

２０万９，０００円といたすものでござい

ます。 

 なお、補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、２ページの第１表歳入歳出予算補正

に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１、後期

高齢者医療保険料、項１、後期高齢者医療

保険料３，９３２万８，０００円の増額は、

当初見込みに比べ被保険者数が増加したこ

となどにより、保険料収入を増額するもの

でございます。 

 款３、繰入金、項１、一般会計繰入金１

８０万１，０００円の増額は、保険基盤安

定繰入金の確定に伴う増額でございます。 

 次に、歳出でございますが、款２、後期

高齢者医療広域連合納付金、項１、後期高

齢者医療広域連合納付金は、保険料収入額

及び保険基盤安定繰入金の増額に伴う納付

額を計上いたしております。 

 以上、補正予算（第１号）の内容説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第５３号、摂津市立地

域福祉活動支援センター条例制定の件につ

きまして、提案内容をご説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）１ペー

ジから４ページに施行規則等を掲載してお

りますので、ご参照いただきますようお願

い申し上げます。 

 摂津市立地域福祉活動支援センターは、

地域福祉活動の中核的施設として、社会福

祉協議会、地域包括支援センター、ボラン

ティアセンター等の機能を併せ持つ複合施

設として、国土交通省の社会資本整備総合

交付金のうち地域住宅交付金を活用し、設

置するものでございます。 

 平成２４年４月から供用開始を予定いた

しております関係から、今回、条例を提案

させていただくものでございます。 

 それでは、各条文を追ってご説明を申し

上げます。 

 第１条は、地域福祉活動支援センターの

設置目的及び設置場所を定めております。 

 第２条は、実施いたします事業を規定し

ております。 

 第３条は、開所時間を、第４条は休所日

を規定しております。 

 第５条は、地域福祉活動支援センターの

使用者の範囲を規定しております。 

 第６条は、使用の許可について、あらか

じめ市長の許可を受ける旨、規定しており

ます。 

 第７条は、使用の制限について規定して

おります。 

 第８条は、使用許可の取り消し及び中止

について規定しております。 

 第９条は、使用料について規定しており

ます。 

 第１０条は、使用者が施設または設備に

損害を与えた場合の損害賠償義務について

規定しております。 

 第１１条は、この条例の施行に関し必要

な事項を規則に委任する旨の委任規定でご

ざいます。 

 次に、附則でございますが、第１項は、

この条例の施行期日について定めたもので

ございます。 

 第２項は、本条例制定に伴い、重要な公

の施設に関する条例に地域福祉活動支援セ

ンターを加える旨を定めたものでございま

す。 

 第３項は、本条例の制定に伴い、摂津市

暴力団排除条例の別表中に文言を加える旨

を定めたものでございます。 
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 以上、摂津市立地域福祉活動支援センタ

ー条例制定の件の提案説明とさせていただ

きます。 

○嶋野浩一朗議長 土木下水道部長。 

  （藤井土木下水道部長 登壇） 

○藤井土木下水道部長 議案第４９号、平成

２３年度摂津市公共下水道事業特別会計補

正予算（第２号）につきまして、提案内容

をご説明申し上げます。 

 今回、補正をお願いする予算の内容とい

たしましては、本年４月１日付の人事異動

に伴います人件費の精査額及び前年度実質

収支額の確定に伴います繰上充用金の精算

額を計上いたしております。 

 それでは、補正予算書１ページをご覧願

います。 

 第１条では、既定による歳入歳出予算の

総額から歳入歳出それぞれ２，１１６万７，

０００円を減額し、その総額を５８億４，

７４８万円といたすものでございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につ

きましては、２ページの第１表歳入歳出予

算補正に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款４、繰入

金、項１、一般会計繰入金は、１，７６６

万７，０００円を減額いたしております。

これは、人件費及び繰上充用金の減額によ

るものでございます。 

 款５、諸収入、項２、雑入は、３５０万

円を減額いたしております。これは、人件

費及び繰上充用金の減額によるものでござ

います。 

 次に、歳出でございますが、款１、下水

道費は、２，０６０万９，０００円を減額

いたしております。その内容といたしまし

ては、項１、下水道総務費で１，０３１万

１，０００円の減額と、項２、下水道事業

費で１，０２９万８，０００円の減額で、

それぞれ人事異動に伴います人件費の精査

によるものでございます。 

 款２、公債費、項１、公債費は、金額の

補正はございませんが、人件費の減額に伴

います財源内容を変更いたしたものでござ

います。 

 款４、繰上充用金、項１、繰上充用金は、

５５万８，０００円を減額いたしておりま

す。これは、前年度実質収支額の確定に伴

いまして繰上充用金を精算いたしたもので

ございます。 

 なお、給与費全体の比較につきましては、

１２ページからの給与費明細書に記載いた

しておりますので、ご参照くださいますよ

うお願い申し上げます。 

 以上、補正予算内容説明とさせていただ

きます。 

○嶋野浩一朗議長 消防長。 

  （北居消防長 登壇） 

○北居消防長 議案第５５号、摂津市手数料

条例の一部を改正する条例制定の件につき

まして、提案内容をご説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）２４ペ

ージから４１ページにかけ、新旧対照表を

記載いたしておりますので、併せてご参照

願います。 

 本条例の一部改正の内容といたしまして

は、大阪府からの権限移譲のうち、火薬類

取締法及び高圧ガス保安法の許認可等に関

する事務の移譲を受けるに当たり、それに

係る手数料を制定するものでございます。 

 手数料の額につきましては、現在の大阪

府産業保安行政事務手数料条例と同額でご

ざいます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は

平成２４年４月１日から施行するものでご

ざいます。 
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 以上、提案内容の説明とさせていただき

ます。 

○嶋野浩一朗議長 説明が終わり、質疑に入

ります。山本議員。 

○山本靖一議員 議案第４６号、一般会計補

正予算（第３号）の５ページ、教育費、図

書館費の繰越明許費についてお尋ねしたい

と思います。 

 もうこれ以上工期を延ばしてというふう

なことは毛頭考えていません。一刻も早く

安全対策を講じていただきたいというふう

に思うわけですが、なぜ繰越明許になった

のか。今年の５月に事故が起こってから、

９月の議会で補正予算が可決されました。

当時の部長の答弁で、これは９月８日、本

会議ですけれども、「いずれにいたしまし

ても、このままああいう状況で放置するわ

けにはいきません。今回の調査では直ちに

落ちることはないというふうに調査をいた

だいておりますけれども、落下するおそれ

がありますので、一日も早く、一刻も早く

工事に着手をしたい」と、こういう答弁を

されているわけですね。この繰越明許に至

った経過、一番の理由、そして、この５月

にそういう事故があって１年近くもこうい

う状況に置かれているということについて、

どのように考えておられるのかお聞かせい

ただきたいと思います。 

○嶋野浩一朗議長 答弁を求めます。生涯学

習部長。 

○宮部生涯学習部長 市民図書館の外壁改修

工事は、先の第３回定例会におきまして補

正予算をご可決いただきまして、躯体の強

度を確認した後、工事に着手することとい

たし、躯体強度試験を行うことといたしま

した。強度試験は、コンクリートコアの圧

縮強度試験、中性化深さ測定試験、塩化物

濃度試験の３種類の検査を行うことといた

しました。躯体強度試験は１０月７日に支

出負担行為を行い、１１月７日にコア抜き

工事を行いました。圧縮強度試験と中性化

深さ測定試験は１１月１４日に試験結果が

出ましたが、塩化物濃度試験はいまだ試験

結果が出ておりません。すべての試験結果

が判明せず、数値として躯体の安全性をす

べてお示しすることができず、工事着工が

おくれる事態に至りましたことは、大変申

しわけなく責任を感じておりますが、私ど

もといたしましては、何よりも建物の安全

性を確認することを第一と考え、今議会に

おきまして予算の繰越明許を上程させてい

ただいたものでございます。 

 コア抜き工事が１１月７日となった件で

ございますけれども、１０月７日に支出負

担行為を行った後、担当者がその後の事務

処理を怠り、発注が１０月２７日となり、

また、コア抜き工事は騒音を発するため、

市民図書館休館日である１１月の第１月曜

日、１１月７日となったものでございます。

繰越明許となった件につきましては、この

コア抜き工事が１１月７日になったという

ことが原因でございます。 

 それから、この件につきまして、どう考

えているかということでございますけれど

も、市民図書館の外壁改修工事は、早期に

利用者、市民の方々に安心して市民図書館

を利用していただくために９月の第３回定

例会に補正予算を上程してまで行わなけれ

ばならない重大案件であったにもかかわら

ず、事務処理を怠るという重大な過失によ

り着工がおくれ、年度内に工事完了できな

いことから予算の繰越しをお願いすること

に至りましたことは、まことに申しわけな

く深く反省いたしております。 

 外壁崩落以来、長期間にわたりましてご

不便をおかけし、危険な状態で市民の皆様
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に市民図書館をご利用いただくことになっ

たことについて、施設管理者としてざんき

の念にたえず、責任を痛感いたしておりま

す。今後はこのようなことを二度と起こす

ことのないよう、私も含め職員一人ひとり

が職責を自覚し、全力をあげて職務遂行に

専念するとともに、組織的な対応と今後の

事務の円滑な執行を徹底するよう管理監督

してまいる所存でございます。 

○嶋野浩一朗議長 山本議員。 

○山本靖一議員 事務的なところでのミスが

あったということで率直におっしゃったわ

けですが、９月の８日でちゃんとした調査

をやりますというふうにおっしゃって、そ

れから実際の発注に至った１１月７日まで

２か月あったと。この間のおくれがこの繰

越明許につながったということだというふ

うに思うんですけれども、もう一つ大事な

ことは、このネットバリア工法を使うとい

うことについて三つの理由を挙げておられ

た。指定管理者になってから開館中にそう

いう工事を進めていくからということが一

つでしたね。それから、騒音・振動が少な

い。２点目には工費が安い、さらには工期

が短くできるという、そういうふうな理由

でネットバリア工法を選択したと。それの

前提として躯体、つまりアンカーを打つ躯

体がしっかりしているかどうかということ

が一番重要になる。そこで、１２日の委員

会では、この躯体の強度が確認できなけれ

ば工法の変更もあり得るというふうな答弁

をされているわけですね。つまり、躯体が

本当に安全かどうかということでコア抜き

調査をやられた。どの部分のコア抜き調査

をやられたのかお聞きしたいと思うんです。

これは南側の隅のところのまぐさが落ちま

した。当然、その外壁、その部分のコア抜

きが必要になってくると思うんですね。四

つの壁の面、１、２、３階それぞれの全体

が同じ材料でやられているということで最

初は出発されたと思うんですけれども、経

年劣化の中でどの部分がどういう状態にな

っているか、そのことの中で安全の確認が

できるというふうに私は思うんですけれど

も、どういうところをコア抜き調査された

のか。つまり、工法の変更につながるよう

な重要な調査をされた、その結果について、

まだ一つの部分の答が来ていないから先送

りにしますというのが今度の中身だと思う

んですけれども、その工法の変更にかかわ

るような重要な調査をどの部分でやられた

のか教えてください。 

○嶋野浩一朗議長 生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 市民図書館のどの部分

で調査をしたかというご質問でございます

けれども、コアを抜く部分につきましては

建築課と協議し、外壁につきましては耐力

壁となっておりますので、図書館の内壁の

部分をコア抜きするということになりまし

た。同じセメント、あるいは鉄骨を利用し

て建築いたしておりますので、外壁、内壁

どちらを抜いても、このコンクリートの強

度については同様の結果が出るという建築

課との協議の中での選択でございます。抜

きました部分は、１階の事務室、それから

２階の郷土資料室が入っております内壁の

一部、そして３階の事務室の内壁の一部と

いうことでございます。 

○嶋野浩一朗議長 山本議員。 

○山本靖一議員 アンカーは外壁に打つんで

すよね。内壁に打つんじゃないわけです。

つまり、その躯体の強度、アンカーを打つ

ところの強度が確立されて初めてこの工法

は成り立つということだと思うんですね。

２７年の雨風、いろんなことの中で一番影

響が出てくるのは外壁だと思うんですね。
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中にアンカーを打つんですか。アンカーを

打つところの強度調査もしないで、全然違

うところの内壁の３か所、１、２、３階。

本来は、工事をするところの躯体４面、１、

２、３全部、これは費用の関係でそういう

ことはなかなかできないと。これは、最初

からもう安全性は確立されているから、調

査はアリバイづくりにやろうと、言葉は悪

いですけれども、そういうふうにとれるわ

けです。真剣にこの提起された問題に答え

ようとするならば、その四つの面、あるい

は一番落ちたところの調査をやるというの

が私は筋だと思うんですが、これまでの議

論を通じて、今回の調査のあり方、工事を

これ以上おくらすということについては、

私はよくないというふうに思うんですけれ

ども、この間の経過を見ていった中で、今

の調査の報告を聞いた中で、これが成り立

つのかということについて、議長、一度時

間をいただきたいと思うんですが、いかが

でしょうか。 

○嶋野浩一朗議長 暫時休憩します。 

（午前１１時３７分 休憩） 

                 

（午後 ０時４５分 再開） 

○嶋野浩一朗議長 再開します。 

 調査の件のつきましては、都市整備部長

から答弁をお願いいたします。都市整備部

長。 

○小山都市整備部長 それでは、図書館のコ

ンクリートの強度についてでございますが、

建築着手するときには必ず施工業者から材

料の承認願を提出させております。その材

料承認の中では、砂あるいは砕石等につい

て原産地を記入することになっております

ので、それをチェックしました。砂につい

ては京都府の城陽市、骨材について、骨材

といいますと砕石でございますが、高槻市

と茨木市のものを使っておりますので問題

ないと考えております。そのことから、コ

ンクリートの強度についても問題なしと判

断し、承認をしております。 

 また、工事中でございますけれども、現

地で生コンクリートを採取し、強度試験な

ど検査機関においてチェックを行って工事

を進めております。そのことから、担当と

してはコンクリートの強度には問題ないと

判断しておりますが、その後、何かの要因

でコンクリートに異常がないかということ

について、今回、コンクリートのコアを採

取してチェックを行っているところでござ

います。コンクリートが落下した部分につ

きましては、コンクリートの伸縮や建物の

揺れなどが要因となって、構造上応力がか

かってクラックなどから雨水が浸入して劣

化が進んだものと考えております。それ以

外の部分につきましては、打診調査の結果、

コンクリートとタイルの間に間隙、すき間

が見られる部分がありますけれども、今回、

そのところにつきましてはバリアネット工

法で補修を行うものであります。 

 外壁部につきましては、やはり雨水にさ

らされますので、劣化は進んでいると思い

ますが、コンクリートには問題ないと考え

ておりまして、直接外壁部を行っておりま

せん。ただ、コンクリートというのは、柱

部分、壁部分一体的にコンクリートを打ち

ますので、壁部分のコアを採取しチェック

を行っているというところでございます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 ほかにございますでしょ

うか。渡辺議員。 

○渡辺慎吾議員 私は文教常任委員会に所属

しておりますので、それぞれのその場所で

しっかりと言うたらいいんですけど、その

中で、以前にこの件に関して、相当私は委
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員会で質問を、また皆さんの真意を問いた

だしてきました。前回は、イレギュラーと

なるような採決を先送りして現場に行って、

現場で説明を聞きながら安心・安全という

ことでしっかりと質問してきたわけです。

その中で、皆さん本当にどっち向いて仕事

をしてはるんかなというふうに思うんです

ね。市民の安心・安全というのは、これは

当然基本的な問題で、そのときにも質問し

ましたけど、図書館に行ってけがをしたり、

また命を落とすようなことというのは、こ

れは考えられんことであって、今回は非常

に不幸中の幸い、人に対しての危害はなか

ったわけですけど、そういう点で各委員か

らもそういう質問が出たわけで、しっかり

と仕事を対応していただきたいということ

で、その件に関しては、部長も、そして教

育長も心してやっていくということでご答

弁をいただいたんですけど、一体あの質疑

応答は何やったんかなというふうに思うん

です。 

 我々としたら、即一定の期間、全部の調

査を終えるまで休館にして、すべての調査

を終わらせてから、また図書館のあれを再

開すべきということで私は言いましたね。

そのときには、教育長、また部長なりは、

その心配はないということでご答弁された

わけですけど、緊急性、これは協議会でも

また言いますけど、別府小学校はああいう

形でコンクリートが落ちましたね。これは

協議会でまたそれなりに私も質問したいと

思いますけど、そういうような状況の中で、

本来ならたちまち休館にして、休館日に合

わせて検査するんじゃなくて、すぐ休館に

して即その検査に当たるということをされ

なあかんのに、その検査に出す書類を出す

のを忘れておったというようなことを、そ

のようなご答弁をいただくということは、

非常に我々は一体何をしてきたんやと、

我々がやってきた質問とか追及は一体何や

ったということになるわけであって、その

点、どういうお考えであなた方は仕事をし

ているのか、どっち向いて仕事をしている

のか、ちょっとご答弁いただきたいと思い

ます。 

○嶋野浩一朗議長 答弁を求めます。生涯学

習部長。 

○宮部生涯学習部長 前回の第３回定例会で

ご可決いただきました。そのときにも申し

上げておりますけれども、一日も早く、一

刻も早く改修工事を行いまして、市民の安

全・安心を図りたいという気持ちは変わり

ございません。今回、こういうことに至り

ましたことにつきましては何の申し開きよ

うもございません。私どもといたしまして

は、今回、繰越明許と繰越しをさせていた

だきますけれども、今後、試験結果が出て

まいりましたら明らかにさせていただきま

して、安全確認をした後にできるだけ早く

工事にかかりたいというふうに考えており

ます。申しわけございません。 

○嶋野浩一朗議長 教育長、お願いします。 

○和島教育長 今回の繰越明許の件、今、ご

指摘もありましたように、私も今回の事態

を深刻に受けとめています。といいますの

は、やはり９月定例会、そして協議会等で

厳しいご指摘も受けまして、一日も早く補

修工事にかかって安全を確保するというこ

とで進んでまいりましたけれども、結果と

してこのようなことに至っているというこ

とは、本当に教育委員会事務局を統括して

います私としても非常に責任を感じている

ところでもございます。やはり、これから

教育委員会事務局は、仕事に取り組む姿勢

というのをもう一度見直していかんとあか

んだろうと強く思っております。 
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 そして、そのために、今回のことにつき

ましても責任の所在もはっきりさせるとい

うことにさせていただきまして、摂津市職

員分限懲戒審査委員会にも諮って、その責

任の所在もはっきりさせたということで、

文書戒告ということで、担当課長、同部の

次長、そして生涯学習部長の３名に私の名

前で文書戒告をさせていただきました。申

すまでもなく、先ほども言いましたように、

その統括責任者であります私にも責任があ

るということは重々認識いたしております。

今後、先ほども申しましたけれども、もう

一度業務のありようを見直して、二度とこ

ういうことがないように努めてまいりたい

と、そのように考えております。 

○嶋野浩一朗議長 渡辺議員。 

○渡辺慎吾議員 そのお覚悟はよくわかりま

したけど、市長がおっしゃっています人間

基礎教育、やっぱりいつも言うようですけ

ど、職員が率先して範を示してもらわなく

てはならないわけであって、教育委員会は

今回の一連のことを、我々の議会との向き

合う姿勢、そういうことを一つ一つ、これ

は今後、皆さんがそういうことやったら、

我々も例えば議会と理事者側も時には協力

するべきところもたくさんあると思うんで

すよね。そんなこともできないわけですよ、

これは。我々と約束したことをうっかり忘

れる、簡単にほごにする、そのようなこと

が現実に起きておったら、何のためのこれ

は議会とのやりとり。もしも市民に危害が

こうむった場合、教育長が辞職されるだけ

じゃ済まへんわけですよ、これは。多分大

きな全国的な問題になって裁判になるでし

ょう。そういうことを普通は想定されます

よね、いろんな面で。それで、そういうよ

うな形でこういうことに当たるというのは、

本当に怖くてしゃあないですね、そんな気

持ちで仕事をされとるんやったら。 

 さっきも言いましたように、別府小学校

が落ちる、またほかにもたくさん僕はある

と思うんですよ。幸いにして人身事故がな

かっただけの話であってね。皆さんのお子

さんやらお孫さんが、また家族がそういう

災害に遭うたときにどうなるんですか。そ

んなことも考えるでしょう、普通やったら、

いろんなことを。本当に腹立たしい限りで

すわ。 

 その点は、ほかの委員さんにもいろんな

ことを言うてはったかもしれんけど、その

委員によって言うことが違うたり、そうい

うことも聞いております。そういうあなた

方の仕事に対する姿勢、自分の目の当たり

のことだけ解決したらええねんと、そうい

うような態度がこういうことになったわけ

であってね。これ以上もう言いませんけど、

今回のことで私も皆さんに対しての見方も

変わりましたからね。その点はしっかりと

お考えを持ってこれから対応していただき

たいと思います。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 ほかにございますでしょ

うか。木村議員。 

○木村勝彦議員 安全・安心ということにつ

いては、市長はじめ行政も、我々議会も市

民に対して常々発信しておるところですね。

そういう中で、今回の事件は、私は起こる

べくして起こったのではないかという感じ

がします。先ほど小山部長のほうからもコ

ンクリート、あるいは砂の産地の問題の答

弁がありましたけれども、私はこの前の本

会議のときにも、非常にあの図書館につい

ては建設後二、三年の間でタイルが変色し

てしまって、これはいろいろ問題があるな

と。そしてまた、当時はバブル全盛期のこ

ろで砂等が大変不足している中で、ひどい
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場合は大阪湾の神崎川の近くの河川の橋脚

の際まで砂を取りに行くというような状況

の時代でした。だから、そういう点では、

高槻、茨木で採取をしたという話の答弁を

私は聞きましたけれども、本当にそのこと

がチェックされておったかなという危惧を

しております。 

 しかし、そういう中で事故が起こるべく

して起こってしまった。そのことについて

いろいろと文教の委員会でもどうするかと

いうことの議論がされて、そういう中で一

定の方向性というのか、予算が提案されて

予算が承認されて、やはり一日も早く復旧

しなければならないという状況の中で、先

ほど担当部長のほうの答弁がありましたよ

うに、事務職員が処理を怠ったということ

で、先ほどまた引き続いて教育長のほうか

ら分限処分なり処分の問題の報告があった

んですけれども、そのことについても、処

分の問題等については、私が聞く限りでは

文教常任委員会の中ではそのことは報告さ

れておらなかったというふうに聞いており

ます。そういう点では、やはり私は責任の

所在、そしてまた処分の問題を含めて、も

うちょっと早い段階で文教の委員さんにも

知らすべきではなかったかというふうに思

っております。 

 そういう中で、先般も役所からの連絡が

ありましたけれども、別府小学校のコンク

リートが滑落をしたと、モルタルが滑落し

たという報告を受けましたけれども、私は、

別府小学校はここだけではなしに正面玄関

の別府小学校の校章の下あたりのコンクリ

ートについても滑落するのではないかとい

う状況を感じております。その辺の実態調

査等、滑落した部分だけでなしに全体的な

検査をされておるのかどうか、その辺のこ

とについて一遍聞きたいと思うんです。 

 何遍も言いますけれども、この前の工事

契約関係の検査体制の強化について質問を

したときに、副市長のほうからは、確かに

建築関係の検査官はいないということも答

弁を受けました。その後、東北地方の採用

枠の中でそういう検査員を採用していくと

いうようなことも含めて検討していきたい

ということで答弁をいただいておりますけ

れども、その辺のことについても、やっぱ

り私は早い段階で工事検査だけではなしに、

建築された後の建物の管理は各所管にゆだ

ねられておりますけれども、やはり各所管

といえども専門的な知識があるわけではな

いですから、そういう点では専門的な技術

を持った検査員を、工事契約だけでなしに

建物管理の中でも検査をするという体制強

化を図っていかないと、私はこういう事故

が再度また起こる可能性が大いにあると思

います。そういう点では、その後、検査体

制について強化をされるのか、このまま放

置をされるのか、その辺のことについては、

これは教育委員会だけでなしに、こっちの

一般部局のほうの所管の委員の管轄でもあ

りますけれども、その辺のことについて再

度副市長なり市長なりのほうから見解をお

聞きしたいと思います。 

○嶋野浩一朗議長 答弁を求めます。副市長。 

○小野副市長 話が別府小学校の問題に、今

ご指摘がございました。それで、この検査

体制の問題につきましては、安藤議員であ

りましたでしょうか、答弁をいたしたとき

に、管理する側と使用する側というのをあ

んまり分けてしまうと責任の所在が不明確

になるということで、今もそういう考え方

は持っております。ただ、体制そのものに

つきましては、今ご指摘ありましたように、

震災の関係で採用した建築技術職が１人お

りました。これは事務職でありましたが、
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現実にはそちらのほうで業務をいたしてお

ります。 

 それで、今もう一度考えなければならな

いのは、その職員定数の関係もありますの

で、ならば、建築の営繕なりをどれぐらい

抱えたらいいのかということになりますと、

これは相当の人数になるというふうに思い

ますので、私は、きのうにも議論しておっ

たんですが、まずはだれが所管をして、だ

れをどこの形ですぐ動ける体制をどうつく

れるかということを議論すべきというふう

に言っております。それで、この体制で１

０小学校、５中学校、その他公共施設すべ

てをその営繕で見ようとするならば、これ

とてなかなか専門職といいますか、建築の

資格を持っておりましても、その種の専門

職ではございませんので、やはり形として

は特定のその業界の方に発注をするという

ことになりますので、私は、いま少し考え

なければならないのは、このままではいい

と思っておりません。今回の文教の協議会

も２日に開かれます。そのときの体制はど

うあるべきかということも議論いたします

ので、いま少し時間をいただきまして、こ

の次に起こる学校等の問題を、教育委員会

でできませんので、どう市として対応する

かということも、きょうも朝から議論いた

しておりますので、いま少しまとめた上で、

また文教の協議会にもその点の報告、また

議会にも報告申し上げたいと。 

 何回も申しますように、今このままの体

制でいいとは私どもも思っておりません。

経年が過ぎておるということを考えますと、

小・中学校で相当な棟でもその方向が進ん

でおるということでありますから、その財

源手当と職員の体制、そして、それをいつ

に発注するかということも併せまして、ト

ータルで問題処理を一度考えてみたいとい

うことできのうからやっておりますので、

いま少し時間をいただきまして、一定の方

向性をきちっと出せるように努力してまい

りたいというふうに考えております。 

○嶋野浩一朗議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 私は、これ以上、起こって

しまったことに対する追及をするというこ

とは控えたいと思います。こういう重大な

事故が二度と起こらないようにするために

はどうすべきかということを考えますと、

やはりそういうしっかりとした検査体制を

つくっていくということが最重要課題だと

考えますし、確かに人員削減、行政改革で

６００人体制に持っていくということにつ

いて異議を唱えるものではありませんけれ

ども、やはり必要な部分の強化を図ってい

くということも併せて進めていかないと、

ただ減らすだけで、それでよしとするよう

なことでは私は困ると思います。現実にこ

ういう事故が起こった以上、今後二度とこ

ういう事故が起こらないように、先ほど申

し上げましたように、別府小学校の校章の

下の壁なんかはいつ落ちてもおかしくない

状況だと私は認識をします。そういう点で

は、その辺のことの検査もきっちり含めて

やっていくという体制の強化を求めて質問

を終わりたいと思います。 

○嶋野浩一朗議長 ほかにございますでしょ

うか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 以上で質疑を終わります。 

 本１０件につきましては、議案付託表の

とおり、常任委員会に付託します。 

 日程５、議案第５７号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市長公室長。 

  （乾市長公室長 登壇） 

○乾市長公室長 それでは、議案第５７号、

一般職の職員の給与に関する条例等の一部
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を改正する条例制定の件につきまして、提

案内容のご説明を申し上げます。 

 まず、今回の条例改正に至った経過等に

ついてご説明申し上げます。 

 本市における職員給与につきましては、

国の制度に準ずることを基本的な考え方と

いたしておりますが、本年度は６月に国家

公務員の給与の臨時特例に関する法律案が

国会に提出されるなど、国家公務員の給与

をめぐる情勢は極めて不透明となっており

ます。しかしながら、「地方公務員法第２

４条第３項の趣旨に沿った適切な措置を講

ずることを期待する」との総務大臣の発言

や、地方公共団体においては、現行法上で

は人事院勧告に準ずることが望ましいとす

る大阪府の指導、また、近隣各市の状況等

も踏まえ、本市といたしましては、本年度

につきましても人事院勧告に準じた改定を

行いたい旨、職員労働組合に申し出を行い、

事務折衝、団体交渉を重ね、１１月２４日

に妥結の運びとなったものでございます。

したがいまして、今回の改正につきまして

は、平成２３年度の人事院勧告に基づき給

与改定を行うもので、５０歳代及び４０歳

代を中心に中高齢層職員の給料月額を最大

で約０．５％引き下げるものでございます。 

 議案参考資料（議案第５７号）１ページ

から５ページも併せてご覧いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 まず、第１条は、臨時的任用職員等の給

与支給限度額並びに職員の給料月額につい

て改正するものでございます。 

 第２７条は、臨時的任用職員及び非常勤

職員の１か月の給与支給限度額を任期の定

めのない職員の給料月額に準じて改正する

ものでございます。 

 別表の改正は、任期の定めのない職員の

給料月額について改正するものでございま

す。 

 次に、第２条は、一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例（平成１

９年摂津市条例第４号）の附則を改正する

もので、改正内容といたしましては、附則

第７項で定められた給料の切りかえに伴う

経過措置を受けている職員の給料月額を改

正するものでございます。 

 また、今回の改正による平成２３年度の

影響額は、約３９３万５，０００円の減額

と見込んでおりますが、この減額分の補正

予算につきましては、平成２４年第１回定

例会において、給与改定分として計上させ

ていただく予定でございます。 

 なお、今回の一般職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例の施行日に

つきましては、本年１２月１日とさせてい

ただきたいと考えております。 

 以上、議案第５７号の提案内容の説明と

させていただきます。 

○嶋野浩一朗議長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 討論に入ります。通告がございますので、

許可します。 

 野口議員。 

  （野口博議員 登壇） 

○野口博議員 日本共産党議員団を代表して、

議案第５７号に対する反対討論を行います。 

 人事院は、９月３０日、国家公務員一般
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職の給与を平均で年間０．２３％引き下げ

るよう勧告を行いました。対象は４０歳以

上で、昨年度のマイナス０．１９に続き、

３年連続のマイナス勧告となりました。今

回、東北３県を除く４４都道府県、約１万

５００事業所を対象に民間の給与実績を調

査した結果、国の天下りあっせんを前提と

した早期退職勧奨を禁止したこともあり、

民間よりも給与の高い高齢職員が増え、８

９９円の格差が生じているとして、今回の

勧告になったとしています。 

 我が党は、過去、給与の問題は、労使協

議を前提として協議が整ったということを

基本に賛成との態度でありました。しかし、

昨年度は、貧困と格差を解消するための労

働者派遣法の抜本改正もされぬままに、こ

の１１年間で１か月分の給与が削減される

事態に加え、２年連続のマイナス勧告、年

間９万４，０００円の減収押しつけは、公

務員だけでなく民間労働者の賃金にも悪影

響を及ぼし、負のスパイラルと言われるよ

うな賃下げの連続になりかねないと主張し、

反対しました。現在、国会のほうでは、マ

イナス０．２３％の勧告は見送り、国家公

務員の給与を今後３年間にわたって平均７．

８％引き下げる特例法案が審議されていま

す。これは、これまで最低のルールとして

きた人勧を尊重するという立場を３年間放

棄するもので、人勧の見送りは単年度限り

であれば合憲とした１９８２年最高裁判決

にも反するものであります。震災復興財源

を足がかりに、何が何でも２割削減に、ひ

いては消費税増税をはじめとした庶民増税

に道をつけようとの姿勢であり、強く抗議

するものです。 

 その上で、本条例案については、一つは

人勧に伴う提案でありますが、これ以上の

給与削減は賃下げの悪循環を拡大するだけ

であり、何の景気対策にもならないという

こと、二つ目に、本市職員は、過去、給与

引き下げに協力してきており、あくまでも

人勧に従うというなら地域手当の矛盾の改

善に最大限努力すべきではないかというこ

と、三つ目に、国会のほうでは国家公務員

の給与削減を地方公務員にも反映させるか

どうかの問題や労働基本権を付与させるか

どうかの問題なども議論されていますが、

地方からもこうした問題についてきちんと

声を上げるべきではないかということを申

し上げ、反対討論とします。 

○嶋野浩一朗議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 以上で討論を終わります。 

 議案第５７号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○嶋野浩一朗議長 起立者多数です。よって

本件は可決されました。 

 以上で、本日の日程は終了しました。 

 お諮りします。 

 １２月１日から１２月１２日まで休会す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 本日はこれで散会します。 

（午後１時１４分 散会） 
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（午前１０時 開議） 

○嶋野浩一朗議長 ただいまから本日の会議

を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、上村議員及び

森内議員を指名します。 

 日程１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可します。 

 上村議員。 

  （上村高義議員 登壇） 

○上村高義議員 おはようございます。 

 それでは、順位に基づきまして一般質問

させていただきます。 

 まず、質問番号１、教育行政についてお

尋ねいたします。 

 １の（１）大阪府学力・学習状況調査結

果についてお尋ねいたします。 

 先般、大阪府学力・学習状況調査が行わ

れ、公表されました。小学校６年生と中学

校３年生ということで対象とした学力テス

トでございましたけれども、摂津市は小学

校が府内３１市の中で３０位、中学校が２

７位と、大阪府下では最下位のランクに位

置付けされました。結果を受けて教育委員

会はどのような評価をされているのかをお

尋ねいたします。 

 それと、新聞等々で考察でもあるように、

家庭の経済状況と学力との関係に相関があ

るというふうに言われております。私は、

その信憑性を確認する意味で、大阪府下各

市の一人当たりの個人の住民税と今回の学

力テストの結果との相関を調べてみました。

実はこのグラフなんですけども、こっちが

一人当たりの個人住民税、こっちが学力テ

ストということでございまして、完全に住

民税が高いほうが学力テストの点数もいい

と、住民税の低いところは学力テストの平

均的も低いということでありました。その

相関係数が０．８９６ということで、非常

に強い相関があるということが確認されて

おります。摂津市は、順位的には住民税は

中位にあるんですけれども、学力テストが

３０位ということでありました。この回帰

直線の真ん中よりも下にあるということが

問題で出ました。このことについてどうい

う考えをお持ちなのか、まずお聞かせくだ

さい。 

 それと、二つ目の通学路の安全対策と学

校経営者の責務についてということでお尋

ねいたします。 

 通学路の安全確保についての責任の所在

と現状での対処について、まずはお聞かせ

いただきたいと思います。 

 次に、三つ目、就学前教育の実態と次世

代育成部の取り組みと今後の方向について

お尋ねいたします。 

 この４月より機構改革により次世代育成

部が設置され運用されておりますが、私は

以前よりゼロ歳から１５歳までの一貫した

教育システムを提案してきておりました。

このこともあって、私も大いにこの取り組

みについては期待もしております。現状の

取り組み内容と今後の方向についてお答え

をいただきたいと思います。 

 次に、１の（４）大阪府教育基本条例

（案）との関わりについてお尋ねいたしま

す。 

 今、大阪府議会で教育基本条例について

審議されております。連日、マスコミ等々

でも報道されておりますが、現時点での教

育基本条例（案）の中で摂津市の教育行政

にどのような影響があるのかをまずお聞か

せください。 

 質問番号２、産業活性化策についてお尋

ねいたします。 

 ２の（１）企業誘致条例に基づく申請状

況についてお尋ねいたします。 
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 この４月から産業活性化のための企業誘

致条例が制定され、施行されておりますが、

現時点での申請状況について、まずはお聞

かせいただきたいと思います。 

 ２の（２）今後の産業活性化策について

でございます。 

 現在の企業誘致条例は、市内企業の引き

とめや市外からの誘致でありますが、技術

力はあるが資金がない等々のベンチャー企

業に対しての支援の考えはないのかをお尋

ねいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○嶋野浩一朗議長 答弁をお願いいたします。

教育次長。 

  （馬場教育次長 登壇） 

○馬場教育次長 それでは、上村議員の１の

（１）大阪府学力・学習状況調査の結果に

ついてのご質問についてお答え申し上げま

す。 

 今回の本市の結果につきましては、教

科・区分別平均正答率が小学校、中学校の

各教科、各区分とも大阪府平均を下回るも

のでございました。児童・生徒にとって必

要な学力を身につけるための取り組みをさ

らに進めなければならないと強く感じてい

るところでございます。 

 ご指摘いただきました経済状況と学力調

査の相関についてでございますが、経済状

況の指標として一人当たりの個人市民税を

ご提示いただきましたが、学力の調査との

相関を考察するに当たりましては、義務教

育の子育て世代の経済状況指標とも言える

就学援助の認定状況等も考える必要がある

のではないかと考えております。現在、本

市は、その就援の認定率が府下でも最も高

い状況になっております。したがいまして、

他市と比べ、より経済的に厳しい子育て世

帯が多いものと推定されます。 

 さらには、大阪大学大学院の志水教授が

指摘しているつながり格差の課題もござい

ます。これは、保護者の離婚率や持ち家率、

不登校の発生状況など、地域や学校におけ

る児童・生徒の人間関係の濃密さや、逆に

希薄さが学力に影響を与えているといった

調査結果でございます。本市におきまして

も、ひとり親家庭は少なくなく、また、不

登校率が大きく減少はしない中で、子ども

を取り巻くさまざまなつながりの弱さが現

実として存在いたしております。 

 このように、本市の児童・生徒の学力調

査における平均得点率が下位に位置する原

因としてさまざまな条件が考えられますが、

だからこそ、すべての子どもたちの学力を

向上させることは学校と教育行政の使命で

あると考えております。そのためには、教

員の授業力や生徒の指導力を中心とした指

導力をさらに高める必要があることについ

ても十分認識いたしております。経験の浅

い教員の育成や全体的な指導力の向上のた

めの研修体制を整備するため、校長をはじ

め管理職のリーダーシップの発揮も重要で

ございます。 

 すべての子どもを下支えできる学校づく

りは、学力向上のための喫緊の課題である

ととらえております。現在、大阪府教育委

員会とも連携し、学力向上に向けた授業研

究を行う各校の校内研修の充実のための支

援に努めており、学習状況調査におきまし

ては、その取り組みが進展している状況も

見られます。 

 一方、自学自習力や家庭学習習慣、基本

的な生活習慣の定着などは、残念ながら依

然として課題が残っております。これらを

身につけるためには、学校の取り組みに合

わせ、家庭や地域との連携を深めていくこ

とは極めて重要であると考えております。
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保護者や地域の方々をはじめ、市民全体で

取り組みを進めていくためにも、結果公表

資料の丁寧な周知を引き続き積極的に進め

てまいる所存でございます。 

 次に、１の（３）就学前教育の実態と次

世代育成部の取り組みと今後の方向性につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 子どもにとって乳幼児期は、子どもたち

が健やかに育ち、生涯における人間形成の

基礎を培い、生活や遊びを通して人として

生きていくための基本を学んでいく時期で

ございます。市内保育所、幼稚園におきま

しては、乳幼児の発達の特性に照らして自

発的な活動や遊びを通して経験を重ねられ

るよう環境を構成し、幼児一人ひとりの個

性を大切にした教育を行っております。ま

た、小中学校におきましても、小中一貫教

育推進協議会において、本市義務教育の目

指す子ども像やはぐくみたい力を明らかに

し、小中９年間を見通した系統性のある教

育活動の推進について検討・実践を進めて

おります。 

 義務教育終了時点で、子どもたち一人ひ

とりが自立し、多くの人々とともに社会で

の生きる力の基礎をはぐくむためには、義

務教育の基礎を培う就学前教育の充実を図

るとともに、９年間の義務教育を一貫した

目標のもと計画的に行う必要があります。 

 このような中、教育委員会では次世代育

成部を設置し、小中学校、幼稚園に保育所

を加えて、子どもたちの成長を連続的にと

らえ、一貫性を持った取り組みを始めてお

ります。具体的な取り組みとして、平成２

４年４月に別府保育所、べふ幼稚園を一体

的に運用するべふこども園を開設いたしま

すが、現在、両施設職員が統一的な年間カ

リキュラムの作成や各種行事の持ち方など

を協議するほか、保護者の方のご意見もお

聞きする中で、一体運営のメリットを生か

したこども園となるよう準備を進めており

ます。 

 さらに、公私立保育園・幼稚園代表、小

学校代表、学識経験者、保護者などをメン

バーとする就学前教育実践の手引き策定懇

談会において、就学前の子どもたちの教育、

保育への課題対応や小学校との段差解消に

関係者がどのような観点で取り組んでいく

のか等を盛り込んだ就学前教育実践の手引

きを作成するほか、併せて保護者向けの手

引きも作成し、保護者自身が就学前教育の

重要性を意識していただけるよう、さまざ

まな機会を通して配布し、啓発してまいり

たいと考えております。 

 また、子どもにとって自分の生活する地

域はふるさとであるとともに、子どもの活

動のよりどころとなる場所であり、地域の

人々との交流は保護者にとっても子育ての

支えとなる重要なものでございます。生き

る力のはぐくみには、学校、家庭、地域が

それぞれの役割と責任を自覚し、相互に連

携・協力して地域の教育力の向上を図るこ

とが重要でございます。そのようなことか

ら、次世代育成部では、青少年指導員、Ｐ

ＴＡ協議会、こども会など青少年健全育成

関係団体も所管させていただき、就学前教

育、義務教育、さらには生涯教育に至るま

でのつながりを意識した取り組みをより一

層進めてまいりたいと考えております。 

 次に、１の（４）大阪府教育基本条例

（案）と本市教育行政との関わりについて

のご質問にお答えいたします。 

 本条例案は、大阪府における教育行政に

ついて定めるものであり、条例案の第２章

及び第６章に市町村にかかわる内容が含ま

れておりますが、本市も含めた府内の学校

現場の現状からかけ離れた内容も多くある
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ととらえております。例えば、条例案の第

２章第７条には、「大阪府教育委員会は、

府独自の学力テストを実施し、市町村別及

び学校別の結果をホームページ等で公表し

なければならない」と記されております。

これまで実施されてきました全国学力・学

習状況調査や大阪府学力・学習状況調査に

おいて、本市ではその結果を分析し、市全

体の結果概要について公表してまいりまし

た。子どもたちの学力向上のためには、学

力調査結果から明らかとなる子どもたちの

さまざまな課題に対して、学校、家庭、地

域が連携した取り組みを全市的に進めるこ

とが重要であると考えております。学校別

の結果を明らかにすることは、学校の序列

化やランクづけを生み、子どもたちに誤っ

た優越感や必要のない劣等感を生じさせる

といった弊害も発生するものと考えており

ます。本条例案をすべて否定するものでは

ございませんが、子どもたちの教育の改善

のためには、小中学校の現状を正確に把握

し、課題を踏まえた上で十分な議論を行う

必要があると考えております。 

○嶋野浩一朗議長 教育総務部長。 

  （登阪教育総務部長 登壇） 

○登阪教育総務部長 通学路の安全対策と学

校経営者の責務についてのご質問にお答え

いたします。 

 通学路は、各地域での実情を踏まえ、児

童・生徒が安全に登下校するために最適な

ルートを学校長が保護者等地域の方々とも

相談して指定するものでございます。ただ、

指定した通学路は、必ずしも安全性が確保

できているものでもございません。地域の

ボランティアの方々のご尽力とともに、交

通専従員の配置等により対応している箇所

もありますが、交通事情や環境変化等から、

より安全性について配慮すべき通学路が出

てくるケースもございます。通学路上にお

けるさまざまな問題点、課題については、

原則的に学校並びに地域の方々で情報収集

していただき、教育委員会に対して報告、

情報提供していただくこととなっておりま

す。 

 その後、教育委員会では、その時点で必

要と判断すれば、関係課も同行していただ

き、現地確認・調査も行い、その対応につ

いては学校側とも協議しながら進めており

ます。最終的な諸施策の実施は、警察や

国・府といった関係機関の問題とともに予

算的な制約も踏まえ判断しているところで

ございます。 

 このように、通学路の安全対策は、学校、

教育委員会、そして庁内の関係課で連携を

とりながら進めておりますが、必ずしも連

携のあり方と事務処理の方法において統一

されていない部分があることは認識してお

りますので、今後、連携のあり方や事務処

理についても一定ルール化することで、地

域の方々も含めた情報共有の徹底と事務処

理の方法についての統一、さらに迅速な対

応についても可能となるよう努めてまいり

ます。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 

  （杉本生活環境部長 登壇） 

○杉本生活環境部長 企業立地等促進条例の

申請状況及びベンチャー企業の支援強化に

ついてのご質問にお答えをいたします。 

 本市は、４月から施行しております企業

立地等促進条例により奨励措置適用指定申

請の受付を開始しており、現在まで６件の

相談をいただいております。その内訳とい

たしましては、申請を経て指定を受けられ

たのが２件、事前協議が終わり申請の準備

を進められているのが２件、制度説明など

の相談が２件となっております。また、申
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請書類はできるだけ簡素化し、事業者負担

の軽減を図るとともに、担当窓口を設けて

対応させていただくことで、今のところ特

に事業者からの苦情等はございません。制

度の運用につきましても、２件の申請手続

きを行いましたが、特に支障となる不具合

等は出ておりません。ただ、申請から奨励

金の交付完了までに５年以上かかることか

ら、長期的に進行管理できる仕組みを今後

構築してまいります。 

 次に、ベンチャー企業の支援につきまし

ては、資金、技術、相談などの支援が必要

であると考えますので、資金面では大阪府

の開業資金等融資、技術面では大阪大学産

業科学研究所や大阪府立産業技術総合研究

所、相談面では商工会やものづくりビジネ

スセンター大阪というように、関係機関と

連携を図りながら総合的な支援策を検討し

てまいりたいと考えております。 

○嶋野浩一朗議長 上村議員。 

○上村高義議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 まず、１の（１）ですけども、学力テス

トの関係ですけども、今の答弁では、個人

住民税以外にも若年世代、子育て世代の経

済状況との関係等々も参考にすべきではな

いかというふうにありましたけども、しか

し、このグラフを見てわかりますように、

個人住民税と学力テストは明らかに相関が

あるわけですよ。このことで０．８９６の

相関があるということは、それらも含んだ

形での相関があるということなので、私は

この結果がすべてだと思うんですよ。そし

て、摂津市はこの回帰直線よりも下にある

ということが問題なので、この回帰直線上

にあれば何ら問題がないと。この直線上に

あれば順位は１５位なんですよ。１５位か

１６位。そして、点数的には平均的が６２

なんですけども、これが６６とか、あと４

点上がれば大阪府下の平均にスライドする

わけなんです。この差が問題だということ

を言っていますので、そういった意味では

やはり今の現状の取り組みについて何か問

題があるんじゃないかということで質問さ

せていただいております。 

 摂津市では、今までせっつ・スクール広

場とか、いろんな研修をしておりましたし、

私も大いに期待もしておりましたし、ぜひ

進めるべきだという立場でおったわけです

けども、しかし、今回の結果がこういう結

果になったと、大阪府下で３０位というこ

とは、やはり反省をすべきだというふうに

思っています。特に、現場の校長あるいは

担任の方がどういう思いでこの結果を受け

とめたかというのが非常に興味があるわけ

ですけれども、そこについて現場の先生、

もしくは校長が、この結果を受けてどうい

う感じでおられるのかということを、再度

答弁をお願いいたします。 

 次に、通学路の安全対策でございますけ

れども、実はこの件は、鳥飼西小学校の和

道地区から西小に通う淀川堤防の中段にあ

る通学路で、６月末に通学途中の子どもが

自転車と接触して、接触を受けた自転車の

方から損害賠償か何かを求められて、示談

が成立しておるわけですけども、やはり保

護者にとってはこの通学路が安全かどうか

非常に不安があるということで、実は堤防

上に草がたくさん生えてきて通学路が狭ま

ってきたんですけども、それを保護者ある

いは自治会長さんが校長にお願いして草を

刈ってほしいと言ったわけですけども、な

かなかこの草が枯れて長期間そのままだっ

たということで、このことが私は問題だと

いうふうに思っていますので、なぜそうい

う草刈りがすぐできなかったのかというこ
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とと、校長に通学路の責務がないのかある

のか、校長はないというような感じで対応

するわけですけれども、職務分掌的には教

育総務部の子育て支援課の役割の中に「通

学の区域及び安全に関することが職務内

容」と記されておりますけども、ここもあ

いまいな表現なんです。「通学路」とは書

いていなくて、「通学の区域」ということ

なので。しかし、それが実際は通学路の管

理は土木下水道部の道路課が所管しておる

わけです。だから、保護者は学校に言えば

道路課までつながると思っておったわけで

すけども、なかなかそれがつながらないと

いうのがいらいらしているわけです。私も

このことについていら立ちを覚えているわ

けですけれども、そして、もう一つは、摂

津市は平成１８年に子どもの安全安心都市

宣言を行っておるわけですけども、今回の

件では、校長はこのことを意識した行動と

は私は思われないんですけども、このこと

について再度答弁を求めます。そして、先

ほどルール化するとのことでありましたけ

ども、迅速にルール化するという答弁であ

りましたけども、その迅速とはいつなのか

ということ、まずそれをお答え願いたいと

思います。 

 それと、就学前教育についてですけども、

次世代育成部が設置されて、今、就学前教

育実践の手引きを作成されておるというこ

とで、懇談会が開催されたということでご

ざいますけども、その策定懇談会の中でど

のような意見が出されたのか、保育所から

幼稚園、小学校、中学校の代表の皆さんが

集まって会議をされたということで、どの

ような議論があったのかということをお聞

かせいただきたいということと、今の答弁

で、次世代育成部の中で「生きる力をはぐ

くみ」とありますけども、そして、「学校、

家庭、地域での取り組み」ということでご

ざいましたけど、生きる力をはぐくむとは

具体的には何をされるのかお聞かせをいた

だきたい。これが私は次世代育成部の目的

であると思いますけれども、そのことを再

度お聞かせいただきたいと思います。 

 それと、教育基本条例との関わりですけ

れども、今、大阪府の教育基本条例につい

て毎日マスコミ等々でいろんな進捗が報告

されておりますけれども、やはり摂津市に

も関係することであるので、もしこれが施

行されたときに摂津市はどう対応するのか、

もう一度お聞かせいただきたいと思います。 

 それと、企業誘致条例、産業活性化策に

ついてですけれども、相談が６件あって、

今のところ奨励金対象が４件であったとい

うことであります。私は、このことはこの

条例を制定した意味があって非常に大いに

評価しております。摂津市は一人当たり法

人市民税が大阪市を除いて大阪府下で一番

でありますし、固定資産税も大阪市を除き

大阪府下一番ということであります。これ

はやはり摂津のまちづくりそのものがそう

いう形ででき上がってきて、財政的、税収

的には非常にいいまちになってきておるわ

けですけれども、この税構造が永久に続く

ものではありませんし、何かやっぱり打っ

ていかないとこの構造は維持できないと思

っていますので、そういった意味でも、や

はり企業が活性化するような施策をどんど

ん打っていかなければという意味で、今後、

私はベンチャー、新しい企業への取り組み

が必要だと思っていますし、今回の相談を

受ける中でどういう意見があったのかどう

か、感じた感じを答弁お願いいたします。 

 以上で２回目を終わります。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、２回目、答弁

を求めます。教育次長。 
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○馬場教育次長 それでは、学力調査の結果

を受けて、教育委員会としてどのように考

えているか、また、現場の学校としての思

いについてのご質問にお答えさせていただ

きます。 

 本市のすべての児童生徒の生きる力をは

ぐくむことは、教育委員会として大きな願

いの一つでございます。とりわけ児童生徒

が生涯にわたり学習する基盤を培うための

確かな学力の定着は大変重要なものである

と考えております。 

 教育委員会では、これまで全国学力・学

習状況調査の結果を踏まえて、本市の喫緊

の課題として児童生徒の学力向上の問題を

定例委員会で協議してまいりました。その

中で、各学校での授業改善を進めるととも

に、児童生徒の基本的な生活習慣の確立と

家庭学習の定着を図ることが必要であると

の意見が出されたことを踏まえ、大阪府教

育委員会と連携して授業改善研修の実施や

調査結果概要説明会の開催、また、家庭で

の実践を１１の目標にまとめた「家庭を学

びの場に」の冊子をつくりまして、入学式

で配布いたしたり、さらには小学校での放

課後しゅくだいひろば及び今年度から教育

センターでの土曜しゅくだいひろばの実施

など、さまざまな取り組みも行ってまいり

ました。 

 今年度の大阪府学力・学習状況調査の結

果についても９月の教育委員会定例会で議

論され、小学校と中学校の連携強化や授業

改善の一層の推進が必要との意見が出され、

結果公表後に毎年実施しております学力向

上に係る各学校からのヒアリングでも、特

にこの２点について詳しく聞き取りを行っ

たところでございます。このヒアリングは

平成２０年から実施しておりますが、平成

２１年からは学校長に加え、学力向上担当

の教員も出席しており、教育長ほか事務局

職員が学校の学力向上の取り組みの成果や

課題などについて聞き取っております。各

校とも学力向上を学校の中心的な取り組み

として位置付けており、研究授業など授業

改善の取り組みを進められております。一

方で、組織的な研究や授業規律、保護者と

の連携に課題を感じている学校もあり、教

育委員会が個別の学校に対していかに支援

を行うかが重要であると考えております。 

 このように、学力向上についての課題認

識は教育委員会も学校も一致しており、本

市児童生徒の学力向上に向けて今後も全力

で取り組んでまいります。 

 次に、就学前教育の実践の手引きの策定

懇談会においてどのような意見が出ている

かということ、また、機構改革に伴って、

次世代育成部で取り組もうとしている生き

る力とはどのようなものか、また、そのた

めの現時点の課題と展望等についてお答え

させていただきます。 

 子どもたちにつけさせたい生きる力をは

ぐくむため、就学前教育実践の手引き策定

懇談会で出された意見でございますが、こ

れまで２度開催いたしました。この就学前

教育実践の手引き策定懇談会は、学識経験

者、公私立の幼稚園・保育所代表、小学校

の代表、保護者代表、子育て支援団体の代

表などにより構成されており、各委員から

それぞれの現場を踏まえた現状の課題から

ご意見をいただいております。その中で、

「つなぐ」という言葉がキーワードとなっ

ており、幼稚園と保育所、就学前と小学校、

教職員と保護者、さらには子どもと保護者

をいかにしてつなぐかが課題となっており

ます。そして、作成する手引きがこのつな

がりを促進できるよう使えるものとなって

いくことを目指して、今現在議論いたして
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おります。 

 また、子どもたちの生きる力をはぐくむ

基盤として、子どもたちにもつながる力を

はぐくむことの重要性が素案には盛り込ま

れており、本市が取り組む人間基礎教育と

の関連性を明確にすることが実践の進化に

おいて必要であるとのご意見もいただいて

おります。 

 次に、２点目の次世代育成部がはぐくみ

たい生きる力とはどのようなものか、そし

て、そのはぐくみのため、現時点の課題と

展望についてお答え申し上げます。 

 生きる力とは、確かな学力、豊かな心、

たくましく生きるための健康・体力を基盤

とし、これからの社会に生きる子どもたち

にはぐくみたい力でございます。現状は、

さまざまな学力調査の結果や問題行動の発

生状況等から大変厳しい状況にあると認識

いたしております。 

 そのような中、今後、次世代育成部とし

て取り組みたい点として五つの展開を考え

ております。 

 まず１点目は、児童・生徒の生きる態度

のはぐくみでございます。人間基礎教育の

実践とも大きく関連いたします。 

 ２点目は、実践力のある教員の育成です。

情熱や確かな力量のある教員の育成を目指

します。 

 ３点目は、授業力の再構築でございます。

絶えず新しい課題に対応できるよう、教員

の研修充実に努めてまいります。 

 ４点目は、スクールリーダーの養成です。

信頼関係に裏打ちされた機能的教職員集団

づくりを進めてまいります。 

 ５点目は、地域に根差す学校づくりに生

かす学校評価でございます。地域社会にお

ける学校の役割をさらに明確にしていきた

いと思います。 

 学校を中心に取り組みましたが、これら

の取り組みの必要性は保育所や幼稚園にも

共通するものでございます。また、幼児・

児童・生徒の生活は、学校、家庭、地域に

またがるものでございます。まさに教育も

学校、家庭、地域で協働して行わなければ、

子どもたちに生きる力をはぐくむことは困

難でございます。 

 就学前教育、義務教育、ＰＴＡや青少年

健全育成などを一体化した次世代育成部と

いたしましては、本市の子どもたちのため

に、本市総合計画の基本構想に目指す将来

像として掲げられた「みんなが育むつなが

りのまち摂津」を実現するため、「つなが

り」をキーワードにした共同教育社会の実

現を目指してまいりたいと考えております。 

 次に、大阪府の教育基本条例が施行され

たときの対応ということでございますが、

本条例案につきましては、先ほど申し上げ

ましたように、学校現場の課題や実態から

かけ離れた内容も含んでおり、現行法との

整合性の問題等についても整理していく必

要があるのではないかと考えております。

なお、本基本条例につきましては、現在、

大阪府議会で審議を継続されておられると

ころでございますので、教育委員会といた

しましては、現時点では条例施行を仮定し

た見解をお示しすることは困難でございま

す。今後も引き続き大阪府の動向を注視し

ながら情報収集等に努めてまいりたいと考

えております。 

○嶋野浩一朗議長 教育総務部長。 

○登阪教育総務部長 通学路の件でお答えい

たします。 

 通学路に対する要望は、多くは保護者や

自治会から学校へ申し出られる場合が多い

というふうに考えております。要望を出さ

れました保護者や自治会からいたしますと、
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学校へ要望しますと、当然市のほうへ情報

が行って対応をされるというふうに考えて

おられるのは当然のことだというふうに思

います。先ほど申し上げましたように、要

望を聞きました校長が教育委員会のほうに

報告を上げて、教育委員会が庁内の関係課

や学校とも協議しながら対応策を決めるわ

けでございますが、決められました対応策、

あるいは実際に対応ができない場合は、そ

の理由も含めまして校長が保護者や自治会

に返していくということが、要望を聞きま

した校長としてのやっぱりこれは責務であ

るというふうに考えております。 

 次に、今回の件が平成１８年度に宣言さ

れました子どもの安全安心都市宣言につい

て十分意識していないのではないかという

お問いでございますが、決してそういった

ことはないというふうに思っておりますが、

先ほど申し上げましたようなルールがきち

っと校長の中に意識化されていない部分が

あったというのが原因だというふうに考え

ておりますが、今後、より宣言について意

識するような形での取り組みを進めてまい

りたいというふうに考えております。 

 そして、ルール化の問題でございますが、

今後、通学路の対応についての要領を作成

いたしまして、校長会での徹底等を図って

まいりたいというふうに考えておりますの

で、年度内のできるだけ早い時期にルール

化をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 

○杉本生活環境部長 企業立地の奨励金制度

の申請でございますが、制度制定初年度で

もございまして、我々もどの程度のご利用

をいただけるのか心配しておりましたが、

一応年度内、今年中に４件の申請をいただ

けるということで、ちょっとほっとしてお

ります。 

 また、企業のほうからどういうご意見が

あったかということでございますが、「社

内での投資を決定するに当たって、すべて

ではないが追い風として利用させていただ

いた」というようなうれしいご意見もいた

だいておりますので、今後、制度の認知度

をより上げまして、より活用いただくこと

により、市内産業の空洞化を防ぎ、雇用の

拡大や地域の活性化につなげたいと考えて

おります。 

 ベンチャー企業の支援についてでござい

ますが、ベンチャー企業が成功いたします

れば、市内の雇用や地域活性、また納税に

結びつくということでもございますので、

積極的な支援が必要かと考えておりますが、

その将来性や技術力に対する評価が難しい

ことや事業実績が少ないといったことから、

融資等、資金調達面でも非常に難しいもの

がございます。しかし、大阪府の開業資金

融資等の既存制度の活用を図ったり、信用

力等、融資保証面での問題はございますが、

ベンチャー企業への資金支援策として本市

が行っております中小企業事業資金融資の

活用ができないか等を研究いたしますとと

もに、大阪府金融支援課をはじめ、大阪府

信用保証協会や市内金融機関などにも資金

面での支援策を要望するなど、支援に努め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。（「議事進行」と三好

義治議員呼ぶ） 

○嶋野浩一朗議長 三好議員。 

○三好義治議員 質問者は企業誘致条例に基

づく制度に関して質問をしているんですが、

また、答弁者については企業立地というこ

とで、この条例については３月末で誘致条

例が廃案になって立地条例に改正をされた

というふうに認識しております。この点に
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ついて、答弁者と質問者の条例についての

解釈の違いがあると思いますので、調整を

お願いしたいと思います。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 

○杉本生活環境部長 企業立地について、

我々としましては企業立地促進ということ

で統一をさせていただいておりますので、

もちろん市外・市内等の誘致ということも

十分意識をしているということでございま

すので、そういった意味でとらえさせてい

ただいて答弁をさせていただいたというこ

とでご理解いただけたらと思います。 

○嶋野浩一朗議長 三好議員。 

○三好義治議員 企業誘致条例そのものが現

在どういうふうになっているのかというこ

とが問題でありまして、これは立地条例に

改正がされているということを訴えている

わけですね。この点についてご答弁の調整

をお願いしたいと。 

○嶋野浩一朗議長 この場で暫時休憩します。 

（午前１０時４４分 休憩） 

                 

（午前１０時４５分 再開） 

○嶋野浩一朗議長 再開します。 

 質問者から通告の訂正の依頼がございま

した。上村議員。 

○上村高義議員 ３回目ということで、まず

最初に、私の２番目の質問の産業活性化策

についてということで、企業誘致というこ

とで質問しましたけども、実際は企業立地

等促進条例になっていますので、その文言

修正を議長のほうでお願いいたします。 

 それでは、まず、１の（２）の通学路の

安全対策についてお尋ねいたしますが、先

ほど迅速とは年度内ということでございま

したので、これは年度内とは来年の３月ま

でにはつくるということでのご理解でいい

ですかね。 

 それと、子どもの安全安心都市宣言をさ

れておったわけですけども、１８年から５

年間が経過して、私が今回受けた印象とし

ては、安全都市宣言は５年間たったと時限

立法的に考えておられるのかなと感じたん

ですけども、そうではなくて、これは宣言

なので、未来永劫に続く話なので、やはり

この再徹底をもう一度してほしいという思

いがありますので、ぜひ今後、あらゆる場

でこのことを学校長はじめ教育委員会とし

て子どもたちのために徹底してほしいとい

うことでございます。やはり安全が第一な

んですよ。だから、安全に関することがあ

ったらすぐ迅速に動くということが大事な

ので、それをないがしろにするということ

は学力向上もあり得ないんですよ。やっぱ

り安全が確保されて初めて勉強ができると

ころに行き着くわけですから、ぜひそのこ

とを意識していただきたいというふうに要

望しておきます。 

 それと、１の学力向上と次世代育成、そ

して大阪府の教育基本条例に関係して、３

回目、質問させていただきますけども、今

回の学力テストの結果というのは、私も非

常に悔しい思いをしておるわけですけども、

やはり一番悔しい思いをしているのは学校

の先生であり学校の校長、やっぱり現場が

一番悔しい思いをしておるのではないかな

と思っておるんですよ。そして、この結果

は、やっぱり小学校６年間の勉強した結果

があらわれておるし、中学生については義

務教育９年間の結果がこういう形であらわ

れておるわけですけども、私は、このテス

ト結果が公表されたということは、摂津市

全体のイメージ低下にもつながるというふ

うに思っています。そういった意味で、私

はこの点ということにもこだわるというこ

とが必要ではないかなと思っています。や
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はり結果が点であらわれた。今、教育次長

であります次世代育成部長のほうから答弁

がありましたけども、教育長として、この

点数にこだわるということについてどうい

う考えがあるのかということをお聞かせい

ただきたいと思っています。 

 それと、私は、この点数を上げるために、

今までどおりだったら同じ結果が出ると思

うんですけども、大阪府は何かを変えるた

めに教育基本条例を制定しようとしておる

わけですけども、摂津市はやっぱり違った

形で何かを変えていかなければならないと

いう思いがありますし、そういった意味で

は、この４月に次世代育成部がつくられ、

そして、今、就学前の手引きをつくろうと

しております。私もこの策定懇談会の議事

録を読ませていただきましたけども、非常

に現場の声が反映され、いろんな意見が出

されております。やはりこの意見を結果に

結びつけていくことが大事なので、そうい

った意味でも大いにこの取り組みについて

期待をしております。現場のほうは、今、

次世代育成部長のほうからこういう形でや

りますという答えがあったわけですけれど

も、教育委員であります教育長のほうから、

教育委員会としてどういう取り組みをされ

るのか、最後にお聞かせいただきたいと思

います。現場はそういう形で頑張りますと

言っていますので、教育委員会としても、

教育委員が今このままでいいのか、教育委

員会としてのあり方がこれでいいのかとい

うことをやはり一度反省して取り組んでも

らわないと、摂津の教育のあり方というの

も、結果的には子どもたちが自慢できるよ

うな点数が得られるようにしていただきた

いと思っていますので、教育委員の人選の

あり方とか教育委員会の運営のあり方に問

題はなかったのかということを踏まえて、

最後に答弁をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、教育長。 

○和島教育長 学力問題についての点数にこ

だわるという考え方について、教育長とし

ての見解はというお問いであったと思いま

すけれども、私は、学力・学習状況調査、

今、きょうのご質問の中で学力格差につい

ては経済力と関係があるんじゃないかとい

うようなご指摘もいただきました。その相

関についてもお示ししていただいたところ

でございますけれども、私は思っておりま

すのは、私たちの力だけでは解決できない

今の経済状況とかいろんなものがあると思

います。それ以外にも外的要因としては、

つながり格差とか、先ほどの答弁の中で出

ておりますけども、私たちの力だけでは解

決できないいろんな要素がこの学力にはか

かわっているものだと考えております。 

 しかし、私たちは、摂津市の子どもたち

の学力向上のために何をしなければならな

いのか常に考えているところでございまし

て、このことにつきましては、今も言いま

した定例の教育委員会議、あるいは臨時の

教育委員会議の中でも議論を進めていると

ころでもございます。 

 平成１６年から摂津市の学力定着度調査

が始まりました。そして、国の学力・学習

状況調査、昨年までで４回が済みました。

そして、今年は大阪府の学力・学習状況調

査が行われましたけれども、それらの調査

では、学力とともに子どもたちの日ごろの

生活状況調査も併せて実施されています。

そして、その結果分析から、本市の子ども

たちが抱える課題については明らかになっ

ています。今年度も学力向上の取り組みに

ついて、各小中学校の校長先生、そして学

力向上担当の教員との協議の場も持ちまし
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た。その場では、各校からかなりきめの細

かい結果分析と、そして、学力向上の何を

取り組むのかというプランも、更新版も含

めて示されたところでございます。 

 その場で私が常に校長先生あるいは担当

の教職員の方に申しておりますのは、課題

はもう既に明らかだよ、あなたの学校の課

題は明らかなんだと。そして、その課題解

決のために具体的に何をするのか。それは

プランの中で示されているけれども、一番

大事なのは、そのプランが実行されている

かどうかだと思っています。できているか

どうか、そのことを問うてまいりました。 

 私は、その課題解決のために、学校にあ

っては何よりも授業改善を進める必要があ

ると思っています。そして、家庭にあって

は、学力を下支えする基本的な生活習慣の

確立と、そして家庭学習習慣の定着が極め

て大事だと、そのように思っております。

多くの学校では、授業を見ておりましたら、

ここ数年で大きく変わってきています。基

礎・基本の習得から、その得られた知識、

技能を活用する力をはぐくむ問題解決型の

授業が進められており、私も多くの学校で

その授業を見させていただいております。

スクール広場などを通じて教職員の育成に

取り組んでまいりましたけれども、授業改

善への意欲的な若手や中堅の教職員が育っ

てきていることを私は実感いたしておりま

す。 

 ご質問にあります、特に学力テストの点

数を上げる対策はないのか。過去ものとい

いますか、過去に出題された問題をやらせ

てはどうかといった声も聞きます。私は、

過去の問題を分析する必要はあると思って

います。それは、今求められている力、子

どもたちにどんな力をつけるのかというこ

とを知るためには、やはり過去の問題を分

析していかなければならない。それはテス

ト対策ではないんです。テストのための指

導ではなく、学力そのものを向上させる指

導、そのことに生かすために分析していか

なければならないと私は考えています。 

 ここ数年で多くの学校で研究授業、公開

授業が取り組まれていますけれども、まだ

まだ１０小学校、５中学校の間では、その

内容に差があります。子どもの力を伸ばし、

その成果が出ている学校では、校長の強い

リーダーシップのもとで、やはり教職員す

べてが気持ちをそろえて組織的な取り組み

が進められていると思っております。そし

て、そのような学校では、日々の、非常に

多忙な毎日ですけれども、いろんな研究授

業とかをやられていますけれども、そうい

う学校で働いている教職員に徒労感はあり

ません。そのように思っています。みんな

生き生きしていると思っています。一方、

教育委員会では、課題解決のためにしゅく

だいひろばや土曜しゅくだいひろば、家庭

教育相談員とか、ご承知のようにスクール

カウンセラーとかスクールソーシャルワー

カーとか、小学校１年生等の学級補助員と

か学校読書活動推進サポーターとか学習サ

ポーターとか、いろんな施策、これはみん

な市単費で実施させていただいています。

これは、摂津の子どもたちの学ぶ場、育ち

の場を改善、充実していくための取り組み

だと思っています。しかし、せっかくそう

いう施策を打っても、先ほど言いました教

職員が気持ちをそろえた組織的な集団でな

ければ、学校でなければ、有機的に、より

効果的にこれらの施策は生かされていかな

いのではないかと考えております。 

 今後、１０小学校、５中学校がみんな、

今言いましたような校長先生のもとで気持

ちをそろえた教職員集団、そういうことを
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つくっていくことが、その学校をつくって

いくことが、先ほど言われています学力、

点数にこだわると言いましたけれども、点

数を上げていく、それを下支えするものだ

と考えております。今後も家庭との連携を

深めて、そして地域の皆さん方の協力も得

ながら、さらにこの取り組みを進めてまい

りたいと考えております。 

 それと、後に言われました教育委員会の

ありようについてでございますけれども、

これにつきましても、今言いましたような

学力問題、あるいはいじめ・不登校問題、

毎月の定例会でその実態、データをお示し

しながら、特にいじめ・不登校問題につい

ては、問題行動を示しながら、学校現場が

どうあるべきなのかというご意見も承って

おります。私は、人選はもちろん市長が選

ばれて、そして議会の承認を得て教育委員

さんは選ばれるわけでございますけれども、

今の教育委員さんはそれぞれの立場から意

見を言っていただいて効果的に運用されて

いると思っています。ご承知のように、学

校教職員代表の方、地域代表の方、この方

も行政経験者でございますけれども、ある

いは思春期の精神的な問題の専門家の方、

そして保護者代表の方、それぞれの立場か

ら摂津の子どもたちの教育を進めていくた

めに必要なご意見を承っております。今後、

一層この委員会が活発な議論の場となるよ

うに私も努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 上村議員の質問が終わり

ました。 

 次に、三宅議員。 

  （三宅秀明議員 登壇） 

○三宅秀明議員 おはようございます。 

 本日は、平成２３年、２０１１年１２月

１３日。あと２０日ほどで今年も暮れよう

としていますが、今年は激動という言葉で

は言い尽くせないほど、自然災害や政治経

済の混乱など、さまざまな出来事が起こっ

た１年でした。６月にも最近のものを列挙

いたしましたが、自然災害の重立ったもの

を振り返りますと、世界的には、まず昨年

末からオーストラリア北東部で大洪水が発

生し、本市の姉妹都市でありますバンダバ

ーグ市を有するクイーンズランド州などに

甚大な被害をもたらしました。それ以降も

ブラジルの大洪水、インドの大寒波、ニュ

ージーランドの大地震、アメリカ南部の竜

巻、パキスタンの大洪水、タイの大洪水、

トルコの大地震などがあげられます。タイ

の大洪水に関しましてはテレビ等で大きく

報道され、また、さまざまな工業物資の影

響が出ている現状を皆様ご承知のことと思

います。 

 我が国に目を転じますと、年明け早々、

山陰地方に豪雪があり、続けざまに霧島連

山の新燃岳が噴火しました。そして、３月

１１日には東北地方太平洋沖地震が発生し、

それに伴って起こった巨大津波と併せ、東

日本大震災という未曽有の大災害をもたら

しました。世界各国から物的・人的さまざ

まな支援が届けられ、世界のメディアがこ

のような非常時でも冷静さや思いやりを忘

れない日本国民を称賛し、我が国全体を激

励してくれたことを今でも強く覚えていま

す。 

 しかし、その後も災害は続き、７月には

新潟・福島豪雨が発生し、９月には台風１

２号、１５号が続けざまに襲来しました。

１２号によって紀伊半島は観測史上最大級

の豪雨に襲われ、深刻な被害を受けました。

また、１５号では愛知県に大きな被害が出

ました。私は、８月末にたまたま奈良県の
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野迫川村というところを訪れておりまして、

災害以降は支援も併せ、たびたび訪問して

おります。村長さんとお話をさせていただ

いたこともありましたが、「我々は自然に

優しくしてもらっていた」とおっしゃった

のが非常に印象的です。 

 私は、６月の一般質問で淀川三大洪水に

ついて触れました。そのうちの昭和２８年

は９月の洪水発生でありましたが、同じ年

の７月には、こちらの地方でも史上最悪の

大水害が発生しており、水害の周期性が気

になるところです。また、市町村合併につ

きましても、特に防災面におきまして、と

らえておくべき課題が見つかったように思

います。 

 以上、自然災害について列挙してまいり

ましたが、今年は世界の政治経済において

も大きなうねりが渦巻いています。１月に

は我が国の国債が格下げされ、７月にはア

メリカ国債のデフォルト危機やヨーロッパ

の債務危機が強まり、８月にはアメリカの

国債が史上初の格下げをされました。最近

では、ユーロ圏全域の国々の国債の一斉格

下げの可能性もあるという報道があったと

記憶しています。１０月には若者を中心と

する「ウォール街を占拠せよ」というデモ

が繰り返され、我が国を含む世界各国でも

同様のデモが発生しました。チュニジア、

エジプト、リビアでは政権打倒にもつなが

り、アラブの春と総称される中東諸国での

デモや債務危機が叫ばれているヨーロッパ

各国のデモなども含め、若者が主体となっ

ているという現状は、富の再配分を行うと

いうこれまでの政治構造の機能不全が下地

にあり、情報発信や連携の面において、Ｓ

ＮＳなどの新たなネットワーク手段が急速

に発展していることが要因にあるものだと

推測しています。 

 ここ大阪におきましても、１１月に府知

事と大阪市長のダブル選挙があり、結果は

皆様ご承知のとおりでありますが、大阪市

長選挙におきましては、前回と比べて投票

率が約１７％も上昇したことに注目しなけ

ればなりません。新しい連携と協調の結果

がこの選挙の結果にあらわれていると私は

思います。信用不安に代表される社会の閉

塞感、それに対する世界的な政治の手詰ま

り感、そこに登場したＳＮＳの発展。これ

らを踏まえ、民意は新しい時代に入る選択

をしたのだと感じます。しかし、大目標は

ともかく、細かな点までも一方的に集約し

てしまうのは行き過ぎであろうとも思いま

す。そうした観点を持ちながら質問本題に

入ってまいります。 

 第１点目は、大阪都構想と本市の関係に

ついてであります。 

 大阪都構想とくくりますと非常に広いも

のになってしまいますので、今回は、その

政策集に記載されているものの中で、本市

と直接的にかかわりが生じてくると思われ

るものについて取り上げてまいります。 

 第１項目めは、権限移譲についてとして

ありますが、今回はいわゆる教員人事権に

絞って質問をいたします。 

 橋下前府知事のとき、教育改革の一環と

して、教員人事権の市町村への移譲が打ち

出されました。これについては、豊能地区

の３市２町が受け入れる方向で検討を進め、

現在も進行中かと存じます。その他の自治

体でもさまざまな動きがあるようでござい

ますが、現在のところ、本市はどのような

考えか、まずお伺いいたします。 

 第２項目めは、水道事業についてであり

ます。 

 ダブル選挙においては、水道事業の府市

統合が打ち出され、選挙後、橋下徹次期大
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阪市長は、早くも水道事業の大阪広域水道

企業団への参加の検討を指示したとの報道

もありました。本市では、かつて企業団に

ついて説明会を開いていただいたこともあ

りますように、情報収集などを念入りに行

っているものと認識していますが、今後、

このような課題に対処するに当たり、まず

本市が大阪広域水道企業団に参加した経緯

について確認させていただきたく思います。

併せて、摂津市の水道事業における将来展

望につきましてもお伺いいたします。 

 第３項目めは、消防行政についてであり

ます。 

 今回の選挙におきましては、大阪消防庁

という組織の大編成が政策集の中に入って

おりました。各種法令などを考えますと、

これの設立には、それらの改正をはじめと

するさまざまな手続きが必要になってこよ

うかと思いますが、それをともかくといた

しましても、消防の広域連携の強化は重要

であると考えます。そこで、これまで委員

会などでも議論されておりますが、通信指

令業務や応援などといった広域連携の現状

について、まずお伺いいたします。また、

大阪消防庁の比較対象として東京消防庁が

たびたび引き合いに出されますが、この東

京消防庁につきまして、どのような組織な

のか、併せてお伺いいたします。 

 第２点目は、地域コミュニティについて

であります。 

 今回の選挙におきましては、自治体再編

という大きな枠組み変更の動きの中、地域

コミュニティにつきましてもさまざまな議

論が交わされました。感覚的にはスポーツ

団体や文化団体、趣味の会やサークルなど

もこれに含まれてくるのかなと思いますが、

今回は恐らくだれもが一番に思い浮かべる

であろう自治会について、どのような団体

としてとらえておられるのか、まずお伺い

いたします。 

 第３点目は、教育行政についてでありま

す。 

 現在、教育行政におきましては、摂津市

立の機関でありましたら、さまざまに議論

もあります就学前教育に関連するさまざま

な対応や体育祭をはじめとする行事での交

流などがあることを承知いたしております。

ただ、市内には府立学校や私立の教育機関、

また文化団体などもありまして、そちらと

の連携についてはなかなか把握することが

困難な面もございます。それぞれの施設利

用などの実態等も併せまして、まずお伺い

いたします。 

 １回目は以上です。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、答弁を求めま

す。教育次長。 

  （馬場教育次長 登壇） 

○馬場教育次長 それでは、三宅議員の１の

（１）大阪都構想に伴う任命権など、教職

員の人事権移譲にかかわる本市の考え方に

ついて、ご質問にお答え申し上げます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第５５条第１項の規定に基づく条例によ

る事務処理特例制度の活用により、市町村

に権限移譲が可能であるとの見解を踏まえ、

平成２３年６月の府議会におきまして、教

職員人事権移譲に関する特例条例が可決さ

れました。これにより、平成２４年４月に

豊能地区３市２町の教職員人事権が移譲さ

れることとなりました。 

 現在、豊能地区３市２町におきましては、

プロジェクトチームを設置し、移譲にかか

わる具体的な事務処理の整理等を進めてい

る状況でございます。現状の府費負担教職

員の人事権が大阪府から市町村等の地域に

移譲された場合、地域に密着した人材を教
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職員として採用でき、管理職の選考や配置

も可能となることから、諸課題への効果的

な対応が期待できると言えます。しかし、

地域ごとの採用に対しまして十分に人材が

集まるかどうか不透明で、小規模な市が採

用に当たって不利になることや、過欠員が

生じたときの対応、また、事務管理執行の

ための職員を大幅に増員しなければならず、

財政負担の増大が予想されるなど多くのデ

メリットも予想されます。 

 本市としましては、豊能地区の動向を注

視し、三島地区各市町と連携しながら、現

状把握と課題などについて研究を進めてま

いりたいと考えております。 

 次に、３の（１）教育行政について、市

内の府立学校や私立学校などの諸教育機関

との連携やそれぞれの施設利用についての

ご質問にお答え申し上げます。 

 府立学校は、市内の小中学校のように、

年間を通してではございませんが、定期的

に施設開放の日を設定しており、必要な手

続きのもと市民も利用されております。先

日、教育委員会が開催いたしましたキッズ

ドリームスポーツチャレンジｉｎせっつで

は、摂津高校のグラウンド及び体育館を会

場としてお借りいたしました。また、私立

学校は、施設開放については設定されてお

りませんが、学校主催の授業やイベントに

おいて、市民がその教育施設を利用してお

ります。それぞれの教育機関との連携につ

きましては、高校生による中学校での学習

発表や幼稚園の園児との体育祭交流などは、

それぞれの学校・園が直接連携を行ってお

り、教育委員会では、今年度、摂津高校の

初任者と市内小中学校の初任者の授業参観

を伴った合同研修を開催しております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 水道部長。 

  （宮川水道部長 登壇） 

○宮川水道部長 大阪都構想と本市との関係

についての（２）水道事業についてのご質

問にお答えいたします。 

 本市の水道事業は、前身であります三島

町時代の昭和３０年１１月に事業着手し、

昭和３１年４月から給水を開始し、現在に

至っております。 

 まず、大阪広域水道企業団の設立に係る

経緯でありますが、平成１８年に大阪府と

大阪市が府市連携協議会を設置し、平成２

０年からは府市統合協議が進められました。

その後、平成２２年２月１０日に、大阪府

戦略本部会議で、企業団方式の検討におい

て市町村と一体となって取り組むこと等を

決定され、平成２２年７月２９日には、当

時、大阪府営水を受水しております市町村

の首長会議で、企業団の設置に関する協議

の件を議案として、各市町村議会に上程す

ることの合意がなされたものでございます。

本市におきましても、平成２２年９月議会

におきましてご承認を賜り、平成２３年４

月１日からは、本市を含みます４２市町村

で構成される大阪広域水道企業団として水

道事業を開始しているものでございます。 

 今回、二重行政解消と大阪都構想実現に

向けて、大阪市が大阪広域水道企業団に参

加することが考えられます。これまで水道

事業におきましては、大阪広域水道企業団

は、旧の府営水を受水しております４２市

町村に対しまして浄水を供給しております

が、大阪市におきましては単独で市内への

供給をしております。当初は大阪市を除く

受水４２市町村と大阪府におきまして企業

団方式を立ち上げ、将来、大阪市とも連携

を図っていく形で府域１水道を目指してい

くというものでございました。 

 府市統合実現に向かう本市の将来像と展
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望についてでございますが、大阪府と大阪

市の水道施設の統廃合や、大阪市加入によ

ります新たな枠組みとなりますことから、

まず、大阪市の企業団への参加につきまし

ては、本市市議会におきましても、企業団

を組織する市町村数の増加及びこれに伴う

企業団規約の変更に関する協議の件を上程

させていただき、その承認が必要になって

まいります。その結果、府市統合した形で

の企業団全体としての広域的な水道事業整

備計画や長期財政計画を練り直し、府下４

３市町村の水道料金の格差や緊急災害時の

広域的な危機管理体制、さらには、それを

支える企業としての経営のあり方などが検

討事項としてあげられるものと考えており

ます。 

 本市におきましては、料金体系や施設整

備の面におきまして、どのようなスケール

メリットがあるのか、また、安心・安全な

水の安定供給を進めていく上でどのような

課題が出てくるのか、現在のところ、具体

的な内容がまだ見えておりません。それゆ

え、今後の議論に期待してまいりたいと考

えております。 

 いずれにしましても、本市を含みます大

阪広域水道企業団と大阪市とが議論を重ね、

さまざまな課題を乗り越えていくことで、

将来、府域１水道を目指していくことにな

るものと考えております。 

○嶋野浩一朗議長 消防長。 

  （北居消防長 登壇） 

○北居消防長 質問番号１番の（３）消防行

政についてお答えをいたします。 

 まず、消防の広域連携の現状であります

が、消防救急無線のデジタル化を見据えた

通信指令業務の共同運用が現在急がれる課

題であります。そのような状況下におきま

して、北摂各市と事業費の低廉化等のメリ

ットについて、さまざまなパターンで協

議・検討してまいりました。この課題につ

いては、早急に方向性を示すことが必要で

あり、検討した結果、現在のところ、吹田

市と共同運用を実施するという方向性のも

と、吹田市・摂津市指令業務共同運用連絡

会を設置し、協議・検討を重ねているとこ

ろでございます。 

 また、災害時の隣接応援につきましては、

隣接各市と勉強会を実施しておりまして、

指令業務のみならず、大規模災害対策や緊

急消防援助隊の運用についても取り組んで

いるところであります。 

 次に、東京消防庁についてでありますが、

東京都は特別区の連合体として消防組織法

第２６条及び第２７条に規定されておりま

す。これは、特別区が消防事務を行うため

に一つとなって、都知事が消防を管理し、

そして、消防の責任を果たすものでありま

して、地方自治法上の一部事務組合を組織

しているものではございません。 

 現在、東京消防庁においては、消防総監

を筆頭に、消防職員約１万８，０００人、

消防車両約１，９００台、消防署８１署、

出張所２０８所という組織構成になってお

ります。 

 なお、東京消防庁は、昭和２３年の自治

体消防発足以来、長い歴史を持ちながら現

在の組織に至っているものであり、これを

短期間で大阪消防庁として本市を含め大阪

府下の消防本部が一つの組織にまとまるこ

とは、法律の改正や組織の大幅な整備等々、

一定時間を要するものではないのかと推測

しているところでございます。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 

  （杉本生活環境部長 登壇） 

○杉本生活環境部長 地域コミュニティの観

点から、自治会をどういう団体としてとら
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えているのかというご質問にお答えをいた

します。 

 地域コミュニティとは、地域の皆さんが

日常生活の中で起こるさまざまな問題をと

もに解決し、よりよい社会をつくろうとす

る、地縁をもとにした組織や団体のことを

指しているものかと思います。 

 本市の場合、地域コミュニティとして自

治会、校区連合自治会、地区福祉協議会

等々、大小さまざまな組織が結成されてお

りますが、ご質問の自治会、また町会は、

私たちの生活の中で最も身近な住民組織で

あると考えております。また、自治会の連

合組織である校区地区連合自治会は、より

広い範囲での地域コミュニティとして、安

全で快適な地域社会を目指し、小学校区内

等で発生した課題を単位自治会相互の連携

と交流によって解決を図り、単位自治会と

ともに住民自治の重要な担い手となってお

ります。 

 このように、自治会、校区連合自治会等

は、住民みずから地域のさまざまな課題を

解決する地域コミュニティの中核であり、

さらに、住民一人ひとりを行政と結んでい

ただく役割も担っていただいておることか

ら、本市としても今後も連携をより密にし、

その活動を支援していくべき団体と考えて

おります。 

○嶋野浩一朗議長 三宅議員。 

○三宅秀明議員 では、２回目に入ってまい

ります。 

 教職員人事権といいますか、教員人事権

の移譲に関しまして、メリットとデメリッ

トを示していただきました。その中で、小

規模な市が採用に当たって不利になる云々

という発言がございましたが、これは私も

同感します。就職活動でもそうですが、企

業や自治体のネームバリューといったもの

は、やはり影響が大きいと言わざるを得ま

せん。最近は、就職内定率の低下が問題に

なっておりますけれども、その中では、求

職者と企業のミスマッチという問題も厳然

として存在しています。求人を出しても応

募者がなかなか来ないという企業もあると

いうニュースを聞いたことがありますし、

実際、私もお話を伺ったことがあります。

これが大規模な企業等であれば、人事異動

で対処することも十分可能であります。し

かし、中小零細企業といった非常に少人数

で運営しているようなところでありますと、

それが経営継続の危機に直結することもあ

ります。そうした観点からは、ご答弁にも

ありました過欠員の状況が気になるところ

であります。私もこの摂津市で小学校、中

学校に通っておりましたので、鳥飼小学校

に通っていた約２５年前程度を目安として、

最近までの現状の対応をお伺いしたいと思

います。 

 次に、水道事業であります。 

 将来展望につきまして、現状の先行きは

不透明ながら、料金体系や施設整備、安

全・安心な水の安定供給などをあげられま

した。また、企業団としての課題につきま

しては、整備計画や長期の財政計画、また

料金格差や緊急災害時の広域的な危機管理

体制、そして、その根幹である経営のあり

方などがあげられるということでございま

す。 

 緊急災害云々につきましては、インフラ

の損傷、さまざまな物質による水の汚染、

それに伴う飲料水の不足などが考えられま

すが、３月１１日の東日本大震災では、風

評被害やそれに近いものも含めまして、そ

のすべてが広範囲にわたって発生しました。

安全な水が安定的に供給されるということ

について、我々は当たり前のように考えて
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おりましたが、大震災直後にペットボトル

入りの水が全国的に品薄になったことによ

り、実はそれがいかに重要なことであるの

かが再認識されたと思います。こうした点

を踏まえ、市民のライフラインとしての果

たすべき水道の本来の使命とは何か、そし

て、今後その使命を果たしていくためには

どのようなことが必要とお考えなのか、お

聞かせください。 

 次に、消防行政であります。 

 広域連携や応援体制の強化につきまして

は、連絡会や勉強会を設置し、各種課題に

取り組まれているとのご答弁でありました。 

 また、東京消防庁につきましては、沿革

や組織についてをご紹介いただきました。

ほかの消防とは別の組織として法律に独立

した条文で明記されているということをか

んがみますと、これと同様の組織を設立す

るとなると、ご指摘にもありますが、さま

ざまな課題があり、時間が必要になってこ

ようかと思います。また、東京消防庁が、

昭和２３年の自治体消防発足以来のもので

あるということを合わせますと、そこには

長年培われてきた歴史があり、また、それ

は、現在、大阪府内の各消防本部でも同じ

ように自治体消防であることを考慮します

と、同じように長年培われてきた各消防団

との信頼関係も存在します。そうした点か

ら、一気呵成の大再編は厳しいのではない

かという感覚を覚えます。しかしながら、

昨今の社会情勢から、消防の広域連携強化

については急がれる重要な課題であるとい

う側面もございます。現在の取り組みを踏

まえ、今後の広域連携のあり方や方向性に

ついてお伺いいたします。 

 続きましては、地域コミュニティについ

てであります。 

 自治会や町内会は最も身近な住民組織で

あるという内容でございました。また、校

区連合自治会は、単位自治会相互の連携と

交流を持って課題解決に取り組むというこ

とであります。これらは住民自治の重要な

担い手であり、住民一人ひとりと行政とを

つなぐ重要な役割を備えております。そし

て、それらを今後も支援していきたいとい

うご答弁でありました。その方向性を支持

するものであります。しかしながら、昨今

は人の移動も広範囲にわたり、私の友人で

も摂津市内での転居、他市への転出、ある

いは他の都道府県への転出など、さまざま

なケースが多々あります。また、それとは

逆に、本市へも市外や他の都道府県など、

さまざまなところから転入してこられる方

がおられます。そうしたとき、それまで過

ごしていた地域と新しい地域、あるいは近

隣住民の間に価値観の相違が発生します。

最近は、価値観の多様化が一層進み、場合

によっては家族間でさえも強い不一致が起

こり、大きなトラブルに発展することもあ

ります。こうした価値観の違いについては

どのようにとらえておられるか、お伺いい

たします。 

 最後に、教育行政、各機関や団体との連

携についてであります。 

 体育祭交流のほか、高校生による中学校

での学習発表や、摂津高校の初任者と市内

小中学校の初任者の授業参観を伴った合同

研修を開催されているとのことでございま

した。また、施設に関しましては、過日開

催されましたキッズドリームスポーツチャ

レンジｉｎせっつの概要などについてご紹

介をいただきました。このキッズドリーム

スポーツチャレンジｉｎせっつにつきまし

ては、昨日の部長会でも報告されていまし

たけれども、盛況であったというふうに受

けとめております。それについて非常に喜
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ばしく思います。今回得られたさまざまな

経験、また課題につきまして、今後開催さ

れる同種のイベントにおいて、しっかりと

活用していただきますよう、これは要望と

いたします。 

 また、既に我が国全体の大きな課題とし

て人口減少が取り上げられております。今

後もこの傾向が続くならば、各種機関や団

体が単独で研修やイベントを行うのが困難

になってくることも考えられます。こうし

たイベント、研修について、１回１回で終

わらせるのではなく、継続的に連携を図っ

ていくべきと考えますが、いかがでしょう

か。 

 以上、２回目といたします。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、答弁を求めま

す。教育次長。 

○馬場教育次長 それでは、１の（１）の２

回目の質問でございますが、本市における

教職員の過欠員の状況について、ご報告を

申し上げます。 

 まず、過去２５年の本市における教職員

の過欠員の状況につきましては、昭和６２

年度から平成１２年度までにつきましては、

おおむね過員の状況が続いており、欠員の

補充講師としましては、急な学級数増への

対応など、毎年わずか数名の配置にとどま

っておりました。この過員の状況につきま

しては、大阪府の早期退職優遇制度を周知

し、早期退職希望者を募ることや、他地区

への異動など、広域な対応により解消を図

ってまいりました。その後、平成１３年度

から欠員数が増え始め、今年度まで約１０

年間は欠員補充として２０名から３８名の

講師を配置してまいりました。また、欠員

数は、平成１７年度をピークにして平成２

０年度までは減少傾向にございましたが、

２１年度から再び増加傾向に転じておりま

す。府内の講師不足により、年度当初から

欠員を補充できない状況も一部に発生いた

しました。このような状況に対しまして、

府教育委員会や府内の他の市町村の教育委

員会に紹介を求めるなどして欠員が補充で

きるよう努めており、過員と同様、広域的

な対応での解消を図っているところでござ

います。 

 次に、３の（１）の２回目の質問にお答

え申し上げます。 

 教育機関や各種団体との今後の連携につ

いてのご質問でございますが、ご指摘のと

おり、連携を一つの行事単発の実施だけで

は終わらせず、継続して展開することで取

り組みの意義や効果が大きく、また深くな

ってまいります。今後は、市内において教

育施設の効率的な利用や合同研修、人材交

流など、市民協働という観点でも教育機関

や各種団体との連携をさらに深め、深化さ

せていきたいと思っております。 

○嶋野浩一朗議長 水道部長。 

○宮川水道部長 大阪都構想にかかわります

２回目の水道事業に係りますご質問にお答

えいたします。 

 水道事業の本来果たすべき使命、あるべ

き姿といたしましては、まず第一に、安

全・安心で良質な水道水を安定供給するこ

とであると、こういうふうに認識しており

ます。ご指摘をいただいております緊急災

害時等におきます市民のライフラインとし

て、水道の本来果たすべき大切な役割につ

きましては、私どもは十分に認識をいたし

ているところでございます。本市では、浄

水場、あるいは送水所、そして、送配水管

の施設を常に安定した内容で維持していか

なければなりませんが、平成２３年３月３

１日現在でございますが、浄水場、送水所

施設の耐震化率は約４０％、送配水管にお
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きましては約１７％強となっておりまして、

それぞれ施設等の耐震化を図ってきたとこ

ろでございます。今後におきましても、耐

震化等の整備に向け、努力してまいりたい

と考えております。 

 本市におきましては、緊急災害時に、近

隣都市や大阪広域水道企業団との連携を含

めた中で、本市水道部危機管理計画による

対応をしてまいります。しかしながら、対

応可能となります規模を超える場合、広域

的な大災害が発生した場合には、先の大震

災を教訓といたしまして、一市自治体だけ

での対応はしがたく、被災自治体として本

市自体が広域的な応援体制を要請する場合

も十分に想定しておかなければならないと

考えておるところでございます。 

 広域化も含めまして、危機管理上、欠か

すことのできないものは、送水・配水管の

複線化や広域によりますバイパス化、さら

には耐震化対策などがございます。また、

広域にて共同調達のあり方を検討していく

ことで、安心・安全のための緊急時材料の

共有化も将来的には進んでいくものと考え

ております。 

 水道事業は、本来、さまざまな経営努力

を行いつつ、収支の健全性を維持していく

ことが大切であり、翌年度以降の将来的な

施設投資等に必要となります財源を捻出し

ていくことが喫緊の課題と考えております。

そのようなことから、経営感覚を持ち、企

業経営を考えていくことのできる人材育成

も必要と考えております。今後は、経営努

力と収支均衡を図る中で、市民の皆様に

後々に影響を及ぼすことがないよう、計画

的かつ着実な水道事業を推し進めてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 消防長。 

○北居消防長 それでは、２回目のご質問に

お答えをいたします。 

 今後の消防における広域連携のあり方、

そして展開でありますが、北ブロック７市

３町の広域化の推進が停滞している現在、

先ほども答弁いたしましたが、まずは期限

が迫る消防救急無線のデジタル化を見据え

た通信指令業務の共同運用を重点課題とし

て取り組んでまいります。それと並行しま

して、消防総務、予防、警備等、各部門に

おいて、北摂地区の消防本部や隣接する消

防本部とあらゆる角度から新たな消防の広

域化について連携を図りたいと考えており

ます。 

 また、先日、１２月９日ですが、大阪都

構想における大阪消防庁創設の方針が新た

に示されておりましたが、それにつきまし

ても、今後の動向に注目しながら本市消防

にとって最善の方向となるよう進めてまい

りたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、社会情勢や取

り巻く環境、それらがどのように変化しよ

うとも、地域に密着して住民の安全・安心

を守るという消防職員の責務は変わらない

ものと考えております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 

○杉本生活環境部長 地域には、かつては住

民が地域のことを考え、地域の課題をみず

から解決し、決定していく機能が備わって

おり、住みよい快適な地域をつくるために

地域ごとのルールや仕組みも存在しており

ました。現在は、都市化の進展や生活様式、

個人の価値観の多様化などにより、人間関

係をはじめ、地域住民の交流や連帯感、地

域に対する親近感の希薄化が進み、地域に

本来備わっている相互扶助の機能は低下し

つつあります。その一方で、阪神淡路大震
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災などの災害を契機に、地域住民の自立と

連帯の必要性が再認識され、地域コミュニ

ティの確立の必要性はより高まっておりま

す。 

 このような点を踏まえ、本市では、個々

の価値観の違いを乗り越え、自分たちの地

域を、自分たちの市をよりよくし、次世代

へ引き継いでいくための理念として協働を

掲げているところであり、今後も自治会な

どの地域コミュニティや市民の方々との協

働を念頭にまちづくりを進めてまいりたい

と考えております。 

○嶋野浩一朗議長 三宅議員。 

○三宅秀明議員 それでは、３回目に入って

まいります。 

 教職員の過欠員の状況について、その経

緯をお示しいただきました。やはりといい

ますか、過員から欠員になり、その状況は

一たんは減少傾向にあったけれども、また

増加傾向に転じているということでござい

ます。これは、国の方針といいますか、免

許制度にも原因があるのではないかと思い

ます。というのは、私も高校地歴と中学校

の社会の免許を持っておりますけれども、

その免許と、例えば数学等の免許の取り方

では、非常にとらなければならない科目の

違いが存在しておりました。そういったと

ころもあり、かつ、数学的な免許を取られ

る方は企業の研究職につかれるケースも多

いということもあります。そういった点か

ら、人材確保について非常に難題であると

いうことを、ここ大阪だけでなく近隣の奈

良や和歌山の方からも伺ったことがありま

す。 

 先ほど、広域的な対応での解決、解消を

図っているというお答えをいただきました。

これにつきましては、やはり広域で当たる

ケースにおいても、その対象が欠員である

状況もあります。近畿に限らず、さらに広

く人材の確保に取り組んでいかれますこと

と、併せて、これまでも議論されておりま

すように、摂津市の教育がよりよいものに

なりますことをまず要望としておきます。 

 次に、水道事業についてお答えをいただ

きました。 

 耐震化等につきましては、まだまだこれ

からしっかりと取り組んでいかなければな

らないという印象を受けます。そして、災

害対応につきましても、本市が応援に行く

ケースのみならず、本市が応援を受けるこ

とになるというケースも想定しておかなけ

ればならないということでございます。そ

うしたさまざまな要因を考えますと、やは

りご指摘がありました送水・配水管の複線

化やバイパス化も重要な施策でありますし、

人材育成も喫緊の課題であると思います。

これらを今後の課題として取り組んでいく

に当たっては、やはり先ほどもおっしゃい

ましたが、経営感覚、企業経営といった観

点での摂津市水道としての方向性も重要に

なってまいります。水道は、一般会計とは

違った企業という側面もありますので、そ

の点は非常に難しい面もあろうかと思いま

す。福祉の側面もございます。しかし、そ

ういった点ももちろん考慮しながら、先ほ

ども申し上げました、本来有する使命の一

つの点を重視しながら、今後の摂津市にお

いて水道事業が安定的に継続されていきま

すよう、鋭意努力を引き続きお願いいたし

たいと思います。 

 次に、消防行政についてであります。 

 広域連携への喫緊の課題、また、大阪消

防庁に対する方針についてご答弁をいただ

きました。１２月９日の方針についても触

れていただきましたけれども、現在、大阪

維新の会の方々が取り組んでおられること
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は非常にスピードがあります。その発信さ

れる情報についてしっかりと受けとめ、ま

た検討し、消防長もおっしゃいましたけれ

ども、本市にとって何が重要であるのか、

必要であるのかについて、しっかりと検討

しながら、今後の消防行政が市民のまさに

身近な安全・安心のものになるように努力

をお願いいたします。 

 次に、地域住民の価値観についてであり

ますが、そうした地域に本来備わっている

相互扶助の機能の低下についてご指摘をさ

れました。しかしながら、阪神淡路大震災

などを踏まえ、その見直しの必要性も高ま

っているとのお答えでもありました。今回、

東日本大震災以降、「絆」という言葉がキ

ーワードになっております。今年の世相を

あらわす漢字としても「絆」というものが

選ばれました。現在、本市では、協働とい

う観点のまちづくりが進められております。

そうした点につきまして、皆様が理解し、

またご協力いただけるように、担当部局と

いたしましてもさらなる努力をお願いいた

したいと思います。 

 最後の項目でありますけれども、市内の

教育機関や団体との連携につきまして、同

じく市民協働という観点からさらに連携を

深めていくというお答えをいただきました。

私は、１０月の下旬に融合フォーラムとい

う研究会に参加してまいりました。そこで

一つ重要なといいますか、参考になるなと

思った考え方に、「自分のできることを肩

ひじ張らずに取り組んでいく」ということ

があります。さまざまな地域活動や団体活

動に取り組んでいくに当たっては、一つに

は、やはり自分の時間を削ってでも参加し

なければならないといった不安のような要

素があげられます。今回の融合フォーラム

におきましては、そうではなくて、自分が

自然体として取り組んでいき、その結果と

して、この会としての活動をつくり上げて

いくという方向性が示されていました。そ

して、そこに参加されている方々皆様が、

そのようなリラックスした表情で話されて

いたことを覚えております。私は、現在、

三宅柳田α共室でコーチもさせていただい

ております。ここでも、地域の皆様が自分

の持っている知識や経験をそのまんまお子

様にお伝えする、その１点で自分のあいた

時間等を活用しながら努力されている姿を

見かけております。しかしながら、中には

自分の時間を削って取り組んでいらっしゃ

る方もおられます。そうした方々の現状も

しっかりととらえていただき、このさまざ

まな取り組みがつながる、つなぐという観

点で今後も有機的に発展していくよう、こ

れは要望といたします。 

 今回、私は、もう皆様、お感じになった

かと思いますけれども、連携・協調という

点を重視した質問を行ってまいりました。

特に市長におかれましては、この質問の１

番の（１）、（２）、（３）につきまして、こ

れまで総合計画等もつくる中で協働という

理念を大事にしてこられました。そして、

教育行政にしましても、水道事業にしまし

ても、また消防行政にしましても、総合計

画の中でさまざまな議論があった上で現在

つくり上げてこられたものと私は認識をし

ております。今回、大阪都構想に関連しま

して、さまざまな意見が出ておりますけれ

ども、それと総合計画、あるいは本市のさ

まざまな基本計画等が、もしかするとそぐ

わないケースが出てこようかと思います。

二重行政の解消という大阪都構想に反対す

る方々は恐らくいないかと思います。しか

し、その細かい点について、本当にその自

治体にとって重要なのかどうかについては、
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しっかりとその自治体で議論すべきである

とも私は思います。そうした点につきまし

て、市長からご意見を伺いたいと思います。 

 中世ヨーロッパの学者にニコロ・マキャ

ベリという方がおられました。その方が著

した『君主論』によりますと、「未来のこ

とを予測するために過去の歴史を学ぶ必要

がある」ということでございます。私は、

よく質問の前段として、その当時起こって

いること、また起こったことについて触れ

ております。それは、ひとえに、これから

を予測するに当たって、現在起こっている

こと、あるいはこれまで起こってきたこと

を参考にしていただきたいからという思い

からでございます。そうした点を踏まえて

いただきながら、市長の先ほど申し上げた

点についてのお考えをお伺いいたして質問

を終わります。 

○嶋野浩一朗議長 そしたら、市長。 

○森山市長 三宅議員の３回目の質問にお答

えをいたします。ちょっとおさらいをしな

がらお答えをいたします。 

 大阪府といいますのは間接行政を受け持

ちますね。で、我々の末端の衛星都市とい

うんですか、各自治体は直接行政を受け持

っておりますね。大阪市は間接行政と直接

行政、両方を受け持っておると思うんです

ね。そういうことですから、今言われてい

る大阪都構想は、間接行政しか受け持たな

いところと両方持っているところが一緒に

なるんですから、そんなに簡単な話ではな

いと思うんですけれども、一方の大阪市の

財政力といいますか、マンパワー等々は、

一方の４２市町村を束ねる大阪府のそれと

同等、いや、それ以上のものがあるかもわ

かりませんね。そういうことで、大阪市は、

警察行政以外はすべて独自の判断で、はっ

きり言って何でもできると言ってもいいと

思いますね。 

 そういうことで、よく言われているのが、

司令塔が二つあると言われているのはそう

いうところなんですけれども、それぞれの

判断が一緒であればいいんですけれども、

まま違うことがあります。同じ府民であり

ながらサービスが受けられない。一方で、

一つでええのに二つも三つもあるな等々、

いろんな問題があります。これがまた二重

行政の温床と言われておるゆえんだと思い

ますけれども、私もいろいろ府議時代から

経験しておりますけれども、数字でいうと

１足す１が２であればいいんですが、まま

１．５みたいな面もなきにしもあらず。や

っぱり大阪が一つになって、しっかりと前

を向いていかないと東京に勝てないぞと、

そういうこともよく言われてきたんですけ

れども、そんなことで、１足す１を２では

なく３にも５にもできないだろうかという

のがこの大阪都構想の話だと思いますが、

釈迦に説法で申しわけないんですけれども、

そういうことで、最近、テレビ、新聞が、

にわかにこの大阪都構想を毎日のように取

り上げていると思います。 

 さっきも言いましたけれども、都構想は

国の法改正が要りますから、そんな簡単な

話ではないと思います。でも、こんなに取

り上げられるというのは、やっぱり昨今の

大都市制度のあり方、ここが非常に厳しく

問われていると私は思います。そういうこ

とで、大阪市に隣接いたしますこの摂津市

もよそごとではないと私は思っています。

もともとこの都構想は今に始まったことじ

ゃなくて、もう大分前、十数年もっと前か

らこの議論は行われておりますし、私もこ

の議論に加わってきた一人でありますから、

今後のこの都というあり方について、私は

私なりにしっかりと発言をしていかないか
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んなと、していきたいと思っています。 

 ところで、今、三宅議員のほうから、教

育とか水道とか消防とか、いろいろお取り

上げになりました。各論の部分について、

おまえはどう思ってんのやということだと

思うんですけれども、まず、今、大阪市の

中に区がありますね。この区をしっかりと

再編して特別区というのをしっかり確立さ

れた上で、その上で各大阪府下の市町村と

のかかわり合い、これは当然出てくると思

いますけれども、いずれにいたしましても、

それぞれの自治体にはなりわい、先人がい

ろいろと一つ一つ積み重ねてこられた経緯

があるわけであります。そこにしかない特

徴があります。そういう意味では、そのこ

とを十分踏まえて、そして、各自治体の意

見とか等々をしっかりと真摯に耳を傾ける、

そういう姿勢でないといかんと私は思いま

す。 

 特に、摂津のまちはちいちゃなまちであ

りますけれども、私は、先ほど来、教育の

話も出ておりましたけれども、私はトータ

ル的にいって、行政、議会、職員、市民の

皆さん、まさに心を一つにして、このまち

をいいまちにしようという、今、非常に頑

張っておるまちの一つでありますから、そ

う簡単にこの都政という大きなうねりに巻

き込まれることはないと思いますが、巻き

込まれたら困るわけでありますから、市長

としてしっかり発言をしていきたいと思っ

ています。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 三宅議員の質問が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５８分 休憩） 

                 

（午後 １時    再開） 

○嶋野浩一朗議長 再開します。 

 次に、野口議員。 

  （野口博議員 登壇） 

○野口博議員 最初に、ＪＲ千里丘駅西口関

連の問題で、一つは、交通混雑解消の取り

組みの到達についてお尋ねします。 

 昨年６月に実施した西口側周辺の交通量

調査をもとに、千里丘１丁目東交差点から

進入する車、マイクロバス等が、整備され

たガード周辺の道路を利用しないで、従来

どおり駅前でＵターンして帰っていく状態

を改善できないかということで、この間、

取り組んでこられたと思います。約１年た

ちますが、その後の成果と今後の課題につ

いてお尋ねします。 

 二つ目は、エレベーターの早期設置に向

けた取り組みの問題です。 

 ９月に所管の委員会に工事着工がおくれ

る旨の報告がなされてから約３か月がたち

ました。この間、事業費の問題をはじめ、

示された内容よりも早期に工事着工を目指

し、ＪＲ西日本と鉄道運輸機構と本市の３

者で協議を行ってきたと思いますが、その

取り組みについてお尋ねします。また、地

元では大変な怒りの声が届いているところ

ですが、正確な情報を地元住民に届けるべ

きだと思いますが、地元での説明会開催の

問題についてはどうお考えなのか、お尋ね

します。 

 次に、高齢化が拡大するなかで投票所の

改善方向についてお尋ねします。 

 この質問のきっかけは、第６投票所であ

った旧ふれあいルームが廃止後、今回、第

９投票所だった三宅柳田小学校にいとも簡

単に統合してしまったわけですが、民主主

義の基本の一つである選挙しやすい環境づ

くりという課題からしても、こんな姿勢で

いいのかという問題意識からであります。
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まず、旧ふれあいルーム関連での投票所の

統廃合を決定するに至る過程でどんな努力

をなされてきたのか、お尋ねします。 

 もう一つは、今申し上げた基本の問題で

ある投票しやすい環境づくりのために本市

としてどういう努力を行ってきたのかとい

う点であります。全体で２６の投票区があ

ります。いつも投票率が高いところの要因

は、正雀駅前周辺など距離的にすぐ近くに

あるというのが一番だと思います。その一

方で、最も投票率が低い第２６投票所は、

第二中学校ですが、期日前投票が２番目に

多い。また、今回統合された第６投票所の

期日前投票が一番多かったという結果でも

あります。ぜひきちんと分析され、ただ単

に数を減らすということではなくて、より

投票率が上がるための改善方向を打ち出す

べきだと思いますが、どうでしょうか。 

 次に、大阪維新の会の政策や府と本市と

の関連で４点お尋ねします。 

 先ほど、知事選挙の結果を受けて、大阪

都構想に関連する質問がされたわけであり

ますが、私のほうからは、この間の維新の

会が出しているマニフェストに関連する点

や本市の暮らしにかかわる問題で、府とし

ての役割を果たすべきだということで、一

つ目に国民健康保険にかかわってお聞きい

たします。 

 昨年の通常国会における国民健康保険法

改正の中に、都道府県による広域化支援方

針策定が盛り込まれたのを受けて、大阪府

は昨年９月に広域化と支援方針素案を策定

し、１０月に府市長会と町村会とともに国

に対して広域化に必要な法改正の要望を行

うなど、全国の中でも広域化の先進を切っ

ているところです。これに対して、広域化

となれば、市町村独自の繰り入れや減免制

度が廃止となり、累積赤字の解消の問題と

併せ大変な負担が増える、市町村は何の権

限もなくなり、その業務は加入受付と徴収

業務だけとなり、住民の顔が見えない、命

を守る仕事の放棄でしかないなどの怒りの

声が上がっています。国保広域化の動きに

関する状況と本市の対応についてお尋ねし

ます。 

 二つ目に、乳幼児医療費助成制度を中学

校卒業まで拡大する問題です。 

 東京都では、東京都が就学前まで助成す

ることによって、全体で中学校卒業まで既

に実現をされています。今回の質問の趣旨

は、維新の会の大阪市に関する政策で、こ

の問題を抱えていますが、子育て支援策の

大きな柱でもあり、大阪全体として実現に

向けて本市として動くべきだという思いで

あります。国へは制度をつくること、現在

の２歳児までの助成対象年齢を東京都並み

に就学前まで引き上げを強く求めていくべ

きだと思いますが、どうでしょうか。 

 三つ目に、中学校給食についてです。 

 我が党も以前から実現を求めてきた問題

であります。昨年、大阪府が、今後５年間

で実施することを前提として、上限１校当

たり１億５００万円を補助するとの制度が

つくられ、本市もその対応が求められてい

るところだと思います。そのため、本年度

中に実施計画書を策定、提出することにな

っていますが、その費用の問題、やり方の

問題など、市民も巻き込んで専門的議論を

することが大変重要であります。そのため

に、提示されている内容について、来年度

以降も検討期間として認めること、もっと

補助金を増やすべきであることなどを強く

求めていくべきだと思いますが、いかがで

しょうか。 

 四つ目に、学校施設の耐震化支援などに

ついてお尋ねします。 
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 今回の中期財政見通しでは、主要事業の

中で、義務教育施設の耐震化工事に今後５

年間に３８億円必要だと示されています。

しかし、その中で国の補助金は８億円余り、

大阪府からはゼロであります。災害に強い

まちづくりは市町村だけの問題ではありま

せん。学校施設の耐震化促進は大きな柱で

あり、少なくとも大阪府は財政的支援を行

うべきであります。これまでの取り組み状

況についてお尋ねします。 

 最後に、大阪府下一番の財政力と市民の

暮らしについてお尋ねします。 

 昨年度決算状況について、我が党は、知

事選挙がありましたので、少し全国都道府

県の中で暮らしや経済の水準について、大

阪府の実態について述べました。完全失業

率が６．９％で全国平均よりも１．５％高

い、企業の倒産件数もこの３年間で１５％

増えました。非正規労働者は４５％、国民

健康保険料が高くて払えない世帯が３５万

世帯に達している点など、全国でも暮らし

の水準が最低クラスであることに、摂津市

民の暮らしの実態を重ね合わせて、住民の

暮らしを守り支えるという自治体としての

役割を果たされることを強調いたしました。

そのためにも、２年連続府下一番の財政力

をきちんと活用し、市民が暮らしの中で財

政力が一番だということを実感できるよう

なレベルに推し進めていくことも一つの目

標として意識することが重要ではないでし

ょうか。これまで、市民の暮らし最優先の

財政運営との立場から、さまざまな指摘も

行ってきました。 

 市長が市政を担当されて来年９月で丸８

年となりますが、各近隣各市に比べて公共

料金の高いまち、借金の多いまちとの見方

は少し薄らいできていると感じています。

しかしながら、今後の不透明な政治状況も

相まって、景気回復の最大の問題、雇用と

賃金が回復されそうもない状況では、市民

の暮らしの実態、とりわけ１５年前に比べ

て一人当たりの所得が６７万円、二月分の

収入が減っていることをきちんと受けとめ

た財政運営を行うべきであります。そのた

めにも、昨年度の決算における財政状況は

もちろんのこと、暮らしの予算の割合、公

共料金、安心・安全の面などなど、すべて

の分野で比較した指標を分析し、自治体間

での行政水準の状況をはじめ、さまざまな

指標、ランキングも参考に、今日の府下一

番の財政力を実感できる方向に現状と方向

性をきちんと見据えて行っていくべきだと

思いますが、いかがでしょうか。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、答弁を求めま

す。土木下水道部長。 

  （藤井土木下水道部長 登壇） 

○藤井土木下水道部長 ＪＲ千里丘駅西口の

交通混雑解消の取り組みの到達についての

ご質問にお答えします。 

 千里丘駅西口の交通混雑解消の取り組み

でございますが、千里丘１丁目東交差点か

ら千里丘駅西口までの区間につきましては、

平成２２年度に市道千里丘１９号線道路舗

装補修工事を実施しました折に、幅４メー

トルの車道と歩行者が通行できる路側線を

設け、既設の千里丘駅西口前に通じる歩道

に連絡させ、歩行者と車両の分離を図って

おります。また、混雑の主な原因となって

おります送迎バスの西口への進入につきま

しては、送迎用のマイクロバスの各運行会

社に対し、現状の説明を行い、千里丘１丁

目東交差点から千里丘三島線側道への経路

変更と、千里丘交差点から進入し、側道を

Ｕターンするように協力要請し、歩行者、

自転車や対向車両の通行の安全確保など、
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交通混雑解消への協力を求めているところ

でございますが、通勤時間帯のバスの運行

については運行ダイヤの関係で改善ができ

ておりませんので、今後も経路の変更や通

行の安全対策についての協議を続けてまい

りたいと考えております。 

 しかしながら、現状道路は道路幅員が狭

く、その対策は制限されておりますので、

駅前で送迎バスなどが転回できないような

手法がとれないものか、現在、検討を進め

ているところでございます。 

 将来は、都市計画道路岸部千里丘線から

の新たな交通の流入も予測されるところで

ございますし、千里丘１９号線が摂津市交

通バリアフリー道路特定事業計画では、準

特定道路として指定されているため、高齢

者などが安心・安全に通行できるよう道路

を拡幅し、歩道を確保して交通バリアフリ

ー道路特定事業計画に適合した道路への改

良が必要になると考えているところでござ

います。 

○嶋野浩一朗議長 都市整備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 ＪＲ千里丘駅西口のエ

レベーター設置についてのご質問にお答え

いたします。 

 エレベーター設置の状況につきましては、

本年９月の建設常任委員協議会におきまし

て、最終の設置箇所をＪＲ西日本の敷地内

で橋上連絡通路北側の茨木方面に設置して

いくことなど、ご説明をさせていただいた

ところであります。その後の経過につきま

しては、鉄道運輸機構に対しまして、事業

費の縮減のため、地域分断の解消に資する

事業として支援を求め、ＪＲ西日本及び鉄

道運輸機構と本市の３者での協議を申し入

れ、現在は３者合同会議や現地立会を行い、

早期に設置に向けて協議を行っております。 

 ３者の合同会議の中では、主に工事の着

手時期を左右する移転物件の引き継ぎ時期

について重点的に協議を進めており、エレ

ベーター設置に伴い、貨物線移設に伴う移

転物件が再度支障とならないよう、計画変

更するよう検討を申し入れており、その結

果を待っている状況でございます。 

 そして、エレベーター設置の地元説明会

についてでありますが、現段階では詳細設

計やエレベーター設置の着手時期がまだ明

確でない中で説明会を開催することは困難

と考えております。また、ＪＲ西日本に対

し、地元関係者の要請活動については、今

後の合同会議の状況によって要請活動のご

相談をさせていただくことも考えておりま

す。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 高齢化が拡大するなかで投

票所の改善方向についてでございますが、

まず、旧ふれあいルームが統廃合に至った

が、どのような努力を行ったかとのお問い

でございますが、同じ投票区内の公共施設

３か所への変更ができないか検討をいたし

ました。 

 市立第３４集会所でございますが、過去

に投票所として使用いたしておりましたが、

狭隘であるということの理由から旧ふれあ

いルームに変更になっております。 

 次に、文化ホール展示室でございますが、

部屋の中央部分に直径１メートルの柱が２

本、天井から床まで達しており、投票管理

者及び投票立会人から全体を見渡すことが

できず、死角ができますので、構造上、投

票所とするには問題があるという状況でご

ざいます。 

 また、いきいきプラザでございますが、
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１階に事務所以外の部屋がなく、選挙事務

ができる場所はございません。 

 いずれも現地の確認をいたし、現状を把

握した上で三宅柳田小学校への統合を行っ

たものでございます。 

 次に、投票率を上げる改善方策について

でございますが、高齢者社会を迎え、足の

不自由なお年寄りなどがご家族等の自動車

を用いて投票に来られた場合、市立集会所

などには駐車スペースがほとんどなく、一

時的に路上駐車をされることが懸念されま

す。平成１８年６月からは、道路交通法の

改正により駐車違反の取り締まりが強化さ

れたことに伴い、駐車スペースを有する小

中学校を中心とする公共施設に投票所を設

置せざるを得ない方向にあります。 

 過去の投票率を見ましても、投票率の高

い投票所は小中学校施設が上位を占めてお

り、公民館、集会所が下位を占めておりま

す。また、今回の府知事選挙において、本

市の有権者数６万６，６０４人に近い大阪

市及び堺市の区並びに府内の市を比較しま

したところ、大阪市及び堺市の投票所数は

１１から１５か所、投票率は５０．０９％

から６２．４６％と高い率となりました。

逆に、貝塚市は３０か所も投票所を設けて

おりますが、結果は４４．８７％、交野市

については半数以上が学校施設であり、５

３．７２％でありました。このことからも、

有権者は身近で駐車場、駐輪場のある小中

学校施設の投票所へ向かいやすいと思われ

ます。 

 本市におきましては、これまでも対策を

とってまいりましたが、引き続き各投票所

における段差解消、滑りどめマットや照明

など、また、駐輪場、駐車場の安全確保を

図り、高齢者が投票しやすい投票所を目指

してまいります。 

 続きまして、大阪府下一番の財政力と市

民の暮らしについてですが、財政分析をす

るに当たっては、複数の財政指標を用いる

必要があります。財政の基礎体力を示す指

標として、地方交付税制度から派生する標

準財政規模や財政力指数、財政の弾力性を

示す指標として経常収支比率や実質公債費

比率、財政の将来対応力を示す指標として

地方債現在高や積立金現在高があります。 

 ご指摘のように、地方交付税制度の枠組

みの中で判断いたしますと、財政力指数は

府内都市で一番でございます。総合的な財

政の健全性を分析する場合、財政の弾力性

や将来対応力を加味しなければならないと

考えております。そういう意味では、本市

は近隣市に比較して地方債残高が多く、財

政の弾力性や将来対応能力が上位にあると

は言えません。 

 このような財政状況のもと、市民の暮ら

しを守る施策を展開してまいりました。具

体的に申し上げますと、平成２２年度決算

では、市の単独施策で行う扶助費は、決算

額を市民一人当たりに換算しますと、府内

第２位にあります。国民健康保険特別会計

繰出金は、北摂で第１位であります。今後、

高齢者は増加の一途をたどり、扶助費は財

政運営の大きな足かせになることが懸念さ

れます。総合的に財政分析を行い、本市の

財政状況と社会情勢に応じた制度改革を行

っていかなければならないと考えておりま

す。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部長。 

  （福永保健福祉部長 登壇） 

○福永保健福祉部長 大阪維新の会の政策と

摂津市の関係についてのご質問のうち、国

民健康保険の広域化についてお答えいたし

ます。 

 大阪維新の会の知事選マニフェストでは、
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府民サービスの抜本的改善として保険制度

の広域化があげられており、国民健康保険

の保険料は各市町村でばらばらであり、府

民生活のセーフティネットであるこれら保

険制度についての市町村間の格差をなくし、

大阪府で統一された保険料体系を整備する

とされております。 

 大阪府の広域化等支援方針の策定による

影響についてでございますが、具体的には、

府の広域化等支援方針の策定により、平成

２２年度から国の調整交付金の収納率によ

る減額措置が回避されており、その総額は

府内市町村全体で約５０億円となっており

ます。もし、大阪府の広域化等支援方針が

策定されていなければ、本市では、平成２

２年度調整交付金決定額４億５，２４０万

１，０００円の９％に当たる４，０７１万

６，０９０円が減額となるところでござい

ました。 

 一方、保険料平準化のため、平成２３年

度から保険財政共同安定化事業拠出金の算

定方法の変更が行われ、所得割が追加され

ており、府内市町村全体では増減はござい

ませんが、本市の場合、拠出金が４，５９

６万８，６０４円増加しております。本市

に関していえば、調整交付金の減額措置の

回避と共同事業拠出金の算定方法変更によ

る拠出金の増額を差し引きしますと、広域

化等による影響はほとんどございませんが、

府内市町村全体では大きな効果がございま

したので、今後、広域化はさらに進むもの

ではないかと考えております。 

 なお、広域化の次の段階として、都道府

県単位での国民健康保険の運営が検討され

てございますが、都道府県単位での運営に

つきましては、公費の負担問題など、さま

ざまな問題があり、現在、国と地方の協議

の場で協議されているところでございます

ので、その協議の状況を見守っていきたい

と考えております。 

○嶋野浩一朗議長 教育総務部長。 

  （登阪教育総務部長 登壇） 

○登阪教育総務部長 乳幼児医療費助成制度

についてのご質問にお答えいたします。 

 乳幼児医療費助成制度につきましては、

現在、大阪府制度として、２歳までの通院

と６歳までの入院等について所得制限を設

けて実施されているところに、市単独で上

乗せして、所得制限を設けず６歳までの通

院と中学校卒業までの入院について助成し

ております。本制度は、全国的に都道府県

単位での枠組みに、本市同様、市町村が上

乗せする形で実施している自治体が多く、

子育て支援の政策のもと、拡大の傾向にあ

るところです。結果的に居住する市町村に

よって内容が異なる地域間格差が広がって

いる現状があり、国制度としての創設、都

道府県単位の制度拡充についての要望が多

く出されております。 

 今回の大阪市長選挙における維新の会の

マニフェストでは、大阪市における制度拡

大が示されておりますが、大阪府制度の状

況がどうなるかは明らかではありません。

本市といたしましては、市単独でのさらな

る上乗せについては、財源的にも厳しい状

況がありますので、府と大阪市の推移を見

守りながら、引き続き国と大阪府に要望す

ることで、本市のさらなる負担を抑えつつ、

制度拡充につなげることができればと考え

ております。 

 中学校給食についてのご質問にお答えい

たします。 

 大阪府におきましては、平成２３年度か

ら平成２７年度までの５か年の期間限定で、

中学校給食導入促進事業補助制度を創設さ

れました。この補助制度では、平成２３年
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度中にセンター方式、自校方式、小学校と

の親子方式やスクールランチ方式のうち、

いずれかの方式により全中学校への給食導

入のための実施計画書を策定し、提出する

こととなっております。しかし、給食実施

後のことを考えますと、多額の経費を要す

ることから十分な検討期間が必要でありま

すので、平成２４年度以降も計画書の提出

を可能とするよう、北摂市長会を通じて要

望を行っております。 

 また、ランニングコストを補助の対象と

することや、学校給食と食育を推進するた

めに栄養教諭の配置拡充、さらに、給食費

に係る就学援助に伴う費用負担が大きく増

えることとなるため、給食費に係る就学援

助の補助について、大阪府独自の制度を創

設するよう強く要望しております。 

 学校施設の耐震化支援についてのご質問

にお答えいたします。 

 ３月１１日に発生いたしました東日本大

震災後に、文部科学省は、平成２７年度ま

でに全公立学校の耐震化を完了させること

を目標とすると発表しました。学校施設は、

児童・生徒が１日の大半を過ごすだけでな

く、地域住民の避難所としても大きな機能

を果たすことから、学校施設の安全性の確

保は極めて重要であります。教育委員会と

いたしましても、大阪府都市教育長協議会

などを通じて、国の補助率の引き上げや補

助対象枠の拡大を要望するとともに、一刻

も早くすべての学校を耐震化することがで

きるよう、大阪府独自の補助制度を講じる

よう要望してまいりましたが、実現には至

っておりません。今後も引き続き大阪府に

対し、独自の補助制度創設に向け、強く要

望してまいります。 

○嶋野浩一朗議長 野口議員。 

○野口博議員 それでは、２回目の質問に入

ります。 

 最初に、千里丘駅西口の問題ですが、交

通混雑解消の取り組みでは一定の前進があ

りましたけれども、なかなか大変な状態は

改善をされておりません。お話にありまし

たように、今後、吹操関連の開発での岸部

千里丘線でどんどん流入をしてきます。３

年後には、旧毎日放送跡地に１，６００戸

のマンションが建設完成予定であります。

そうしますと状況が一変しますので、例え

ば、今考えている交通バリアフリー道路特

定事業計画でいいますと、６年後にようや

く整備が始まっていくという計画でありま

すけども、これでは遅いかなという気がし

ますので、そういう状況を見ながらぜひ取

り組んでいただきたいと。 

 そこで、二つお尋ねしますが、一つは、

科学的に数字をきちんと受けとめて進めて

いくためには、昨年調査した内容をさらに

近々に調査していただいて次のステップに

進んでいただきたいと思いますので、その

辺どうでしょうか。 

 もう一つは、すぐにできることという点

で、具体的な問題でお尋ねしますが、吹田

市の協力をもらい、マイクロバス利用マン

ション管理組合へ申し入れだとか、吹田市

の自治会回覧ルートに協力の訴え文書を載

っけよとか、また、駅前でマイカーの方々

がＵターンして帰っていきますので、マイ

カーの方々にＵターン禁止をしてほしいと

いう文書をお渡しするとか、そういう具体

的な問題はできる範囲から進めていただき

たいと思いますけれども、その点はどうで

しょうか。 

 エレベーターの設置の問題については、

取り組み状況は大変ご苦労いただいている

と思いますけども、地元説明会について、

はっきりした時点で説明会を行うのはどう
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か、これが１点と、間もなく今年も終わろ

うとしておりますけれども、大体いつごろ

に最終的な中身がはっきりするのか、その

辺の見通しについてお答えをいただきたい

と思います。 

 次に、投票所の問題であります。丁寧に

ご答弁いただいたわけでありますけども、

投票率が低いというのは今の政治が悪いわ

けで、これは、お互い認識は同じだと思い

ますけども、ご答弁にあった過去の投票率

が高いという点では、小中学校施設よりも

より身近な公民館、集会所が大変高いとい

う結果が出ていますので、これは改めて強

調しておきます。 

 そこで、今回もいろいろ教えていただき

ながら研究しましたけれども、やっぱりよ

り投票しやすい環境をつくっていくことに

向けて、より身近に、より近距離という、

こういう立場で全体２６投票区を見直して

いただきたいと、これは一つ要望しておき

ます。 

 質問でありますけれども、旧ふれあいル

ームの関連で投票所を統合いたしました。

地元説明の問題でもなかなかきちっとされ

ていないという状況があります。自治会長

さんにお聞きしたら説明を受けていません

という、そういう認識の説明だったと思う

んですね。投票前に全戸で変更の説明チラ

シをお配りもしていただきましたけれども、

例えば、今年から総合計画は協働という精

神で進んでいくんだということを強調され

ましたけれども、こういう投票しやすい環

境をつくっていくという点で、民主主義の

根幹の一つであります。こういう問題につ

いて、改めてそういうやり方でいいのかと

いうのが問われていると思っています。今

回、統合によって、２６全体で最も有権者

が多い投票区になってしまいました。ぜひ

これから地元とちゃんと協議をなさって見

直すべきだと思いますけども、その辺どう

でしょうか。 

 もう一つ要望しておきますが、今回の質

問と趣旨が違いますので、そういう扱いに

させていただきますが、先日、自治会で旧

ふれあいルームの跡地を活用させていただ

いて地元行事を行いました。改めて旧ふれ

あいルームの跡地の活用について、もう一

度テーブルに着くべきだということもお願

いしておきたいと思います。 

 大阪府との関係で、四つの問題でありま

す。 

 国保の問題については、国保の広域化を

めぐる現在の動きの中で、財政的な現状は

プラスマイナスとんとんだという説明があ

りました。ぜひ広域化に対して自治体とし

て大事なことは、大阪府の力を借りて命を

守る仕事を投げ出していくということじゃ

なくて、国に対して府と一緒に国民を守っ

ていくんだという、その仕事を果たされる

よう、そのために国民健康保険に対する補

助金を増やすこと。もう一つ大事なことは、

国保料に構造的な問題があることはお互い

に承知していると思いますけども、財政面

でのプラスマイナスだけでなくて、やっぱ

り市民の健康と命を守っていくんだという

立場から常に行動していただきたいと思い

ますけども、行政の姿勢についてお問いを

しておきたいと思います。 

 乳幼児医療費の問題であります。先日、

我が党府会議員団が、東京都並みに大阪府

が補助金を出した場合、約２３億円かかる

とはじき出しました。そこで一つお聞きし

ますが、大阪府が東京都並みに助成をし、

本市が中学校卒業まで実施したとした場合、

大阪府からの補助金、助成金や本市の負担

額などは概算でどのくらいになるのか、こ
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の際、お示しをいただきたいと思います。 

 中学校給食の問題と義務教育の耐震化に

ついては、引き続き強く大阪府に要請して

いただきたいし、給食問題については、本

市がどういう方式をとるのかという点につ

いては、ぜひ時間をかけてゆっくり論議を

していただきたいということを申し上げて

おきます。 

 財政と市民の暮らしの問題であります。

先日、昨年度決算状況についての府下的な

比較資料や東洋経済が発行している都市デ

ータパックの資料についてはお渡しをして

おりますが、ぜひ分析を総務としてもやっ

ていただきたいと思います。その資料も紹

介しながら質問に入っていきたいと思いま

すが、昨年度決算ベースで北摂７市のクラ

スの水準を見ますと、ワースト１が１年前

から三つに加えて一つ増えまして四つにな

りました。介護保険料、交通事故数、病院

診療所の病床数に加えて上・下水道料金が

改めてトップになりました。摂津市の水道

会計の状況を見ますと、ずっと黒字であり

ますから、改めて新年度予算編成に向けて

は、このこともきちんと受けとめて一定の

方向を検討していただくということも課題

なのかと思っています。 

 民生費の全体予算に対する割合でありま

すけども、摂津市は３５．７％で、大阪府

下平均に比べて４．５％低いと。金額的に

見ますと約１４億５，０００万円少ないわ

けであります。こういう点もぜひ受けとめ

ていただきたいと。 

 加えて、市民生活実態については、先ほ

ども１５年前に比べて所得が６７万円下が

っているという話もしました。併せて、税

金を納めている方々の中で７割が２００万

円以下の所得であります。これは吹田市よ

りも１０ポイント多いわけであります。こ

ういう生活実態もぜひ見ていただきたいと

思います。 

 次に、渡している全国住みよさランキン

グの問題であります。資料を渡しています

が、全国８００区の市区に対する東洋経済

が調査を毎年やっておりますが、昨年２０

１０年版で見ますと、７８７自治体の中で

摂津市は上位から１１１番目であります。

大阪府の順位を見ますと、１番が大阪狭山

市、箕面市、茨木市、四條畷市、吹田市、

そして６番目に摂津市と池田市であります。

近畿２府４県で見ますと、１１１自治体が

ありますけれども、上から２０番目という

大変高位であります。なかなか判断指標が

いろんな見方もありますが、五つの指標で

総合評価を行っています。一つは安心度、

利便度、快適度、富裕度、住居水準充実度

ということで、この資料もお渡ししており

ますけれども、ぜひこうした数字もきちん

と分析していただいて、住みやすいまちづ

くりを模索していただきたいというふうに

思います。 

 そこで、少し関連してお尋ねしますけれ

ども、市民的にどういう目標で摂津市が事

を進めていくかということをわかりやすく

発信する意味で、きちんと目標を持ってい

ただきたいと。来年度予算編成では災害に

強い安心を実感できるまちということを目

標にしようとされていますけども、一つは、

公共料金の低いまちを追求するということ、

二つ目には、平均年齢４０．８歳でありま

す。ですから、今進めようとしている就学

援助金制度の縮小計画は当然やめて、子育

て一番のまちを追求すること、３点目には、

孤独死ゼロのまちを追求すること。マニア

の中ではいろいろご意見がありますけども、

鉄道のまちなど、いろんな切り口で小規模

自治体だからこそできるよさを発揮して取
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り組んでいただきたいと思いますけども、

その点いかがでしょうか。ご答弁を求めま

す。 

 以上で２回目を終わります。 

○嶋野浩一朗議長 答弁を求めます。土木下

水道部長。 

○藤井土木下水道部長 ＪＲ千里丘駅西口の

交通混雑解消の取り組みの到達についての

２回目のご質問にお答えします。 

 これまで行ってきました取り組みへの検

証でございますが、取り組み後の交通量調

査としまして、来年の同時期におきまして

再度交通量調査を実施し、検証を行ってま

いりたいと考えております。 

 将来予測されます交通量の増加につきま

しては、現状道路での通行条件は厳しいも

のがございます。そこで、所轄の摂津警察

とも慎重に安全対策を検討してまいりたい

と考えております。 

 併せまして、吹田市のマンション管理組

合などとも協議をし、通過自動車の交通安

全への啓発活動につきましても十分に検討

してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 都市整備部長。 

○小山都市整備部長 ＪＲ千里丘駅エレベー

ター設置について、２回目のご答弁をさせ

ていただきます。 

 初めに、地元説明会についてであります

が、地元説明会につきましては、３者での

合意に達した時点で工事協定などを締結し

てまいりたいと考えております。その締結

ができた時点で地元とのご相談をさせてい

ただき、説明会など開催時期を検討してま

いりたいと考えております。 

 次に、問題解決の時期についてでござい

ますが、現在、市からの計画変更を申し入

れており、鉄道運輸機構で検討をしていた

だいております。その結果、移設の時期、

移転物件の引き継ぎ時期が早くなれば設置

のスケジュールが早くなるものであります。

近日中に合同会議を開催しますので、その

検討結果の回答をいただけるものと思って

おりますが、どのような検討結果であって

も、今後できるだけ早く早期に工事に着手

できるよう協議を行い、努力してまいりま

すが、問題解決の時期については早期に解

決していきたいと考えております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 総務部長。 

○有山総務部長 旧ふれあいルームの統廃合

の際、地元協議、説明がなかったのではな

いかということについてお答えいたします。 

 旧ふれあいルームの統廃合に際しまして、

まず地元の自治会長さんにご説明に上がっ

ております。一定ご理解をいただき、自治

会長さんを通じて自治会役員の皆さんに周

知をお願いいたし、広報紙、ホームページ、

新聞折り込み、私どもでつくりましたチラ

シを配布いたしております。このようにし

て各自治会員の皆さんに配布をお願いした

ところでございまして、香露園自治会、香

和自治会ということで、有権者の皆様とい

うことでこの部分を配布いただいておりま

す。 

 次に、今回の統廃合について周知不足で

はなかったかというご質問でございますが、

旧ふれあいルームがございました旧第６投

票区及び統合いたしました旧第９投票区の

前回の府知事選挙の投票率でございますが、

旧第６投票区が４２．９４％、旧の第９投

票区が４３．１３％でございました。ご心

配いただいたようでございますが、おかげ

さまで今回の統廃合後の新第６投票区の投

票率でございますが、４６．０３％となっ

ております。市全体の投票率、前回４７．
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００％が今回４６．２９％と下がる中で、

前回の投票率より大きく伸びる結果となっ

ております。 

 続きまして、財政でございますが、上・

下水道の料金でございますが、摂津市の１

０立方メートルの上水の料金でございます

が、１，１２９円で、大阪府の市町村平均

が１，１８８円となっておりまして、水道

料金については平均を下回っている結果に

なっております。また、下水道料金でござ

いますが、これにつきましては、本市が２，

１９４．５円、府内市町村の平均が２，０

０５円ということでございまして、１９０

円余し高い状況となっております。このこ

とは、私どもとしましては、人口急増等が

ございまして、毎年義務教育施設などをつ

くってまいりまして都市基盤の整備がおく

れたということがございます。しかし、現

在、本市における下水道の普及率は９７．

３％ということで、大阪府内の市町村平均

８３．６％から見ますと１４ポイントほど

上回っている状況でございます。料金につ

きましては、後発でございますので、当然

その分、初期の投入した資金というものが

変わってきます。そのことがありまして、

使用料等、毎年一般会計からの繰り出しも

しておるわけでございますが、一定ご理解

をいただきたいというふうに思っておりま

す。 

 それから、民生費の予算に占める割合の

話でございますが、本市が低いということ

でございますが、私どもの分析は少し違っ

ておりまして、民生費の構成比が高い大阪

府内の他の市でございますが、中には連結

決算をもって財政指標を出すということに

変わっておりますので、国保会計の赤字を

埋めるため民生費を多くして繰出金のかさ

を上げたということがございまして、民生

費の膨らんでいる市が多くなっている現状

でございます。私どもは、先ほども申しま

したように、民生費の構成比だけではなく

て、民生費の使われ方ということをひとつ

見ていただきたいと思います。 

 摂津市独自でやっております扶助費でご

ざいますが、市町村平均は、市民一人当た

りでございますが、１万８３円でございま

す。摂津市の場合は、本市におきまして１

万７，２３２円ということで、約７割、大

阪府内の平均に対しまして単独の扶助費を

実施しているところでございます。 

 市民の構成比でございましたが、摂津市

の場合、６５歳以上の高齢化率というのは、

なるほど１４．９％ということで、大阪府

内の中で一番低いわけでございますが、平

均４０．８という年齢が議員のほうからご

ざいましたが、若いまちであるがゆえに高

齢化率の今後の増嵩に対して対応するとい

うことが必要になると思いますので、今後

とも健全な財政運営を継続的に行うために、

財政の改革というものを踏まえて頑張って

いきたいと思っておるところでございます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部長。 

○福永保健福祉部長 市民の健康と命を守る

ための行政としての姿勢というお問いでご

ざいますが、本市では、平成１８年度以降、

保険料率の据え置きをしているところでご

ざいます。特に平成２１年度からは、平成

２０年度の料率で凍結しているところでご

ざいます。この間に一人当たりの医療費は

２５．７％増加いたしましたが、府の特別

調整交付金を交付していただけるよう、財

政健全化の努力等を重ねてまいりました経

過がございます。実際には、国民健康保険

に係りましては高齢者や低所得者の加入割

合が高いことなど、国民健康保険制度が抱
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える構造的課題に対する抜本的な解決が必

要だと考えております。このことを国のほ

うにも大阪府市長会等を通じまして、国の

ほうの低所得者への対応等々、抜本的解決

策を策定していただくように要望を続けて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 教育総務部長。 

○登阪教育総務部長 乳幼児医療費助成制度

についての２回目のご質問にお答えします。 

 ご質問のように、通院について、現在、

２歳までの大阪府制度を東京都と同様に就

学前までに拡充された場合、市制度の拡充

にどれだけの市負担が費用なのかというこ

とでございますが、厚生労働省の国民医療

費統計をもとに、大変粗い数字ではござい

ますが、推計をしております。現在、市制

度は、通院分については就学前までとなっ

ておりますが、これを中学校卒業までに拡

充いたしますと、新たに７，６００万円か

ら８，９００万円程度の負担増になると推

計しております。もし、府制度が現行の２

歳までから就学前までに拡充されると仮定

しますと、２２年度決算で見ますと、府補

助金が約３，０００万円の増額となること

から、市制度を中学校卒業までに拡充いた

しますと、差し引き４，６００万円から５，

９００万円程度の負担増となると推計して

おります。 

○嶋野浩一朗議長 すべて答弁は出そろった

と思いますが。野口議員。 

○野口博議員 ３回目でありますが、投票所

の問題でありますけれども、地元はそうい

う受けとめを一応しているわけで、もうち

ょっと丁寧に説明をし、そうなった理由づ

けを行うべきだというふうに思います。 

 その一方で、やっぱり遠くなりましたの

で、２６投票区の中で最も期日前が多かっ

たという結果につながっていますので、ぜ

ひ見直しを検討していただきたいと思いま

す。 

 ３回目、最後ですので、財政問題と暮ら

しの問題でご答弁がなかって、幾つかのま

ちづくり目標問題について、ちょっと市長

のほうからご答弁いただければと思います。

いろいろ国との関係でご苦労が多いかと思

いますけども、市民的にわかりやすい切り

口で目標を設定して進めていくと、それを

発信していくということが大事だと思いま

すけども、市長はどう受けとめておられる

のかをお尋ねし、質問を終わりたいと思い

ます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 市長。 

○森山市長 ３度目の質問にお答えをいたし

ます。 

 いつも言っている話なんですけど、摂津

市は１５平方キロ弱ですかね。面積にいた

しますと、全国７８７市のうち７３６番目

だと思いますけれども、人口にいたしまし

ても面積にいたしましても非常にちいちゃ

な市域だと思います。その中に山も谷もな

い平坦なところ、市域の６０％以上が準工

地帯だと思いますね。一級河川、鉄軌道、

そして幹線道路、これがずたずたになって

いると。言葉の表現はよくないかもわかり

ませんけれども、粗削りといいますか、ハ

ードなまちの形態だと思います。 

 私は、よく言っているんですけど、北摂

きっての産業都市でもありますよと。限ら

れた財源で、そして限られたいろんな条件

の中で、いかに住みよい、そして営みやす

い、そして働きやすい、このまちづくりを

目指すわけですから、これはなかなか簡単

な話ではございませんけれども、今、いろ

いろご指摘をいただいたんですけれども、
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こっちを立ててこっちがだめになってもだ

めですし、こっちのええことを聞いて、こ

っちがしんどなったら、これもだめでござ

いますので、それぞれがある程度満足して

いただくという最大公約数づくりに毎日明

け暮れしているのが私の仕事でございます。 

 今、いろんな数字をお示しいただいたん

ですけれども、数字はいろんなとらえ方が

あるんですけど、これは、ある意味ではま

た一つの指標でございますが、こっちの言

うてはることもこっちも全部ベストにした

ら、恐らく７８７番目の第１位になるかも

わかりません。今、ご指摘のあった東洋経

済、この資料で１１１位、７８７分の１１

１番目、これが高いか低いか、いろんな見

方がありますけれども、いろいろな議会で

のご指摘等々を踏まえて、ベストではない、

みんなベターな状態を何とかつくり上げて

いるというか、つくろうとしているのが、

ある意味ではこの１１１という数字ではな

いかと思っています。 

 今後のまちづくり、国保についても今い

ろんなことをおっしゃいましたけど、どう

生かしていくんだということですが、また、

きょう、いろんなご指摘いただいたこと、

これを踏まえて、新たな最大公約数づくり

につなげていきたいなと思っています。 

 私が市長になって、大きな方針というの

を三つ立てたと思いますね。しっかりとし

た財政力、これも必要であるということで、

行政改革、お金づくり。そして、人が育た

ないとまちづくりにはつながらないという

ことで、私は人間基礎教育、人づくりも掲

げました。もう一つは、夢のないところに

人は住まないということで夢づくりと。こ

の三つの大きな柱でございますけれども、

お金は何ぼあったって人が育たなかったら

だめですし、夢づくりといったって、これ

も人が、どれが欠けてもあかんわけですけ

れども、そういった目標を立てて一つ一つ

目標に向かって今進んでいるところでござ

いますが、できるだけみんながベストに近

付けるようにしっかりと取り組んでいかな

いかんなと思っております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 野口議員の質問が終わり

ました。 

 次に、柴田議員。 

  （柴田繁勝議員 登壇） 

○柴田繁勝議員 それでは、順位に従いまし

て質問をいたします。 

 交通関係についてでありますが、まず１

点目といたしまして、自転車の安全対策に

ついてお尋ねをいたします。 

 一般の方々は、自転車が軽車両であると

いう認識が少ないと思われるのです。以前

からも老人会などを対象に、自転車のあり

方、通行について指導・啓発を行っておら

れると聞いておりますが、市民の方々にそ

の認識を高めてもらうための周知・案内は

どのように行っておられるのかお聞かせく

ださい。 

 また、先日、警察庁は、１０月２５日に、

これまで自転車の通行が許されていた一部

の歩道のうち、幅３メートル未満の歩道は

許可しない方向で見直すことを決め、全国

の警察本部に通達いたしましたと新聞歩道

にも取り上げられていました。本市や大阪

府の道路整備担当局で歩道などの整備を鋭

意実施されておりますが、まだまだ摂津市

内の道路で幅員３メートル以上の歩道は少

ないと思います。そこで、この通達どおり

だと、幅員３メートル未満の歩道について

は、自転車は通行できなくなるのではない

でしょうかという声を耳にいたします。警

察庁の通達でありますが、その趣旨と内容



 

 

２－４０ 

について、市の考え方を聞かせていただき

たいと思います。 

 次に、２点目ですが、市内循環バスの運

行及び公共施設巡回バスの運行の今日まで

の利用状況についてであります。 

 近鉄バスが路線バスとして運行している

市内循環バスは、たしか昭和４６年ごろか

らだと思っておりますが、市の補助金での

運行を始められたと認識しております。現

在では年間１，０００万円の補助金の交付

を受けて運行されています。一方、阪急バ

スに委託運行されている公共巡回バスにつ

いては、市政施行４０周年を迎えた平成１

８年の１１月から試行運行を行って、本格

的運行を実施され、現在は年間１，３００

万円の委託料で運行され、双方のバスとも

に市民の足として利用されていますが、今

日までの利用状況の推移をお聞かせいただ

きたいと思います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○嶋野浩一朗議長 答弁を求めます。土木下

水道部長。 

  （藤井土木下水道部長 登壇） 

○藤井土木下水道部長 交通関係についての

自転車の安全対策についてのご質問にお答

えいたします。 

 自転車のあり方、通行について、市民に

ＰＲするための周知・案内についてでござ

いますが、平成２０年６月より道路交通法

の一部が改正され、自転車の車道通行を明

確化された際に、広報せっつに、新しい道

路交通法がスタートし、自転車の車道通行

が明確化されることをお知らせするととも

に、道路標識で指定されているとき、運転

者が１３歳未満の児童及び幼児、７０歳以

上の方、身体障害者であるとき、車道また

は交通の状況から見てやむを得ないときは

歩道通行が可能であることと、児童・幼児

の乗車用ヘルメット着用の努力義務を掲載

させていただいております。また、春と秋

の交通安全運動をはじめ、夏と年末の交通

事故防止運動や放置自転車クリーンキャン

ペーンで「自転車などの二輪車に関するお

約束」の表題で広報せっつに掲載し、啓

発・周知・案内を行っております。 

 高齢者の交通安全教室につきましては、

毎年春に実施しておりまして、昨年は可搬

式自転車シミュレーター装置と申しまして、

実際の自転車を模した装置をこぎながら、

シミュレーター画面に映し出される映像の

状況に即したハンドル、ブレーキ操作を行

い、正しい交通マナーを身につけていただ

く装置を使った交通安全教室を開催してお

ります。また、この装置が安全教育、安全

講習に有効であることから、摂津交通安全

自動車協会がこの装置を導入され、摂津警

察署、摂津交通安全自動車協会などとの協

働により、自転車利用者に対する安全教

育・安全講習に活用しております。 

 警察庁におきまして、平成２３年１０月

２５日に「良好な自転車交通秩序の実現の

ための総合対策の推進について」を発出さ

れております。自転車は、幼児から高齢者

まで幅広い層に利用され、通勤手段として

も注目を集めており、利用の進展が見込ま

れる状況にありますが、その一方で、自転

車関連事故の割合は増加傾向にあり、その

交通ルール、マナー違反に対する批判の声

は後を絶たず、通行環境の整備も不十分な

状況であります。こうした状況を踏まえ、

今後、自転車に関する総合対策を講ずるた

め、自転車は車両であるという考え方を、

交通社会を構成するすべての方に理解して

いただき、自動車運転者、自転車利用者、

歩行者の３者の安全を確保していこうとい

うことを考えられ、新たな通達を発出され
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たものであります。 

 今回の通達では、普通自転車歩道通行可

の交通規制の実施場所の見直しを行うとさ

れていますが、幅３メートル未満の歩道に

ついては自転車は通行できなくなるのかと

のご質問でございますが、車道の交通量が

多く自転車が通行すると危険な場合や歩行

者の通行量が少ないような場合などについ

て、危険行為がなく徐行運転である自転車

は歩道を通行することが可能であると伺っ

ております。 

 次に、市内循環バスの運行及び公共施設

巡回バスの運行の今日までの利用状況につ

いてのご質問にお答えします。 

 利用状況の推移についてでございますが、

市内循環バスにつきましては、平成１８年

１１月から現在の南北ルートに変更いたし

ております。年度ベースの推移でございま

すが、平成１９年度の乗車数は南北ルート

を合わせまして１万１，４９６人、平成２

０年度１万１，０５８人、平成２１年度１

万８７８人、平成２２年度１万２０５人と

減少傾向でございます。 

 次に、公共施設巡回バスにおきましても、

同じく平成１８年１１月から運行を行って

おりまして、乗車数につきましては、平成

１９年度１万１，１４６人、平成２０年度

１万４，７４３人、平成２１年度１万６，

３５９人、平成２２年度１万７，２２６人

と、こちらにつきましては年々増加傾向と

なっております。 

○嶋野浩一朗議長 柴田議員。 

○柴田繁勝議員 ご答弁ありがとうございま

した。 

 それじゃ、２回目の質問をさせていただ

きます。 

 自転車の安全対策ですけれども、近年、

自転車の事故が増加しております。高額の

損害賠償を求め請求される事案もあると聞

いています。自動車事故に備えるような強

制加入の自賠責保険のようなものはなく、

任意加入の保険はあくまでも個人の責任で

あるとは思いますが、紹介や加入啓発など

は行っておられるのか、この辺も聞いてお

きたいと思います。 

 次に、バスの件ですけれども、先日、別

府地域の市民の方から、市内循環バスを利

用して阪急摂津市駅やＪＲ千里丘駅へ行こ

うとしても便が悪くて不便だとの要望が寄

せられております。そこで、現在の循環バ

スは、市役所を起点に北ルートと南ルート

の運行をされておりますが、阪急摂津市駅

やＪＲ千里丘駅を起点とするような便に変

更できないものか、また、鳥飼方面を走っ

ている施設巡回バスと同様のバスを別府や

正雀や千里丘方面を走るルートで実施でき

ないものかなどを含めて、今までにも同僚

議員からも市民の足となるバスの見直しに

関する質問がありましたが、現時点での見

直し内容について改めてお聞きをしたいと

思います。 

 ２回目です。 

○嶋野浩一朗議長 土木下水道部長。 

○藤井土木下水道部長 交通関係の自転車の

安全対策についての２回目のご質問にお答

えいたします。 

 近年、自転車事故が多いことを受け、本

年１１月には自転車マナーアップ強化月間

としまして、「自転車に乗るときはルール

を守ろう、ヘルメットをかぶろう、放置自

転車はやめよう」を合言葉に、自転車の安

全利用の推進啓発のチラシや、「自転車を

安全に乗るために」と題して、市道路交通

課のホームページ上で自転車の定期的な点

検を推奨し、自転車安全整備店で任意で、

有料ではございますが、点検整備を受け、
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それを証明するＴＳマークを自転車に貼っ

てもらうと、点検日から１年間有効な傷害

保険、賠償責任保険がつくことをお知らせ

しております。 

 次に、市内循環バスの運行及び公共施設

巡回バスの運行についてのご質問にお答え

いたします。 

 現在、市内循環バスは、摂津市役所玄関

前を起終点としまして、阪急摂津市駅、Ｊ

Ｒ千里丘駅、千里丘東、別府などを経由い

たします北ルートと、温水プール前、別府、

ダイキン前、江口橋などを経由する南ルー

トの２ルートで運行を行っております。別

府地域から阪急摂津市駅、ＪＲ千里丘駅へ

のご利用の場合には、別府バス停より南ル

ートで摂津市役所玄関前にお乗りいただき、

北ルートに乗り継いでいただくことにより

可能となっております。しかしながら、別

府バス停は南北両ルートが停車いたします

ので、北ルートで摂津市役所玄関前にお乗

りいただいた場合、次は南ルートでの発車

となることから乗り継ぎに時間を要します

ことや、自治連合会代表の方々との懇談会

や、本年７月、８月にかけまして実施しま

した自治会員さんへのアンケート調査の集

計結果の要望からも、利用者のニーズは市

役所へ行くよりも阪急摂津市駅やＪＲ千里

丘駅へのニーズのほうが多いと考えており

まして、現在、運行ルートにつきまして近

鉄バス株式会社とも協議・調整を行ってお

ります。 

 また、公共施設巡回バスと同様のバスを

別府や正雀及び千里丘方面へ運行させるこ

とはできないか、現時点での見直し内容に

ついてとのお問いでございますが、主に鳥

飼地区を運行しております公共施設巡回バ

スが無料であることから、鳥飼地区以外に

も同様のバスを運行することはできないの

かとのご意見も多くいただいておるところ

でございますが、ご承知のように、別府、

正雀といった地区は、近鉄バスにより運行

しております市内循環バスの路線バスルー

トの周辺でありますことから、この地域に

市民の足の確保、利便性の向上のため公共

施設巡回バスを運行することとした場合、

民間バス事業者が運行いたします既存バス

路線の減便または撤退を誘発することにも

なりかねず、結果としまして市民の足の確

保に結びつかないことにもなりますことか

ら路線競合が問題となってまいります。千

里丘方面につきましても、千里丘ガードの

慢性的な渋滞は解消傾向にあるものの、別

府や正雀地域とともに網羅することは、時

間的な問題もあり、市民の利便性からも必

要な便数の確保が困難となっております。

補助運行バス事業者であります近鉄バス株

式会社とも、より利便性の高い運行ルート

の確保と、路線競合の問題をどのように解

決するのか、また、公平性の問題解消に向

けまして協議・検討を行いながら、市民の

ニーズ、バス事業者の運営、財政なども勘

案し、本市の実情に即したバス路線につい

ての素案をできるだけ早い時期にお示しで

きるよう努めてまいります。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 柴田議員。 

○柴田繁勝議員 ご答弁ありがとうございま

した。 

 ちょっと体調があんまりようないので、

申しわけございません。 

 今回は、自転車の問題と路線バスの問題

を少しお尋ねしたんですけど、自転車につ

きましては、最近、自転車の事故が多い、

そしてまた自転車が軽車両であるというよ

うなことから、もし歩道を本当に優先して

通っていいのか悪いのか、これが、事故が
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起こったときの問題点ということで、非常

に大変なことになると。それはやっぱり自

転車を乗られる方にも周知徹底しておかな

いと、自動車であれば強制賠償だとか任意

保険に入っておられますけれども、自転車

の場合はそういう保険にまだ慣れていない

というのか、入っておられないと思うんで

すよね。そうなったときに、やはりこれは

大きな問題になる。しかし、自転車だから

といって大きな事故につながらんとも限り

ませんから、その辺で取り上げさせていた

だいて、３回目は要望にしたいと思ってい

ます。 

 それから、循環バスのことですけれども、

先般、安威川から以南の方が、せっかく摂

津の駅ができたのに直行バスがあらへんや

んかと、何でやねんと、不便やと、こうい

うような声もありまして、何とかやはり直

行バスを。大体バスというようなものは、

駅を起点にして走らせてもろたら一番ええ

のと違うんかいなと、こういうことです。

バスにつきましては、私もちょうど議員に

なった４８年ごろに庄屋公園のところまで

バスが来ておって、そこで待機しておった

んですけれども、そこが大変交通事情が悪

いのと、危険だということで千里丘まで延

ばしてもろて最終的に循環バスになったと

いう経緯で、長い歴史があるわけですから、

そういうことも含めて、このバスという問

題を考えていただきたいということで取り

上げさせていただきました。 

 それから、巡回バスですね。これは時間

を見ますと１日何便か出ていますし、大体

月曜日から金曜日までで祝日と土日は休み

ですね。そうすると、このあいている時間

を、何とか周辺を回る今度は終日バスとい

うようなものを上手に使うことはできない

のかなと、そういうことも考えたりしてい

るわけであります。そこで、いろいろと行

政のほうも大変なことでしょうけれども、

先ほどご答弁いただきましたように、これ

からの足が、摂津市駅もでき、千里丘もあ

あして今後よくなっていきますから、そこ

を起点にするというか、発進基地として摂

津市内の中をできるだけ多くの人に回って

いただける、また一つは、名所旧跡なども

指定されて、その循環バスをつくっていた

だくとか、先ほども市長がおっしゃってい

ましたけど、夢のある摂津市ということで、

そういうものにこういうバスが寄与された

らいいなと。 

 ただ、ここでよく出てくるのは、循環バ

スはお金が要るけれども、巡回バスは無料

やと、何でやねんというような話を聞きま

す。市民の側からすると、先ほどのデータ

を見てみますと、やっぱり巡回バスのほう

がだんだんと利用者が上がってきて、当初

は１万ちょっとだったのが今１万７，００

０人ぐらいになっていますね。ただがいい

とは言いませんけれども、できるだけ多く

の市民の人が使ってもらえるようなバスを

ひとつ市のほうでも考えていただきたいと、

そういうふうに思いまして今回ちょっと取

り上げさせていただきました。十分、私が

今言おうとしたことが言えているのかどう

か、ちょっと物足りないんですけれども、

ひとつ十分なご答弁をいただいております

ので、また、きょうはたくさんの人にも聞

いていただいておりますので、そうしたこ

とも含めて、市民の足である循環バス、巡

回バスをもっと有効に使っていただけるよ

うに、そしてまた、安威川以南の方にも、

市で乗り継いで行くんじゃなくて、一遍に

最寄りの駅まで行けるようなバスの巡回コ

ース、そういうのもつくっていただきたい

ということをお願いして私の質問を終わり
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ます。よろしくお願いします。 

○嶋野浩一朗議長 柴田議員の質問が終わり

ました。 

 次に、安藤議員。 

  （安藤薫議員 登壇） 

○安藤薫議員 それでは、一般質問をさせて

いただきます。 

 最初に、学校など公共施設の維持管理と

安全対策について質問をいたします。 

 今年５月に、市民図書館の外壁、まぐさ

部分が落下しました。そして、１１月にも

別府小学校３階のひさしモルタル部分が落

下するという事故が発生しました。幸いに

も負傷者が出ませんでしたが、公共施設の

相次ぐ崩落事故に、施設管理やメンテナン

スはこれまで適切に行われてきたのか、ほ

かの公共施設、学校施設は大丈夫なのか、

こんな不安が大きく広がっています。５月

の図書館の事故後、危険箇所の把握調査や

安全対策を求めてまいりましたが、現状の

危険箇所の把握の状況、その対策について

具体的にお答えください。 

 また、この間、日常的な公共施設の維持

管理について、危険チェックと点検・修理、

計画的な大規模改修など、施設の延命化及

び安全確保のために専門部署による一元管

理が必要ではないかと質問してきました。

先の９月議会では、現状の部署の体制では

困難であるため、施設管理マニュアルやチ

ェック表でまず施設管理者が管理をし、建

築課など専門的なアドバイスを行う体制を

とっていくとのご答弁をいただいています。

具体的な連携の体制についてお聞かせくだ

さい。 

 それから、公共施設の耐震化についてで

ございます。 

 現在、公共施設の中で耐震化が進んでい

ない、耐震化がされていない施設は３割以

上も残されています。義務教育施設の耐震

化については、先般、中期財政見通しで示

されましたが、防災拠点や避難場所など多

くの公共施設、耐震診断がまだ進んでいな

い施設もたくさんあります。今後の耐震化

をどのように進めていくのかについてお答

えください。 

 次に、脱原発・自然エネルギーの本格的

導入に対する市の認識と取り組みについて

質問をいたします。 

 あの大震災、原発事故から９か月が経過

しました。福島県の復興には原発災害とい

う特別な困難さがあって、今なお避難者は

１５万人を超え、５万８，０００人は、そ

のふるさとである福島県を離れて避難され

ています。その存続自体が危ぶまれる自治

体もあるなど、原発事故はほかの事故にな

い「異質の危険」があるということがはっ

きりいたしました。 

 この原発事故を受けて、日本はもとより

世界各地で原発に対する認識が大きく変わ

ってきています。ドイツのメルケル首相は、

６月９日の連邦議会の演説で、「原子力の

危険は確実には制御できないという事実を

我々は福島の事態から認めざるを得ない。

過酷事故は現に起こるのであり、ひとたび

起これば、その結果は空間的にも時間的に

も極めて深刻かつ広範囲であり、他のすべ

てのエネルギー源が持つ危険をはるかに上

回ることになる」、また、「福島は原子力に

対する私の見解を変えた」と語りました。

ドイツは、その後、原発の廃止期限を先送

りする予定だったものを、２０２２年まで

に全廃する方針を決定いたしました。原発

から撤退し、自然エネルギーの本格的導入

を求める立場で質問をいたします。 

 この原発が持つ「異質の危険」に対する

認識を、市民の命と地域社会を守るべき自
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治体としてどのようにお持ちなのか、同時

に、この万一の事故に際して、正確な情報

を迅速に市民に提供するための放射能測定

や給食など食料の安全対策をどのように考

えておられるのか、お答えください。 

 次に、このような原発の危険性と、福井

県に世界最大規模の原発群を抱えているこ

の摂津市で、市民と地域社会に責任を持つ

地方自治体が、脱原発の姿勢を明確にし、

政府に原発依存のエネルギー政策から撤退

し、原発ゼロの日本を目指す決断を本気で

求めていくことが私は重要だと思います。

脱原発に対する見解を市長に問いたいと思

います。 

 続いて、原発からの撤退や地球温暖化の

抑止に向けて、自然エネルギーの普及は欠

かせません。摂津市として多くの自治体で

実施している住宅や工場などへの太陽光発

電設置に対する補助制度を導入するととも

に、公共施設への積極的な設置を求めたい

と思いますが、その見解をお伺いいたしま

す。 

 １回目は以上です。 

○嶋野浩一朗議長 答弁を求めます。都市整

備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 学校など公共施設の維

持管理と安全対策の（１）公共施設の危険

箇所の把握と現状認識についてのご質問に

お答えいたします。 

 去る１１月２６日におきまして、最も安

全な環境を維持すべき施設である教育施設

の外壁剥離によるモルタル落下が発生し、

緊急避難的な措置として立ち入り禁止とす

る対応をとる状況になりました。直ちに教

育施設である小学校１０校、中学校５校、

そして幼稚園、保育所５園について、各施

設管理者による目視による剥離の危険性の

ある箇所について緊急調査を実施しており

ます。また、本市の建築技術者を中心に現

場を確認する中で、構造にかかわる専門的

な評価が必要であると判断しており、教育

施設関連については、第１次調査として目

視調査を行い、緊急措置が必要な箇所につ

いては施設管理者と早急な対処方法を検討

し、協議を行っているところであります。

並行しまして、その他の公共施設につきま

しても、今回の外壁落下を受け、１１月２

９日に施設管理者に対しまして緊急に外壁

などの落下のおそれがないか調査を依頼し、

その結果を取りまとめているところでござ

います。今後、各施設の老朽化などにかか

わります問題の箇所が確認でき次第、順次、

建築技術者によりまして、施設管理者と立

ち会いながら緊急性や専門的評価の必要性

などを判断し、施設管理者と連携のもとで

具体的な取り組みを進めてまいりたいと考

えております。 

 次に、（２）の建築物の維持管理体制の

強化についてのご質問にお答えします。 

 市の公共施設の維持管理につきましては、

施設管理者を定め、その所管が個々に責任

を持って施設運営を行っております。施設

の安心・安全な利用の観点から、危険な箇

所の把握を怠ることは許されない失態とな

りますことから、その意識の向上をさせる

ことが急務と考えております。そのため、

施設管理者が、施設のチェック能力向上の

ために維持管理マニュアル、そして、施設

点検の手引きなどを活用した危険箇所のチ

ェック能力を高めるため、専門家を招いて

研修会などを開催する予定をいたしており

ます。施設管理者の意識向上に努めてまい

りたいと考えております。 

 また、施設管理にかかわります連携の体

制強化につきましては、施設管理者による
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危険箇所のチェックに基づきまして、建築

技術者が現場を認識してまいりますが、よ

り一層の専門的な判断や評価を必要とした

場合は、施設管理者と協議しながら、外部

の専門家に委託し、緊急性を見きわめ、そ

の対処方法などを検証してまいりたいと考

えております。今後、本市における公共施

設の現状は、経年劣化が進んでおり、大規

模改修などを行う場合は、所管を超えての

連携業務が非常に重要な取り組みではない

かと考えております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 大規模改修、耐震補強の促

進計画についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 耐震についての中期財政計画についてで

ありますが、学校施設の耐震化は、学校に

通学する子どもたちの生命を守ること、ま

た、災害時の避難場所としての機能を確保

する観点からも重要な施設であると考えて

おります。中期財政見通しにおいて、耐震

化の促進を盛り込み、教育施設については

５年間での計画を立てております。また、

その他の公共施設、特に避難所の位置付け

がある施設優先に耐震診断を早急に実施す

る方針であります。 

 次に、原子力発電の持つ「異質の危険」

に対する認識についてのご質問にお答えい

たします。 

 東日本大震災による東京電力福島第一原

子力発電所で発生した深刻な原子力事故に

より、福島県においては計画的避難区域や

緊急時避難準備区域が指定され、福島県内

や他県への避難を強いられている状況であ

ります。また、放射能の影響により、福島

第一原子力発電所から離れた首都圏でも、

各地で放射能濃度を測定する事態となって

おります。 

 一方、関西電力では、福井県に美浜原子

力発電所が３基、高浜原子力発電所が４基、

大飯原子力発電所に４基の計１１基があり、

一番近い高浜原発から摂津市までの直線距

離は約８０キロメートルを超える位置にご

ざいますが、水源地である琵琶湖は３０キ

ロ内に含まれることから影響が考えられま

す。 

 また、摂津市地域防災計画では、放射線

災害予防対策として、事業者が放射性同位

元素の使用をすることに対し、放射線災害

が発生した場合に、放射線測量や被曝を受

けた者の救護や危険区域の立ち入り制限等

が規定されておりますが、今回のような深

刻な原発事故に対し、実際に対処できる体

制が整っているかと問われますと、課題が

多くございます。大規模な原子力災害は、

広域にわたり市町村単位で対策を講じてい

くことが難しいことから、今後は国や大阪

府の動向を見ながら対処方策を策定してま

いります。 

 次に、原子力発電所の事故に伴う放射能

の影響についてでございますが、現在、国

の観測による放射能濃度が大阪府において

高いレベルでないことから、市は線量計を

所有しておらず、放射能測定は行っており

ません。また、小学校や保育所の給食につ

きましては、国で定めた暫定規制値を超え

た食品などは産地からの出荷が制限されて

おり、大阪府や食材納入業者と連絡をとる

など、確認をしております。 

○嶋野浩一朗議長 市長公室長。 

  （乾市長公室長 登壇） 

○乾市長公室長 それでは、脱原発を目指す

市の姿勢について、お答えを申し上げます。 

 現在、電力の需給が逼迫する状況が続い
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ておりますが、電気の安定的な供給は、豊

かな国民生活と産業活動を支え、さらに日

本経済を立て直すため、喫緊の課題となっ

ております。毎年、資源エネルギー庁が作

成しておりますエネルギー白書２０１０に

よりますと、原子力発電電力量は日本の総

発電電力量の２９．２％を占めているとい

うことでございます。しかしながら、原子

力発電に対する安全神話が崩壊し、国民に

大きな不安と不信感を抱かせ、その安定的

かつ安心できる生活が揺らいでいる今日、

国においては、来年の夏をめどに、２０３

０年までをにらんだエネルギー基本計画を、

エネルギー安全保障の観点や費用分析など

を踏まえ、白紙から見直すとされておりま

す。また、中長期的には、原発への依存度

を可能な限り引き下げていくという方向性

を目指すものとも言われております。本市

といたしましては、今後、国全体で国民が

安心できる中長期的なエネルギーのあり方

や、その構成等について、幅広く国民各層

からのご意見を踏まえた議論がしっかりと

なされ、国において、よりよい方向性を決

定されるべきものと考えております。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 

  （杉本生活環境部長 登壇） 

○杉本生活環境部長 太陽光などの自然エネ

ルギーの普及に向けた市の取り組みのご質

問にお答えをいたします。 

 本市では、現在、地球温暖化防止地域計

画の策定に取り組んでおり、自然エネルギ

ーの活用はＣＯ２の削減に向けた施策の一

つとしても重要と考えております。また、

東日本大震災に伴います福島原子力発電所

の事故以来、自然エネルギーに対する市民

の関心も高まっておりますことから、本市

といたしましても、既にリサイクルプラザ

やコミュニティプラザなどに太陽光発電シ

ステムを導入するなど、率先して自然エネ

ルギーの活用に努めているところでござい

ます。 

 しかし、先ほど市長公室長答弁にもござ

いましたように、国でエネルギー基本計画

の見直しが進められており、自然エネルギ

ー活用の拡大や原子力発電の取り扱いなど

が議論される途中でありますところから、

今後、地球温暖化防止に向けたＣＯ２の削

減や省エネ、節電なども視野に入れたエネ

ルギー政策につきまして、今後の国の動向

が出されてくるものと考えており、市とし

ての個別の施策についても十分研究してま

いりたいと考えております。 

○嶋野浩一朗議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 公共施設の安全対策、緊急対

策についてですが、図書館、それから小学

校と、この１年のうちに続けざまに落下事

故が起きております。今、都市整備部長の

ほうからも、こういった対策を打つんだと

いうお話がありましたが、図書館の落下が

５月でございました。その後、いろいろな

ご報告もいただいておったわけですが、学

校施設、それから幼稚園、保育所等々、子

どもたちが日々生活する場として、やっぱ

り学校施設はとにかく緊急に危険箇所を把

握すべきではないかということで、その対

策を求めてきたわけであります。その際、

各学校等へ指示を出されていたかと思いま

すが、今回の別府小の落下の場所について

は、そのとき報告があったのかどうか、そ

れから、どのような指示をしたのかという

ことと併せて、指示した側と受ける側、学

校側と、危機意識に対する認識に大きな差

があったのではないかというような思いも

しているわけですが、どのような形で返答

があったのか、その点についてもちょっと

教えていただきたいと思います。 
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 それから、今後の緊急対策として、施設

管理者が目視によってチェックをし、その

後、専門家によって一緒に回って対策を打

っていくというお話でありますが、改めて

施設管理者に目視等でチェックをした上で

ということになりますと、見逃す可能性等

もあるんじゃないかなというふうに思いま

すが、その点の心配はないんでしょうか。

危険箇所はきっちりと把握できるんでしょ

うか。教えていただきたいと思います。 

 それから、建築物の維持体制については、

今回の緊急対策と併せて、摂津市の持って

いる大事な公共施設、市民の財産である公

共施設をいかに安全に、しかも長期間利用

できるかという点では欠かせないというふ

うに思っているわけでありますが、その対

応をマニュアルチェック表で生かしていく

ということでありますが、具体的に施設管

理者がそのチェック表をどのように生かし

ていくのか、学習会等をやられるといいま

すが、いつどのような形でやられるのかに

ついてもお聞かせください。 

 耐震化についてでございます。今回起き

ました東日本大震災ですが、耐震化の進ん

でいる建物の破壊というのはあまりなかっ

たということですので、耐震化の重要性と

いうのは本当に改めて認識するわけですけ

ども、同時に、建物は残っているけども、

天井材や照明器具、それから外壁等の落下

によって人身事故があったり、避難経路が

閉ざされたり、または避難所として使われ

るべき体育館等が使えなかったりというよ

うな事態が起きています。文部科学省が、

東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の

整備に関する検討会というものを設置して、

今年の７月に緊急提言を取りまとめられま

した。ここにも、建物の構造が無事でも、

天井材など非構造部材によっていろいろな

問題が発生したということが報告されて、

その安全対策のために点検と対策を実施す

る必要性、それから、経年劣化の影響を受

ける可能性があるために、継続的・定期的

に点検を実施する必要性があるというふう

に述べています。千葉県のある市では、今

年の１０月に教育施設耐震化整備等事業計

画の中に、非構造部材安全対策を盛り込ん

で、２０１８年度までに非構造部材の耐震

化を進めるための具体的な計画、ロードマ

ップをつくられていますが、摂津市におい

て、このような計画を今後立てていくとい

う予定があるのか、されていく意思がある

のか、お聞かせをいただきたい。 

 同時に、この緊急提言では、昨年の３月

に学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブ

ックというのをまとめております。点検や

対策の具体的な方法についてはここに書か

れているというふうにあるわけですけども、

このガイドブックの活用を含めて、どのよ

うな認識、把握をされているのかについて

お聞かせをいただきたいと思います。 

 次に、脱原発の問題でございます。 

 福島の原発、正確な情報がなかなか出さ

れずに、避難のタイミングであるとか避難

の方向であるとか、または体に及ぼす影響

であるとか、さまざまな情報が錯綜し、住

民の不安を増幅したと思います。摂津市と

して万が一の際にも対応できる準備をして

いく必要があると思います。摂津市は、確

かに福井県の原発から８０キロ以上離れて

いますが、福井県の原発は、関西電力の１

１基のほかに、もんじゅですとか敦賀の原

発も含め、さらに新しい原発の建設も進め

られているということで、「異質の危険」

を持っている原発を集中的に集めている世

界で唯一のところなんですね。しかも、そ

の原発群は琵琶湖まで３０キロ圏内、しか
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も、その原発の立地場所には活断層がある

と。３０年を超えた老朽原発、それから世

界各国が危険で中止している高速増殖炉の

もんじゅ、またプルサーマル運転などの危

険な原発もたくさん抱えています。併せて、

９，０００体に上る使用済み核燃料が各原

発敷地内の中で処理のめども立たずに保管

され続けているということでいえば、８０

キロ以上離れているといっても、ひとたび

起きれば、国が云々、大阪府が云々という

前に、私たち摂津市は市民の安全をいかに

守っていくのかというのが本当に問われて

くると思いますので、もちろん国のエネル

ギー政策は大きく見直しされていくかと思

いますが、それを待たずして、市としてし

っかりとした方針を立てる必要があるので

はないかなと思います。改めて市長に脱原

発について、もちろん国のエネルギー政策

があります。しかし、市民の命と生活と地

域の安全を守っていくという立場から、原

発をどうなくしていくのか、依存から離れ

ていくのか、それは、自治体としての意思

を明確にしながら国に求めていく姿勢でこ

そ政治を変えていくのではないかなと思い

ますので、市長に伺いたいと思います。 

 太陽光発電の補助制度、その他公共施設

の太陽光発電の設置についてでございます

が、太陽光発電普及拡大センターによりま

すと、全国で８７４の自治体、大阪府内で

も１６の自治体で住宅用太陽光発電導入支

援策が実施されています。同時に、この太

陽光発電ですとか自然エネルギーについて

は、もちろん国の施策等の制約もあります

が、住宅リフォームであるとか、バリアフ

リーであるとか、耐震改造などなどと併せ

て、一体とした補助金制度を持つことによ

って地元の業者の仕事おこしにもつながっ

て、同時に自然環境を保持していくという

役割も担っているという点では、非常に検

討する、また工夫していく余地があると思

いますが、改めてその点についてお聞かせ

をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 教育総務部長。 

○登阪教育総務部長 質問番号１の（１）の

２回目、学校施設の対応状況と安全確保に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 児童・生徒にとって、学校が安全で安心

できる施設であるためには、学校内にある

すべての施設や設備について十分な安全性

を確保していく必要があります。各学校施

設におきましては、建築後、約３０年から

４０年以上が既に経過しており、老朽化の

進行も懸念されるところでございます。 

 市民図書館でのまぐさ部分の崩落という

事態を受けまして、教育委員会としまして

は、６月と９月の２回にわたり、各学校等

に対しまして通知文書をメール配信してお

ります。メールの内容につきましては、施

設内外にわたり危険箇所がないか、目視等

による緊急の点検及び今後の定期的な目視

点検の実施を依頼しております。また、危

険と思われる箇所がありましたら、直ちに

バリケードやロープ等で立ち入り禁止等の

措置を施し、教育委員会の総務課まで連絡

をお願いしますという内容の通知をさせて

いただいておりますが、通知後、学校現場

から緊急対応が必要な箇所の報告がなかっ

たことからも、安全確保に対する認識の共

有をいかにして図っていくかが今後の大き

な課題と受けとめております。 

 なお、外壁について申し上げますと、そ

の後の日常的な点検の中で、１小学校から

外壁の一部修繕の依頼があったことから修

繕を実施しております。 

 続きまして、今回の事故を受けまして、
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１１月２８日に改めて各学校等に通知を行

いまして再度緊急点検を行い、１１月３０

日までに危険箇所及びその内容を記載した

図面の提出を求めたところ、すべての学校

からの提出を終えております。この提出を

受けた図面等に基づきまして、年内、冬休

みになると思いますけれども、具体的に専

門家と同行して、小学校、中学校、そして

幼稚園、保育園について第１次調査を実施

してまいります。専門家が実際に入って対

応してまいりますので、ご指摘のような見

落とし等のことがないというふうに考えて

おります。 

 それから、今回の事態を受けまして、教

育委員会といたしましても、施設管理者の

施設維持管理に対する意識の向上と知識の

蓄積が重要であると再認識しており、今後、

研修会の開催などの市全体の取り組みを踏

まえまして、日常の点検活動の質の強化に

努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、質問番号１の（３）の２回

目の非構造部材の耐震化についてのご質問

にお答えいたします。 

 ご指摘のように、建物の構造体の耐震化

が進められる一方、東日本大震災をはじめ、

近年の大規模な地震では、天井材の落下な

ど、いわゆる非構造部材の被害が発生して

おります。そのような状況を踏まえ、文部

科学省では、学校設置者等が非構造部材の

耐震化の重要性とともに、その点検及び対

策の手法に関する理解を一層深め、耐震対

策を具体的に進めるきっかけとなるよう、

平成２２年３月に学校施設の非構造部材の

耐震化ガイドブックを作成されております。

また、文部科学省は、東日本大震災を受け

て、学校施設の平成２７年度の耐震化率１

００％を目標とするとともに、非構造部材

の耐震対策の取り組みを市町村に求めてお

ります。本市といたしましても、その重要

性については認識をいたしております。こ

れまでも耐震補強工事と併せまして大規模

修繕工事等を実施してまいりましたが、非

構造部材までは十分に対応できていない面

もございます。文部科学省が作成しました

ガイドブックでは、施設管理者としての学

校が点検する項目と、学校設置者が専門家

の協力を得ながら点検する項目が整理され

ているなど、今後の取り組みに役立つ部分

が多いことから、学校現場にも周知を図り、

活用してまいりたいと考えております。ま

た、非構造部材の点検・対策の体制づくり

についても言及されていることから、今後、

本市におきましても検討してまいります。 

 次に、非構造部材の耐震化と経年劣化の

関係でございますが、建築課が作成してお

ります施設管理者のための施設点検の手引

きは、あくまで施設の経年劣化への対応を

主眼に置いたものであり、耐震化を主眼に

置いたガイドブックとは作成の趣旨が異な

りますが、危険箇所には共通するところが

多いことから、各学校等での調査を踏まえ、

今後、耐震補強工事に伴って、経年劣化に

よる修繕及び非構造部材の耐震化も併せて

実施していくのが最善と考えております。

また、耐震補強工事が完了している学校等

も含めまして、必要な場合には緊急の対応

を図ってまいります。 

○嶋野浩一朗議長 都市整備部長。 

○小山都市整備部長 それでは、市内の公共

施設全体の管理体制についてのご質問にご

答弁申し上げます。 

 市内の公共施設数は、約１１０施設と大

変数多くあり、現在の建築技術職員数で対

応するには期間がかかり、困難と考えてお

ります。そのために、専門家に委託した体

制も今後庁内で検討してまいりたいと考え
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ております。 

 それと、今後の予定につきまして、担当

部としましては、職員の研修を年明け１月

か２月に講習会、あるいは研修会を実施し

まして、来年度早々、４月に入りましてか

ら施設管理者に対して各施設のチェックを

行うよう指導してまいりまして、その成果

をできれば６月中に上げていただきたい。

そして、その後、建築技術者によって、あ

る程度専門的な知識の中で判断し、やはり

もう少し専門家の依頼が必要と判断すれば、

その後、専門家に評価を委託し、緊急性が

高い建物については早急に対応してまいり

たいと考えております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 

○杉本生活環境部長 太陽光発電システムの

補助制度につきましてでございますが、大

阪府下では、府下１６市町で２３年度は実

施されております。ただ、先ほども申しま

したように、国の補助金もございますが、

２３年度においては、国の買い取り価格が

１キロワット当たりの補助金等が下がるな

ど、ちょっと国の施策も一定していないと

ころがあるように考えております。ただし、

東日本大震災以降につきましては、全体の

エネルギー計画が大きく見直されるという

ことでございますので、この辺は注視して

まいりたいと考えております。 

 また、太陽光発電の補助につきましては、

１件当たりの補助額が大きいものでござい

ますので、財政面の制約等もあり、あまり

多くの数を同一年度にするということも難

しいかと考えておりますので、やはり導入

するとすれば、継続的にできるような仕組

みを国の動向を踏まえた上で考えてまいり

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 市長。 

○森山市長 原発事故についてお答えいたし

ます。 

 私は、あっちこっちでよく言っているん

ですけど、戦争で使う兵器のときは核とい

うんですね、原子力を。発電所のときは原

子力というんですね。日本人の独特の言葉

の使い分けというんですか、そんな中で、

片一方が善で片一方が悪みたいなようなニ

ュアンス、これがずっと植えつけられてき

たと思うんですね。この辺にいろいろ問題

があると思います。よくよく考えてみると、

どっちも一緒でありまして、どちらも大変

怖いということが証明された一つの事故だ

と思っております。あの事故は、地震、津

波、天災によって起こった二次災害であり

ますから、見方によると原発の事故も天災、

しゃあないねんという話もありますけれど

も、やっぱり原子力を考え、つくったのは

人間でありますから、人間があの事故を制

止、制御できない、これはやっぱり人災そ

のものではないかと思っています。 

 問題は、科学がどんどん進歩して便利に

なった、そこまではよかったんですけれど

も、人がつくったものというか機種、科学

の進歩が人間の能力を超えてしまっていた

わけですね。というよりも、人間の能力を

超えてしまっていることに気づかなかった、

いや、気づこうとしなかったことにいろい

ろ反省の弁が今聞かれるわけでございます。 

 そんなことで、この原発にかかわらずと

いいますか、すべからく戦後の後半は物、

物、金、金でまっしぐらという時代が続き、

片一方で自然の恵みとか命の尊さとか大切

なもの、これをどこかへ置いてきぼりにし

てきた、こういった反省も十分しなくては

ならない今の日本社会だと思っています。

私もこの摂津市のまちづくりを担当させて
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いただいておりますが、いろんな施策を行

っておりますけれども、そんな視点をうっ

かりしたら忘れてへんかったんやろうかと

いうことを、それはそれなりに自問自答せ

ないかんなと思っています。 

 ところで、原子力発電をどない思ってん

ねんというようなお話だったと思いますけ

れども、きのうまで電力源として大きな役

割を果たしてきた、こういう事実がござい

ます。そういう意味では、あしたすぐやめ

てしまえというような話にはならないわけ

でございますが、我々末端の自治体として

できること、これは限られていると思いま

すけれども、代替エネルギーのありよう

等々をしっかりと見据えながら、また国に

対しても今後の原子力発電のあり方につい

てしっかりと物を言っていきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 残り１分少々ですので絞りま

すが、安全対策等についてなんですけども、

摂津市内の公共施設は百十幾つあるという

ふうにおっしゃいました。ちょっと私が調

べてみた範囲の中なんですけども、例えば、

この間、まぐさが落ちた図書館は築後２７

年、別府小は３９年に建っています。その

ほか学校、幼稚園、保育所の建物を見てみ

ますと、建築後２５年以上たっている建物

は９０％、３０年以上は７８％に上ってい

ます。４０年経過していのは何と１５％。

そのほか、私が把握している範囲でいきま

すと、保健センター等々、わかっている範

囲の中でも２５年以上経過しているのが６

３％あるということで、非常に経年劣化が

進んでおります。建築された部署、それか

ら市、それから施設管理者、専門家の連携

というのは、非構造部材の点検と併せて経

年劣化の延命化については非常に重要なの

で、その点は心して取り組んでいただきた

いと思います。 

 それから、原発の問題についてでありま

すが、きのうまでやっぱり電力源であった

ということで、すぐにはやめることはでき

ないと思いますが、脱原発の方向に進んで

いくプロセスを考えたときに、市民の自治

体に一番密着したところである摂津市から

の声を発信していただきたいということを

申し上げて終わりたいと思います。 

 以上です。（発言終了のブザー音鳴る） 

○嶋野浩一朗議長 安藤議員の質問が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

（午後２時５８分 休憩） 

                 

（午後３時３０分 再開） 

○嶋野浩一朗議長 再開します。 

 大澤議員。 

  （大澤千恵子議員 登壇） 

○大澤千恵子議員 それでは、順位に従って

一般質問をさせていただきます。 

 まず、質問番号１、コミュニティプラザ

の運営について、質問番号１の（１）市民

活動支援センターについて。 

 当初より、南千里丘まちづくりの事業の

中で、コミュニティプラザの運営について

は議会の中で継続して質問させていただい

ておりました。平成２１年の第３回定例会

では、全体の人員配置やコミプラ全体の運

営に対する考え方をご答弁いただいており

ます。その中で、このコミュニティプラザ

の本施設は、新たな市民の交流の場として、

市民や各種団体の方々に有効にご利用いた

だくために、市民活動などの支援を担う新

たな組織を立ち上げながら、産・官・学・

市民の連携、交流を実現し、民間でできる
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ことは民間に委託しながら施設管理営繕を

確保してまいりたいという内容のお答えを

このときにいただいております。 

 産・官・学・市民の中での学については、

今回連携がとれませんでしたけれども、ま

た、施設管理のほうは市が直接担うという

ことで、会館業務については改善点を加え

ながら工夫していただいているという現状

でございます。市民活動の支援組織につい

て、現在、どのように進められているのか、

また、市民活動のための総合窓口には、い

ろんな先進事例を取り入れながら、市民活

動の趣旨、それに応えられる職員の育成に

も取り組んでいくと答えられていますが、

現在、どのような体制であるか、１の

（１）の質問とさせていただきます。 

 そして、質問番号１の（２）コミュニテ

ィプラザのレストランについてでございま

す。 

 今回、営業が開始されましたコミュニテ

ィプラザのレストランの営業に関する経緯

について質問させていただきたいと思いま

す。今回、営業に至ったまでの過程の経過

を、まず第１番目に質問としてお答えいた

だければというふうに思います。 

 続いて、質問番号２番、大阪府教育基本

条例について質問させていただきます。 

 １１月２７日に開票されましたダブル選

の共通公約に掲げられた教育基本条例案は、

大阪市議会では廃案となっております。先

ほどから教育基本条例案、大阪都構想、こ

の維新の会の政策についてたくさんの質問

が出ておりましたけれども、大阪府議会で

は、現在、継続審議中の１２月７日に条例

案修正に向けて協議することで合意された

ということでございます。松井知事は、定

例会見で、教育委員の皆さんの力も発揮し

ていただき、現場がこうあるべき案をつく

り上げたいというふうに述べられています。

この教育基本条例案を、本市教育委員会と

しては、先ほどもご答弁がありましたけれ

ども、どのようにとらえて準備しているの

かを再度１回目の質問とさせていただきま

す。 

 質問番号３、旧教育研究所の跡地につい

て。 

 これは、平成２２年度第４回定例会にお

いての旧教育研究所の跡地については何度

も質問を行いましたけれども、ご答弁いた

だいた内容としては、農具、民具、埋蔵文

化財を保管し、そして展示をし、市民に公

開するという内容でしたが、現在、どのよ

うな活用状況になっているのかということ

を１回目の質問とさせていただきます。 

 以上、１回目の質問でございます。 

○嶋野浩一朗議長 答弁を求めます。生活環

境部長。 

  （杉本生活環境部長 登壇） 

○杉本生活環境部長 市民活動の支援の取り

組みについてお答えを申し上げます。 

 これまでの市民活動支援の取り組みにつ

きましては、オープン当初、貸し館業務を

はじめ、新しい施設の諸機能把握や運用対

応に主力を置いて事業を進めてまいりまし

たが、平成２３年度からは権限移譲に伴う

ＮＰＯ法人の認証事務を新たに担うことに

なりました。市内ＮＰＯ法人の認証につき

ましては、現在２団体目が手続き中で、合

わせて１３団体となる見込みであります。

今後とも公益的な活動を担うＮＰＯ法人が

増え、その活動が市民の理解と賛同が得ら

れるよう連携を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 また、市民活動支援のあり方につきまし

ては、新総合計画の協働の指針の枠組みの

中で、市民活動の支援についての指針を策
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定する予定となっており、１１月に協働の

まちづくり推進会議が設置されたところで

あります。同会議には、７月から１０月ま

でに７回の開催があった協働のまちづくり

ワークショップの参加者をはじめ、自治会

やＮＰＯ等の関係団体、学識経験者など１

５名の委員がおられ、現在、提言に向けて

協議が進められております。今後、市民活

動の支援につきましては、この提言をもと

に具体的な支援の内容等、制度設計に向け

て作業を進める予定で、指針がまとまり次

第、市民、事業者の皆さんへの周知と理解

が深まるよう努力したいと考えております。 

 続きまして、コミュニティプラザ内のレ

ストランの運営についてでございます。出

店の経緯ということでございます。 

 コミュニティプラザのレストラン出店に

つきましては、オープンに先立ち、平成２

１年１２月、市内業者、市内に食堂、喫茶

等店舗を有することを条件といたしました

業者を対象に、出店者の募集を行いました

が、申し込みがなかったため、平成２２年

２月に再度同じ条件で対象を市外業者に広

げた募集を行いました。しかし、申し込み

はなく、募集は不調に終わりました。この

結果を受けまして、施設使用料の基準額を

見直し、平成２２年７月に市内業者を対象

とする募集を行ったところ、市内業者から

の申請が１件ありました。その後、市と出

店候補者とで協議を重ねていく中、平成２

３年９月から５年間の行政財産の使用許可

という形で合意に至り、業者負担により内

装工事を終え、１２月８日からレストラン

オープンの運びとなっております。 

 レストランの概要についてでございます

が、総面積は約２６０平方メートルで、来

客スペースとして５２席が設けられており

ます。使用料につきましては、月額約１７

万円となっております。また、レストラン

の業務に関しましては、営業時間や光熱水

費の負担、コンベンションホール等での飲

食対応など、館内利用に際しての確認事項

を文書で交わしております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 教育次長。 

  （馬場教育次長 登壇） 

○馬場教育次長 質問番号２番、大阪府教育

基本条例案についての教育委員会のとらえ

方や準備についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 本条例案につきましては、先ほども申し

上げましたが、本市を含めた府内の小中学

校の現状からかけ離れた内容も多く、施行

された場合に学校現場へ与える影響があま

りにも大きいのではないかと考えておりま

す。本条例案のすべてを否定するものでは

ございませんが、大阪の教育にとってどう

なのか、大阪の子どもたちにとってどうな

のか、そういった視点を持って、現状をし

っかりと見詰めた上での十分な議論ととも

に、さらに整理をする必要があるのではな

いかと考えております。 

 また、現行法との整合性の問題も考えら

れます。第６章では、市町村立学校の教職

員も含めた懲戒・分限処分に関する運用を

定めておりますが、現行の地方公務員法や

教育公務員特例法、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律などとの関連、さらに

は市町村の条例や規則との関連も含め整理

する必要があるのではないかと考えており

ます。現在のところ、教育委員会として議

論はいたしておりませんが、この条例案の

修正等も含めて、知事提案で２月の府議会

に再提案されるとの報道もございますので、

今後の大阪府の動向に注目してまいりたい

と考えております。 
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○嶋野浩一朗議長 生涯学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 旧教育研究所の跡地に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 旧教育研究所は、現行、教育センターと

なっております教育研究所が昨年１１月に

移転した後も、教育財産として教育委員会

が管理し、暫定的に郷土資料の保管庫及び

展示室として利用いたしております。 

 本施設は、昭和１１年に鳥飼村役場とし

て建築された木造平屋建ての本館と、平成

５年に旧教育研究所として増築された軽量

鉄骨２階建てのプレハブ棟の２棟からなっ

ております。 

 今年度は、旧味舌小学校など市内各所に

保管しておりました農具、民具、埋蔵文化

財約１，０００点を同施設に集積し、一時

的に本館にも大量の農具等を保管しており

ましたが、順次整理、台帳整備を行い、現

時点ではプレハブ棟を保管庫及び作業場と

して利用し、本館の一部において、春夏秋

冬の季節に分けて、かつて利用された農具

類等を展示いたしたところでございます。

本年１１月には、ふるさと摂津案内人や文

化財愛護会の方々の協力のもと、別府公民

館、味生公民館合同の公民館講座、史跡ウ

オーキングにおいて、この展示室をご覧い

ただき、ご好評をいただいたところでござ

います。 

○嶋野浩一朗議長 大澤議員。 

○大澤千恵子議員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 まず、１の（１）の市民活動支援センタ

ーについてでございますが、第４次総合計

画の中に「市民活動が活発なまちにしま

す」という施策があります。「コミュニテ

ィプラザの運営などを市民参画で行いま

す」というふうに書かれてあります。現在、

この運営を市民参画で行うまでの過程とし

て、ＮＰＯの認証事務や、そしてまちづく

りの推進会議を行っているということは、

その計画に向けて努力していただいている

のだというふうに思いますし、会館業務に

ついても、市民のご意見や、そして活動団

体の意見を取り入れて、ニーズに合わせて

今現在改善しているものだと感じられます。

また、少しずつ利用者も増えまして、コミ

ュニティプラザも非常ににぎわいを感じる

ようになってきたというふうに思っており

ます。しかしながら、一般の団体以外の方、

そしてまた安威川以南の利用の方はまだま

だ少ない中で、このコミュニティプラザに

たくさんの方々が立ち寄っていただけるよ

うな工夫を今後は考えていかなければなら

ないですし、各団体さんからの運営に関し

ていろんな意見はどんなものがあるのか、

どのような意見が寄せられてくるのか、ま

た、どのぐらいその意見を取り入れている

のか、そういった工夫が今現在なされてい

るのかを２回目の質問としてお聞かせくだ

さい。 

 質問番号１の（２）のコミュニティプラ

ザのレストランについての２回目の質問で

ございますけれども、コミュニティプラザ

のレストランはコミュニティプラザの正面

にありまして、本来、コミュニティプラザ

のオープン時に営業できるようにと募集を

かけられてきたというふうに思います。し

かしながら、先ほどの説明で、当初、保証

金と使用料が非常に高額なため、経済状況

も非常に悪い中、市内業者からの公募がな

かなかなくて、そして、市外業者も対象と

して募集を行ったけれども不調に終わった

というご説明を受けました。施設使用料の

基本額を見直して、平成２２年の７月から

市内業者を対象にして公募を行い、中で１
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件の業者からの申請しかなかったというこ

とでございますけれども、この７月の時点

で基準額を見直し、候補者として協議をし

たとおっしゃいましたが、協議内容はどの

ようなものだったのか、また、市外業者に

同じ条件で公募し、比較するというような

協議はしなかったのか、お答えいただきた

いなというふうに思います。 

 オープン前日に、このコミュニティプラ

ザのレストランの業者でございますけども、

この会社の本社に対して右翼による街宣車

活動が行われていた、そして、このオープ

ン前日にコミプラの周りに警察官が何人も

いたという事実の中で、市民の方、そして

また新しく入られたマンションの方々が非

常に不安を感じられていたという現状があ

りますが、この協定書で結ばれた業者につ

いて、この件のかかわりについて市として

はどういうふうにご存じだったのかという

ことをご説明いただければなというふうに

思います。こちらを２回目の質問とさせて

いただきます。 

 質問番号３番目、大阪府教育基本条例案

についてでございますけれども、現在、大

阪府議会に提出された大阪府の教育基本条

例案をめぐりまして、文科省は、知事が教

育目標を設定とする条例案の骨格部分につ

いて、教育目標の内容次第では違法になる

可能性があるというような見解をなされた

そうなので、先ほどご答弁いただいたよう

に、非常に整理する必要もあるように思い

ます。しかしながら、このような教育基本

条例が提出された背景には、文部官僚、そ

して教育官僚が教育委員会制度を盾に、ま

た解釈を誤った政治的中立性をかざし、民

意を排除し、ゆとり教育という間違った教

育方針で日本の人づくりが崩壊してきたこ

とにあるのではないかと、要因の一つとし

て考えます。世界の競争に打ち勝つ人材育

成は教育によって形成されます。先ほど森

山市長が、人づくりは非常に大切だという

大きな柱を掲げていらっしゃるというお話

を聞きましたけれども、この人材育成は教

育によって形成されるわけでございます。

実際、公立学級の現状は非常に厳しくて、

地域格差もある中で、公立学校の教育水準

を引き上げ、そして、すべての子どもたち

が質の高い教育を受けられる体制を構築し

ていくためにも、保護者、そして地域住民

も積極的に携わっていただき、すべての人

が責任を持って子どもたちの夢の実現、そ

して将来の摂津市の発展、日本の発展に努

めて、社会的機運を高めていくために、今

回、大阪府が基本条例を提出したことには

大変大きな意味があるというふうに思って

おります。摂津市としても摂津市教育基本

条例を制定し、本市の教育をよりよいもの

に変えていくというような検討はなされて

いるのか、こういったことを教育長でも結

構でございますので、もしよろしければお

聞かせいただければというふうに思います。 

 続いて、質問番号３、旧教育研究所の跡

地についてでございます。 

 実際、この教育研究所の跡地でございま

すけれども、今現在、約１，０００点の農

具を集積して、これはどのような方法で市

民に啓発していくのか、そして、実施計画

は大体どのようになっているのか、これも

ざくっとで結構でございます。実際、区画

を確認させていただくと、非常に広いスペ

ースでございます。そして、１，０００点

収容してもまだスペース的には十分余裕が

ある施設でございますので、この空き施設

を、前回も質問しましたけれども、地域の

活動拠点として利用できないのか、再度ご

検討いただいたのか、ご質問させていただ
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きたいと思います。また、市民の方からそ

ういった要望もあるのかないのか、こちら

のほうもお答えいただければと思います。 

 以上、２回目の質問でございます。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 

○杉本生活環境部長 １点目でございます。

市民活動を市民が担う、ＮＰＯが担う過程

であるというふうに議員のほうからご指摘

をいただいております。コミュニティプラ

ザにつきましては、当初より、そういう

産・官・学の連携でありますとか、ＮＰＯ

等を通じた市民での運営といったことを将

来的な目標としては掲げてまいっておりま

す。その中で、今回、ＮＰＯの認証事務を

我々が大阪府から移譲を受け、実施をする

ということになりました。この中で、ＮＰ

Ｏにつきましては、さまざまなＮＰＯがご

ざいますけども、中間支援機能を持ったＮ

ＰＯといったものが摂津市内にできてくる

ことが一番望ましいのではないかと考えて

おります。しかしながら、府下には幾つか

のそういう団体がございますけども、まだ

摂津市ではそういう団体がございませんの

で、当面は職員がそういったノウハウを身

につけていくといったことを考えておりま

す。その中で、市民活動支援課が核になり

まして、各市内のＮＰＯ等に対して触媒的

な機能を果たしていきたいと考えておりま

して、その中で、先ほど議員ご指摘のござ

いましたように、市民活動が活発な、しか

も市民がみずから活動するという形態にな

れば、これは非常に好ましいことではない

かなと考えております。 

 それから、利用団体からどのような意見

があったかということでございますが、こ

れは千差万別で、山のようにという言葉が

いいのかどうかわかりませんけど、ご意見

をオープン以来いただいております。コミ

プラでは各団体に対する意見をもちろん聴

取もいたしまして、意見箱を設置したりし

ております。利用に際しましても、いろん

な要望等をお聞きし、可能な限りの対応は

行っておりますが、やはり各団体によって

は違う利害というか、違う目的で使われま

すので、その共通点なところをうまくとる

ということが、非常に市民活動支援課の職

員が苦慮をしているところかと考えており

ます。しかしながら、今後ともそういうご

要望については、できる限り真摯に対応し

てまいりたいと考えております。 

 次に、レストランの件でございますが、

レストランにつきましては、公募の申し込

みがございまして、先ほど申しましたよう

な経緯でなかなか入っていただくところが

ございませんでしたが、ようやく公募の申

し込みをいただいたということで、その中

で使用料の提案、事業概要、出店計画及び

営業企画書等を提出いただくという中で、

各内容の説明を受け、出店に向けた協議を

進めてまいり、今回のオープンになったも

のでございます。 

 なお、オープン時において街宣車がとい

うお話がございましたけども、一般的にあ

あいう街宣車というのは、警察に届け出を

出され、みずからの主張を述べられるとい

うことかと思います。確かにそういうこと

で不安に感じられるという市民の方の声も

聞いておりますので、我々としては、そう

いう街宣車が回ることに対することについ

ての懸念については警察に対してお伝えは

しておりますが、その方々の主張されてい

る内容については、これはあくまでも公的

なものでもございませんので、我々が特に

コメントすべきではないものではないかと

考えております。 

 以上でございます。 



 

 

２－５８ 

○嶋野浩一朗議長 あと、レストランの業者

が決定した際に、条件を変えて市外の業者

にも門戸を開くべきではないのかというよ

うなお考えがあったのかということについ

ても聞かれておられますので、生活環境部

長からご答弁いただきたいと思います。 

○杉本生活環境部長 失礼をいたしました。 

 第３回目の募集につきましては、主な条

件を、まず１回目、２回目において出して

おりました使用料基準額を、平米当たり１，

９８８円、月額５１万１，０９５円という

ことで、１回目、２回目と市内業者、市外

業者に提示した場合もしておりましたが、

第３回目につきましては、約３分の１の１

平米当たり１，９８８円といたしました。

この中で、まず我々といたしましては、当

然市内の業者の方に出ていただくというこ

とを１回目からは考えておりましたので、

下げた段階で、まず１回目につきましては

市内の業者に提示をするということにいた

しまして、第３回目も第１回目と同じく摂

津市内に食堂、喫茶等の店舗を有すること

ということの条件を付しまして募集をかけ

たという経緯でございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 旧教育研究所跡地利用

についての２回目のご質問にお答えいたし

ます。 

 旧教育研究所跡地につきましては、今年

度は、私どもは市内各所に保管しておりま

した農具、民具、埋蔵文化財を暫定的に利

用しております郷土資料の保管庫というこ

とで集約、集積するということでやってま

いりました。そこで一時１，０００点を超

える農具、民具等がございました。１回目

のご質問にもお答えいたしましたが、本館

にも大量の農具等がございました。そこで、

順次整理いたしまして、現在、複数あるも

の等を整理いたしまして、農具、民具等に

つきましては軽量２階建てのプレハブ棟の

ほうに保管するということにいたしており

ます。 

 そこで、今年度はそういう形で農具、民

具等の保管ということを目的といたしてお

りましたので、この１１月にようやくとい

いますか、整理できまして展示いたしまし

た。そこで、臨時的ではございますけれど

も、この展示室をご覧いただいたところで

ございます。そういったところから、今年

につきましては、ふるさと案内人や文化財

愛護家の方のご協力をいただきまして、臨

時的にこの施設で展示会等を開催したいと

いうことも考えておりまして、具体的にそ

の実施計画ということにつきましては、今

年度につきましても持ち合わせてはおりま

せん。 

 そこで、この施設でございますけれども、

市の福祉施策といたしまして、地域福祉活

動の推進を図るため、第五中学校区におけ

る地域福祉活動拠点の整備という課題がご

ざいます。また一方、地元からは、旧教育

研究所跡施設につきましては、旧鳥飼地域

の中心に所在し、鳥飼村役場として建築さ

れた歴史的な建物であり、また、鳥飼小学

校に隣接しているという立地条件等から、

地域活動の拠点として利用できないかとの

ご要望があることも承っております。 

 教育委員会といたしましては、先ほどご

答弁いたしましたとおり、郷土の文化を大

切に継承し、市民文化として定着を図り、

だれもが気軽に楽しむことができるよう、

郷土資料を集約保管し、市民と協働で公

開・展示する施設として本施設を利用した

いと考えております。展示・公開の方法に

つきましては、今後検討してまいりたいと
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考えております。 

○嶋野浩一朗議長 教育次長。 

○馬場教育次長 先ほど、大阪府の基本条例

の件につきまして、大阪維新の会がこの条

例を提案された理由につきましては、大澤

議員がおっしゃったような形だったと思い

ます。ただ、そういった趣旨に沿って提案

された条例案ではございましたが、大阪府

教育委員におかれましても、この内容は現

行法上非常に問題があるということで、当

時の新聞報道ですが、これが可決されたら

委員として辞職することも辞さないという

ような、そんな報道もございました。 

 また、先ほど大澤議員も言っていただき

ましたように、文部科学省のほうが大阪府

の教育委員会の問い合わせに対しまして、

１２月の５日付で見解を示しておられます。

その見解の中に、今回の条例で知事が府立

学校の教育目標を設定することにつきまし

て、地教行法２３条、２４条は、教育委員

会と首長との権限をそれぞれ規定している

と。そういった中で、教育委員会の権限と

なっていることについて、知事がそういっ

た権限をすることについては違法性がある

のではないかという見解が示されておりま

す。 

 また、そういったことで、首長が定める

教育目標を教育委員が果たさない場合は罷

免をするというような条項もございますが、

これにつきましても、そもそも今の現行法

上は、教育委員会の権限にあることに係る

ことにはかかわらず知事が罷免するという

規定については、その理由はないという、

そういう二つの見解が国から示されており

ます。そういった非常に重大な国の見解も

ございます。もし仮にこれがこのまま成立

すれば、本市のみならず、府下市町村、ひ

いては全国の市町村に相当大きな影響が出

る条例だと思います。 

 また、新しい知事が就任されまして、こ

れも先ほど申し上げました最近の新聞報道

でございますが、大阪府の教育委員と協議

されて、大阪府の教育委員もこれについて

修正についての協議をしていきたいという、

そういう発言の中で、知事が、今現在は大

阪維新の会ということで議員提案になって

おりますが、大阪府の教育委員さんと知事

との協議を踏まえて、２月の大阪府議会の

ほうに今度は知事提案としてこの基本条例

が出されるという、そういう報道がござい

ます。ですから、今現在、非常に流動的な

内容になっておりますので、私たちの今の

立場とすれば、大阪府での新しい条例案の

内容なり府議会での審議の内容、大阪府の

教育委員さんの見解等々、やはりそういっ

た今の動きを今後とも注意深く見ていくこ

とが肝要ではないかと、そういうふうに考

えております。 

○嶋野浩一朗議長 先ほどの生活環境部長の

答弁で、一部訂正したい旨の申し出があり

ますので、発言を許可いたします。生活環

境部長。 

○杉本生活環境部長 失礼をいたしました。

先ほど１回目、２回目、３回目の募集のと

きの使用料の基準額について申し上げまし

たところ、３回目につきましては、１回目、

２回目が平米当たり１，９８８円でござい

ましたが、３回目につきましては１，９８

８円の３分の１の６６３円をもって募集の

条件といたしたということでございます。

おわびして訂正をいたします。 

○嶋野浩一朗議長 ただいまの発言訂正を許

可いたします。 

 それでは、３回目。大澤議員。 

○大澤千恵子議員 それでは、３回目の質問

をさせていただきます。 
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 コミュニティプラザの市民活動支援セン

ターについての３回目の質問でございます

けれども、最終的に第４次基本計画の中に

ある多様な協働型事業の展開をして、先ほ

ど部長が答弁なさっておりましたけども、

中間支援組織の連携強化、そして関連施設

とのネットワークを考えていくのであれば、

コミュニティプラザの今の運営を、市民参

画を行うまでにやっぱりきっちりと整備し

なければならないことがたくさんあるよう

に思います。例えば、社団法人シルバー人

材センターの家賃についてもそうですし、

そして公民館や市民文化ホールの連携につ

いても考えていかなければならないという

ふうに思っております。そういった施設の

整備についても改めて今後は検討していた

だき、自分たちのまちを自分たちで育てる

ということを、市民活動支援課と、そして、

もともと政策のほうが考えられた案件でご

ざいますので、こちらのほうをきっちりと

連携をとって具体的に検討していただくこ

とを強く要望して、質問１番の３回目の質

問を終了させていただきます。 

 質問番号１番の（２）コミュニティプラ

ザのレストランについてでございますけれ

ども、非常に経過がわかりましたけれども、

ただ、１件しかなかったということで、私

は、市外業者のほうにも再度値段を下げた

状態で公募をして競争させてもよかったの

かなというようには感じております。です

から、１者だけで今回無理を言って、非常

に物理的に考えると、あの施設で採算ベー

スに乗せようというのは非常に大変なこと

だというふうなことはよくよく理解できま

すし、来年度に向けてこのレストランの営

業がなされたことは、非常に市にとっても

ありがたいことだというふうには思ってお

ります。実際には、コミプラのレストラン

は今までなかったために、ほかの業者にレ

ストランのほうのケータリングをお願いし

てきたという経緯もありますので、独占と

いう形はとれないというふうに思いますの

で、やはり営業を続けていくには、それな

りの業者の経営努力も必要だというふうに

感じますし、本市としてもやっと決まった

業者でもありますので、５年間の契約は継

続できるようにしっかりとサポートしてい

ただけたらなというふうには思っておりま

す。 

 また、コミュニティプラザの協定書にあ

る第８条の接遇の中にある利用者の声を反

映させる取り組み、こういったものもサー

ビスの質を高めるために積極的に行えるよ

うに、市としても協力体制をとっていただ

けるように強く要望させていただきます。 

 先ほど、街宣カーのほうが回って、内容

のほうは法的にはということでございまし

たけれども、市民から見ると一体どうなっ

ているのかなというような問い合わせはや

はりあると思いますので、こちらのほうは

しっかりと説明できるようにしていただけ

ればなというふうに思っております。 

 以上、３回目の質問とさせていただきま

す。 

 そして、先ほど、教育基本条例の件でご

ざいますけれども、今、非常に流動的な案

件でございまして、今後の大阪府の動向を

しっかりと見据えていただきまして、そし

て、摂津市の教育委員会としても、やはり

これについては、私は議論をしていただき

たいというふうに思っております。そして、

地域に愛されて信頼される教育を目指して、

今後もこの教育委員会に関しましては、積

極的にこの摂津市の子どもたちの教育に真

剣に取り組んでいただけることを強く要望

して３回目の意見というふうにさせていた
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だきます。 

 そして、最後でございますけれども、教

育研究所の跡地でございます。この教育研

究所の跡地でございますけれども、実際に

鳥飼東公民館の前衛といいますか、そちら

のほうでは、農具、民具を保管し、展示さ

れたことがあるというふうにお聞きしてお

ります。実際、ほとんど市民の方がそちら

のほうに足を運ばなかったという経緯を聞

いておりますけれども、その辺がどうだっ

たのかということをちょっとお聞かせいた

だきたいなというふうに思っております。 

 そして、結果、鳥飼東公民館に移行した

というようなお話を聞いておりますけれど

も、この小学校の隣に隣接しているという

立地条件というのは、非常に私はすばらし

い立地条件の施設だなというふうに感じま

すし、そして、だれがどう考えても、市民

の活動や、また子どもたちの施設に利用す

るべきだというふうな意見が出て当たり前

だというふうに思っております。この総合

計画の中では、学校、家庭、地域の連携に

乗り、地域教育協議会の中で子どもの居場

所づくり、そして、地域社会をあげて子ど

もたちをはぐくむ活動を充実し、この場づ

くりを進める上で、これほどいい立地条件

の施設はないと考えますけれども、教育委

員会としては、総合計画の中の取り組みを

行う上での拠点はどのように実際考えてい

らっしゃるのか質問させていただきたいと

思います。また、このような非常にいい立

地の条件の中で、埋蔵物の保管、そして民

具の保管、こういったことだけに、本当に

それだけに使うのかということを、私は市

長のご意見も併せてお伺いしたいなという

ふうに思っております。 

 以上、３回目の質問とさせていただきま

す。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、答弁を求めま

す。生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 鳥飼東公民館に農具等

を陳列したということの事実はございます

けれども、その中で、議員が今申されまし

た、人、見学者が来なかったという事実が

あるということは、大変申しわけございま

せんが、私は事実として確認できておりま

せん。 

 それから、総計に掲げる郷土資料館でご

ざいますけれども、これは、総合計画の中

で、既存施設を利用して、郷土愛をはぐく

むため郷土資料館を設置していくというこ

とを掲げておりますので、教育委員会とし

ては、同施設を郷土資料館として利用した

いというふうには考えております。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、市長。 

○森山市長 教育研究所の跡地についてです

けれども、何度も話に出ていますけれども、

元鳥飼村の役場があったということで、い

ろんな方のいろんな思いがここにはありま

すので、そういうことで、学童保育にして

ほしい、いや、地域の老人センターにして

ほしいとか、公民館にしてほしいとか、い

ろいろのご要望とかご意見をいただいてお

ります。そうでありますけれども、当面と

いいますか、先ほどから話が出ております

けども、郷土資料の展示室として使いなが

ら、かなりスペースがありますから、地域

のコミュニティに生かせればなと思ってお

りますが、今後、もう少し地域の皆さんの

声にしっかり耳を傾けながら、摂津市の政

策とも整合性を図って最終判断をしたいと

思います。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 大澤議員の質問が終わり

ました。 

 次に、森西議員。 
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  （森西正議員 登壇） 

○森西正議員 それでは、順位に従いまして

一般質問をさせていただきます。 

 まず、旧ふれあいルーム跡地についてで

すが、福祉施設の建設を含む事業提案を募

集し、内容を審査の上、最も評価の高い応

募者を買い受け事業者とする提案協議を実

施されましたが、参加事業者の応募があり

ませんでした。旧ふれあいルームの跡地は、

以前、地元自治会から売却に対する反対の

要望書が提出されていましたが、その要望

書の内容と、要望書が提出されてから提案

協議に至るまで、市はどのような対応をさ

れてきたのか、なぜ福祉施設の条件をつけ

たのか、お聞きをします。 

 １０月１７日から募集要項配布、１０月

２４日から１１月２日まで質疑書の受付、

１１月４日まで質疑の回答、１１月１日か

ら１１月８日まで応募書類の提出、１１月

１１日にプレゼンテーション実施というス

ケジュールでありましたが、参加事業者の

応募がなかったのは、提案協議のタイムス

ケジュールの期間が短過ぎたのではないか、

見解をお聞きします。 

 参加事業者の応募がありませんでしたが、

書類締め切りまで何か反応があったのか、

福祉関係者からの問い合わせがあったのか、

お聞きをします。 

 続きまして、公設民営のせっつ桜苑につ

いてですが、公設民営としてせっつ桜苑が

整備、開設された当時と、介護保険制度が

定着した今日とでは変化があると考えます

が、市の認識をどのように考えているのか、

お聞きします。 

 続きまして、正雀三丁目、四丁目の道路

補修についてですが、正雀三丁目、四丁目

の道路は、公共下水道の築造時に舗装され

た路線が大部分であり、既に３０年が経過

しています。舗装の損傷が著しく、安全面 

からも早期の対応が必要であります。市は、

このような現状を認識しているのか、お聞

きします。 

 続きまして、企業立地等促進条例のＰＲ

についてですが、産業の振興と経済の活性

化を図るため、事業所の新設や拡張、設備

投資を行う事業者を支援する企業立地等促

進条例が制定され、８か月が経過しました。

平成２３年度の市政運営の基本方針には、

市の内外に広くＰＲしていくと示されてい

ますが、この期間、啓発についてはどのよ

うに行ってきたのか、お聞きします。 

 続いて、就学前教育実践の手引きについ

てですが、平成２３年度の市政運営の基本

方針に、就学前教育についてでありますが、

就学前の子どもたちのしつけや教育の参考

となる就学前教育実践の手引きを策定する

と示されていますが、その手引き内容と策

定に向けての進捗状況についてお聞きをし

ます。 

 以上、１回目です。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、答弁を求めま

す。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 旧ふれあいルーム跡地につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 地元自治会より旧ふれあいルーム跡地の

売却に対する反対の要望内容でありますが、

まず、平成２３年３月８日付にて、香和自

治会より旧ふれあいルームの再利用につい

ての要望書が提出されました。また、それ

に伴う要望署名も提出されております。要

望内容でございますが、同自治会に加入す

る住民にとって最も身近で、高齢者の方で

もアクセスしやすいことから、災害時にお

ける避難所等の防災拠点として地元に活用

させてほしいというものでございました。
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本市の考えは、旧ふれあいルームは、水害

時には河川に近く、平屋であること、耐震

化もされていないことから、避難所として

は適していないと考えております。また、

厳しい財政状況から、今年度の売却対象地

として決定済みであることを、５月２６日

及び６月３０日に行った２度の地元説明会

を開き、売却については理解を得たところ

でございます。 

 次に、売却について福祉施設の条件を付

した理由でありますが、地元自治会であり

ます香和自治会の要望や地元説明会などの

状況から、公共性の高い施設である福祉施

設の建設という条件を付して提案協議を実

施し、買い受け事業者の提案内容を審査す

ることにより、地元でも理解を得やすいも

のを選択できると判断したものでございま

す。このような地域住民の福祉及び健康増

進に寄与するような施設の建設を通じて、

地域の安全・安心並びに快適な生活環境の

確保を図った次第であります。 

 次に、提案協議のタイムスケジュールで

ありますが、１０月１３日の告示から１１

月８日までの応募書類提出締め切りまで約

１か月弱を見ており、また、書類の締め切

り日から１１月１１日のプレゼンテーショ

ンの実施日までの期間は短くなっておりま

すが、既に提出されている応募書類の内容

について説明を求めるものでありますので、

特に問題があったとは考えておりません。 

 次に、提案協議の参加事業者の応募がな

かったが、それまでの反応と福祉関係者か

らの問い合わせ等についてでございますが、

防災管財課、福祉関係各課を含めて、問い

合わせ等はございませんでした。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部長。 

  （福永保健福祉部長 登壇） 

○福永保健福祉部長 公設民営のせっつ桜苑

についてのご質問にお答えいたします。 

 せっつ桜苑につきましては、特別養護老

人ホーム、デイサービスセンター、老人福

祉センターなどを併設した市立の老人福祉

施設として平成９年にオープンし、当初か

ら社会福祉法人成光苑に運営を委託し、現

在も同法人を指定管理者として運営してい

るものでございます。整備された当時にお

きまして、本市には特別養護老人ホームは

３０人定員しかなく、当時の老人保健福祉

計画において、平成１１年度までに新たに

定員９６人分の整備目標を策定しておりま

した。しかしながら、民間法人で整備を行

う予定がなかったため、市が定員５０人の

せっつ桜苑を整備し、その運営につきまし

ては、市には実績やノウハウがなかったこ

となどから、同法人に委託を行ったもので

ございます。公設の施設の運営につきまし

ては、外郭団体等に委託する例はあります

が、せっつ桜苑のように全くの民間法人に

委託している例はあまりないものと認識し

ております。 

 その後、平成１２年度に介護保険制度が

開始され、措置から契約による利用へと制

度が変化し、介護報酬による運営が行われ

るようになったことなどから、事業参入が

促進され、本市におきましても民間社会福

祉法人による新設、増設が推進され、現在

ではせっつ桜苑を含めて４か所、定員２７

４人分が整備されております。このような

ことからも、介護保険制度が定着いたしま

した現状では、公設の意義は薄れているの

ではないかと考えております。 

○嶋野浩一朗議長 土木下水道部長。 

  （藤井土木下水道部長 登壇） 

○藤井土木下水道部長 正雀三丁目、四丁目

の道路補修についてのご質問にお答えしま

す。 
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 正雀三丁目、四丁目地域の道路でござい

ますが、本市が認定しております市道や管

理しております法定外道路の路線は少なく、

多くの道路が個人の所有する私道でござい

ます。また、正雀三丁目、四丁目地域の大

部分の道路の舗装は、公共下水道が整備さ

れた当時に舗装され、その後３０年以上が

経過し、舗装の経年変化による老朽化が著

しいことは承知しているところでございま

す。現在、道路の補修は、市認定道路の舗

装・補修工事などを優先的に進めており、

個人が所有されている私道につきましては、

所有権者の同意をいただき補修を行うか、

危険箇所の応急措置として簡易舗装により

事故防止に努めているところでございます。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 

  （杉本生活環境部長 登壇） 

○杉本生活環境部長 企業立地等促進条例制

定後のＰＲについてのご質問にお答えをい

たします。 

 本市では、産業の空洞化や雇用や経済の

影響のみならず、地域生活に大きく影響を

及ぼすことから、企業の空洞化を防ぐため、

また、市外からの企業を誘致するために、

この条例を施行いたしましたところでござ

いますが、施行後のＰＲにつきましては、

４月の施行に合わせまして市のホームペー

ジに制度の概要を掲載し、８月には広報紙

の中で商工特集を組み、制度案内を行いま

した。また、市内事業所の半数が加入する

商工会とも連携をし、商工会ニュースで紹

介いただく準備を進めております。そして、

９月には制度案内のパンフレットを制作し、

順次、市内事業所を訪問し、他の産業施策

とともにＰＲを実施しているところでござ

います。 

○嶋野浩一朗議長 教育次長。 

  （馬場教育次長 登壇） 

○馬場教育次長 質問番号５番、就学前教育

実践の手引きの内容と策定に向けての進捗

状況についてのご質問にお答えいたします。 

 教育委員会では、今年度より次世代育成

部を設け、小中学校と幼稚園、保育所の連

携を進め、子どもたちの成長を連続的にと

らえた一貫性のある取り組みを進めており

ます。特に就学期における教育は、その後

の人間形成の土台となる重要なものである

ことや、小学校入学時に環境の変化に適応

できないなどのいわゆる小１プロブレムと

いう課題も見られることから、就学前の段

階において身につけさせたい力や、そのた

めに関係者が取り組むべきこと、さらに保

護者や地域の連携のあり方などを盛り込ん

だ就学前教育実践の手引きの作成を進めて

おります。 

 作成に向けては、就学前教育充実のため

のアンケート調査から見えてくる課題や実

態を把握する中で、公立幼稚園教諭、保育

所保育士、小学校教諭、教育委員会事務局

職員で構成する就学前教育推進検討委員会

が策定した素案を、学識経験者、公私立幼

稚園・保育所代表、小学校代表、保護者代

表、子育て支援団体代表からなる就学前教

育実践の手引き策定懇談会に諮り、審議し

ていただいております。 

 手引きは、本市人間基礎教育の考え方を

踏まえ、就学前の時期に子どもたちに伝え

たい、身につけさせたい豊かな心、健やか

な体、学ぶ力、それとつながる力を目指す

子ども像として設定いたしております。 

 保育・教育内容の項では、０歳から５歳、

小学校１年生の年齢別の発達の特徴、目標

とする子どもの姿、目指す子ども像に向け

てどのような環境設定、援助をすべきなの

か、保護者との連携や地域とのかかわりに

ついて。また、小学校との連携の項では、
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現在の保・幼・小の連携した取り組みの一

層の充実のほか、小学校生活にスムーズに

入れるよう、小学校の生活の紹介なども盛

り込んでまいります。 

 家庭・地域の連携の項では、家庭や保護

者としての役割のほか、ＰＴＡ活動やこど

も会活動など、地域の方が就学前の子ども

たちにできることや、保育所、幼稚園、小

学校と地域が連携した取り組みなどについ

て記述してまいります。 

 手引きについては今年度中に作成し、公

私立の区分なく、市内の保育所、幼稚園、

小学校において、就学前教育の充実と就学

前教育から義務教育への円滑な接続を図る

ための指針として活用してまいりたいと考

えております。 

○嶋野浩一朗議長 森西議員。 

○森西正議員 それでは、２回目の質問をさ

せていただきますけれども、旧ふれあいル

ーム跡地についてですけれども、今回、参

加事業者の応募がありませんでしたが、今

後についてはどのように考えているのか、

福祉施設の建設という条件に変わりはない

のか、お聞きをします。 

 続いて、公設民営のせっつ桜苑について

ですが、介護保険制度が定着した現状では

公設の意義は薄れているという見解であり

ますけれども、公設民営のせっつ桜苑は、

民間の施設と比較して財政面や管理運営の

点でどのような課題があるのか、お聞きを

します。 

 続いて、正雀三丁目、四丁目の道路補修

についてですけれども、舗装の経年変化に

より老朽化が著しいことを承知されている

ならば、正雀三丁目、四丁目の道路補修を

どのように取り組んでいくのか、私道では

ありますけれども、早急に補修の方針を定

めるべきだと考えますが、見解をお聞きし

ます。 

 続いて、企業立地等促進条例のＰＲにつ

いてですけれども、上村議員もおっしゃっ

ておられましたけれども、本市は法人市民

税や固定資産税の税収割合が高い自治体で

あります。平成１８年度の法人市民税は２

７億９，０００万円、市税のうち法人市民

税の割合は１４．８％でありました。平成

１９年度は２９億４，０００万円、１４．

８％、平成２０年度は２８億２，０００万

円、１４．２％、平成２１年度は１５億円、

８．２％、平成２２年度は１６億８，００

０万円、８．９％と、法人市民税は減収し、

市税のうち法人市民税の割合も減少してお

ります。法人市民税を増収させるためには、

他市から摂津市に本社並びに事業所を転入

していただくことを考えなければならない

というふうに思うんですけれども、今の答

弁では、ＰＲを市内中心に行っているとい

うことですけれども、市内だけでなく市外

からの企業の新たな誘致につなげるために

は、市外への情報発信が重要であると考え

ますが、見解をお聞きします。 

 続いて、就学前教育実践の手引きについ

てですが、第４次総合計画の「みずから学

び、みずから考えることのできる子どもを

はぐくむまちにします」の政策、「就学前

教育が充実したまちにします」の施策の実

現している姿を確認する指標において、就

学前教育実践の手引きの活用が記載されて

いますが、手引きをどのように活用してい

く考えなのか、お聞きをします。保育所や

幼稚園に通っていない子どもの保護者を含

めたすべての子育て家庭に対してどのよう

に活用していくお考えなのか、お聞きをし

たいというふうに思います。 

 以上、２回目です。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、２回目の答弁
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をお願いいたします。総務部長。 

○有山総務部長 今後、どのように売却につ

いての条件変更があるのか、違った売却方

法にするのかというお問いについて答弁さ

せていただきます。 

 本年度、この土地の売却については予算

計上しております。その関係から、今年度

中の売却という方針は変わりません。再度

の入札実施により売却を図りますが、今回、

応募がなかったことから、福祉施設の建設

という条件については今後見直してまいり

たいというふうに考えております。どのよ

うな条件を付して売却するのかということ

を検討し、年度内に売却を進めてまいりた

いと考えておるところでございます。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部長。 

○福永保健福祉部長 公設民営の施設と民間

施設と比較して、財政面、運営面での差に

ついてのご質問でございますが、せっつ桜

苑の委託費用につきましては、利用者数と

介護報酬単価などから積算した委託料を法

人に支出し、実績に応じて市に入ってきた

介護報酬と利用者負担の収入と同額になる

ように精算をいたしております。その上で

覚書を交わし、減価償却費相当として年間

１，１００万円と設定しております。 

 市は、施設整備に係ります起債の返済を

介護報酬などの収入とは別に一般財源で行

っております。民間法人が直接施設整備を

行った場合は、借入金の返済も介護報酬な

どを財源として行うことになりますが、せ

っつ桜苑では、その部分を運営体制の充実

を図るために活用していただいている現状

にございます。 

 管理運営面では、施設管理や介護報酬に

係る事務などについて、市と施設の双方で

行うなど一部非効率な部分もございます。

また、今後、都道府県にある指導監査権限

が市に移譲されることが想定されておりま

すが、公設施設については管理運営を行う

者と指導監査を行う者が同一となるという

状況が生じてまいります。このようなこと

から、せっつ桜苑につきましては、今後の

施設運営のあり方について検討を重ねてい

るところでございます。 

○嶋野浩一朗議長 土木下水道部長。 

○藤井土木下水道部長 正雀三丁目、四丁目

の道路補修についての２回目のご質問にお

答えいたします。 

 舗装工事計画をとのことでございますが、

私道の工事を行うには、まず舗装工事など

の要望をされた方々に私道を所有する権利

者から道路工事の承諾を得ていただくこと

が大原則となります。しかしながら、私道

が築造されて長い年月が経過することから、

私道の所有権者の所在がつかめないことや、

所有権者が複数であったこともあり、工事

の承諾をとれない場合がほとんどで、舗装

工事などに着手していない状況でございま

す。また、過去には、市民の方に喜ばれる

と思いまして、私道の舗装工事を実施しま

したところ、土地の所有者から「だれの土

地や思ってんねん。市や思って勝手なこと

をするな」と、強い口調で怒られた経緯も

あります。現状としましては、ご指摘のと

おり、急激に変化する道路環境を改善する

ためには早期の道路補修が必要と考えてい

るところでございますので、今後の私道の

舗装・補修工事などのあり方について考え

てまいりたいと思います。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 

○杉本生活環境部長 市外への情報発信につ

いてのご質問にお答えをいたします。 

 本条例についての市外企業への情報発信

は重要と考えておりまして、今年度からは

大阪府企業誘致推進センターと連携を図る
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とともに、産業集積促進市町村連携会議へ

も参画し、府下自治体の情報収集等を行う

ほか、大阪市に隣接し、国土軸に近く、物

流面やものづくりの企業の集積による本市

の持つ優位性について発信をしてまいりた

いと考えております。 

 また、今後の展開といたしましては、経

済産業省のサポート機関である工場立地相

談窓口と連携を密にしながら、進出を検討

している企業に対し、タイムリーに情報が

提供できるよう一層のＰＲに努めてまいり

ます。 

○嶋野浩一朗議長 教育次長。 

○馬場教育次長 就学前教育実践の手引きの

活用及び保育所や幼稚園に子どもを通わせ

ていない在宅の保護者へのフォローについ

ての質問にお答えいたします。 

 就学前教育実践の手引きは、小学校教育

との接続を踏まえ、乳幼児期の子どもの生

きる力の基礎を培うために、発達や学びの

連続性を考慮しながら、０歳児から小学校

１年生までの発達に応じて経験させたいこ

とや伝えたいことを盛り込んでおります。

手引きの策定は、就学前教育実践の手引き

策定懇談会を設置し、公私立の保育所及び

幼稚園代表などに参加していただいており

ます。そのようなことから、手引きは、市

内の就学前教育にかかわる公私立の保育所、

幼稚園において、摂津市の就学前教育の指

針として活用していただきたいと考えてお

ります。また、併せて作成します家庭版に

つきましても、保育所、幼稚園在席児の保

護者だけではなく、すべての保護者に行き

渡るよう、各種乳幼児健診や在宅乳幼児と

保護者を対象としましたつどいの広場など

の機会に、関係機関と連携も図りながら多

くの方に広く配布し、啓発をしてまいりた

いと考えております。 

 就学前教育の充実には公立・私立の区別

はなく、関係者がつながり、情報交換し、

共有することが重要であることから、次年

度以降も就学前教育の手引きの策定懇談会

において、引き続き情報交換会や合同研修

会の開催、先進事例紹介などを行い、より

一層の活用を目指し、オール摂津で就学前

教育の充実に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○嶋野浩一朗議長 森西議員。 

○森西正議員 それでは、３回目の質問をさ

せていただきます。 

 旧ふれあいルーム跡地についてでござい

ますけれども、福祉施設の建設という条件

につきましては見直しを含めて検討してい

くという答弁でありましたけれども、私は、

福祉施設の建設という条件に反対ではあり

ません。しかし、第４期せっつ高齢者かが

やきプランにおいては、介護老人福祉施設

や介護老人保健施設などの介護保険施設の

整備計画はなく、小規模多機能型居宅介護

施設を安威川以北に１か所整備を行うとい

う計画のみであります。第２期障害福祉計

画において、障害者施設の整備計画も示さ

れておりません。せっつすこやか子育てプ

ランにおいて、保育所整備計画も示されて

おりません。福祉施設の建設という条件と

市のさまざまな福祉計画との整合がなされ

ていないと思いますけれども、参加しよう

とする事業者は、保育園ならば保育連盟、

介護保険施設ならば介護保険事業者連絡会

や他の施設との協議・調整を図らなければ

なりませんし、府との協議、資金調達など

で金融機関とも協議しなければなりません。 

 副市長にもう一度聞きます。スケジュー

ルに問題はなかったのか、今回、市が計画

していない福祉施設の応募が提出されてい

たならば決定を考えていたのか、第４期高
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齢者かがやきプランと第２期障害福祉計画

は、平成２１年度から平成２３年度までを

計画期間としていることから、平成２４年

度からの第５期高齢者かがやきプラン、第

３期障害福祉計画に盛り込んでいくという

考えなのか、お聞きします。今後の検討に

ついて、もう少し具体的にご答弁をいただ

きたいと思います。 

 続きまして、公設民営のせっつ桜苑につ

いてですけれども、せっつ桜苑の総建設事

業費は１９億４，４１０万円、うち国庫負

担補助は３億９，１６４万円、うち府負担

補助が２億２，４０３万円、うち市の起債

が１３億２，６８０万円であります。老人

福祉センター面積２８．６％を除く７１．

４％が社会福祉法人成光苑の委託面積とし

ますと、市の起債１３億２，６８０万円の

うち７１．４％の９億４，７３３万円が成

光苑の委託分となります。９億４，７３３

万円というのは元金でありますから、利息

が３億２，０１８万円、元金と利息を合わ

せますと１２億７，３５１万円。せっつ桜

苑の市債に当たる費用は、民間の介護保険

施設ならば、民間施設を運営する法人の自

主財源や、法人が借り入れ、返済をしてい

きます。費用負担のあり方には課題があり、

公設民営のあり方を見直し、民間法人に施

設を譲渡するなどの検討が必要であるとい

う答弁ですが、未償還元金はいまだ３億２，

６２３万円あり、この点をどうするのか、

公開入札を考えていくのか、いつまでに結

論を出すのか、副市長にお聞きします。 

 続いて、正雀三丁目、四丁目の道路補修

についてですが、平成２２年度決算後にお

ける平成２９年度までの中期財政見通しで

は、吹田操車場跡地活用事業、千里丘三島

線道路改良事業、阪急正雀駅前道路改良事

業、千里丘駅西口エレベーター設置事業、

新在家鳥飼上線整備事業、リサイクルプラ

ザ再整備事業、橋梁延命化事業、防災無線

整備事業、消防資機材整備事業、義務教育

施設耐震補強事業、中学校給食事業、主要

公共施設耐震事業等を見込まれていますけ

れども、市民図書館の外壁まぐさの崩落や

別府小学校校舎のひさし部、仕上げモルタ

ル落下などが経年劣化などにより発生し、

本議会や文教常任委員会でも議論となりま

した。 

 先日の文教常任委員会協議会にて、摂津

市教育施設劣化調査を行っていくという報

告がありましたが、調査報告によれば、多

額の修繕費用がかかってくることも危惧さ

れます。教育施設の外壁の劣化状況を調査

し、計画を立てて補修計画書を構築すると

いうことでありましたが、市民の安心のた

めには、道路整備においても計画を立てて

改修を進めていくべきだと考えます。東別

府の相生住宅の問題は解決いたしましたが、

正雀三丁目、四丁目だけでなく、千里丘四

丁目、五丁目、千里丘東四丁目、別府二丁

目など市域全域の問題でもあります。今後、

私道の舗装・補修工事などのあり方につい

て研究を行っていきたいということであり

ますが、市域全体になりますと多額の費用

がかかりますので、市が認定している市道、

管理している法定外道路、そして個人が所

有する私道の改修の年次計画を作成すべき

だと考えますが、副市長に見解をお聞きし

ます。 

 続きまして、企業立地等促進条例のＰＲ

についてですが、市外へのＰＲとしては、

大阪府企業誘致推進センターとの連絡や、

今後、経済産業省のサポート機関との連絡

を密にするということですが、行政機関で

はなく経済機関を利用しなければならない

と思いますし、マスコミも利用すべきだと



 

 

２－６９ 

思います。企業立地等促進条例は、全国や

全世界の企業に認知してもらわなければな

りませんし、摂津市の企業立地等促進条例

を活用しようということには認知してもら

わなければならないわけですから、経済団

体連合会、経営者団体連盟、経済同友会、

商工会議所や業界団体など、摂津市はもと

より大阪府、関西、全国へのＰＲや経済や

産業の産業新聞に掲載していただくことが

必要だと思いますけれども、見解をお聞き

します。 

 続いて、就学前教育実践の手引きについ

てですけれども、第４次総合計画では、就

学前教育実践の手引きを活用している保育

所、幼稚園、小学校の数が、平成３２年度

の目標値として１７か所と示されています。

これは、小学校、公立保育所、公立幼稚園

で１７か所と考えていいですか。私立保育

園、私立幼稚園は１７か所に入っていない

と思いますが、施策を実現するための役割

で、「事業者の役割として、私立保育園、

幼稚園は、市と協働して就学前教育の充実

に取り組みます」と示されています。答弁

では、公私立の区分なく保育所、幼稚園、

小学校に活用していくと考えているという

ことですが、目標値と矛盾をいたします。

これは総合計画の記載の間違いなのか、そ

の点をお聞かせいただきたいと思います。 

 以前から見ていますと、教育委員会は公

立の保育所、幼稚園をまず先に考え、民間

の保育園、幼稚園を次に考えているように

思えてなりません。公立よりも私立に通っ

ている子どもたちの数が圧倒的に多いにも

かかわらず、その点について見解を求めま

す。 

 学力向上、体力向上の課題も、就学前教

育が充実され、確かな実践が行われるなら

ば、子どもたちが小学生、中学生になった

ときに、確かな学力、豊かな心、健康・体

力の生きる力を自主的に身につけるように

なると思います。当然、義務教育充実は大

切でありますが、私はそれ以上に就学前教

育のほうが大切であると思います。しかし

ながら、核家族や離婚により、ひとり親家

庭が大変多く、祖父母、両親、孫が同居す

る３世代家族が少なく、今、保護者は、子

どもを独学で、多分こうだろう、恐らくこ

うだろうというしつけや教育をしているの

ではないかと思いますが、その点はどのよ

うに考えていますか。 

 保育所、幼稚園の職員から、人間基礎教

育や就学前教育を、保護者や子どもたちに

対する教育を進めていただくようにしなけ

ればならないというふうに思います。また、

保育所、幼稚園で就学前教育実践の手引き

どおりの教育を進めているかどうかのチェ

ックをしていかなければならないと思いま

すし、手引きどおり進めていない保育所、

幼稚園、そして職員には市からの指導も必

要だろうと思います。見解をお聞きします。 

 保育所、幼稚園在園保護者だけでなく、

すべての保護者に行き渡るように配布・啓

発していくということですけれども、どの

ように家庭で活用され、実践していただく

ように向けていくのか、お聞きをします。 

 以上で３回目の質問を終わり、答弁を求

めます。 

○嶋野浩一朗議長 本日の会議時間は、議事

の都合により、あらかじめこれを延長いた

します。 

 それでは、答弁を求めます。生活環境部

長。 

○杉本生活環境部長 さらなる企業立地等促

進条例の周知についてのご質問にお答えを

いたします。 

 本市が企業立地のための条例を定めて支
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援策を行っている自治体であることの発信

については、先ほどご答弁申し上げたとお

り、積極的に進めてまいりたいと認識して

おるところでございます。 

 ただ、一摂津市が情報発信ということに

なりましても限度があろうかと思います。

ライバルではございますけども、近隣の茨

木市や吹田市、また高槻市等もこういう同

様の条例を行っておられますので、こうい

った大阪府北部という固まりの中で全国的

なＰＲができないか研究を進めてまいりた

いと思っております。他市との連携も含め

て考え、その中で本市を選んでいただける

ように努力をしていきたいと考えておりま

す。 

 また、マスコミというお話もございまし

たけども、６月にもやはりそのような考え

方で、日刊工業新聞に企業の誘致策という

ことで大阪府北部が取り上げられ、また本

市も取り上げていただいておりますが、こ

の中でも、やはり大阪府北部全体を見た中

での誘致策ということを新聞記者の視点は

述べておられますので、こういった点も含

め、市外への情報発信をいかにしていくか

研究してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 教育次長。 

○馬場教育次長 ３回目のご質問の中で、ま

ず、以前、教育委員会は公立の幼稚園を考

え、保育所とか私立の分について目が行き

届いていないのではないかというご指摘を

いただきましたが、実はそのことが、私ど

もが今回この４月に次世代育成部をつくっ

た一つの考え方でもございます。制度上、

私ども教育委員会に与えられている権能は

教育という部分に限られておりますので、

以前はどうしても小中学校、幼稚園を私ど

もの守備範囲として行政を行ってまいりま

した。しかし、その中で、今、森西議員が

ご指摘いただきましたように、小学校の問

題は、それ以前の就学前のしつけといいま

すか、そういった部分が非常にかかわる問

題、家庭学習の問題であるとか、生活規律

の問題であるとか、そういったことが小学

校１年に入ったときのいろんな諸問題にか

かわってくると、そういう認識を深めまし

た。 

 そうした中で、私どもは、市長部局のほ

うと１年間話し合いをいたしまして、この

４月に市長部局の子ども育成の担当部局を

市長部局から教育委員会に補助執行という

形で権限を預けていただきまして、今般、

義務教育と就学前教育、そして、その中に

は当然幼稚園と保育所、それと、今までは

教育委員会といえども、私立の幼稚園につ

きましては、これは直接は大阪府の権能で

ございますので、私どもに権限はございま

せんでした。そういうことで、どうしても

私どもとしては少し私立のほうに距離があ

るというふうな形で行政を行ってまいりま

したが、やはり摂津市で生まれた子どもた

ちは、いずれにしましても公立の摂津市の

小学校にそのほとんどが入ってくるという

中におきましては、公私のそういった枠を

外して、私立の保育所、幼稚園とも協力し

ていかなければならないだろうと、そうい

う考えのもと、この４月に次世代育成部を

つくらせていただきまして、小中一貫教育

並びにその義務教育の基礎をつくる幼稚園、

保育所の就学前教育も一体的に取り組ませ

ていただく、そういう体制をつくらせてい

ただいたということで、ぜひご理解をお願

いしたいと思います。 

 その中で、今回の就学前教育の手引きを

つくるに当たりまして、まず総合計画との

整合性ということでございます。総合計画
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の１３３ページ、３４ページに「就学前教

育が充実したまちにします」という形で基

本計画をつくらせていただきました。森西

議員がご指摘いただきましたように、目標

値として、実践している姿を確認する指標

といたしまして、就学前教育の手引きを活

用している保育所、幼稚園、小学校の数を

目標年度の平成３２年に１７か所といたし

ておりますが、これは、ご指摘いただきま

したように、すべて公立の数でございます。 

 今回の総合計画は、「市民との協働」と

いうことをキーワードに、今までの行政が

担った分以外に、この計画書の中にも市民

の役割、そして事業所の役割という項目を

大きくつくりまして、そこに市民の役割、

事業所、すなわち今回のこの就学前であれ

ば、私どもは私立の保育所、幼稚園という

ことだと考えまして、そこの事業所の役割

のところに「私立の保育所、幼稚園は、市

と協働して就学前教育の充実に取り組みま

す」という表現をさせていただきました。

そして、私立の幼稚園、保育所につきまし

ては、こういった形の事業者として、市と

協働して就学前教育の充実に取り組んでい

ただきたいために、今回、就学前教育実践

の手引きの策定懇談会にも公私立の幼稚園、

保育所の代表に役員として参画していただ

きました。作成した手引きにつきましても、

当然、公私立かかわりなく、すべての就学

前の施設で活用していただければと考えて

おります。 

 それと、今現在の子育て世代の状況につ

いてもお話がありました。まさにそういっ

たことが、今日的な子育ての若いお母さん、

お父さんの悩みだと私たちも思っておりま

す。だからこそ、保護者のニーズに応じた

きめ細かな子育て施策が必要だと考えてお

ります。引き続き、私どもは次世代育成部

となりまして、保育所、幼稚園も担当しま

したので、子育て講座や子育ての相談、そ

して在宅の方のためのつどいの広場などの

充実を図ってまいりたいと考えております。 

 保育所、幼稚園の保育、教育の基準は、

基本的には国が定めました保育所保育指針、

これは厚生労働省が定めております。また、

文部科学省は幼稚園教育要領を定めており

ます。したがいまして、私立・公立にかか

わりなく、この二つの指針、要項に基づい

て、それぞれの施設で責任持って教育をし

ていただいております。 

 そして、この手引きの役割ですが、この

手引きは、保育・教育の実践がより豊かに

なることを目指して、それぞれの保育所、

幼稚園の保育の一つのモデルとして私ども

は提案するために作成したいと考えており

ます。作成した後におきましても、現在、

懇談会で委員としてなっていただいている

各代表の方々に、引き続きそれのフォロー

をしていただくために２４年度も役員とし

て残っていただき、それぞれの幼稚園や保

育所などでの活用事例や先進事例の紹介を

するなどして情報を共有し、効果的な活用

となるようフォローしてまいりたいと、そ

のように考えております。そして、家庭に

配る家庭版につきましても、先ほども申し

上げましたが、各種乳幼児健診や親子ラン

ドなどに多くの方が集まる機会がございま

すので、そういう機会を通して配布し、そ

の内容に説明もさせていただくなどして、

多くの家庭でそれらが実践できるような形

で使っていただければと、私たちも配布・

啓発に努めたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○嶋野浩一朗議長 副市長。 

○小野副市長 ふれあいルーム跡地の今後の

検討についての中身でございますが、まず、
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スケジュールの問題でどうだったかという

ことなんですが、これは、ご承知のとおり、

もともとみやけ幼稚園、そして福祉会館廃

館後の代替施設ということで、ふれあいル

ームということで、今日までこの議会でも、

また委員会でも、また個人的に議員各位か

らいろんな提案なり意見もいただいてまい

りました。そういう中で、このふれあいル

ームは、この５月と６月に部長のほうから

地元のほうに理解を求めたと。確かに出し

たのは１０月ですから、それまでの間のこ

とを言っておられるかもわかりませんが、

その間にも、例えば、そのときに財政担当

としては、不動産売上収入で６．２億円を

当初組んでおりましたから、少しでも高く

という形を思っておったと思います。ただ、

これまでの議会の議論の中で聞いておりま

しても、市長なり我々は、ただ単にそれだ

けでいいのかどうかと、高く売るだけでい

いのかどうかという議論は相当いたしまし

た。そして、また地元のほうにも入らせま

した。そういった中での集約は、今、森西

議員が言われているような第５期のかがや

きプランとの整合性というご指摘で、私た

ちは、あのときは、例えば民間保育所の誘

致がもしもできるならば、地域の定住とい

う子育て、待機児童の問題等々から、それ

も一つの考え方の中にあってもいいのでは

ないかということの中で福祉という形を一

つ出して、地元のほうにも同意を求めてい

くという形で出したものでございました。 

 それで、今後のかがやきプランなり障害

者の福祉計画の問題を言っておられますが、

私も当初そういう考え方を持っておりまし

たので、私は今、議員のほうからご指摘の

あった部分で、次の段階でこの議論を否定

するものではございません。ただ、第５期

も２４年度から２６年度までの中で考えて

まいりますから、それを全く無視する、そ

れであれば、今、担当は何を考えておるの

かということは聞いてみたいと思うんです。

それで、今後の出し方としては、やはり６．

２億円出しておりますので、一つの考え方、

一つの視点に持っておりますのは、例えば、

これから野々団地の跡地、鯵生野団地の跡

地の売却、また活用等を考えたときに、一

つこれはモデルというふうに考えるのでは

あれば、行政が出すものですから、例えば

３０坪、１００平米というような考え方を

持ってもいいのではないかということは思

ってはおります。また、地域のほうから防

災空地を少しでもというようなことも聞い

ておるのは聞いていますから、その辺のと

ころは十分考えながら今後の形としてやっ

てまいりたいなというふうに思っておりま

す。 

 それから、２点目の桜苑でございますが、

これは平成９年にオープンいたしまして来

年で１５年になってまいります。それで、

この問題につきましては、先ほど部長のほ

うから言いましたように、介護保険制度が

定着した段階では、いわゆる公設の意義が

薄れたというふうに言っております。府下

的には、公設民営は府下４３市町村でただ

摂津市１市のみになったのではないかとい

うふうには思ってはおります。 

 それで、今後の形といたしましては、こ

ういうふうに考えます。現在、指定管理者

の検討委員会を持っております。これは、

シルバーであったり、それから都市開発、

管理公社はじめ７団体の問題を議論してお

ります。この指針を２３年度末までには提

言いただきたいというふうに今考えており

ます。外部委員もその方向で了解してもら

っております。それで、今後、３年間です

ので、２５年度までの３か年間で、この指
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定管理者問題も、過去、大山鳴動してとい

うような議論もいただきました。何をして

おったのかと。そういたしますと、２３年

度にその提言をもらって、いわゆる指針を

２４年度につくるというふうに言っていま

すが、私は指針じゃなくて制度設計をせな

あかんというふうに思っております。制度

設計をした上で、今後、その７団体の部分

の指定管理を移すのか、内部改革でいくも

のは内部改革でいくのかということを考え

なきゃならない。そのときに、この桜苑問

題も同時並行的に２４年度に制度設計をし

て議会にお示しをしなければ、今、市内の

社福法人に手を挙げていただけますかとい

う公募をするにしても、また時間がないと

いうことになりますので、私は、一定の方

向性は、今その方向性の中で介護保険制度

も入っておりますから、これはひとつ民で

お願いをしたいというふうに考えておりま

す。その際に、建物についての補助金がご

ざいますので、これは有償にした場合と無

償がありますから、この整理と、それから

土地の場合は売り払うのか貸与するのか、

そして、我々が持っている起債の残金はど

う考えるのかということは、全体像を明ら

かにして、私は、２４年度に指定管理者問

題の７団体問題と併せて、これは外郭団体

ではありませんが、一つの方向性を出して、

できるだけ早く議会との議論に付したいと

いうふうに今考えるところでございます。 

 それと、もう１点の道路の私道問題であ

りますが、ご承知のように、きょうの議論

を聞いておりましても、この１０月に中期

財政見通しを出しました。それで、学校耐

震も当初は１０年ぐらいと考えておったと

思います、財政は。しかし、他市の近隣各

市は大体四、五年で動くと。なれば、学校

の安全・安心、児童・生徒の安全・安心は、

これはどこの市も苦しいんだからというと

きに、今回のこの学校の問題が起こりまし

た。それから、もう一つは、２４年度予算

でお願いせなあかんのは、いよいよ新館と

いいますか、あの部分、これがやはり災害

が起こったときの一番メインでございます

から、それの問題とか、いろんな問題を考

えなければならない。そういうときに、私

どもは、まずいつも市長査定で担当に聞く

のは、市道の補修をできるだけ早くやって

ほしいということは毎年聞いております。

私は、まずは優先すべきは市道であります。

そして、部長が言いましたように、私道に

ついては、やはりその私道の位置とか所有

者であるとか工事の承諾とかいろいろあり

ますし、それが非常に危険なところ、接道

部分として非常に市民の安心・安全、児

童・生徒の安心・安全とか、緊急の場合で

あればどうか、私はそこのことを見た上で

一応検討させたいと思っております。基本

的には、やはり市道がまず何としても先に

一歩二歩進めるべきもの、そして、私道に

ついては、その中身を精査した中で担当の

ほうで整理をさせてみたいなというふうに

考えているところでございます。 

○嶋野浩一朗議長 森西議員の質問が終わり

ました。 

 お諮りします。 

 本日はこれで延会することに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

（午後５時１０分 延会） 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 
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１ 議　事　日　程

1， 一般質問

　弘　　　　　豊　議員

　南　野　直　司　議員

　藤　浦　雅　彦　議員

　原　田　　　平　議員

2， 議 案 第　４６号 平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第３号）

議 案 第　４７号 平成２３年度摂津市水道事業会計補正予算（第２号）

議 案 第　４８号 平成２３年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

議 案 第　４９号 平成２３年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

議 案 第　５０号 平成２３年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第２号）

議 案 第　５１号 平成２３年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議 案 第　５３号 摂津市立地域福祉活動支援センター条例制定の件

議 案 第　５４号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　５５号 摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　５６号 摂津市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件

3， 議会議案 第　１６号 サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見書の件

議会議案 第　１７号 ＡＰＥＣでのＴＰＰ交渉参加表明に関する意見書の件

議会議案 第　１８号 防災会議に女性の視点を取り入れることを求める意見書の件

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程３まで
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（午前１０時 開議） 

○嶋野浩一朗議長 ただいまから本日の会議

を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、山本議員及び

弘議員を指名します。 

 日程１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可します。 

 弘議員。 

  （弘豊議員 登壇） 

○弘豊議員 それでは、一般質問を行います。 

 最初に、「第５期介護保険事業計画」の

策定について伺います。 

 介護保険は、今年で開始から１２年目を

迎え、この間、来年度以降の制度の抜本見

直しが議論されてきました。高過ぎる保険

料と利用者負担、深刻な施設不足、実態を

反映しない介護認定や利用限度額によって

利用できる介護が制限されるなど、多くの

問題が開始当時から指摘されてきましたが、

全国で１４万人を超す特別養護老人ホーム

の待機者、介護を理由にした離職者が毎年

１０万人を超し、後を絶たない高齢者虐待

や介護心中、こうしたニュースの報道がそ

の深刻さを物語っています。 

 うたい文句であった「介護の社会化」と

はほど遠い実態があるにもかかわらず、６

月に成立した改定介護保険法は、問題の解

決には手をつけず、今後、行われようとし

ている税と社会保障一体改革で、さらなる

利用者負担を押しつけようとしています。 

 そのような中で、本市でもつくられる第

５期事業計画かがやきプランについてです

が、現時点での方向性をどのように考えて

おられるのか、策定の見通し、地域ニーズ

調査の結果などを踏まえての計画の内容に

ついてお聞かせください。また、保険料改

定についてはどのように想定されているか、

答弁を求めます。 

 次に、正雀駅前マンション建設に関わる

工事車両の通行状況と安全対策についてで

す。 

 今年の秋口から始まり、再来年の春に完

成予定で１４階建てマンションの建設工事

が行われています。これに伴って工事車両

の通行が相次ぎますが、正雀駅前地域は、

ただでさえ道路幅が狭く、人や車両の動線

が入り組んでいて、安全対策と道路整備が

求められてきた地域です。とりわけ、この

工事が始まってから、たびたび府道正雀一

津屋線から駅前に進入する一方通行の角で

特殊大型車が曲がり切れず、何度も切り返

しをし、立ち往生していると聞きます。道

路管理者である市の役割として、業者にど

のように指導がなされているのか、また、

近隣市民から不安や不満の声が寄せられて

いるかと思いますが、どのように対応して

いるのか、お聞かせください。 

 三つ目は、摂津市駅北側、境川堤防の整

備について伺います。 

 この境川の堤防ですが、千里丘東３丁目

側は彩りの道として整備されています。一

方、阪急摂津市駅から千里丘東４丁目側に

出た正面のグランドハイツに面する土手は、

この間、通行どめがされたままで、夏場は

草が伸び放題という時期もあり、改善が必

要だと考えます。整備が進まない理由はな

ぜか、今後の方向性はどのように考えてい

るのか、お聞かせください。 

 最後に、南千里丘まちづくりと周辺商店

の状況について伺います。 

 阪急の摂津市駅開業から、もうじき２年

がたとうとしています。コミュニティプラ

ザを利用する市民やマンションの入居者も

徐々に増え、１０月には新たにスーパーマ

ーケットがオープンしました。新しいまち

づくりの中で、人の流れの変化と合わせて
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周辺の商業者の状況にもさまざまな変化が

生じていると見受けられますが、市のほう

でつかんでいるこのまちづくりの影響など

について聞かせていただきたいと思います。 

 以上で１回目の質問とします。 

○嶋野浩一朗議長 答弁を求めます。保健福

祉部長。 

  （福永保健福祉部長 登壇） 

○福永保健福祉部長 第５期介護保険事業計

画策定についてのご質問にお答えします。 

 高齢社会がますます進展する中で、身近

な地域での見守りや支え合いの体制をより

一層推進することが求められており、この

ような状況や、これまでの本市の高齢者施

策の進捗などを踏まえ、いつまでも活動的

で元気に暮らせるまち摂津を目指して、今

年度末をめどに、現在、第５期せっつ高齢

者かがやきプランの策定に取り組んでおり

ます。策定に当たりましては、今年度、５

０歳以上の市民を対象とした市民意向調査

や、介護者へのヒアリング、ケアマネージ

ャーを対象としたアンケート調査などを実

施し、また、昨年に実施しましたひとり暮

らし高齢者・認知症高齢者実態把握調査の

結果などを基礎資料といたしました。また、

幅広い関係者の参画により、さまざまな視

点からの検討を行うため、公募市民をはじ

め、学識経験者、保健・医療・福祉関係者、

事業者代表などから構成されたせっつ高齢

者かがやきプラン推進会議において議論を

進めながら策定しております。 

 その内容につきましては、現時点では素

案の段階ではございますが、介護保険制度

の持続性を確保しつつ、介護予防と健康づ

くりの推進や認知症高齢者への支援を重点

施策とした計画とすることとしており、国

が示しております介護予防・日常生活支援

総合事業の導入につきましては、従来の予

防給付と地域支援事業及び一般施策による

福祉サービスへの影響を考慮して、動向を

見守ることといたします。 

 保険料の改定につきましては、大阪府内

の保険者の１１月末時点での試算を集計し

ましたところ、最高５，９００円台から最

低４，３００円台まで幅がある中で、本市

は４１保険者中、低いほうから１８番目で、

ほぼ中間の位置にあります。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 土木下水道部長。 

  （藤井土木下水道部長 登壇） 

○藤井土木下水道部長 正雀駅前マンション

建設に関わる工事車両の通行状況と安全対

策についてのご質問にお答えします。 

 車両制限令に定める幅２．５メートル、

長さ１２メートル、高さ３．８メートル、

積み荷を含む総重量２０トンを超える特殊

車両が道路を通行しようとする場合は、そ

の道路の管理者に申請して、特殊車両通行

の許可を受ける必要がございます。今回の

駅前マンション建設に関わる特殊車両の本

市が管理する道路の通行には、それぞれの

運送会社からの許可申請を受け付けた国道

事務所や政令指定都市から本市への照会が

行われ、本市では、道路状況を踏まえて通

行の条件を回答し、国道事務所などでは、

それを審査し、許可がなされております。 

 今回のマンション工事につきまして、特

殊車両の通行許可につきましては、平成２

３年８月１５日から１１月１８日までの間

で１０件の照会がございました。本市では、

通行の条件を通行車両の前後に誘導車両を

配置することとしていましたが、地元自治

会、施工業者、本市とで事前に協議を行い、

地域住民や通行の安全確保を優先するため、

マンション建設現場まで誘導員にて誘導す

るという通行条件に変更しております。 
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 また、自治会役員と現場立ち会いを行い、

各交差点部に交通誘導員を配置し、通行の

安全を確保するための誘導を行うよう業者

に指導するなど、安全第一の対策を確認し

てまいったところでございます。併せまし

て、施工業者には、自治会や住民の十分な

理解をいただき工事に着手するよう求めて

きたところでございます。 

 なお、８月２９日に開発者による自治会

役員様への説明会、９月１日には施工業者

による説明会をそれぞれ開催されたと聞い

ております。９月６日には特殊車両の通行

に対して本市地元役員が安全確認を行って

おります。１０月１４日に再度特殊車両の

通行時に安全性を確認してきたところでご

ざいます。 

○嶋野浩一朗議長 都市整備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 摂津市駅北側、境川堤

防の整備、緑化についてのご質問にお答え

します。 

 ご質問の境川堤防につきましては、摂津

市駅開業以前は大阪府が管理を行っており

ました。摂津市駅開業に当たり、不法駐輪

が懸念されましたので、大阪府に対し、対

策を講じるよう要請を行いましたが、大阪

府は、財政面などを理由に対応が困難との

回答でありました。その回答を受けまして、

地域の生活環境なども考慮する観点から、

市独自の対策を講じる必要があると判断し、

本市が大阪府から河川占用することで不法

駐輪禁止区域の設定を行うことが可能とな

ります。今後、河川敷の整備も含め、正式

な占用の条件を整えていかなければならな

いものと考えております。河川敷の通行ど

めの措置につきましては、不法駐輪対策と

併せ、現在の転落防止柵が設置基準の高さ

を下回り、安全性が確保されない状況であ

りますので、安全対策上、閉鎖措置をさせ

ていただいているところであります。 

 グランドハイツ横の境川堤防敷の整備に

つきましては、駐輪場の使用状況や不法駐

輪の現状を見た中で、堤防敷の整備を行う

計画であったため、きょうまで新駅設置後

の地域の状況を見きわめてまいったところ

でございます。そのため、具体的な検討を

いたしておりませんが、危惧いたしており

ました駅周辺での不法駐輪などもほとんど

なく、さらに公共駐輪場も足りている状況

でありますことから、現段階では緑を基本

とした整備を考えております。また、整備

に当たっての技術的な測量、設計及び簡易

な施工などにおいては、若手技術職員のス

キルアップの面からも、直営で取り組みも

考えてまいりたいと思っております。 

 今後、堤防敷を開放するための条件を整

えることが必要と考えており、その最優先

の対策として、転落防止柵を安全基準に合

うよう取り替えなければならないと考えて

おります。ただ、財政的な支出も伴います

ので、本市の財政状況を勘案しながら実施

時期を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 

  （杉本生活環境部長 登壇） 

○杉本生活環境部長 昨年に阪急摂津市駅前

の新しいまちがオープンし、現在ではスー

パーマーケット、近隣にはドラッグストア

やコンビニが営業を始め、コミュニティプ

ラザ内のレストランがこの８日に開店する

など、徐々にではありますが商業施設の充

実が進んでおります。隣接する商店街の会

員の方からは、現時点での来客の状況に特

に大きな変化はないとの声をいただいてお

りますが、今後の状況の変化には十分注意

を払ってまいりたいと考えております。一
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方、スーパーマーケットの営業開始により、

地域住民の利便は向上し、高齢者等の日常

の買い物については非常に便利になったと

いうような声も伺っております。 

 本市は、昨年１１月に通行量調査を行っ

ておりますが、南千里丘のまちびらきに合

わせて、当該地区の２地点を追加し、調査

をいたしております。この２地点は、今後

のまちの発展とともに人の流れの変化が注

目される地点でもあり、これからも通行量

の調査を継続し、人の流れ等の状況把握に

努めてまいりたいと考えております。また、

高層マンション等の建設も予定されている

ようでございますので、地域の人口が今後

も増加することが考えられますので、スー

パーマーケットやコンビニ等の商業者をは

じめ、商工会や商店会などと連携し、地元

での購買をお願いできるような方策を探っ

てまいりたいと考えております。 

○嶋野浩一朗議長 弘議員。 

○弘豊議員 それでは、２回目の質問を行い

ます。 

 第５期介護保険事業計画についてですが、

新たな法改定では、市の判断で要支援者を

保険対象と区別する総合事業の導入や、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護などとい

ったものが盛り込まれていますが、答弁で

は、当面新たな仕組みは盛り込まず、基本

的に今行っている事業を継続・発展させて

いこうということだととらえましたが、そ

うした理解でよろしいでしょうか。すべて

の高齢者を対象に、介護予防などに力を入

れ、高齢者がいつまでも活動的で元気に暮

らせるまちを目指そうとしている点は大変

大事だと感じています。しっかり取り組ん

でいただきたいと思いますが、それに加え

て、答弁では触れられませんでしたが、総

合計画にある、まちづくりの目標４、政策

３の施策４「安心して介護を受けながら生

活ができるまちにします」が、今後どのよ

うに取り組まれるか、大事なテーマだと考

えます。これまでの摂津市は、高齢化率の

動向を見ても、前期高齢者の方たち、比較

的元気な高齢者の方が多いという特徴を持

っていたと思います。介護予防と健康施策

の推進が、今は介護を必要としない高齢者

の方たちにとって大事で効果的な施策と言

えるでしょう。一方で、今後を見据えたと

き、必要なときには安心して受けられる介

護が整っているかといえば、残念ながらそ

うなっていないのが実際ではないでしょう

か。 

 そこで伺いますが、重点施策に位置付け

ている介護予防や認知症対策がどう取り組

まれようとしているのかと併せて、特別養

護老人ホームや小規模多機能型居宅介護な

ど、施設整備の方向性についてもお聞きし

たいと思います。それと、計画の目標を達

成していく上での体制について、どのよう

に考えておられるのか、現状の体制で可能

なのかどうか、お示しいただきたいと思い

ます。 

 保険料は増額の方向でと答弁がありまし

た。現時点では試算の段階ということでお

示しいただきましたが、近隣の幾つかの市

では第５期事業計画案が既に出され、保険

料試算の数値も公表されていると聞きます。

また、パブリックコメントを求めつつも、

保険料については案を示さないという自治

体もあるようです。本市としてはスケジュ

ールをどのように組んでいるのか、保険料

については事業計画案に示されないのか、

お聞かせください。 

 正雀のマンション工事に関わってですが、

実は私も１１月の中ごろ、特殊車両が駅前

に向かう一方通行でなかなか曲がれないで
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いる場面に出くわしました。確かに誘導員

がついて、言われたような対策はとられて

いるようです。地元の説明会で出された協

定書も拝見しましたが、その協定書の内容

は守られているのでしょう。ただ、現状を

見る限り、安全に進められているかといえ

ば、市の担当がたびたび現場立ち会いも行

っていますよというだけあって、あの地域

は交通に不安が大きいわけです。道路の拡

幅が進まない中でマンションの建設が先行

したということが一つ問題だというふうに

思いますし、特殊車両の通行が近隣に及ぼ

す影響も、説明があったとしても、実際の

状況になるまで地域の地元の方たちは想定

し切れなかったと思うんです。工事着工か

ら今４か月目です。予定期間は再来年の３

月までです。しばらくこの状況が続くわけ

ですが、必要な対策、指導など、しっかり

取り組んでもらいたいと思います。これは

要望としておきます。 

 １回目の質問の際に、市民から不安や不

満の声が寄せられていないかと伺いました

が、具体的に市に届いている意見はないの

でしょうか。あればお聞かせいただきたい

と思います。 

 次に、境川堤防の整備についてです。 

 昨年、この件を公園みどり課に問い合わ

せた際、答弁にもありましたが、整備に向

けては、測量や設計などの技術的なノウハ

ウを若手の職員が身につけていくのに時間

をかけて一から取り組みたいと、このよう

にも伺いました。この間、さまざまな都市

整備などはコンサル任せで、なかなか職員

の技術獲得につながっていない、こういう

ことも聞きましたし、それは問題だという

ふうに思っております。今後、市民と一緒

に手づくりの花壇なども整備したいという

ふうに聞いたと思っております。先ほどの

答弁でしたら、まず大阪府の協議と財政面

で条件を整えていく必要があるということ

で、その課題がクリアしないと進まないと

いうことですので、条件整備を早急に取り

組んでいただくよう要望しておきます。そ

の上で方向性をしっかり持って取り組んで

いただきたいと思います。 

 また、当面、通行どめのままであるなら

ば、簡易なバリケードであっても、もう少

し見ばえをよくするとか、新しい駅前とい

うこともあるので駅周辺の案内図を張り出

すとか、そういう工夫、活用をしてはいか

がかと思いますが、見解を求めます。 

 次に、南千里丘周辺の商業についてです。

確かに便利になったと喜ばれている方の声

も耳にしますし、特に変化はないとおっし

ゃられる方も多いです。しかしながら、近

くにあったお店が閉じてしまって不便にな

ったという声も私は耳にしています。私が

中学生のころに三島にできて、およそ２５

年ほど営業してきた小さなスーパーですが、

南千里丘のスーパーができて一月もたたず

に閉店してしまいました。駅の開業後、庄

屋にコンビニやドラッグストアがオープン

した際には、店内調理の手づくり弁当など

を売りにして頑張っていたお店です。地域

のコミュニティにおいても一定役割を果た

していたお店ではなかったかと私は認識し

ています。量販店の進出などで、こうした

地元の小規模店が撤退していることもしっ

かり見ておく必要があると思っています。 

 その上で、昨年、商業の活性化に関する

条例ができましたし、総合計画の中の「商

工業が発展するまちにしていきます」と、

こういう目標にも照らして、その地域地域

に合った商業施策や課題整理、そしてコミ

ュニティの再生に向けて取り組んでいただ

きたいと思います。商店がその地域の中で
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果たす役割等々についても、この間、条例

や、また総合計画の議論の中でもされてい

るかというふうに思います。しっかり取り

組んでいただきたいと、このことを要望と

して、２回目の質問は以上です。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部長。 

○福永保健福祉部長 第５期かがやきプラン

の内容や今後のスケジュールについてご答

弁いたします。 

 重点施策として掲げる予定としておりま

す介護予防と健康づくりの推進につきまし

ては、身近な地域で魅力あるプログラムの

開催や、自主的に取り組める仕組みと受け

皿の整備が課題となっております。今後も

摂津みんなで体操三部作などを活用し、楽

しく取り組める環境づくりを支援し、元気

な高齢者の育成を図ってまいります。 

 また、認知症高齢者への支援につきまし

ては、認知症への理解の促進や相談体制、

サービスの充実、介護者への支援が求めら

れています。今後も関係団体などとの協働

による認知症支援プロジェクトチームの企

画・立案のもと、ボランティアの育成・啓

発キャンペーンの実施、地域による徘徊の

見守りのための体制づくりなど、認知症に

なっても身近な地域で安心して生活できる

ための仕組みをつくってまいります。 

 施設整備につきましては、特別養護老人

ホームの入所の必要性が高いと考えられる

待機者が今年４月現在で７５名いらっしゃ

ることなどから、第５期計画の中で新たに

一定数の整備を目標として掲げる予定でご

ざいます。目標の達成に向けた体制につき

ましては、今後、介護保険サービスや福祉

サービスのほか、地域住民らによるいわゆ

るインフォーマルサービスにつきましても、

これまで以上に充実が図られる必要がある

ものと考えており、専門職の確保が適切に

行われるよう、関係機関と連携を図ります

とともに、ボランティアや自主グループな

どの人材の育成支援にも努めてまいります。 

 今後、来年１月末にかがやきプランの計

画案を取りまとめ、推進会議に提示した上

で、保険料案も含めて２月中にパブリック

コメントを実施する予定で作業を進めてい

るところでございます。 

○嶋野浩一朗議長 土木下水道部長。 

○藤井土木下水道部長 正雀駅前マンション

建設に関わる工事車両等につきまして、特

に地元等からの要請なりがあるのかとのお

問いでございますが、この工事に関しまし

て、本年８月２５日から最終１０月１４日

までの計８回に及びます地元、業者、本市

がかかわりまして協議、説明会、現場での

立ち会い等々を行いまして、現在ではこの

業者と地元自治会様との協力関係が非常に

うまく交わっておりまして、事故もなく施

工されておると伺っております。定期的に

本市におきましてはパトロール等を行いま

して、この良好な関係を、２５年の３月末

まで続くと思われますので、やっていきた

いと、こう考えております。現段階で特に

苦情等については入っておらないのが現状

でございます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 都市整備部長。 

○小山都市整備部長 境川堤防の具体的な整

備につきましてでありますが、本市の財政

状況から、整備の時期が未定でありますの

で、当面の間は通行どめを考えております。

その間、地域の美観面に配慮した柵に変え

てはとのご意見につきましては、現在、暫

定措置の柵でありまして、今後、グレード

の高い柵に変えることは非常に困難と考え

ておりまして、維持管理の面を配慮して、

今後、柵の設置がえについて検討してまい
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りたいと考えております。 

○嶋野浩一朗議長 弘議員。 

○弘豊議員 では、３回目の質問です。 

 今の正雀駅前マンションに関わる問題で

すけれども、道路の通行は市が許可してい

るんだからというようなことで、なかなか

不安に思っていても出てこないような、そ

ういう声もあるかというふうに思っており

ます。ぜひこの安全対策については、先ほ

ども要望で述べましたけれども、今後とも

きちんと見ていく必要があるというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 あと、最後、介護保険の保険料の問題に

ついて絞って伺いたいと思います。 

 介護保険料の改定については、ぜひ市長

の見解もお聞かせいただきたいというふう

に思います。５日の朝日新聞でこんな記事

が出ていました。内容は、「府内の多くの

市町村が来年度から６５歳以上の介護保険

料の値上げを検討している。府によると、

高齢化が進んで要介護と認定される人が増

えているためで、そのうち七つの市は値上

げ幅が月額９００円を超えると試算してい

た」というものです。これは非常に衝撃的

な記事でありましたから、そのもとになっ

ている大阪府の資料を私も調べましたとこ

ろ、その表では、摂津市も現行の基準額、

月額４，３５０円、これは現時点では大阪

北摂７市の中では最高額となっております

けれども、これの９．７％増の４，７７０

円となっていました。もちろんこれは、先

ほど部長が述べられたように、粗い試算で

確定ではないというふうに担当課からも聞

いております。去年、おととしと公共料金

の値上げは基本的に行わずに来た摂津市で

ありますけれども、昨年、後期高齢者医療

のほうは値上げしています。また、今年、

年金額の０．４％引き下げが行われた上に、

また来年は７５歳以上の方、後期高齢者医

療の保険料引き上げを予定され、これらの

動きは市の単独ではとめられません。高齢

者の負担は重くなっている、このことは明

らかです。年金暮らしの方の多くは、介護

保険料は天引きですから、２か月ごとの年

金支給で毎回およそ１万円ずつ引かれてい

く。これが果たして生活の上で耐えられる

のか。せめて本市が保険料決定できる、介

護保険で値上げはしないという決断、その

ための財政繰り入れを行うことが考えられ

ないでしょうか。 

 ちなみに、先ほどの資料で見る限りでは、

２．３％の値上げが予想される寝屋川市で、

馬場好弘市長が、今年春の市長選挙の際、

介護保険料の引き下げを公約し、議会答弁

でもそれを実行すると言っておられます。

そもそも国の指導では、一般会計からの繰

り入れは適当ではないとしていますが、繰

り入れの禁止を強制するものではないはず

です。これまで国が行ってきた介護従事者

等臨時交付金なども、この制度の財源が本

当に今では賄えない、このことを国が証明

しているものだと言えます。ぜひ保険料の

上乗せ、上昇はしないということの決断を

強く求めて市長からの答弁を求めるもので

す。 

 私からの質問は以上で終わります。（発

言終了のブザー音鳴る） 

○嶋野浩一朗議長 保険料につきまして、市

長。 

○森山市長 ３度目の質問にお答えをいたし

ます。 

 介護保険の話ですけれども、困ったとき

はお互いさんと、持ちつ持たれつ、支え合

う精神、そういうことで介護保険が導入さ

れて１２年たったと思います。大きな役割
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を果たしてきたと思っております。 

 先ほど、説明がありましたとおり、料金

等々を３年ごとに振り返って、そして、次

なる方針を決めるということになっており

ます。そういうことで、ただいまいろいろ

精査をしている最中ということでございま

すが、このままいきますと、ご指摘のよう

に５，０００円近くになるでしょうね。ま

だはっきりとした額は出ておりませんけれ

ども、等々報道されているのを見ますと、

こういう時期にストレートにそれをうのみ

にしてやむを得んということではないと思

っています。そういう意味では、高齢者の

負担をできるだけやっぱり抑えよう、そう

いう努力はせないかんと思っています。 

 さっきも話がありましたけれども、市の

準備基金というのがあります。また、大阪

府の財政安定化基金等々、この残高を取り

崩したり、いろんなことを考えて、もし結

果が出てきましたら、できるだけ上げ幅を

小さくしようと、そういう思いでございま

す。 

 それで、今、市単独で一般会計から繰り

出して値下げしたらええやないかというお

話ですけれども、わかりやすい話ですけど、

きのうも言いましたように、そこだけ見る

のであれば答えは簡単でありますけれども、

やっぱり全体を見てバランスよく安定した

健全な運営というものを考えていかないか

んので、その辺もしっかり見ながら今後考

えていきたいと。 

 何度も言いますけど、国民健康保険のと

きにも同じような話をしておりますけれど

も、摂津市は今、不交付団体や、不交付団

体やと言っておりますけれども、裏ではそ

の予算の倍以上の借金を抱えておるわけで

ございます。この辺をしっかり見ておかな

いと手放しでは喜べないということでござ

います。こういう今日ある一つの、原因で

はないですけれども、やむを得なかったん

ですけれども、府下で他市に比べて一般会

計からの繰出金が突出しているという、こ

の現実はやっぱりしっかり見ておかないか

んと思います。この辺をきちっと整理した

上で、それで少々の荒い波が来てもしっか

り耐え得る、そういう体制をつくった上で、

今ご指摘のようなことも考えていくときが

来るかもわかりません。答えになっており

ませんけれども、私の思いを伝えます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 弘議員の質問が終わりま

した。 

 次に、南野議員。 

  （南野直司議員 登壇） 

○南野直司議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問を行います。 

 １、平和公園に「ローラーすべり台」な

どの遊具を設置することについてでござい

ます。 

 この平和公園には、以前、木製のフィー

ルドアスレチックとすべり台などがついた

立派な遊具が設置されておりましたが、公

園遊具の点検時に危険ということで取り外

したと聞いております。現在、跡地は更地

となっておりまして、近いうちにかわりの

遊具設置に向けて検討していただいている

と思いますが、この公園は平和をテーマと

して整備された公園でもあり、また、市の

ちびっこ広場を含めて４１ある公園の中で

も中核的な公園であると思います。市内を

はじめ、市外の子どもたちも遠くからでも

遊びに来てみたくなるような、また、摂津

市内の他の公園では設置されていないよう

な、例えば遊具の中でも子どもたちに大変

人気のある「ローラーすべり台」などの設

置を検討されてはいかがでしょうか。その
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点、お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、２番目、新幹線公園前、中央

環状線の違法駐車と不法投棄対策について

でございます。 

 この新幹線公園前、中央環状線の鶴野橋

南詰の側道側にありますゼブラゾーンに違

法駐車が多く、駐車車両からの例えばお弁

当のごみなどの不法投棄が後を絶たない現

状であります。皆さんもご存じやと思いま

す。一方、鶴野橋北詰市役所横のポリテク

センター前やシオノギ前にはラバーポール

が設置してありますが、どのような経緯で

設置されたのか、お聞かせいただきたいな

と思います。 

 それから、３番目、別府交差点付近の歩

道橋を含めた安全対策についてでございま

す。 

 大阪府におきまして、平成１７年度に府

が管理する歩道橋の利用状況調査を行って

おられます。その報告書では、利用者数が

少なくなっているものや、環境あるいは防

犯の観点から多くの課題を抱えているもの

があり、検討する必要があるとされており

ます。また、資料の中には、今後は調査結

果や各歩道橋の周辺状況を踏まえ、関係機

関とも協議を行いながら、撤去等を含めた

歩道橋のあり方について引き続き検討する

とあります。この資料ですけど、見させて

いただきまして、これは大阪府の中で３１

１の歩道橋を調査されています。その中で、

摂津市は９の歩道橋の調査をされています。

これは平成１７年６月と７月、１日だけで

す。朝の７時から１９時まで、夜の７時ま

で調査されておりまして、その中で、別府

交差点の横の歩道橋に関しましては利用者

が７名と報告がされております。これは平

成１７年の状況でありまして、今、平成２

３年ですけども、この時点から比べますと

本当に利用者は少なくなっていると私自身

は認識をしておるところでございますけど

も、今後、この歩道橋のあり方はどうして

いくのか、その点をお聞かせいただきたい

なと思います。 

 ４点目、新幹線高架下の夜間における歩

道の安全対策についてでございます。 

 市内には何か所かあると思います。一つ

は中央環状線と新幹線が交差する道路高架

下、新在家２丁目、それから東別府３丁目、

また、大阪高槻線と新幹線が交差する道路

高架下、別府２丁目先であります。この別

府２丁目先は特に昼間でも薄暗く、夜間は

さらに暗闇となり、通過車両や歩行者の通

行に危険な状態にあります。長年、街路灯

の設置を要望しておりましたが、いまだ設

置ができていない状況であります。市とし

ての取り組みをお聞かせいただきたいなと

思います。 

 ５点目、鳥飼和道交差点の安全対策につ

いてでございます。 

 この交差点におきましては、本線を右折

する際に、一津屋あるいは鳥飼方面からの

進入車両の中で、慣れておられないドライ

バーが交差点内でとまってしまうことがあ

るため、交差点内で停止しないよう、例え

ば矢印信号を追加設置できないでしょうか。

また、歩行者においては、中央環状線を横

断するには距離が長いため、１回の青信号

では渡り切れない状況であります。歩行者

用の青信号の時間を長くとれないか、また、

本線の右折信号が点灯しているときは、直

進路線までの歩行者だまりまで横断はでき

ないでしょうか。ちょっと言葉で言うのは

なかなかわかりづらいと思うんですけども、

その点、どのように考えておられるか、お

聞かせいただきたいなと思います。 

 次に、６点目、市役所庁舎に自動証明写
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真機を設置することについてでございます。 

 市民の方が市役所にさまざまな申請に来

られたときに、証明写真を添付する書類、

例えば住民基本台帳カードや障害者手帳な

どがあります。近くに自動証明写真機がな

いので設置していただきたいと市民の方か

らも声が寄せられております。市民サービ

スの向上の観点から設置に向け検討してい

ただけないでしょうか。この点、お聞かせ

いただきたいなと思います。 

 １回目、終わります。 

○嶋野浩一朗議長 答弁を求めます。都市整

備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 平和公園に「ローラー

すべり台」などの遊具を設置することにつ

いてのご質問にお答えします。 

 平和公園は、市制施行２０周年の昭和６

１年にオープンし、昭和５８年に平和都市

宣言を行いました摂津市の平和を象徴する

公園でございます。平和公園の遊具は、平

成２３年８月まで、アスレチックとすべり

台などを組み合わせた複合遊具１基を設置

いたしておりました。公園遊具は、日々の

職員による公園パトロールや年１度のプロ

の目による点検を実施いたしておりますが、

この遊具につきましては、平成２２年度の

公園遊具点検業務委託でＤ判定、すなわち

至急対処が必要という結果が出ておりまし

た。この遊具は公園開設時に設置いたした

ものであり、２５年が経過し、もはや部品

もなく、修理もできないまま多くの子ども

さんが遊んでおられて危険であるため、安

全性を最優先して撤去いたしたものでござ

います。遊具を撤去いたしたところは、児

童広場に位置するところでございまして、

できるだけ早く遊具を復旧すべきでござい

ますが、撤去いたしました複合遊具はグレ

ードが高く、高価なものでございますので、

すぐに同等の遊具を設置できず、現在に至

っております。 

 公園を利用される方は、この後にどのよ

うな遊具が設置されるのかと期待もされて

おります。現在、公園内のシンボル広場の

平和の泉からせせらぎに至る親水施設は、

施設の老朽化などからとめておりますが、

今後、改修調査を予定しておりますので、

調査時に公園の施設などにつきまして併せ

て検討してまいりたいと考えております。 

○嶋野浩一朗議長 土木下水道部長。 

  （藤井土木下水道部長 登壇） 

○藤井土木下水道部長 新幹線公園前、中央

環状線の違法駐車と不法投棄対策について

のご質問にお答えいたします。 

 中央環状線、鶴野橋高架部の側道におき

ましては、以前より違法駐車と不法投棄が

多く、道路管理者であります大阪府茨木土

木事務所や所轄の摂津警察署に対し、対策

並びに取り締まりの要望を行うとともに、

本市でも鶴野橋北詰横断歩道部の通行の安

全を確保するために、違法駐車対策としま

して可動式柵を設置し、啓発に努めており

ます。昨年度、鶴野橋北詰ポリテクセンタ

ー前とシオノギ前の違法駐車対策としまし

て、茨木土木事務所がラバーポールを設置

されたものでございます。 

 次に、別府交差点付近の歩道橋を含めた

安全対策についてのご質問にお答えします。 

 大阪府では、平成１７年度の大阪府管理

歩道橋の利用状況の調査を実施し、その調

査報告を受けまして、別府交差点付近の歩

道橋は今後撤去する歩道橋の一つとして検

討に着手したと伺っております。ただ、歩

道橋を撤去するに当たりましては、代替機

能を果たす横断歩道の設置も必要と考えら

れています。また、歩行者の導線確保のた
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め、別府交差点付近の歩道の環境整備が必

要とされるため、現在、検討を行っている

と伺っているところでございます。 

 次に、新幹線高架下の夜間における歩道

の安全対策についてのご質問にお答えしま

す。 

 新幹線と交差する府道大阪中央環状線の

高架下や府道大阪高槻線の高架下は、昼間

でも薄暗く、夜間は高架下区間に街路灯が

設置されていないため、暗闇で通行に非常

に危険であるということで、安全対策とし

まして、街路灯の設置を道路管理者であり

ます茨木土木事務所に要望してまいったと

ころでございます。現在、府道大阪中央環

状線の南行きの高架下には街路灯が設置さ

れ、車道と歩道の通行の安全が確保された

ところでございますが、北行き高架下には

いまだ街路灯の設置が行われておりません。

また、府道大阪高槻線の高架下では、周辺

に家屋の照明もないため、夜間は一層暗い

状況であることは把握しておりまして、道

路管理者の茨木土木事務所に街路灯の設置

などの安全対策の要望を継続して行ってま

いりたいと考えております。 

 次に、鳥飼和道交差点の安全対策につい

てのご質問にお答えします。 

 府道大阪中央環状線の鳥飼和道交差点で、

本線を右折する際に、信号に不慣れなドラ

イバーが交差点内で停車するため、矢印信

号を追加設置できないかとのご質問でござ

いますが、摂津警察署にも確認しましたと

ころ、矢印信号などを設置することにより、

大阪中央環状線に進入する車両も同じ信号

機を見てしまうため、矢印信号は設置でき

ないとの回答でありました。大阪中央環状

線は交通量も多く、渋滞回避のため車両用

信号の時間を長目にとっておりますので、

歩行者用の青信号を長くとることは困難で

あり、歩行者が横断歩道の途中でとまるこ

とができるようスペースを設けてあります

ので、高齢者など歩行速度の遅い方は、信

号で２回待っていただくことになるかもし

れませんが、信号を守って安全に渡ってい

ただきたいとのことであります。 

 また、本線の右折信号が点灯していると

きは、直進路線までの歩行者だまりまで横

断できないかとのことでございますが、直

進車両はとまっておりますが、同一進行方

向に青、赤と異なった歩行者用信号表示が

必要となり、誤認による事故を誘発する危

険性が高いことから困難であり、信号を守

って安全に渡っていただきたいとのことで

あります。 

○嶋野浩一朗議長 総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 市役所庁舎に自動証明写真

機を設置することについてのご質問にお答

えいたします。 

 市民の皆様が諸証明の請求に市役所へ来

庁されたときに、証明写真の添付が必要な

書類がございます。具体的には、議員が指

摘されました住民基本台帳カード、障害者

手帳などであります。庁内に自動証明写真

機がございませんので、不便をおかけして

おることも認識いたしております。今後、

市民サービスの向上の観点から、設置に向

け検討をしてまいります。 

○嶋野浩一朗議長 南野議員。 

○南野直司議員 それでは、２回目をさせて

いただきます。 

 １点目の、平和公園に「ローラーすべり

台」などの遊具を設置することについてで

ございます。 

 今後、平和の泉からせせらぎに至る親水

施設の改修調査と併せて検討していただけ

るとご答弁いただきました。ある子育て世
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代の方からいろいろ話を伺いましたときに、

子どもさんが特に公園が大好きで、車に乗

ってまででも茨木市や吹田市の大きな公園

に遊びに行くということで伺いまして、そ

こには大きな「ローラーすべり台」があっ

たり、例えば大きなフィールドアスレチッ

クがあったり、いわゆる皆さんが名所とな

るような公園に行かれるというふうな話も

伺いました。 

 一方で、摂津市では、庄屋公園もそうで

すけども、フィールドアスレチック的な遊

具が撤去されました。これは危険だからと

いうことで撤去されたんですけども、しか

し、子どもにとっては、遊具というのは本

当に大事な部分だと思いまして、今回、一

般質問という形でさせていただいたんです

けども、近年、公園は、子どもの遊び場と

してだけではなく幅広い年齢層の交流、介

護予防などを目的とした心身の健康推進の

場、また、災害時に対応できる防災空間と

いった多くの機能が求められております。

これは総合計画に書かれていたことでござ

いますけども、先ほども言いましたけども、

遊具というのは本当に子どもにとって大事

なものであります。平和公園というのは摂

津市でも名所である公園でありますので、

ぜひ、今、遊具が一つもない状況でありま

すので、大きなフィールドアスレチック、

または「ローラーすべり台」のような遊具

を設置していただきますよう検討をよろし

くお願いします。要望としておきます。 

 次に、新幹線公園前、中央環状線の違法

駐車と不法投棄についてでございます。 

 ポリテクセンター前とシオノギ前に設置

されたラバーポールが違法駐車と不法投棄

に一定の効果を上げていると思います。こ

の新幹線公園前にも同じようにラバーポー

ルを設置して、違法駐車と不法投棄対策が

できないでしょうか。これは、道路交通法

上問題がなければの話でございますけども、

できないでしょうか。考えをお聞かせいた

だきたいと思います。 

 次に、別府交差点付近の歩道橋を含めた

安全対策についてでございます。 

 横断歩道の設置、また、歩行者の導線確

保のため、別府交差点付近の歩道の環境整

備が必要で、現在、検討されているとご答

弁いただきました。地域の方の意見を聞き、

歩道橋の撤去を含めた別府交差点の安全対

策について、歩道が整備されない場合には、

以前から何度も要望しておりました路側線

を引き、歩行者の通行帯を確保することや、

これは別府側です。また、歩道の拡幅整備、

これは南別府町側でございます。この二つ

についてはできないでしょうか。その点、

お聞かせいただきたいと思います。 

 次に、新幹線高架下の夜間における歩道

の安全対策についてでございます。 

 現在、中央環状線、新在家２丁目の南行

きだけ、ここだけ街路灯が設置されており

ますが、対面側、あるいは別府２丁目先に

も街路灯を設置していただきたいと思いま

す。東日本大震災がありまして、原発事故

がありまして、その後、全国的に節電に対

する意識が高まっておる中、摂津市におき

ましても、幹線道路沿いの企業さんなどが

節電の取り組みをされておりまして、今ま

でついていた街路灯を消しておられるとい

う状況であると思います。本当に昼間でも

薄暗く、夜はものすごく暗く危険な状況に

あります。この高架下に関しましてですけ

ども、街路灯設置に向け、安全対策の要望

を継続して茨木土木等に行っていただきま

すよう、よろしくお願いをいたします。 

 それから、鳥飼和道交差点の安全対策に

ついてでございます。 
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 一津屋あるいは鳥飼方面から進入車両用

の矢印信号は設置できないとの警察の回答

がありました。また、高齢者など歩行速度

の遅い方は、信号で２回待っていただくこ

とになるかもしれませんが、信号を守って

安全に渡っていただきたいとの答弁をいた

だきました。この交差点は、本当に多くの

方から、危険であり、何か安全対策を図れ

ないかと多くの声をいただいております。

先ほど、矢印信号を設置したりパターンを

変更することは非常に厳しいということで

ありましたけども、例えば一つの方法とし

て、定期的に警察官が交差点の中に立って

いただいて交通の誘導を実施していただく、

それも一つの方法であると思います。その

点、またよろしくお願いします。要望とし

ておきます。 

 それから、市役所庁舎に自動証明写真機

を設置することについて、検討していただ

くということでございますので、どうか市

民サービスの向上の観点からよろしくお願

いしたいと思います。 

 以上で２回目を終わります。 

○嶋野浩一朗議長 土木下水道部長。 

○藤井土木下水道部長 それでは、新幹線公

園前、中央環状線の違法駐車と不法投棄対

策についての２回目のご質問にお答えいた

します。 

 昨年度、中央環状線鶴野橋北詰の側道部

にラバーポールが設置されたことによりま

して、違法駐車と不法投棄対策にも効果を

上げておりますことから、ご指摘の新幹線

公園前、中央環状線の鶴野橋南詰の側道部

にあるゼブラゾーンにつきましても、同様

に取り締まり強化やラバーポール設置など

の対策を講じていただくよう、引き続き道

路管理者であります茨木土木事務所や所轄

の摂津警察署に対し、要望してまいりたい

と考えております。 

 次に、別府交差点付近の歩道橋を含めた

安全対策についてでございますが、府道大

阪高槻線の別府交差点付近には歩道未整備

の区間がございます。本市では、茨木土木

事務所に対しまして、別府交差点周辺の歩

道の早期整備を要望してまいったところで

ございます。現在、大阪府では、厳しい財

政状況にあり、歩道整備のための用地買収

は困難な状況でございますが、道路の南沿

いの大阪府水道用地に整備されています水

路を活用し、今年度に歩道を整備する計画

があると伺っております。今後は、別府交

差点付近の歩道橋の撤去を含めた安全対策

としまして、整備計画を立案され、周辺の

歩道の整備につきましても早期に着工され

ますよう要望を行ってまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 南野議員。 

○南野直司議員 ご答弁ありがとうございま

す。 

 新幹線公園前の違法駐車と不法投棄に関

しましては、この新幹線公園というのは摂

津市の顔であると思っておりますし、本当

に人気のあるスポットであります。どうか

関係機関と連携をとっていただいて、違法

駐車、また不法投棄がないようにしていた

だきたいと思います。これは要望としてお

きます。 

 それから、最後に、別府交差点付近の歩

道橋を含めた安全対策についてでございま

す。ご答弁いただきました。多くの方が横

断歩道を渡っておられない現状があること

は、皆さんも認識していただいておると思

います。長年、この交差点が改良できなか

ったというのも、別府交差点の近隣の方と

のやりとりが本当にうまくいっていないの
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かなというふうな私の認識ですけども、し

っかりと大阪府と摂津市と、それから近隣

の方とコミュニケーションをしっかりとっ

ていただいて、安全対策をしっかり図って

いただきますよう、よろしくお願いいたし

まして質問を終わらせていただきます。

（発言終了のブザー音鳴る） 

○嶋野浩一朗議長 南野議員の質問が終わり

ました。 

 次に、藤浦議員。 

  （藤浦雅彦議員 登壇） 

○藤浦雅彦議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問をさせていただきます。 

 まず、１番目の大阪都構想についてです

が、先の大阪府知事選挙及び大阪市長選挙

の結果を受けて、大阪都構想への動きが加

速している中で、大阪都構想と本市のあり

方については、軽んじられることのないよ

うに、主体性を持って議論に加わっていか

なければならないということにつきまして

は、きのうの三宅議員の質問に対しまして

森山市長より答弁がありましたので、答弁

については結構でございます。 

 次に、２番目の災害に強い街づくりにつ

いてですが、今年３月１１日に起こりまし

た東日本大震災後、２回の定例議会で随分

議論をされてまいりましたが、そうしたこ

とを踏まえて、少し細かいことになります

が、質問させていただきたいと思います。 

 まず、２の１番目の大災害時に避難所と

なる学校などの公共施設の耐震化や整備に

ついては、きのうの安藤議員に対する同趣

旨の質問に対して答弁がありましたので、

要望のみとさせていただきます。きのうの

議論にもありましたが、学校の耐震は今後

５年間で完了するとのことです。その他の

公共施設につきましても、早急に実態を把

握し、計画を立てて実施をお願いしたいと

思います。 

 また、先日、別府小学校の外壁のモルタ

ルの落下、また、図書館のまぐさ崩落に対

しましては、現在調査中とのことですが、

調査結果に基づき、緊急性のあるものに対

しましては、早急に工事を実施するととも

に、そうでないもの、また経年劣化による

ものにつきましては、耐震改修に合わせて

工事を行い、そして、天井などの非構造部

材の落下防止工事も計画的に同時に実施を

していくようお願いしたいと思います。こ

れは要望といたします。 

 そして、以前に校門と外壁、そして屋根

の防水の改修を一般質問で取り上げさせて

いただいたことがありますが、校門は毎日

子どもたちが通るところでございます。ど

うか併せて整備についても検討していただ

きますようお願いいたします。 

 次に、２の２番目に、大震災の場合、建

物が倒壊することにより、住人の被害のみ

ならず避難路をもふさいでしまうことによ

り、他の人たちにも危険が及びます。こう

したことを回避し、災害に強いまちをつく

るための耐震工事補助金制度がありますが、

なかなか利用が進んでいないのが現状であ

ると思います。 

 そこで質問いたしますが、１番目に、実

績を上げている先進市での取り組みの調査

はどのように行われているのでしょうか。

２番目、耐震改修促進税制や国の第３次補

正予算で復活になった住宅エコポイントな

どと複合させて、積極的なＰＲ活動の実施

について。３番目、利用拡大のための建設

業界や不動産業界などの関係者からリフォ

ームと合わせて耐震改修工事を行うように

推進してもらうように協力依頼できないの

か。それぞれご答弁をお願いいたします。 

 次に、２の３番目に、災害想定の見直し
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についてですが、これまでの議論で、でき

るだけ早く行うとともに、現時点ではでき

ることから取り組むと言われています。国

の想定見直しが２５年春ごろになり、それ

以降に本市の計画の変更となりますが、そ

れまでに３連動地震などの大地震が発生し

た場合、市民を守るためにでき得る具体的

な取り組みについて、ご答弁をお願いしま

す。 

 次に、２の４番目に、水害の想定替えに

ついてですが、今年９月議会において、今

年の台風１２号、１５号の災害を踏まえて、

本市の水害について想定替えを検討すると

の考えが示されましたが、これは、国や大

阪府での想定替えに基づいての想定替えに

なるのか、ご答弁をお願いします。 

 次に、２の５番目に、災害時についての

専門知識を有した職員の必要性を専門家か

ら指摘されていますけれども、本市の現状

と今後の考えについて、ご答弁をお願いい

たします。 

 次に、２の６番目に、防災に対する女性

の視点の入れることについてですが、今回、

国に対する意見書も提案をさせていただい

ておりますけども、阪神淡路大震災や今回

の東日本大震災での検証を通して、地域防

災計画に女性の視点が欠落しているとの指

摘がされています。本市の総合計画にも女

性プランにも女性の視点を入れた防災対策

等の記載はありません。また、平成１９年

策定の本市の地域防災計画を策定した防災

会議委員のメンバーには一人も女性がいな

いと思います。市の男女共同参画の視点で

いえば、３割は女性であっていいのではな

いでしょうか。今後の地域防災計画の変更

に当たり、女性の視点を入れる必要性につ

いて、本市の考えをご答弁お願いいたしま

す。 

 次に、２の７番目に、大規模災害時のホ

ームページの代理記載についてですが、東

日本大震災の際、甚大な被害をこうむった

岩手県、宮城県、福島県の各市町村のウェ

ブサイトは、災害直後からサーバー、通信

機器、通信回路の損壊やアクセス急増など

の影響で閲覧ができない状態が続きました。

そのような状況の中で、被災地の一つであ

ります宮城県の大崎市では、平成１２年に

姉妹都市の提携を結んだ北海道当別町との

連携・協力により、震災当日から当別町の

ウェブサイトに大崎市災害情報ページを開

設してもらい、被害の状況、避難所の情報、

ライフラインに関する情報を途絶えること

なく毎日発信し続けることができました。

東日本大震災のように被災地域が広域にわ

たると、近隣自治体間でのお互いを助け合

える状況ではなく、的確な情報発信が困難

になりかねません。大規模災害では、むし

ろ離れた自治体のほうが頼りになる可能性

が高く、災害時の協定を整えておくことが

重要であることは、今回の震災で得た教訓

の一つでもあります。このように、大規模

災害時にホームページの代理記載を行える

ように広域自治体連携協定を結び、災害地

や他市からの被害関連情報提供のためのア

クセスに応えられるようにすることについ

て、ご答弁をお願いいたします。 

 次に、２の８番目に、自主防災組織を通

じて防災意識の強化を図るための取り組み

内容と現状の問題点について、また、自治

会未加入者に対する防災意識の啓発はどの

ように取り組まれているのか、ご答弁をお

願いいたします。 

 次に、２の９番目に、自分の身は自分で

守ることは防災で最も重要なことで、どの

防災の専門家も主張しています。しかしな

がら、なかなかその浸透は難しいのではな
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いでしょうか。特に、大災害が発生した場

合に３日間は自分で頑張れるよう、各家庭

での備蓄を徹底することは、だれもができ

る自分を守る準備だと思いますが、そうし

た意識の浸透のためにどのように取り組み

を行っておられるのでしょうか。ご答弁を

お願いいたします。 

 次に、２の１０番目に、向う３軒両隣に

ついてですが、要援護者対策は、向う３軒

両隣の助け合いを大事にすることが最も有

効であると思います。そうした昔からある

日本人のよき伝統を継承できるよう、市と

して取り組むことについてどのようにお考

えなのか、ご答弁をお願いいたします。 

 次に、２の１１番目に、高齢化社会の進

展に伴う福祉避難所の確保と、一般避難所

での要介護者の対策についてですが、まず、

本市の福祉避難所の実情と今後の取り組み

について、ご答弁をお願いいたします。 

 次に、２の１２番目に、小学校に設置さ

れた防災用無線放送設備を自主防災訓練時

に使用することについて、どのようにお考

えなのか、ご答弁をお願いします。 

 次に、３番目に、新職員適正化計画の策

定についてですが、本市は、これまでに平

成１５年に策定した職員適正化計画で、平

成２１年度で７００名以下を目標に職員の

削減に取り組まれ、また、現在も平成２２

年度から２６年度で６６０名体制を目標に

取り組み中ですが、今年２３年度の現時点

で６６０名になっております。一方で、再

任用・非常勤職員、臨時職員と正職員を合

わせたトータル数は増え続けております。

ちなみに、平成１９年４月１日の正職員数

は７３８名、平成２３年４月１日では６５

４名に減少していますが、総職員数は平成

１９年４月１日で１，０６６名、平成２３

年４月１日では１，１２１名に増加をして

おります。確かにさまざまに理由があると

思いますが、市民からは、まだまだ市役所

の職員は多いという声を聞きます。正職員

の減った分を臨時職員等で補っていくので

あれば、徹底した業務の効率化と職員の能

力アップはどうなっているのかとの疑問が

わいてまいります。そうした意味から、行

財政改革の大きな柱である職員定数削減に

つきましては、技術・ノウハウの継承と市

民のサービスの維持向上を図りつつ、正職

員・再任用職員・非常勤職員・臨時職員・

派遣職員も合わせ、全体的に考えることが

必要だと思います。また、平成２５年から

始まる定年制の延長も見据えた新職員適正

化計画を作成することが必要だと思います

が、いかがでしょうか。ご答弁をお願いい

たします。 

 次に、４番目に、公共施設に洋式トイレ

の普及についてですが、多くの高齢者から

は、和式のトイレでは用を足すのが困難な

ので、洋式に変えてほしいとの声が届いて

います。特に古い公共施設では洋式が少な

いように思います。今は、公共施設のトイ

レの半分以上は洋式にされる時代です。そ

うしたことから、高齢化社会の進展に伴い、

市内公共施設、特に公民館など教育施設に

ついて洋式トイレを普及させることに対す

る本市の見解をご答弁お願いいたします。 

 次に、５番目に、児童虐待防止について

ですが、本年１１月２９日付の新聞に、本

市の小学５年生が母親の交際相手に暴力を

振るわれる事件が報じられましたが、全国

的に子どもの虐待事件は後を絶ちません。

一方、本市におきましては、先進的な虐待

防止・予防の対策に取り組んでおられると

認識をしていますが、その中身についてお

示しをお願いいたします。 

 次に、６番目、高齢者に肺炎球菌ワクチ
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ンの予防接種の助成制度を創設することに

ついてですが、肺炎は日本人の死因の第４

位であり、年間１０万人以上が亡くなって

います。中でも、高齢者がかかると重症化

しやすく、大変怖い病気です。特に、各種

インフルエンザが流行すると、２次感染に

よる肺炎リスクも高いことから、その予防

はますます重要になってきます。テレビで

は、肺炎予防推進プロジェクトが予防ワク

チンの接種のコマーシャルを盛んに流して

おり、市民からも「市の助成はないのです

か」と問われます。本市として、高齢者に

肺炎球菌ワクチンの予防接種の助成制度を

創設することについて、どのようにお考え

なのか、ご答弁をお願いいたします。 

 次に、７番目に、地球温暖化防止推進と

自然エネルギー利用促進のために、民間が

太陽光パネルを設置する際の助成制度を創

設すること、また、公共建物の屋上にも太

陽光パネルを設置することにつきましては、

昨日の安藤議員の太陽光利用の質問に対し

て答弁がありましたので、要望のみとさせ

ていただきます。 

 東日本大震災による影響で電気が不足し

ていることにより、自然エネルギー、特に

太陽光発電に対する関心が大変高くなって

いる中で、本年の第３次補正において住宅

エコポイント制度も復活しており、また、

以前に比べると工事費も安くなっており、

新築の際には本格的に導入を考える人が増

えていると思います。また、本市としまし

ても、現在、地球温暖化防止地域計画を策

定中であり、その中には、施策６に太陽光

エネルギーの導入促進がうたわれておりま

す。その具体的な施策として、太陽光パネ

ルの導入のための補助金の創設と、公共施

設、とりわけ市役所や学校などに太陽光パ

ネルを設置すべきであるということを申し

上げ、要望といたします。 

 次に、８番目、セッピィ商品券第４弾を

発行することについてですが、先日１２月

１日に第３弾が発売されましたが、今年は

１割のプレミアムであったので、少し心配

しましたけども、当日完売となって大変よ

かったと思います。１回目に、これまでセ

ッピィ商品券は第３弾まで発行されました

が、これまでの総括についてご答弁をお願

いいたします。 

 次に、９番目に、義務教育の一環として、

大阪府の「中学校給食導入促進事業」より、

中学校給食事業を導入することについてで

すが、これまでの本市での議論及び調査の

中身について、また、導入する場合のスケ

ジュール感はどのようになっているのか、

ご答弁をお願いいたします。 

 次に、１０番目に、明和池遺跡等の保

存・継承方法についてですが、現在、吹田

操車場跡地にあります明和池遺跡を発掘さ

れていますが、たくさんの土器や竪穴建物

跡などが出土しています。一般公開とは別

に、最寄り小学校にも見学の機会を与えて

いただいていることに大変感謝申し上げた

いと思います。今後、区画が民間に移り、

民間による開発が始まると、さらに文化財

調査が行われ、まだまだたくさんの文化財

が発掘されることが予想されます。保存に

つきましては、先日の議論で、鳥飼小学校

横にあります旧教育研究所を郷土資料館と

位置付けて保管されると聞きましたが、こ

うした貴重な市民の財産を多くの人に見て

もらい、また、文化を継承していくために

は、今後もコミュニティプラザや市役所ロ

ビー、公民館等で数年に一度は企画巡回展

示をするなど、積極的な取り組みが必要だ

と思います。市としての見解をご答弁お願

いいたします。 
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 次に、１１番目に、南千里丘まちづくり

の総括と阪急電車の連続立体交差事業につ

いてですが、南千里丘まちづくりは、実際

の工事は平成２２年でほぼ完了したと思い

ますが、その評価についてはどのように行

っていかれるのでしょうか。また、第２ス

テージの阪急連続立体交差事業に対する最

新の動向と見通しについて、併せてご答弁

をお願いいたします。 

 次に、１２番目に、境川の堤防の整備に

ついてですが、グランドハイツ前の閉鎖さ

れている堤防については、閉鎖された直後

に担当課で計画性を持って整備していくと

言われましたが、放置されたままです。い

つになったら整備が始まるのかと近隣住民

から声が上がっています。この件につきま

しては、先ほどの弘議員の同趣旨の質問に

答弁がありましたので、それを踏まえまし

て質問をさせていただきます。 

 線路の向こう側にありますせせらぎ緑道

は、これまで市民のワークショップで計画

がまとめられてまいりました。そうした意

味では、本市にはそうしたノウハウも蓄積

をされていると思います。先ほどは直営で

整備を考えていくというふうに答弁があり

ましたが、この場所についても、周辺を中

心として市民に呼びかけて、ワークショッ

プ方式で計画をまとめるとともに、花壇づ

くりや緑化など、市民と協働で整備し、そ

して、それ以降の管理も協働で実施する方

法でやってはいかがでしょうか。この提案

に対しての本市の見解をご答弁お願いいた

します。 

 次に、１３番目の自転車に対する対応に

ついてですが、昨日も議論がありましたが、

近年、自転車に関して、携帯電話を使った

り、イヤホンで音楽を聞いたりしながらの

運転、歩道での猛スピードの走行など、ル

ールやマナーを無視した運転が目立つよう

になりました。自転車と歩行者の事故は増

加傾向にあります。 

 このほど、警察庁は、自転車の原則車道

走行を促すことを柱とする総合対策をまと

め、全国の警察本部に通達をいたしました。

警察庁は、今回の総合対策で、自転車通行

可能な歩道のうち、幅３メートル未満の歩

道の走行は原則禁止する方向で見直すとし

ております。自転車が走行できる歩道は大

幅に減少することになります。一方、総合

対策には、自転車道や自転車レーンの整備

も盛り込まれました。規制を強化するから

には、自転車の安全確保策も急ぐ必要があ

ります。市民からは、「車道を走るのは怖

い」との声は根強く、通行環境を整備しな

いまま規制を強めれば、今度は自転車が被

害者となる事故の増加につながりかねませ

ん。歩行者にも自転車にも安全な環境づく

りを進めていくことが求められております。

今後、大阪府警、摂津警察とおりてきて、

具体的な取り組みになっていくと思います

が、本市では、歩行者にも自転車にも安全

な環境づくりのためにどのようなことが考

えられるのでしょうか。ご答弁をお願いい

たします。 

 次に、１４番目の小学校の通学路の安全

対策についてですが、大阪高槻京都線の千

里丘小学校前の歩道の拡幅改修及び反対側

の株式会社エネゲート前歩道の拡幅改修に

つきましては、以前に茨木土木事務所の立

会及び測量、また関係者の同意も終わって

いると思いますが、一向に整備がなされま

せん。一体どうなっているのか、ご答弁を

お願いします。 

 次に、１５番目の千里丘交差点の歩車分

離式信号設置と歩道の改修についてですが、

大阪高槻京都線の千里丘交差点は、千里丘
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ガード拡幅工事の完成で、車両・歩行者・

自転車とも利用が多い上に、京都行きの歩

道が狭いので、自転車、人が大変な混雑と

なります。また、そこは千里丘小学校の児

童の通学路となっており、危険が指摘をさ

れております。そして、吹田側からおりて

くる車両が右折する際や、茨木市側から来

る車で左折する場合に、横断する歩行者や

自転車が多いため、なかなか進まずに渋滞

していることがよくあります。千里丘交差

点は、交通渋滞緩和と歩行者の安全対策の

意味から歩車分離式信号にするとともに、

京都行の歩道の手前の傾斜のひどい部分は

改修することを今までに何度か提案をして

きましたが、検討するとされていました。

可能性についてのご答弁をお願いいたしま

す。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○嶋野浩一朗議長 答弁を求めます。都市整

備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 質問番号２の（２）耐

震に強い街づくりのための耐震工事補助金

の利用拡大に向けた総力体制についてのご

質問にお答えいたします。 

 本市では、平成２０年３月に摂津市住宅

建築物耐震改修促進計画を作成し、目標年

次の平成２７年度までに耐震化の目標を９

割として定めてまいっております。さらに、

本年度より新たな取り組みといたしまして、

特定建築物や非木造住宅に対する耐震診断

補助金制度や耐震改修工事に対する設計費

の補助制度及び耐震改修工事の定額補助制

度の創設をし、耐震化のスピードアップを

図っているところであります。今後、耐震

化を促進するに当たって、市民の危険性の

認識不足や耐震化に対する情報提供が課題

と考えており、情報発信の方法につきまし

ては、より広く市民が情報を共有できる先

進的な取り組みについて、近隣市を調査し

たところであります。 

 現在、本市の耐震改修補助金の１１月末

の実績は２件となっており、近隣の市町村

の実績を調べますと、吹田市で５件、茨木

市で１１件、高槻市では１１４件となって

おります。特に高槻市の実績が多いのです

が、大阪建築物震災対策推進協議会北大阪

ブロック会議で、９月に高槻市の実態を視

察してまいりました。高槻市では、震災対

策推進事業を担当している職員が５名おり、

耐震化率９割を目指して努力されておりま

す。ＰＲの主な取り組みとして、市バスで

の広告掲載、補助金を使用した工事現場で

は耐震改修補助金のＰＲ養生幕の設置、耐

震診断実施者へのダイレクトメール送付な

どを行っております。また、市民フォーラ

ムの講演や、その他団体などが実施するイ

ベントの講演も実施されております。 

 現在、本市のホームページでは、耐震改

修に伴う固定資産税の減額措置や所得税の

特別控除について固定資産税課や国税庁へ

のリンク、そして、住宅エコポイントにつ

きましては国土交通省へのリンクで掲載し

ております。耐震改修工事を行うに当たり、

耐震改修補助金だけでなく、住宅エコポイ

ントなどのメリットを広く市民に周知する

ために、本市のホームページをより見やす

く改善してまいります。 

 また、高槻市が実施されております取り

組みを参考に、本市におきましても、工事

現場でＰＲ養生幕を設置していただくこと

や、耐震改修工事の促進のため、耐震診断

実施者へダイレクトメールの送付を行って

いきたいと考えております。そして、地区

の自主防災訓練など団体が開催するイベン

トにおきまして、耐震の講習やパンフレッ
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トの配布をいたします。リフォーム工事を

実施する市民に対しましては、耐震改修工

事を同時に実施できるよう、本市の建設業

協会などに協力を要請し、耐震改修促進に

努めてまいります。 

 次に、１１番の南千里丘まちづくりの総

括と阪急電車の連続立体交差事業の進捗状

況についてのご質問にお答えします。 

 まず、南千里丘まちづくりの総括につい

て、どのように評価を行っていくのかであ

りますが、南千里丘まちづくり事業につき

ましては、平成１９年度から２３年度まで

の５か年計画で実施しており、今年度は南

千里丘まちづくり事業の最終年度でありま

す。本事業は、社会資本整備総合交付金を

受けていることから、南千里丘地区都市再

生整備計画書を作成し、国へ提出しており、

その中で目標を定量化するため指標を設定

しております。指標としましては、市内鉄

道乗降客の増、定住人口の増、公共施設利

用者の増であります。その指標が事業実施

により達成されているか、有識者を含む専

門的な立場の方々から組織する評価委員会

を設置し、現在、評価に取り組んでいると

ころでございます。その評価を今年度末に

国へ報告し、その後、市民へ公表してまい

ります。 

 次に、阪急連続立体交差事業についての

進捗状況でありますが、阪急京都線連続立

体交差事業の事業調査は、平成２０年度か

ら平成２２年度の３年間かけまして調査を

完了しております。今年度の大きな目標と

しましては、事業主体であります大阪府が

中期計画に位置付けされることが重要であ

り、現時点におきまして、まだ決定されて

いない状況であります。中期計画では、お

おむね今年度末に、今後３０年先を見通し

た中で当面１０年計画を位置付けされ、そ

の後、大阪府の事業評価委員会で評価され

た上で国へ予算要望していく流れとなるも

のであります。本市では、今後の国の動向

を見つつ、事業主体である大阪府の方針が

示された後、地元説明会を行っていきたい

と考えております。 

 次に、１２番の境川のグランドハイツ前

の閉鎖されている堤防についてのご質問に

お答えいたします。 

 先にご答弁申し上げましたように、摂津

市駅開業に当たり、不法駐輪が懸念されま

したので、大阪府とも協議いたしましたが、

大阪府も財政面などを理由に対応ができな

いとの回答でありました。そのため、不法

駐輪対策や転落防止柵の高さが現在の柵設

置基準より低いため、安全性を考慮し、バ

リケードで閉鎖し、通行どめ措置を行って

いるものでございます。 

 現在、不法駐輪がほとんどない状況が確

認されましたので、今後は、当初に計画し

ておりました境川の堤防敷の整備を検討す

るため、市の若手技術職員の育成やスキル

アップを考え、測量や図面作成、整備計画

や簡易な施工まで行っていくとともに、市

の第４次総合計画の基本構想では、協働に

よる計画推進であることから、地域の方々、

緑化団体、市や府が一体となり、協働で整

備を行うワークショップなどを開催し、管

理方法も含めまして地域に求められる整備

計画づくりを検討してまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 災害に強い街づくりについ

てのご質問にお答えいたします。 

 まず、質問番号２の（３）災害想定の見

直しについてですが、国は、現在、中央防
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災会議において、南海トラフの巨大地震モ

デル検討会を設置し、巨大地震の想定震源

域等の設定を検討しており、被害想定の推

測を行い、対策をまとめるのは平成２５年

春ごろになるとしています。摂津市の防災

計画の見直しは、上位にあります大阪府防

災計画の見直し後となります。しかし、そ

れまで待てないことから、公共施設の避難

所を補完することを目的として、現在、市

内民間事業者や私立大学等へ防災協定締結

のお願いを順次行っております。現時点で

協定締結が可能となりました事業所は２か

所、３，０５０人の収容が可能であります。

また、防災備蓄の充実を図るため、防災備

蓄を増設と、避難所となる小・中学校の高

い場所に備蓄品の配置を順次行っておりま

す。水害対策として、避難勧告等の判断マ

ニュアル、伝達マニュアル作成に取り組ん

でおります。その内容は、大規模な地震、

風水害等が発生した場合、災害対策本部が

設置されることになりますが、本部長であ

る市長より河川がはんらんするおそれ、避

難勧告、避難指示が発令されることになり

ます。この勧告・指示に従い、広報や消防

団等により市民に対する周知が行われ、市

民を安全に避難所まで誘導するマニュアル

を作成いたしております。 

 次に、水害想定における国・府の想定見

直しについてでございますが、現在ありま

す洪水ハザードマップは平成１８年に作成

されたものであり、淀川を管理する国土交

通省や安威川等を管理する大阪府により、

それぞれはんらんシミュレーションを実施

し、浸水する区域を示しております。今後

の水害想定替えにつきましては、国や府に

よる見直しにより行うものです。 

 続きまして、防災における専門知識を有

する職員の育成についてお答えいたします。 

 現在、防災管財課で防災に携わる職員は

６名配置されており、技術職員が２名、事

務職員が４名の構成となっております。摂

津市地域防災計画においては、過去の災害

の履歴をもとに、これから発生する災害を

予想し、災害対策を計画しております。特

に水害においては、大雨による河川が増水

する現象を再現したシミュレーションを行

うなど、専門知識が必要です。また、市内

における浸水被害や、阪神淡路大震災で被

災地支援や復興に従事した職員の経験は、

防災対策をより現実的に進める中では非常

に重要な体験であります。現在、防災管財

課の職員を岩手県釜石市に派遣しており、

被災地で経験したことを今後の防災計画に

反映していきたいと考えております。また、

その経験を継承できるよう体制をつくって

まいりたいと考えております。 

 次に、地域防災計画における女性の視点

についてでございますが、地域防災計画の

見直しにつきましては、摂津市防災会議に

より、防災計画の内容を審議することとし

ており、防災会議委員は、指定地方行政機

関の職員、指定公共機関及び指定地方公共

機関の職員、陸上自衛隊の自衛官、大阪府

知事の事務部局の職員、大阪府警察の警察

官、市内の医療機関の医師、市長の事務部

局の職員、教育長、消防長及び消防団長の

２９名の構成となっています。また、今年

度の防災会議委員については、２９名中１

名が女性であり、女性の視点からも少なか

らず議論されていると認識しております。 

 ひとたび大災害が発生すれば、避難所に

は多くの市民が避難され、長期的な共同生

活を強いられることが考えられます。女性

の方々が避難所で生活される中では、プラ

イバシーの問題などさまざまな課題があり、

女性団体からの意見聴取は必要であると考
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えています。今後、防災計画の策定段階に

おいて、人権女性政策課と協議を進めなが

ら、より女性の視点を取り入れた防災計画

を作成してまいります。 

 次に、大規模災害時におけるホームペー

ジの代行掲載を行う広域連携についてでご

ざいます。 

 大規模災害の発生した場合、市民の方々

に行政の活動を伝えるホームページは重要

な役割となりますが、市庁舎や公共施設が

同様に被害を受けた場合、市がホームペー

ジを更新することはできなくなり、市民に

必要な情報を伝えることが困難となってし

まいます。議員ご指摘のとおり、広域的連

携によりホームページの更新を行う自治体

が、東日本大震災後、増加しており、非常

に有効だと考えます。本市としましても、

従来、防災協定の締結をしております京都

府向日市、奈良県桜井市、滋賀県草津市の

ほかに、近畿地方以外の新たな自治体と防

災協定を締結してまいりたいと考えており、

ホームページの代行掲載も協定の中に含め

たいと思っております。 

 次に、自主防災組織の防災意識の強化と

自治会未加入者に対する取り組みについて

お答えいたします。 

 自主防災組織の防災訓練は、毎年１１月

から３月にかけて、旧の２小学校区を含む

１１地区で防災訓練が実施されていますが、

参加される方や訓練の内容がある程度固定

化している傾向が見られます。東日本大震

災の発生により高まった防災に対する意識

を今後どのように維持していくか、非常に

重要な問題であると思います。今後は、市

のほうからも他の訓練メニューなども紹介

していきたいと考えております。例えば、

災害時の要援護者の方を想定した避難誘導

等のお願いをしてまいりたいと考えており

ます。また、自主防災組織は小学校区を単

位としており、自治会の集合した組織とな

っています。地域には自治会に加入してい

る方と未加入の方がおられ、大災害が発生

した場合、地域のお互いに助け合う共助が

発揮されないことは大きな問題です。自治

会加入率は、平成２２年度が６６．９％に

対し、平成２３年度は６３．５％と年々低

下をする傾向にあります。担当する自治振

興課では、「ようこそ自治会へ」というパ

ンフレットや、「自治会は一番身近な心強

い味方。自治会に加入しませんか」という

チラシを配布し、自治会加入の推進を行っ

ています。今後、防災の側面からも、いろ

いろな機会を通じて自治会への加入を働き

かけてまいります。 

 次に、家庭で３日間の備蓄の徹底につい

てでございます。 

 市では、いざというときの備えとして、

二、三日間の生活に必要な品をリュックサ

ックなどに詰め、いつでも持ち出せるよう

お願いをしております。議員ご指摘のとお

り、３月の東日本大震災以降、防災に関す

る出前講座が市に多く寄せられ、地域を訪

問して防災対策について講座を開催してお

りますが、非常用の持ち出し品を準備して

おられる方は残念ながら少数であります。

市としましては、防災訓練や出前講座など、

機会あるごとに非常用持ち出し品の準備を

お願いしてまいりたいと考えています。 

 次に、要援護者対策として、向う３軒両

隣という伝統を継承する取り組みについて

お答えいたします。 

 市が進める災害時要援護者避難支援プラ

ンでは、守るべき要援護者の個人情報を行

政が取得・集約しますが、この情報を各地

域等にどのように伝えていくかは大きな課

題であります。議員ご指摘の向う３軒両隣
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は、自分の向かい側の３軒と左右の２軒の

家が親しく交際すること、つまり、助け合

いを大事にするという日本の習慣は、要援

護者対策において重要な市民の意識である

と考えます。自治会の大きな単位ではなく、

より細かいご近所のつき合いがあれば、要

援護者の所在は当然共有の情報であり、日

ごろからあいさつを交わす関係は災害時に

お互い助け合う大きな力になるものです。

しかし、残念ながら、このような習慣は薄

れ、個人個人が近所との結びつきをせず暮

らすというスタイルに変わりつつあり、助

け合うということがなくなっています。今

後は、防災の側面からも、いろいろな機会

を通じて近所の結びつきを働きかけてまい

ります。 

 次に、高齢化社会の進展に伴い、福祉避

難所の確保と一般避難所での要介護者の対

策についてのご質問にお答えいたします。 

 本市において、福祉避難所につきまして

は、平成１９年度に作成されました摂津市

地域防災計画において３施設が選定されて

います。しかし、高齢化率の変化を見ます

と、策定当初、平成１９年度においては１

６．９％でしたが、本年１０月末には２０．

１％となっており、福祉避難所の対象者と

想定されます要援護高齢者も増加している

ことが想定されることから、次期の地域防

災計画改定時には、福祉避難所の増設は重

要な課題と考えております。一般避難所で、

要介護者の対策につきましては、摂津市防

災計画の中にありますように、避難所の管

理運営における段階的留意点の中で、災害

時要援護者の把握と処置について表記があ

り、配慮を必要とする場合には移送するこ

ととなっております。今後は、自主防災組

織と連携しながら要援護者の対策を進めて

まいります。 

 次に、小学校に設置されている防災無線

による防災訓練の実施についてお答えいた

します。 

 現在、災害時に被害を受け、また、受け

るおそれがある場合、応急生活をするため

の場所として２８か所の避難所を指定して

おります。そのうち、旧小学校を含む１２

小学校では、屋外拡声装置にて避難等を要

請するための防災無線システムを導入して

おります。防災無線は、災害時に市役所の

指令局設備から市民の避難勧告や避難指示

を呼びかけるための非常に重要な施設であ

りますが、自主防災訓練等で使用された実

績はございません。これは、災害時以外の

使用による学校周辺への影響を配慮したも

のでありますが、大災害を想定した防災訓

練においては、実際に防災無線を使用した

避難訓練は重要であると考えております。

今後は、自主防災組織と協議を行い、周辺

住民の理解を得ながら防災無線を使用した

訓練の実現を検討してまいります。 

○嶋野浩一朗議長 市長公室長。 

  （乾市長公室長 登壇） 

○乾市長公室長 それでは、質問番号２の

（６）地域防災計画に女性の視点を入れる

必要性に対する本市の考え方につきまして、

男女共同参画の視点からご答弁を申し上げ

ます。 

 国の防災基本計画並びに第３次男女共同

参画基本計画におきましては、防災・復興

の取り組みを進めるに当たり、防災に関す

る政策、方針決定過程及び防災の現場にお

ける女性の参画を拡大し、男女共同参画の

視点を取り入れた防災体制を確立するとさ

れております。また、このたびの東日本大

震災を受け、女性や子育てのニーズ等を反

映した避難所運営の視点の重要性が改めて

指摘をされておるところでございます。本
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市の男女共同参画計画せっつ女性プラン

（第二期）の推進におきましては、あらゆ

る分野への男女共同参画の促進を基本課題

の一つに掲げ、各種審議会への女性の参画

率３５％を目指してまいりましたが、残念

ながら目標値の達成には至りませんでした。

したがいまして、防災分野におきましても、

女性の参画が十分であったとは言えないと

考えております。 

 現在、男女共同参画計画（第三期）の策

定に着手をしておりますが、摂津市女性政

策推進市民懇話会からの提言におきまして

も、改めて意思決定の場への女性の参画と

防災における女性のニーズの違いに配慮し

た防災対策の推進が強く求められておりま

す。このような国の動きや市民のご意見を

尊重し、新たに取り組みます男女共同参画

計画（第三期）につきましては、地域防災

における男女共同参画の促進を重点施策と

して盛り込み、防災担当とも今後十分に連

携を図ってまいりたいと考えております。 

 それから、質問番号３番、新職員適正化

計画の作成についてのご質問にお答えいた

します。 

 現在、職員適正化計画につきましては、

第４次行財政改革実施計画の中で、国にお

ける新たな定員管理の考え方や、府内市町

村の職員数の状況等から、６６０名以下の

体制にすることを目標といたしております。

この目標を実現するため、採用抑制や民間

委託の拡大、臨時非常勤職員、再任用職員

の活用などを進めてまいりました。その結

果、定員管理上の職員数では、平成２３年

４月現在で６５４名となり、平成７年度の

ピーク時の９０４名から比較いたしますと

２５０名の減少となっております。一方、

臨時非常勤職員は増加しておりますが、必

ずしも正規職員が臨時非常勤職員に置きか

わったわけではなく、例えば、ここ数年の

増加要因を申しますと、対象児童増加によ

る学童保育室指導員の増員や、学校におけ

る小学１年生等学級補助員や学校読書活動

推進支援員などの新たな事業展開による配

置などで７０名近く増加しており、地方分

権の進捗や制度改正などによる市民サービ

スの拡大・創設によって雇用していること

も大きな要因であると考えております。こ

れまでも臨時非常勤職員等も含めた職員数

の削減を進めるため、事業内容を精査し、

業務の効率化を図っていくことや、また、

民間に任せるほうが経費面、サービス面で

より効果的、効率的である場合は民間に業

務を委託することなど、職員数の適正化に

努めてまいりました。第４次行財政改革に

掲げた職員数６６０名以下の体制を達成い

たしました今日におきましては、第４次行

財政改革の各項目を着実に実行していくこ

と、また、国における今後の定年延長につ

いての状況や地方分権の進捗状況なども踏

まえ、スリムで効率性を重視した職員体制

を目指し、職員数の適正化に今後も取り組

んでまいりたいと考えているところでござ

います。 

○嶋野浩一朗議長 生涯学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 高齢化社会の進展に伴

い、市立公民館等の生涯学習施設に洋式ト

イレを普及させることについてのご質問に

お答えいたします。 

 生涯学習施設のトイレ洋式化の現状でご

ざいますが、現時点のトイレ単体の個数で

申し上げますと、市立６公民館につきまし

ては、４９個のうち洋式トイレは身体障害

者用トイレを含み２６個で、洋式トイレの

割合は５３％となっております。 

 以下、洋式トイレには身体障害者用トイ
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レを含んだ数とさせていただきます。市民

図書館、鳥飼図書センターにつきましては、

２４個のうち洋式トイレは９個で、洋式ト

イレの割合は３８％となっております。体

育施設は、温水プールと３か所の体育館、

２か所のスポーツセンター、２か所のテニ

スコート、２か所のグラウンドがあり、ト

イレの数につきましては、全部で５０個ご

ざいます。その内訳といたしまして、屋内

体育施設につきましては、３１個のうち洋

式トイレは１２個で、洋式トイレの割合は

３９％となっております。また、屋外体育

施設につきましては、１９個のうち洋式ト

イレは２個で、洋式トイレの割合は１１％

となっております。 

 近年のトイレ洋式化の取り組みでござい

ますが、平成２０年度に鳥飼東公民館２階

の女子トイレ１個を洋式化し、２１年度に

千里丘公民館、味生公民館、別府公民館の

３館の２階に洋式トイレを新設いたしまし

た。今年度は、くすの木テニスコートに障

害者用トイレを新設するほか、千里丘公民

館、味生公民館、鳥飼東公民館の和式トイ

レに手すりを設置いたしました。今日、社

会の高齢化、また住居の洋式化に伴い、洋

式トイレは一般化しており、公共施設にお

きましても、和式トイレの需要も依然とし

てあることから、その点も勘案しながら、

順次トイレの洋式化及びバリアフリー化を

図っているところでございます。 

 続きまして、吹田操車場跡地の明和池遺

跡等の保存・継承方法についてのご質問に

お答えいたします。 

 摂津市域における吹田操車場跡地の一部

は、明和池遺跡の包蔵地に指定されている

ことから、土地区画整理事業施行に伴い、

大阪府教育委員会、吹田市、摂津市、都市

再生機構、大阪府文化財調査研究センター

の５者で埋蔵文化財調査を実施いたしてお

ります。当事業地で発掘された遺跡につき

ましては、平成２２年１１月２０日に現地

公開を実施し、約２５０名のご参加を、平

成２３年１０月２９日の現地公開では約１

６０名のご参加をいただきました。また、

広報せっつ１２月１日号では、第１面に文

化財特集を組み、さらに１２月１日より同

月２２日までの間、市役所本館１階におい

て当遺跡で発掘されました弥生土器・須恵

器の一部や、今年度、市指定有形文化財に

指定いたしました飛鳥時代の土馬などを展

示いたしております。このように、埋蔵文

化財の保護については、広く市民の理解を

求め、協力によって進めることが肝要であ

ることから、発掘調査現場の公開、調査成

果のわかりやすい広報、出土品の展示等の

実施に努めているところでございます。 

 今般の明和池遺跡から出土した土器等に

つきましては、現在のところ、常時公開は

考えておりませんが、今後は、旧教育研究

所跡施設の郷土資料展示室への展示をはじ

め、市役所以外の多くの市民が訪れる市立

公民館やコミュニティプラザにおける移動

展示ギャラリーなどを実施してまいりたい

と考えております。 

○嶋野浩一朗議長 教育次長。 

  （馬場教育次長 登壇） 

○馬場教育次長 質問番号５番、児童虐待に

ついて、小・中学校において虐待の未然防

止・早期発見について、具体的にどのよう

な取り組みを行っているのかについてのご

質問にお答えいたします。 

 本市におきましては、平成１８年度より

子どもを守る地域ネットワーク「摂津市要

保護児童対策地域協議会」を行政、福祉、

教育、医療等の関係機関で組織し、児童虐

待防止連絡会、通称キャピセを中心に、虐
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待の未然防止・早期発見及び継続的な見守

り支援に努めているところでございます。

学校は、虐待を発見しやすい立場にあるこ

とを自覚し、わずかなサインでも見逃さな

いよう、日ごろから十分に注意を払うとと

もに、児童・生徒、保護者との信頼関係づ

くりに努め、校長を中心に全教職員が情報

を共有し、学校全体で対応し、虐待を疑う

場合は速やかに関係機関に通告するよう指

導しているところでございます。 

 虐待を受けている児童・生徒は、さまざ

まな理由から自分から被害を打ち明けるこ

とがほとんどございません。そのため、ス

クールソーシャルワーカーやスクールカウ

ンセラー、家庭教育相談員などを配置し、

児童・生徒、保護者が安心して相談できる

環境づくりにも取り組んでいるところでご

ざいます。 

 また、道徳教育、人権教育を通じて、命

の大切さや、すべての子どもが大切にされ、

安心して生きる権利があることを学び、自

分の状況や気持ちを周囲に伝えることがで

きる力をはぐくむことを目指しております。 

 加えて、本年度より幼稚園１園、小学校

３校、中学校１校で非暴力アクションプロ

グラムを実施し、暴力に頼らない問題解決

の方法を学び、幼児・児童・生徒みずから

が暴力の被害者にも加害者にもならない力

を育てるために取り組みも行っているとこ

ろでございます。さらに、児童相談課・家

庭児童相談室の子育て支援プログラムとし

まして、くまさん教室、ＭＹ ＴＲＥＥ 

ペアレンツ・プログラムを実施するととも

に、子育てアドバイザーによる訪問支援、

ショートステイなどの支援も行っておりま

す。 

 今後も、児童・生徒の安全・安心の確保、

心のケアを最優先に考え、児童虐待の未然

防止・早期発見の取り組みを進めてまいり

ますとともに、教育委員会といたしまして

も、教職員が適切な対応ができるよう、ス

キルアップを図るとともに、学校と関係機

関をつなぎ、迅速かつ的確な支援が行われ

るよう努めてまいりたいと思います。 

○嶋野浩一朗議長 暫時休憩します。 

（午前１１時５９分 休憩） 

                 

（午後 １時    再開） 

○嶋野浩一朗議長 再開します。 

 引き続き答弁を求めます。保健福祉部長。 

  （福永保健福祉部長 登壇） 

○福永保健福祉部長 質問番号６、高齢者へ

の肺炎球菌ワクチンについてのご質問にお

答えいたします。 

 肺炎球菌ワクチンは、小児用と高齢者用

があり、小児用のワクチンは、今年度から

国のワクチン接種緊急促進事業において公

費助成の対象となり、本市におきましても

費用の一部助成を開始いたしました。 

 高齢者へのワクチンにつきましては、テ

レビや新聞などでのコマーシャルにより、

市民の関心が高まってきているものと認識

いたしております。我が国において、肺炎

は、死亡原因の第４位に位置しており、全

体の肺炎のうち原因が肺炎球菌によるもの

は４分の１から３分の１を占めると言われ

ております。厚生科学審議会感染症分科会

予防接種部会のワクチン接種に関する小委

員会の報告書によりますと、ワクチン接種

により肺炎球菌による肺炎発症の抑制効果

は認められておりますが、再接種の効果や、

その安全性についてはまだ検討されている

状況であり、接種対象年齢や再接種の効果

等について、再評価の必要性が示されてお

ります。 

 また、このワクチンは、現在、予防接種
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法によって接種を定められておらず、希望

者の判断で接種を受ける任意接種のワクチ

ンでございますので、法律に基づくワクチ

ン認定が待たれているところでございます。

今後、国・府をはじめ、近隣各市の動向を

踏まえた上で検討してまいりたいと考えて

おります。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 

  （杉本生活環境部長 登壇） 

○杉本生活環境部長 第３弾までのセッピィ

商品券の販売に係る総括についてのご質問

にお答えをいたします。 

 緊急経済対策として、平成２１年度に発

売いたしましたセッピィ商品券は、本市が

……。（地震による小さな揺れあり） 

○嶋野浩一朗議長 この場で暫時休憩します。 

（午後１時３分 休憩） 

                 

（午後１時４分 再開） 

○嶋野浩一朗議長 再開します。 

○杉本生活環境部長 第３弾までのセッピィ

商品券の発売に係る総括についてのご質問

にお答えいたします。 

 緊急経済対策として、平成２１年度に発

売いたしましたセッピィ商品券は、本市が

独自に発行する初めての商品券で、商工会、

商店連合会、各商店会、金融機関等の協力

をいただき実現したものでございます。 

 第１弾の商品券の取扱店は３７０店舗の

登録をいただき、発行１２万枚中１１万９，

７５２枚のご利用がありました。利用実績

は、大型店が４５％、中規模店が２７％、

小規模店が２８％となっております。 

 第２弾では４１２店舗の登録となり、１

１万９，５４６枚の利用があり、小規模店

の取扱率も２９％になりました。 

 取扱店へのアンケート結果を分析いたし

ますと、商品券取扱期間には一定の経済効

果が得られたものと思われ、商店街への誘

導策としても、商品券の表紙の半分を活用

した抽選会の実施や商店街独自のイベント

によって集客を伸ばすなど、効果を上げて

おります。 

 そして、先日発売いたしました本年度の

第３弾は、４０３店舗の取扱店登録をいた

だき、市役所、農協、郵便局ともに即日完

売することができました。セッピィ商品券

の発行をきっかけに、先日も新聞報道され

ておりましたが、１００円商店街などが開

催されるなど、商業者独自がイベントを企

画されるなど、また、一部の地域では新た

な商業者グループのつながりが芽生えてき

ており、今後の活動に期待を寄せていると

ころでございます。 

○嶋野浩一朗議長 教育総務部長。 

  （登阪教育総務部長 登壇） 

○登阪教育総務部長 中学校給食についての

ご質問にお答えいたします。 

 中学校給食の実施について判断を行うに

当たり、関係者の意見を聞くという趣旨か

ら、学校給食会において、実施の方式等も

含めて検討を進めてまいりました。その協

議では、基本的には全員喫食の完全給食で

実施することが、栄養面、衛生面、食育指

導、負担の公平性などの観点からも適切で

あるとの考えが示されておりますが、中学

校現場からは食育指導を含む教育課程の諸

問題で不安等の意見がございました。また、

保護者のつくるお弁当の併用についての可

能性も十分議論し、お弁当をつくる意味合

いや効果等も踏まえた中で決定をしていた

だきたい旨の意見もございました。 

 学校給食会での検討と並行して、本市に

おける中学校給食のあり方について調査を

行っております。調査では、センター方式、

自校単独方式、小学校との親子方式などの
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完全給食とスクールランチ方式との比較検

討をしておりますが、それぞれの方式に課

題もあり、また、ランニングコストや給食

費、就学援助等を合わせますと財政負担の

大幅な増額となりますことから、現時点に

おきましては実施の有無を含めた結論を出

すには至っておりません。 

 中学校給食を実施するとなった場合のス

ケジュールは、大阪府の債務負担行為が平

成２７年度までとなっており、工程を考え

ますと、平成２５年度には基本設定などの

予算計上を行い、その後に実施設計予算、

遅くとも平成２７年度に工事に着手しなけ

ればならないと考えております。財政負担

の問題など大きな課題もあることを踏まえ、

他市の状況も参考にして年度末までに最終

の判断をしてまいりたいと考えております。 

○嶋野浩一朗議長 土木下水道部長。 

  （藤井土木下水道部長 登壇） 

○藤井土木下水道部長 質問番号１３番、警

察庁は、１０月２５日に自転車の原則車道

走行を促すことを柱とする自転車交通総合

対策をまとめ、全国の警察本部に通達した

が、本市での対応についてのご質問にお答

えいたします。 

 警察庁におきまして、平成２３年１０月

２５日に「良好な自転車交通秩序の実現の

ための総合対策の推進について」を発出さ

れております。自転車は、幼児から高齢者

まで幅広い層に利用され、通勤手段として

も注目を集めており、利用の進展が見込ま

れる状況にありますが、その一方で自転車

関連事故の割合は増加傾向にあり、その交

通ルール、マナー違反に対する批判の声は

後を絶たず、通行環境の整備も不十分な状

況であります。 

 こうした状況を踏まえ、今後、自転車に

関する総合対策を進めるに当たりましては、

自転車は車両であるという考え方を交通社

会を構成するすべての方に理解していただ

き、自動車運転者、自転車利用者、歩行者

の３者の安全を確保していこうと考えられ、

新たな通達を発出されたものであります。 

 市内における幅３メートル以上の歩道と

しましては、府道の十三高槻線、大阪高槻

線、中央環状線の一部、市道では千里丘三

島線、千里丘南千里丘線、摂津市駅前の南

千里丘５号、６号線など一部に限られてお

ります。今回の通達では、普通自転車歩道

通行可の交通規制の実施場所の見直しを行

うこととされていますが、車道の交通量が

多く、自転車が通行すると危険な場合や、

歩行者の通行量が少ないような場合などに

ついては、危険行為がなく徐行での通行は

歩道を通行することが可能であると聞いて

おります。 

 歩道のある道路で現況車道部にいわゆる

自転車レーン設置などの自転車の通行環境

の整備を検討してまいりたいと考えており、

警察による駐停車取り締まりなどの総合的

な駐車対策の推進などの通行環境の確立と

自動車の運転者に対する注意喚起、啓発活

動を併せて進めることにより、安全の確保

に努めることが必要と考えております。 

 次に、１４番、府道大阪高槻京都線の千

里丘小学校付近の歩道の拡幅改修などにつ

いてのご質問にお答えします。 

 通学路の安全確保は非常に大切なことと

考えていますので、府道大阪高槻京都線の

千里丘小学校前の歩道の拡幅改修と、反対

側の株式会社エネゲート前歩道の拡幅改修

につきましては、大阪府茨木土木事務所に

立会・測量後の進捗状況などの確認を行う

とともに、早期に歩道の拡幅工事に努めて

いただくよう要望してまいります。 

 次に、１５番、府道大阪高槻京都線の千
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里丘交差点についてのご質問にお答えしま

す。 

 千里丘交差点の交通渋滞緩和と歩行者の

安全対策としまして、歩車分離式信号への

改善につきましては、信号切りかえにより

本線などの通行車両の信号待ちの時間が増

加し、大阪高槻京都線の交通混雑が増長す

ることも考えられるとのことでございます

が、歩車分離式信号への改良や、その他交

通渋滞緩和対策として、歩行者の安全対策

の検討を大阪府茨木土木事務所及び摂津署

に引き続き要望してまいります。 

 千里丘交差点の京都行歩道の手前の傾斜

のひどい部分の改修につきましては、歩道

の地形的な制約もあり、沿道土地所有者な

どの承諾も必要と考えられますが、大阪府

茨木土木事務所に歩道の改良に努めていた

だくよう要望してまいります。 

○嶋野浩一朗議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 ご答弁ありがとうございま

す。それでは、２回目の質問をさせていた

だきます。 

 まず、２の２番の街の耐震化の促進につ

いてですが、先ほどの答弁では、平成２７

年までに耐震化率９割を目指すと言われて

いましたけども、では、現在は耐震化率は

一体何割なのか、そして、９割まで残る対

象戸数はどれぐらいになるのでしょうか。

ご答弁をお願いいたします。 

 次に、２の３番目の災害想定の見直しま

でに実施する対策については、さまざまな

取り組みについてのご答弁をいただきまし

た。今、市民の皆さんは、東日本大震災で

大変意識も高くなっておられるとともに、

本市に対して対策は本当に大丈夫なのかと

いう心配をされているところです。大事な

ことは、想定の見直しが後になりましても

遅滞なく対策を実施していることを、あら

ゆる媒体を使って市民に理解をいただき、

さらに高い防災意識を持っていただくこと

が必要だと思います。今後も住民理解のた

めの努力をお願いし、要望といたします。 

 次に、２の４番目の水害の想定替えにつ

いてですが、国や府は今のところどのよう

な動きをしているのでしょうか。また、仮

にハザードマップをつくり直す場合は、前

回配布したハザードマップが案外保存され

ていないということをかんがみて、しっか

り保存してもらえるように工夫をすること

が必要だと思いますが、市としての考えを

お示しください。 

 次に、２の５番目の専門知識を備えた職

員の育成については、計画性を持って育成

に取り組んでいただきますようお願いし、

要望といたします。 

 次に、２の６番目、防災に対する女性の

視点を入れることについてですが、先ほど

女性の視点の必要性と具体的な取り組みに

ついての答弁をいただきました。今後、実

現に向け、よろしくお願い申し上げ、要望

といたします。 

 次の２の７番目の大規模災害時にホーム

ページの代理記載については、先ほどの答

弁どおり、実施に向け、お願いを申し上げ

たいと思います。 

 次に、２の８番目の自主防災組織を通じ

て防災意識の強化について、先ほどの答弁

では、市としては訓練メニューの紹介など

を行っていくとありましたが、自主防災組

織は、先ほどあったように、連合自治会を

中心に立ち上げられておりますので、自治

会の行事などに関連をして大変忙しい中で

の企画・運営となっていますが、そうした

ことが逆に内容の充実などにじっくりと時

間がかけられない要因になっているのでは

ないかと思います。そうしたことも考慮い
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たしまして、市としては毎年自主防災の中

心者に集まっていただいて、先進事例の提

供、訓練メニューの紹介、相互の情報交換、

運営の仕方など、研修を実施する会議を行

うことを提案しますが、いかがでしょうか。 

 また、自治会未加入者に対する取り組み

につきましては、先ほどの答弁では、平成

２３年度の自治会加入率が６３．５％とあ

りましたが、私は、以前の認識では、摂津

市では７割の加入があると認識をしていま

したので大変驚いているところであります。

自治会の加入率の向上は、これまでもたび

たび議会でも議論されておりますし、担当

課としても努力をされてきたところだと思

います。そうした中で年々低下を続けてい

るということは、自治会への加入の取り組

みは、これはこれでしっかりと持続をさせ

るとしても、加入されていない人への防災

対策もしっかり考えていかなければいけな

いと思いますが、いかがでしょうか。それ

と、自治会加入促進の取り組みは、以前よ

りも活発に実施されているというふうにお

伺いしていますが、具体どのように実施を

されているのか、また、今後さらに取り組

みを強化することができないのか、併せて

答弁をお願いいたします。 

 次に、２の９番目、自分の身は自分で守

る意識の浸透と各家庭での備蓄の徹底、及

び２の１０番目の向う３軒両隣、助け合い

の意識の啓発はしっかりと取り組んでいた

だきますようお願いし、要望といたします。 

 次に、２の１１番目の福祉避難所につい

てですが、増設の必要性についての答弁を

いただきました。先日、福祉避難所につい

ての新聞記事が掲載されていましたが、仙

台市では阪神淡路大震災を教訓に５２か所

の協定を結んでいましたが、東日本大震災

では、施設が被災したり、電話がつながら

なかったり、また、既に入所者で満杯で受

け入れができないところもあったそうで、

急遽、小規模グループホームや老健施設に

もお願いをし、１８か所を増やしても全然

足りなかったそうです。残りの方は、一般

避難所に行かれたり、自宅を離れずにおら

れたようです。また、特に障害者向けの施

設、避難所が足りなかったようです。 

 恐らくこうしたことは、本市においても

同じような状況に陥ることは想定できます。

そのためには、あらかじめ対策をとってお

かなければなりません。先ほどの答弁では、

一般避難所で配慮を必要とする場合は移送

するということでしたけども、実際、大災

害の場合は、移送先を探すことは極めて困

難ですし、実情には合っていないのではな

いかと思います。例えば、災害時に福祉施

設の近くの適当な施設を借り上げる提携を

結ぶなどして、福祉避難所の拡充ができる

体制をとっておくとか、また、一般避難所

にも段ボール製の仮設ベッドや温かくて食

べやすい非常食の備蓄なども検討すること

が重要になると思いますが、いかがでしょ

うか。ご答弁をお願いいたします。 

 次に、２の１２番目に、小学校に設置さ

れた防災用無線放送設備の自主防災訓練時

に使用することにつきましては、実現に向

け努力いただきますようお願いし、要望と

いたします。 

 次に、３番目に、新職員適正化計画の策

定についてですが、先ほど検討していくと

思われるような答弁もいただきましたが、

業務の効率化と職員の能力アップの観点か

ら、市民にもわかる、見える改革を実施す

ることが必要だと思います。一方では、技

術の継承や専門性の確保など、必要な場所

には正職員の配置も必要です。さまざまな

ことを精査して、新職員適正化計画を作成
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していただきますようお願いし、要望とい

たします。 

 ところで、先ほどの答弁の中で、地方分

権の進捗が職員の増加の原因になっている

ということで言われました。これは理解を

するわけですが、本格的には恐らくまだま

だこれからだと思います。本年の国会にお

きまして、地域主権改革整備法、第１次一

括法及び第２次一括法がそれぞれ成立をい

たしましたし、また、来年の通常国会には

第３次一括法も提出を予定されています。

これによりまして地域主権改革は大きく進

むということになります。これにより、明

年４月１日までに関係条例の改正が必要に

なってくるというふうにお聞きをしていま

すが、本市ではこういった関連でどのよう

に業務が増えてくるのか、概略をお示しい

ただきたいと思います。 

 次に、４番目に、公共施設に洋式トイレ

の普及についてですが、公園のトイレはど

ういう状況になっているのか、また、集会

所のトイレなどは、実態はどのようになっ

ているのか、重ねて答弁をお願いしたいと

思います。 

 次に、５番目の児童虐待防止についてで

すが、先ほど、本市での取り組みについて

のご答弁をいただきましたが、幼児・年少

者に対する児童虐待防止や予防は、キャピ

セをはじめ、さまざまなプログラムを実施

されておられます。こうした親支援プログ

ラムなどのさらなる充実を図るとともに、

多くの関係団体でも実施できるように支援

いただきたいと思います。また、小学生児

童に対する虐待防止については、摂津市か

らは１人の虐待被害児童も出さないとの意

気込みで、児童・生徒、保護者、先生方と

の連携をさらに密にしていただき、虐待撲

滅の取り組みをお願いし、要望といたしま

す。 

 次に、６番目の高齢者に肺炎球菌ワクチ

ン予防接種について、先ほどは検討してい

くとの答弁をいただきましたが、後先にな

るかもしれませんが、高齢者肺炎球菌ワク

チン接種について、接種後の効果や接種費

用、再接種が認められた経緯、そして接種

助成について、全国自治体の状況や大阪府

下での導入状況、また、本年１１月から始

まった日本赤十字による被災地での接種助

成のこと、また、７５歳以上に仮に接種を

した場合も想定をし、財源も設定されてい

ると思いますが、一体幾らほどのものにな

るのか、この際補足し、答弁をお願いした

いと思います。 

 次に、８番目のセッピィ商品券第４弾の

発行についてですが、先ほどのご答弁では、

各商店街に着実に成果を上げてきているこ

とを報告いただきました。実際に、先日の

１２月３日の各商店街で実施された１００

円商店街は随分反響があったようですし、

報告書でも、ガラポン抽せん会などを通じ

て商店街に足を運んでいただいた人の数も

全体の６０％を超えていると伺っています。

大変費用対効果の大きい施策でもあると思

います。また、景気はまだまだ厳しい状態

が続いており、さらなる景気対策が必要な

ことから、地域経済の活性化を図るため、

緊急経済対策としてのプレミアムつきセッ

ピィ商品券第４弾を発行することを、強く

強くこれは要望したいと思います。 

 次に、９番目の中学校給食の導入につい

てですが、明年３月までに実施計画の提出

が必要なことを考えますと、あまり時間が

ありませんが、本市にとって一番ふさわし

いスタイルをしっかりと検討いただくとと

もに、導入に向けて着実に歩みを進めてい

ただきますようお願いし、要望といたしま
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す。 

 次に、１０番目の明和池遺跡についてで

すが、展示については、先ほどの答弁どお

り、積極的な取り組みをお願いしたいと思

います。また、今後できる千里丘の防災公

園の一角に、この明和池遺跡の存在を示す

記念碑やモニュメントを設置し、このあた

りには太古からの多くの人々の営みがあっ

たことなど、歴史ロマンに浸れるようにす

ればどうかと考えますが、本市の見解をご

答弁お願いいたします。 

 次に、１１番目の南千里丘まちづくりの

総括についてですが、南千里丘につきまし

ては、現在、その事業評価に取り組んでお

られ、今年度以降に市民にも公開していく

とのご答弁でございました。私もこの事業

は大変高く評価をしている一人ですが、摂

津市としまして、今回のまちづくりについ

ては、産・官・学・市民の交流を考えて、

その基本方針のコンセプトとしては、健

康・福祉・医療・文化・教育と位置付けら

れ、後から環境が加えられております。先

ほどのご答弁では、そうした点に対する評

価までは行われないように思いました。昨

日、森山市長から夢づくりというのを三つ

の柱の一つにしてきたという話がありまし

たけども、私は、市民に対しては、こうし

た観点からも評価を加え、このまちのこと

について夢や希望を持って発信していくこ

とによって、摂津市のブランド力をさらに

高めていくことにつなげていかなければな

らない、このように思います。このことに

ついてどのようにお考えなのか、また、そ

うした意味での現時点でのブランド力をア

ップするための評価の一端を述べられるよ

うであれば、副市長のほうから総括的に一

度ご答弁いただきたいと思います。 

 次に、１２番目に、境川の堤防の整備に

ついてですが、答弁のように検討をお願い

いたします。また、線路の反対側、せせら

ぎ緑道につきましても、協働による管理体

制はまだ確立をされておりません。先日、

南千里丘エコイクフェスタで行われました

「あかりプロジェクト」には、民間マンシ

ョンの周辺でもろうそくのファンタジーが

実施をされていました。聞きますと、マン

ションの人たちでクラブを立ち上げて今回

実施をしているとのことでした。また、来

年度にも自治会も立ち上がるというふうに

お聞きをしていますし、大きな光が見えて

きているような気がいたします。どうかこ

のせせらぎ緑道につきましても、協働によ

る管理体制の確立に努力をいただきますよ

うお願いし、要望といたします。 

 次に、１３番目の自転車に対する対応に

ついてですが、今回の通達を機に、本市と

して幹線道路等の自転車と歩行者の安全対

策については、歩道の整備や自転車レーン

の設定、路側帯の拡幅や緑色に塗ることな

ど、市内全域の改善計画を作成して年次的

な取り組みを行うことが必要ではないかと

思いますが、この点についてはいかがでし

ょうか。また、丑川水路沿いの阪急電車の

ガード、または柳田橋下のガードなど、小

学生の通学路に指定をされていますが、自

転車をおりずに猛スピードで通過するため、

大変危険な状態になっており、関係者から

改善要望が寄せられております。こうした

部分につきましては、市の条例で罰金を課

すなど、市としても断固たる措置を考える

べきだと思いますが、市としての見解をお

願いいたします。 

 次に、１４番目の小学校の通学路の安全

対策及び１５番目の千里丘交差点の歩車分

離式信号設置と歩道の改修につきましては、

早期に実現できますように、今後ともご努
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力をお願いし、要望といたします。 

 以上で２回目を終わります。 

○嶋野浩一朗議長 都市整備部長。 

○小山都市整備部長 それでは、２回目のご

答弁を申し上げます。 

 現在、摂津市における住宅の耐震化率と

耐震改修の必要な件数についてのご質問に

お答えいたします。 

 まず、現在の耐震化につきましては、詳

細な調査を行っておりませんが、固定資産

税の滅失記録や確認申請のデータから判断

いたしますと、平成２３年１月現在、耐震

化率は約７２％程度と推定いたしておりま

す。同じように、耐震化率を９割にするに

は、耐震性不十分な住宅が約６，１００戸

程度と予測しております。 

 次に、公園のトイレの現状と洋式トイレ

の考え方についてのご質問にご答弁いたし

ます。 

 市内には、本年１１月末現在、４１か所

の都市公園と９６か所のちびっこ広場がご

ざいます。このうち、市が直接設置・管理

をいたしております都市公園につきまして

ご説明申し上げます。 

 都市公園４１か所中、トイレが設置され

ているものは２６か所で、そのうち障害者

用トイレを設置しているのは３か所でござ

います。洋式トイレは障害者用トイレのみ

でございますが、どなたでもご使用できま

す。公園のトイレは規模も小さく、便器の

設置数も少なく、また、公園などの公共の

場所では洋式を嫌われる方もおられますの

で、現在設置されていますものをすべて洋

式に変えることは困難と考えております。

現在、都市公園でのトイレを設置していな

いところは１５か所あります。今後、新設

や増改築のときに和式や洋式のトイレの設

置を検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 総務部長。 

○有山総務部長 ２回目のご質問にご答弁申

し上げます。 

 水害想定について、国や府の動きという

ことでございますが、水害想定につきまし

ては、現時点で国や大阪府から想定見直し

の予定は聞いておりません。しかし、大阪

府は、現在、管理する河川のはんらん解析

を順次行っております。堤防が破損する地

点と、それに伴う危険度を示したものでご

ざいまして、洪水リスク図として公開する

予定になっております。市としましては、

大阪府から洪水リスク図の提供により、今

後の市民の避難行動に役立てたいと考えて

おります。 

 次に、ハザードマップの工夫についてで

ございますが、先ほど答弁させていただき

ましたように、現在のハザードマップは平

成１８年３月に作成したものでございまし

て、当時、全戸に配布させていただきまし

た。しかし、東日本大震災後、防災管財課

の窓口のほうにハザードマップが欲しいと

いうことで要望が多く寄せられているとい

うことから、逆にしますと、当時、全戸配

布したものが捨てられてしまっているとい

う実態を認識しております。現在、避難勧

告等の判断マニュアル、伝達マニュアルを

作成しておりますが、ハザードマップの見

直しにつきましては、地域ごとのハザード

マップにするなど、よりわかりやすいもの

にすることを検討しており、ふだんも利用

できる情報を盛り込むなど工夫をしてまい

りたいと考えておるところでございます。 

 次に、自主防災組織の情報交換について

でございますが、市では定期的に自主防災

組織の代表者の方々に対して防災施設の見

学会を実施しておるところでございます。
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防災施設として安威川ダム、また、毛馬の

水門、安治川水門、津波・高潮ステーショ

ンの等の見学会を行い、その後、意見交換

会を開催しております。自主防災訓練内容

の充実については、今後、防災対策にとっ

て非常に重要なものだというふうに考えて

おります。今後は、このような催しに集ま

っていただきました代表の方々の集まりを

通じて、訓練内容の情報交換など、新たな

訓練の紹介を実施してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、自治会への未加入者に対する防災

対策についてお答えいたします。 

 現在、自治会以外の方々に防災に対する

情報を伝える手段は、広報紙、ホームペー

ジといったものでございます。市では、大

雨の発生する前の７月ごろに水害対策を、

阪神淡路大震災の発生した１月ごろに地震

対策を広報紙に掲載しております。防災対

策の啓発をこれによって行っておるところ

でございます。また、ホームページを通じ、

防災計画や防災対策について発信しており

ます。自治会未加入者に対しまして防災対

策が啓発できているか、十分であると言え

る状況ではございません。例えば、「釜石

の奇跡」と呼ばれる、学校での防災教育の

徹底により多くの命が救われたことから、

今後は、地域や学校での防災教育により、

子どもたちから防災に対する意識を高め、

親の世代へ拡大することが一つの方法では

ないかと担当としては考えておるところで

ございます。 

 続きまして、災害時の援護者対策として

避難所の増設についてでございますが、議

員ご指摘のとおり、災害時に現在市が指定

しております福祉施設３施設で十分である

とは考えておりません。今後、保健福祉部

等、関係部局と協議をしながら検討してま

いりたいと思っております。 

 また、温かい食料などの備蓄ということ

でございますが、これについても備蓄用品

全体の中をもう一度検討させていただきた

いと考えております。 

 次に、市立集会所の洋式トイレの現状で

ございますが、地域の文化・福祉の向上を

図るという目的を持って市立集会所は現在

存在しておりますが、これは市民のコミュ

ニケーションの場を提供するために設置し

ているものでございまして、市内に５１か

所設置をしております。その中で、老人常

設集会所と併設されているものは３９か所

ございます。 

 お問いの洋式トイレの現状についてご説

明させていただきますと、洋式トイレが１

か所以上設置されている集会所は３９か所、

和式トイレのみの集会所は１２か所、５１

のうち３９については洋式トイレがあると

いうことでございます。集会所は、他の公

共施設と異なりまして、敷地のスペース、

あるいは建屋のスペースというか、これが

限られておりますので、複数のトイレの設

置がなかなか難しいことから１か所のトイ

レ等を設置している場合が多くあります。

そのような場合、洋式・和式の選択ができ

ない状況でございまして、集会所利用者の

中には洋式トイレを嫌がられる方もおられ

ますことから、地元管理者等からの要望を

聞きながら洋式トイレへの改良工事につい

て検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、トイレの改良工事は、市内集会所

が現在抱えております施設の老朽化に伴う

今後の適正配置を検討する中で、その計画

との整合性を図ってまいりたいと考えてい

るところでございます。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 
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○杉本生活環境部長 自治会の加入率の低下

ということについてのご質問でございます。 

 自治会の加入率につきましては、先ほど、

総務部長の答弁にございましたように、平

成２３年度で６３．５％ということになっ

ております。年々低下をいたしておりまし

て、三島筋、北摂各市の状況を見ましても、

低いところであれば４０％台、高くても６

０％台半ばということで、各市ともに自治

会の加入率の低下に苦慮をしている状況で

あると考えられます。原因といたしまして

は、単身者世帯の増加、ワンルームマンシ

ョン等による世帯数が増加しても、そこに

住まれる方が入られないとか、また、転出

された方の後に入られた方が加入をされな

い、また、新規に建設された住宅等に転入

された方が加入されないといったことが自

治会長とのお話ではよく出てまいります。 

 全国的にも低下をしてまいっております

が、これが決して、きのうもご質問にござ

いましたけども、自治会をどう見るかとい

った中で、我々行政をつないでいただいて

いる重要な地域コミュニティの組織でござ

いますので、これの拡充については非常に

重要と考えております。本市でも、先ほど

もありましたが、パンフレットを作成いた

しまして、また、転入者に対しても市民課

でパンフレットを配布したり、各自治会で

配布いただいたりしております。また、大

規模な開発のありましたところについては、

開発業者等にも自治会加入を推進するよう

にお願いをいたしております。先ほどもあ

りました南千里丘の駅前マンション等につ

いては、ようやく自治会の結成が見込める

ようになりまして、こういった対策を地道

にやってまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、自治連合会等、

各自治会長さん等のお話の中でも、加入に

ついての方策について研究・検討をしてま

いりたいと考えます。決定打はなかなかご

ざいませんが、地道に努力をしてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 市長公室長。 

○乾市長公室長 それでは、地域主権改革整

備法、すなわち第１次一括法及び第２次一

括法の成立により、今後の条例改正や権限

移譲など、本市業務にどのような影響があ

るか、お答え申し上げます。 

 ご承知のとおり、第１次一括法につきま

しては、平成２１年１２月１５日に閣議決

定されました地方分権改革推進計画を踏ま

え、地方自治体の自主性の強化と自由度の

拡大を図るとともに、義務付け、枠付けの

見直しと条例制定権の拡大を図るため、内

閣府設置法の一部改正を含め、４２の法律

が改正されたところでございます。第２次

一括法につきましては、地域のさらなる自

主性と自立性を高めるため、平成２２年６

月２２日に閣議決定されました地域主権戦

略大綱を踏まえ、都道府県から基礎自治体

への権限移譲を行うため、４７の法律を改

正するとともに、第１次一括法と同様に義

務付け、枠付けの見直しと条例制定権の拡

大を図るため、１６０にも及ぶ法律が一括

改正されたものでございます。 

 本市にかかわるものといたしましては、

多岐にわたっておりますが、権限移譲の項

目といたしましては、第２次一括法により

新たに大阪府より３８事務が移譲されるこ

ととなりました。なお、権限移譲につきま

しては、大阪版地方分権推進制度実施要綱、

いわゆる大阪版特例市並み権限移譲に基づ

くものとして、地方自治法の事務処理特例

により、平成２３年度及び２４年度の２か

年で５５事務の受け入れをいたしますが、
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この大阪府からの５５事務と今回の２次一

括法案で基礎自治体に権限移譲されました

３８事務のうちで２４事務が、全部または

一部内容が重複しているものとなっており

ます。内容としましては、社会福祉法人の

設置認可等の事務、専用水道及び簡易専用

水道に関する事務をはじめ、極めて多岐に

わたっておりますが、項目的には都市計画

関係の事務が１９事務と半数を占めている

状況でございます。 

 次に、義務付けでございますが、これは、

一部の計画の策定やその内容などが、法律

により義務付けられていたものが努力義務

化されたり、内容も自由にできるようにさ

れたものでございます。そして、枠付けの

見直しと条例制定権の拡大についてでござ

いますが、これまで国の規則等で施設整備

基準をはじめ、さまざまな基準が設けられ、

地方自治体はその基準に従い事務を行うこ

ととされていましたが、このたびの法律改

正により、この基準をおのおのの地域特性

等を勘案し、個々の自治体において条例で

定めることとされたものでございます。項

目的には、道路構造基準など整備基準を条

例で定めるものや、水道技術管理者の資格

を条例で定めるようなものも含めて、現在

２０程度の条例を新規に制定し、または一

部を改正しなければならないと考えており、

これら以外にも条例を新規制定しなければ

ならないかどうか精査している状況でござ

います。 

 我々事務方といたしましては、本年１０

月から１１月初旬にかけまして、政策担当、

法制担当、当該事務担当の３者でのヒアリ

ングや協議を重ね、平成２４年４月または

平成２５年４月の法律施行に備えておりま

すが、今後とも政令の制定状況や国からの

情報収集に努めるとともに、その情報を担

当所管課とも共有し、遺漏なきよう準備を

進めてまいりたいと考えておるところでご

ざいます。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部長。 

○福永保健福祉部長 高齢者肺炎球菌ワクチ

ンの効果や再接種、助成状況などのご質問

にお答えいたします。 

 肺炎球菌には８０種類以上の型がござい

ますが、肺炎球菌ワクチンの接種により、

そのうちの２３種類について免疫をつける

ことができ、肺炎球菌による肺炎の８割く

らいに有効と言われております。抗体は、

接種後４年間くらいはあまり低下しません

が、５年後にはピーク時の８０％まで抗体

が落ち、以後、徐々に低下いたします。 

 再接種につきましては、１９８３年のア

メリカにおけるワクチン承認当初には、初

回接種に比べて強い副反応が発現したこと

から、再接種を行ってはならないという規

定がございましたが、再接種の安全性に関

する知見が集積されてきたことから、日本

におきましては、平成２０年１０月より、

初回接種から５年以上経過し、感染リスク

の高い人を対象として再接種が可能とされ

てきております。しかし、国のワクチン評

価に関する小委員会では、再接種時には初

回接種ほど抗体価の上昇は認められないと

の報告もあり、再接種の効果やその安全性

及び必要性については引き続き検討を行う

こととなっております。 

 次に、費用についてでございますが、ワ

クチン接種には医療保険が使えませんので、

医療機関によって異なりますが、８，００

０円前後と聞いております。平成２３年１

１月現在の肺炎球菌ワクチンの公費助成状

況は、全国で６５７市町村、大阪府内では

７市町が一人当たり３，０００円から４，

５００円の一部助成をされておられます。
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また、東日本大震災の被災県である宮城、

岩手、福島の３県におきましては、市町村

ではなく日本赤十字社と各県医師会共同事

業による高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成

事業により、７０歳以上の希望者に無料接

種を実施されているようでございます。 

 摂津市で仮に７５歳以上の市民に一人当

たり３，０００円の助成を行った場合の想

定額につきましては、７５歳以上市民６，

３７６人のうち、高齢者インフルエンザワ

クチンの接種率と同等の接種率５２．６％

と仮定した場合、１，００６万２，０００

円となります。 

○嶋野浩一朗議長 生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 吹田操車場跡地にでき

る防災公園予定地に遺跡のモニュメントを

設置することについての質問にお答えいた

します。 

 埋蔵文化財は、それぞれの地域の歴史と

文化に根差した歴史的遺産でありますこと

から、後世に伝承することは大変重要なこ

とであると考えております。吹田操車場跡

地土地区画整理事業区域に隣接して地域の

防災拠点となる都市公園の整備が予定され

ておりますが、この都市公園を含めて、こ

の地域内に当事業において発掘された遺跡

の説明看板等のモニュメントの設置を検討

してまいります。 

○嶋野浩一朗議長 土木下水道部長。 

○藤井土木下水道部長 １３番の自転車通行

に関しましての２回目のご質問にお答えい

たします。 

 緑色にするなりして自転車の通行安全帯

などの設置についてでございますが、本市

の道路は歩道がない道路が大半でございま

して、まずは歩行者の方の安全を考えた上

で緑色に塗れるところの道路を抽出するな

りのことを検討していきたいと考えており

ます。 

 次に、自転車利用者に対する交通違反の

取り締まりについてでございますが、大き

くは道路上での取り締まりになりまして、

これは道路交通法が適用されます。道路交

通法が適用される道路につきましては、警

察での取り締まりになりまして、現状で申

し上げますのは、現状の取り締まりとしま

しては、街頭における指導・警告活動を一

層強力に推進され、ブレーキのない、最近

テレビなんかでよく報道されておりますピ

ストバイクや信号無視、それから、指導・

警告を繰り返しても危険運転をするような

事故に直結するようなケースに限り、検挙

措置されると伺っております。 

 その次に、道路交通法が適用されない道

路、要するに警察では取り締まれない道路、

といいますのは、本市が管理しております

自転車・歩行者専用道路及び本市では下水

が所管しておりますガランド水路沿いの沿

路でございますが、それとか、あとは公園

等につきましては警察での取り締まり対象

外になっております。こういうところにつ

きましての、例えばガランド水路であると

かの坂道が途中でございます。先ほど議員

おっしゃいました丑川水路の横のところに

つきましても坂でなっておるわけでござい

ます。こういうところについて、どういう

ふうな制限、取り締まりができるか、また、

罰金と申し上げますか、過料が取れるよう

な仕組みをつくってでの条例制定が可能か

どうか、こういうことにつきましても、検

察庁との検討になりますけれども、そうい

うふうなこと、及び本市の法制担当課とも

打ち合わせしながら検討してまいりたいと

考えます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 副市長。 
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○小野副市長 南千里丘まちづくりに関しま

しての現時点の総合評価、またイメージア

ップ、ブランド力の具体的な中身というこ

とでのお問いでございますが、ここに平成

１６年１２月４日の大きく載りました朝日

新聞を改めて見ております。そのときに書

かれておるのは、これは森山市長がなられ

た年の１２月４日ですけども、摂津市は顔

のないまちだと、コアがないということの

中で、摂津市南千里丘に新都心をつくるん

だと、人口２，０００人のまちと。ただし、

摂津市は借金が、市債残高１，０００億円

を突破して、０６年末には赤字再建団体に

陥ることも予測されると、こういうふうに

報道がされ、この議会でも大きく議論され

たところでございます。 

 それで、一言で言えば、摂津市の顔づく

りの大きなインパクトの一翼を担えた事業

であったというふうに考えます。これは、

最終形としましては、現在２０階建ての４

棟の５８６戸と高齢者向けの１３階建て１

２８戸の計７１４戸でございますが、今の

Ｂ街区にあります広大な空き地、これもリ

ーマンショックの後だったでしょうか、非

常に停滞いたしました。これもこの業者と

相当議論いたしました。東京本社までかけ

合いをするといったことも覚えております。 

 それで、そういうことの中で、このまち

づくりの最終形は、ご承知のことと思いま

すが、この１１月１５日に開発協議書が参

りました。今回の中身は、２４年４月の着

工の２６年３月竣工ということで、高さが

１１７．８メートル、４棟４７０戸、これ

をもちまして最終の約１，１８０強の戸数

をもってすべてが終わるというふうに見ま

す。 

 それで、このまちづくりにつきましての

ブランド力、イメージアップなんですが、

きのう、三宅議員のほうからもちょっと冒

頭触れられました、今日の地球温暖化の相

当大きな中身の中で、世界各地で洪水等の

大災害が発生しているということの中で、

過日、つい最近なんですが、市長にインタ

ビューに参りました。これは韓国のＫＢＳ

の新年番組と聞いていますが、この異常気

象で世界に警鐘を鳴らすということの中で、

なぜ摂津市が選ばれたのかといいますと、

韓国のほうでもＣＯ２ゼロの摂津市の駅、

緑の基準が２５％以上、それから太陽光パ

ネル、イベント、これら総合力としては摂

津市が極めて優秀であるということで、日

本ではこの摂津市のインタビュー、テレビ

が入ってまいりました。それで、翌日から

イギリスのほうに行くということでござい

ますので、日本ではただ一つ、これが総合

力としての地球温暖化対策としてすぐれも

のだということで入ってまいっております。 

 そういう意味では、この環境緑化に重点

を置いた中身というのは、これは問い合わ

せも多うございますし、韓国のＫＢＳを見

ましても相当大きく注目をされたと、また

されておるというふうに感じております。 

 今日、振り返ってみますと、たしかここ

にも出ておるんですが、１９９６年であり

ますから平成８年にダイヘン摂津の移転が

我々の耳に入ってまいりました。それは、

摂津市に参画をしてくれ、摂津市に買いま

すかということはございませんでして、当

時、工場用地の経営戦略上の観点からダイ

ヘンそのものが活用すると、そして、ＵＲ

と組んで共同事業をすると、摂津市さん、

よければオブザーバーで入られませんかと

いうのがもともとの発想でございました。

そういう中でＵＲが撤退すると、ダイヘン

も開発事業から撤退をすると、それで跡地

は売却するという形になりました。あのと
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きは、我々が聞かされておったのは、大規

模集積場としての引きがあるんだというこ

とも聞き、ダイヘンに相当厳しく指摘した

ことも覚えてはおります。 

 そういった中で平成１６年の市長の選挙

公約となったということで、この２か月後

の１２月８日に市長コメントが出ています

が、厳しい中でも何とかこのまちづくりを

したいということが出ました。ただ、その

当時、平成１７年には公債の償還の圧力で、

ご存じのように平成１７年がたしか１０４

でございましたでしょうか、夕張があのと

きがあかんときで、摂津市も赤字再建団体

転落ということが新聞紙上に出ました。こ

れも覚えております。市長は、当時、綱渡

りという言葉を使われました。しかし、今

日考えてみますと、やはり物事には旬があ

りますし、本市がその旬を逃さなかったこ

と、そして、いろいろ市議会の理解とさま

ざまな場面で議員各位に協力もいただいた

ということが南千里丘まちづくりの中身で

あったと思います。 

 そして、その当時、思い出しますのは、

社会現象のように民間活力が出ました。い

わゆるＰＦＩという言葉に象徴されます。

しかし、今現在考えてみますと、民間との

協働というのは大変なことだなと思いまし

た。やはり民間は利益でございますから、

これの協働といいましても、民間活力は、

言葉はいいんですが、そう簡単なものでは

ないというのが私どもの実感でございまし

た。しかし、おのおのの担当部課長、また

担当が本当にその持ち場で頑張ってくれた

と。私が見ていましたら、一時期は職員が

不眠不休という時期も現実に見てまいりま

した。そういうことの中で、私は、今日を

振り返ってみますと、これからの本市のま

ちづくりにとって、職員個々の南千里丘の

経験が、目には見えませんが、これが非常

に大きい中身になるというふうに思ってお

ります。また、自信にもなったというふう

にも思っております。職員は本当に頑張っ

てくれたということを今さらながら思いま

す。 

 それで、具体的なブランド力、イメージ

アップの問題ですけども、今申し上げまし

たように、最終形は２６年の３月で１，１

８４戸の戸数でございます。それで、これ

は当然、市長もきのう言われておりました

が、この７月時点での入居者のうちで、お

おむね心配しておった中身の市外から大体

７５から８０％入ってきていただいておる

ということは、やはり本市が欲しかった人

口増と税収増が見込めるということが確実

になってまいりました。二つ目には、福祉

会館跡地には税収増が見込める優良企業の

本社が具体的に誘致ができて、現在建って

おると、これの税収増が見込めるというこ

とは確実であるということが二つ目に言え

ると思います。それで、当時、経年劣化で、

市長ともいろいろ議論いたしましたが、福

祉会館を廃館いたしました。ちょうどその

ときに、あの会館を設計された大学の先生

が建てられた藤井寺の会館がもうもたない

と。あれは同時期でございましたから、そ

のときも閉館いたしました。今聞いてみま

すと、１０億円以上お金を入れて改修され

たと聞いております。本市は、ご承知のよ

うに、新しいコミュニティプラザ、保健セ

ンターを立ち上げることができたというこ

とでございますし、今、約４万７，０００

人ほどの市民の方に、この９か月ぐらいで

しょうか、利用してもらっておるというこ

とも聞いておりますから、非常に多くの市

民の方に使っていただいているなというこ

とも一つの形だというふうに思っています。 
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 それから、長年の懸案事項でありました

阪急摂津市駅の開業とガード拡幅問題、こ

れは私が役所に入庁したときからこの議論

がございました。これができたということ。

そして、今現在、府下４３市町村での今後

の連立事業は、相当府の財政が厳しゅうご

ざいますから、厳しいでしょうけども、今

は京阪本線の枚方・寝屋川間と阪急のこの

２本のみが大阪府の中に残っておると。こ

れは、私はまちづくりと阪急新駅がなけれ

ば、この阪急の連立問題は全くなかったと

いうふうにも思っております。 

 それからもう一つ、今度、新しい中身で

すが、１００メートル以上の部分について

はヘリポートが義務付けられますので、あ

そこには、これから災害緊急時には本市と

の協定を結ぶということにしたいと思って

います。これができれば、多分府下では初

めて、これは民間のマンションでは例を見

ないと思いますが、これもやりたいと思っ

ています。また、一級河川の問題もこれま

たできました。そういったことで、これか

らのもう一つは、議論してもらっています

２６年の３月には、モデルハウスが我々の

市のほうに移管をしていただいて、これが

費用が約３億円かかったと聞いていますが、

これにはまた公共用に再配置、無償譲渡と

いうことの中身もこれから取り組んでまい

りたいと考えています。 

 いずれにいたしましても、何よりも私が

思いますのは、管理職が頑張ったことが、

旬という言葉を借りましても、やはり管理

職がこのことを経験して、できないという

ことじゃなくて、どうしたらできるかとい

うことを考えるいい契機になったと。私は、

そういうことを職員も経験しましたし、苦

労しましたので、そのことは強くこれから

も経験の中で大きな資産として、どうした

ら実現できるかという一つがこの南千里丘

の形があったというふうに思いますので、

そういったことを総合力の中で、これから

も南千里丘がもう少し終わった段階で整理

いたしまして発信をいたしたいなというふ

うに思っています。 

○嶋野浩一朗議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 大変丁寧なご答弁ありがと

うございました。 

 それでは、３回目の質問をさせていただ

きます。全部要望とさせていただきます。 

 まず、２番目に言いました災害に強い街

づくりに関連をいたしまして、摂津市住宅

建築物耐震改修促進計画に沿いまして、平

成２７年度は耐震率９割を達成するという

ことですので、あと６，１００戸、１戸１

戸、指を数えるように達成を目指してぜひ

頑張っていただきたいということでお願い

します。 

 それから、ハザードマップの作成につき

ましても、しっかり工夫をしていただいて、

市民が保存をしていただける、そういう工

夫をお願いします。 

 また、自治会加入につきまして、先ほど

の紹介にはなかったんですが、鶴野のほう

にも実は５０軒の開発が、いまだに５年以

上たっていますけども自治会ができていな

い。その後に三十数軒のまた建て売りが建

ちましたが、そこも宙ぶらりんのままにな

っていますし、そういうところどころあり

ますから、どうか懐に手を突っ込むような、

そういう強い取り組みを今後考えていただ

いて、自治会の加入率アップにさらに努力

をお願いしたいと思います。 

 それから、防災意識向上の取り組み強化、

また、避難時要援護者支援プランと併せた

福祉避難所の万全の取り組みなどについて

もしっかりお願いしたいと思います。 



 

 

３－４３ 

 次に、３番目の地域主権改革整備法に関

連いたしましては、今、概略をお示しいた

だきましたけども、今後、一つ一つの中身

について、私もしっかりと勉強しながら、

また精査をしていきたいと思いますし、そ

してまた、いろいろと課題も多いように聞

いています。例えば、権限移譲に伴う自治

体の費用負担の問題とか、また、条例制定

の期日、来年３月と言っていますが、１年

延びるということもありますが、こういう

いろんな問題点をどんどん国や大阪府に対

して物を申していただきたいということを、

これは訴えておきたいと思います。 

 それから、４番目の公共施設に洋式トイ

レの普及につきましては、特に高齢者がよ

く使われる集会所、公民館、公園のトイレ

など、洋式便所の普及には力を注いでいた

だきたいと思いますし、また、例えば集会

所などにおいては、一時的に洋式のポータ

ブルセットというのがありますから、そう

いうようなものの対応ということも考えら

れると思いますし、とにかく高齢者が利用

しやすい公共施設の実現をお願いし、これ

は要望といたします。 

 それから、６番目の高齢者の肺炎球菌ワ

クチンの予防接種についてですが、高齢者

の市中肺炎で、風邪やインフルエンザの後、

発症することは大変多い。しかも、その３

割は肺炎球菌による感染でございます。先

ほどのご答弁では、既にもう全国でも６５

７市町村で、府下でも７市町村で実施して

いるということでございますし、想定では

１，００６万２，０００円ということです

から、これは費用対効果を考えると十分な

費用対効果が得られると思うんですね。そ

ういう意味では、明年からの高齢者の肺炎

球菌ワクチンの予防接種の助成について、

ぜひ導入していただきますよう、これは強

く要望しておきたいと思います。 

 次に、１０番目の記念碑の設置について

ですが、これも実現に向け、よろしくお願

いしたいと思います。 

 そして、この件に関連をして、ちょっと

この場を借りて申し上げておきたいと思い

ますが、摂津市の場合、過去の足跡を示す

看板がちょっと少ないのではないかと思い

ます。例えば、昭和の合併以前にあった各

村の公共施設などを示す看板なんかはあま

りないように思います。こうした市の歴史

を示す記念碑的なもの、こういうものをど

んどんこれから設置をして、そして、それ

も費用がなければ、例えば企業などの協力

をいただきながら設置をすればどうかとい

うことを提案したいと思います。これは提

案です。 

 それから、１３番目の自転車の問題です

けども、これにつきましては、先ほど全市

的な取り組みというのは答弁になかったで

すけども、やっぱり１本１本道路について

どういうことができるかということをしっ

かり仕分けしながら万全を期していただき

たい。そして、年次的に計画をつくって実

施をしていただきたいと思います。それか

ら、条例の検討についても、ぜひ検討をお

願いしたいと思います。既に東京都の板橋

区や京都市などでは、罰則はありませんけ

ども、条例がつくられていますので、そう

いうものも参考にしながら、ぜひ検討いた

だきたいことをお願いいたしまして質問を

終わらせていただきます。（発言終了のブ

ザー音鳴る） 

○嶋野浩一朗議長 藤浦議員の質問が終わり

ました。 

 次に、原田議員。 

  （原田平議員 登壇） 

○原田平議員 それでは、順位に従いまして
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一般質問を行います。いよいよ私が最後に

なりました。先の方に引き続きまして丁寧

なご答弁をいただければありがたいという

ふうに思います。 

 まず最初に、人事行政についてお問いを

いたします。 

 １番目として、組織機構と職員定数につ

いて、２番について、任用替えの制度につ

いてということでお尋ねをいたします。 

 今年度の４月に機構改革が行われました。

１３部５７課から１３部５１課になったわ

けであります。６課減ったわけであります。

組織機構に対して職員定数に関するそれぞ

れの課の職員配置はどのように行われてい

るのか、お伺いいたしたいと思います。 

 続きまして、任用替えの制度についてで

ありますが、市の考えておられる職種変更

試験制度の導入のこれまでの経過について

お問いをいたしたいと思います。まず、そ

れをお尋ねいたします。 

 続きまして、広域廃棄物行政について。 

 大阪湾フェニックスセンターの事業スキ

ームの見直しについて、併せて本市の現状

と問題点についてお尋ねをいたします。 

 昭和３０年代後半の高度成長時代、大量

生産、大量消費、大量廃棄、そういったこ

とによりまして、都市において廃棄物など

の問題については最大の課題であったとい

うふうに思っております。大阪府内の多く

の市町村も、最終処分場の確保ができず、

大変な状況であったわけであります。そん

な中で、昭和５６年、広域臨海環境整備セ

ンター法、いわゆるフェニックス法が施行

されたことによりまして、近畿圏では大阪

湾フェニックス計画として一気に尼崎沖、

泉大津沖に最終処分場がつくられて、もう

埋め立てが終わっておるわけです。現在は、

２期目として神戸沖、そして大阪湾沖の埋

め立ての最終処分場がつくられ、現在、廃

棄物の搬入をしておるところでございます。

この最終処分場の受け入れについては、現

在、近畿２府４県の１６８の自治体が広域

的に廃棄物を処理しているという状況であ

ります。本市もこの処分場を利用している

と思いますが、その現状と課題についてお

尋ねをいたします。 

 続きまして、消防行政であります。 

 これは、消防行政の広域化と消防行政の

再編成についてお尋ねをいたします。 

 平成２２年、昨年の第２回の定例会にお

きまして、私は、消防行政の広域化と消防

組織の再編成について質問いたしまして、

ご答弁をいただきました。その後、１年半

余りたっておるんですけれども、その後の

進捗状況についてお尋ねをいたしたいと思

います。 

 第１回目は以上です。 

○嶋野浩一朗議長 答弁を求めます。市長公

室長。 

  （乾市長公室長 登壇） 

○乾市長公室長 それでは、１の（１）組織

の人員の配置についてのご質問にお答えい

たします。 

 今年度４月に、第４次行革の基本理念で

ある簡素でわかりやすい組織、スリムで効

率性を重視した職員体制とすることや、第

４次総合計画の基本理念である協働を推進

し、多様化する市民ニーズや地方分権・地

域主権にスムーズに対応するため、組織機

構の見直しを行ったところでございます。

その組織機構に対する職員の総数につきま

しては、第４次行財政改革実施計画に６６

０人以下の体制にすることを目標として掲

げているところでございます。各課への具

体的な職員配置につきましては、事務事業

評価における各職員の業務分担シートを作
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成し、それを活用したり、人件費査定の中

で事務事業の事務量や内容を所属長等から

十分に把握をし、その結果を踏まえながら

翌年度の職員の配置を決定しているところ

でございます。また、事務事業の内容から、

正職員で行わなければならない業務なのか、

臨時職員等で対応できるものなのか、ある

いは民間に受け皿があるもので、民間に任

せるほうが経費面、サービス面で効率的・

効果的であると考えられるものなのかどう

か、効果的であると判断される場合は民間

に任せていくことなど、事務事業の精査や

雇用体系も含めて職員の配置を行っている

ところでございます。 

 それから、次に、１の（２）任用替え制

度についてでございますが、市の考える職

種変更試験制度と導入経緯についてお答え

申し上げます。 

 職種変更試験につきましては、強制的に

受験させるものではなくて、職員から希望

者を募って技能労務職から一般行政職へ、

あるいは一般行政職から技能労務職へなど、

職種変更の希望者を募って実施するもので

ございます。導入の経緯につきましては、

団塊世代職員が退職し、新規採用職員だけ

では経験・知識が不足するため、経験豊か

な職員が任用替えによってみずから新たな

業務にチャレンジし、能力を発揮してもら

うことなどを考えております。また、本市

では、技能労務職員の全職員数に占める割

合は１９．３％と、大阪府下の市平均の１

０．３％を大きく上回っており、大阪府下

で２番目に高い割合になっている一方で、

保健福祉部門のように、業務量が増加して

職員補充の必要性が高まっている部署が増

えている状況などから、技能労務職から一

般行政職に職種変更を希望する職員の職種

変更を行って、新規採用の抑制など職員定

数の適正化を図ってまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 

  （杉本生活環境部長 登壇） 

○杉本生活環境部長 大阪湾フェニックスセ

ンターの現状と課題についてのご質問にお

答えをいたします。 

 近畿圏で実施された大阪湾フェニックス

計画は、１期、兵庫県尼崎沖埋立処分場の

１１３ヘクタールと大阪府泉大津沖埋立処

分場の２０３ヘクタールに、６年間で総量

４，５００万立方メートルの廃棄物を埋め

立て、同時に港湾の整備も行うというもの

であります。このフェニックス計画は、近

畿２府４県１６８の市町村が参加するとい

う超広域廃棄物行政であり、６年間で最終

処分場を埋め立てて、その土地を港湾サイ

ドが活用し、全体の経費をペイするという

計画であります。しかし、大量廃棄から循

環型社会への時代の変化に伴い、６年間で

は埋め立ては完了せず、土地利用に制限の

ある管理型区画の最終処分場は、１０年を

経てやっと埋め立てが完了いたしました。

その後、平成１３年には神戸沖埋立処分場、

平成２１年には大阪沖埋立処分場の設置へ

と引き継がれましたが、土地活用しやすい

安定型区画の最終処分場のある大阪府泉大

津沖埋立処分場は、現在も受け入れを行っ

ている状況にあります。 

 フェニックス計画は、当初、首都圏、中

部圏、近畿圏、北九州圏に設置の予定であ

りましたが、現在は近畿圏のみにしか設置

されておりません。近畿圏では、フェニッ

クス計画が稼働してから、特に問題となる

不法投棄は起こっておらず、阪神淡路大震

災では約２８０万トンの災害廃棄物を受け

入れ、復旧に大きく貢献するなど、近畿圏

における廃棄物行政に大きく寄与いたした
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ものと考えております。 

 大阪湾フェニックス事業の２期計画は、

平成３３年度まで廃棄物の受け入れ処分を

行うことになっておりましたが、一般廃棄

物、上・下水道汚泥は、減量化等により受

け入れ量が計画量を下回る傾向が続いてお

ります。一方、民間の産業廃棄物について

は、計画より前倒しで受け入れが進捗して

おり、このまま推移すれば、民間の産業廃

棄物の受け入れが早期に終了することにな

ります。このため、公共関与の大規模な産

業廃棄物処分場がなくなるとともに、一般

廃棄物については平成３４年度以降の対応

ができなくなる状況にあり、本市のみなら

ず近畿圏各自治体にとっても重要な課題で

あると考えております。 

 このようなフェニックス事業を取り巻く

環境の変化に対応し、事業主体である大阪

湾フェニックスセンターでは、受け入れ期

間の延伸に向け、基本計画の変更、事業ス

キームの変更を予定されており、本市とし

ても今後の事業の動向を注視しているとこ

ろであります。 

○嶋野浩一朗議長 消防長。 

  （北居消防長 登壇） 

○北居消防長 質問番号３番、消防行政につ

いてお答えいたします。 

 まず、消防広域化の進捗状況であります

が、平成２０年に大阪府から示されました

大阪府消防広域化推進計画は、広域化後の

ブロック内人口規模の拡大やブロック構成

市の諸事情、また、本年８月に大阪消防庁

構想が示されたことにより、大阪府下各ブ

ロックとも進捗が停滞しております。 

 現在、本市におきましては、広域化推進

計画によるものだけではなく、違う目線か

らも市民の安全・安心のため検討を重ねて

おります。具体的には、本年４月に摂津市、

吹田市、茨木市の市域における建物火災、

初動出動態勢の消防相互応援協定を締結し、

さらなる迅速な初動態勢を築き、連携強化

を図っております。また、隣接消防連携勉

強会、指令業務共同運用勉強会も継続して

おります。指令業務の共同運用につきまし

ては、システム構築の低廉化を図る手段と

して、現在のところ、吹田市との共同運用

の方向性が一定示されましたので、平成２

７年度の共同運用開始を目指し、諸課題の

詳細な検討を重ねまして、消防の事務のレ

ベルの検討・協議の進みぐあいにより、管

理執行協議会の設置や、大阪府への届け出

の際には市議会のご意見をちょうだいいた

す予定でございます。 

 次に、消防組織の再編成についてであり

ますが、消防の広域化が進みましたら、消

防出張所の統廃合を検討し、より効果的な

消防力の配置を行い、あらゆる災害に対応

できるよう、市民にとって安全・安心なま

ちづくりになるよう努めてまいりたいと考

えております。しかし、広域化が遅々とし

て進まず、摂津市単独で現在の消防力を維

持していく上においても、救急救命の高度

化、権限移譲事務による予防行政の充実な

ど、増大する消防の需要に対応するため、

今後も消防出張所を含め、状況に応じた消

防力の再配分についても考慮していく必要

があると考えております。 

 いずれにいたしましても、消防の広域化

や業務の連携は、やらざるを得ないからや

るのではなく、事業費の低廉化や消防力の

増強など、目指す効果を実現するためにや

るものでございまして、そして、その効果

はすべての住民の安全・安心につながるも

のであると考えております。 

○嶋野浩一朗議長 原田議員。 

○原田平議員 それでは、２回目の質問をい
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たします。 

 人事行政でありますが、先ほどの藤浦議

員は、市役所の職員はまだまだ多いと思わ

れている方が多いと、こういうような発言

をされておられました。実際、現状を調べ

ますと、この４月現在で職員数が再任用も

含めまして７１０人、そして、非常勤、臨

時等で４１１人、合わせて１，１２１人が

本市の行政を担っていただいておるわけで

あります。先ほどのご答弁にもありました

ように、業務の拡大等によって非常に人員

が増加しているという現状があります。そ

ういう中で、先ほどのご答弁でいいますと、

民間委託や雇用体系も含めて勘案して職員

の配置を行っているとのことでありますけ

れども、職員数が削減されていく中で、効

率的・効果的なサービスを実現し続けるた

めには、必要な人員、あるいは先ほども出

ておりましたように後継者の育成、そして

技術の継承等がこれから重要になってくる

と思います。先ほど、副市長のほうのご答

弁の中で、非常にすばらしい職員が育って

いるというようなことも披瀝していただき

ました。そういうことの経験で、やはり後

継者を今育てなければならないという状況

でありますので、私は、そういうことでの

改めての質問でありますので、再度人事当

局の考えをお聞きいたしたいと思います。 

 続きまして、職種変更後の職員の体制や、

そのフォローはどうされているのか、お尋

ねをいたします。 

 大阪湾のフェニックス事業の現状を、今、

考えを聞かせていただきまして、事業スキ

ームの見直しがされているとのことであり

ますけれども、そのことによりまして本市

が何らかの負担が発生する、また、現在の

２期計画が終了した場合にどうなっている

のか。先般、橋下前知事が、東日本のいわ

ゆる災害発生によります瓦れきの受け入れ

を表明されまして、そのことによって、先

日、瓦れきの受け入れを検討する大阪府の

会議が行われたというふうに新聞報道がさ

れていまして、そんな状況を踏まえて、や

はりその大阪湾のフェニックス事業に多分

瓦れき処理も入ってくるだろうというふう

に私は考えておるんですけれども、そうい

ったことにおいて、摂津市は今後の状況を

どういうふうに見ておられるのか、お尋ね

をいたしたいと思います。 

 消防行政でありますが、先ほどの消防長

のご答弁で、私が１年半前に質問いたしま

したときに、平成２０年、大阪府の消防広

域化推進計画がつくられた。それを踏まえ

て、平成２１年１１月に大阪府北部ブロッ

ク検討報告書がまとまったわけであります。

そういう状況で２１年、そして私が２２年

に質問いたしました。そういう経過を経ま

して、２３年７月、今年の７月に吹田市と

茨木市、本市ということで、建物火災の初

動出動態勢の相互応援協定が結ばれたと、

こういうことで一歩前進をしたかに見えた

のでありますが、先ほどのご答弁でありま

したように、この８月に大阪府が大阪消防

庁構想を出されまして、そのことによりま

して府内各ブロックの広域化は停滞、とま

ってしまったと、どうしたらいいかわから

ないと、こういうことで、広域化計画は、

頓挫とは言いませんけれども、とまってい

ると、こういう状況であります。そんな中

でありましても、本市単独でやはり消防行

政、市民の生命・財産を守ることはやって

いかなければならないと、こういう状況で

あります。そういう状況でありますので、

これは政治的な背景も非常に多いというふ

うに考えまして、消防長のご見解は先ほど

のご答弁を理解いたしまして、副市長、事
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務の最高責任者としてどのようなお考えを

お持ちなのか、一度ご見解を賜りたいと思

います。なお、本市単独で消防事務を続け

なければならないと、こういう事態になっ

たときには、消防組織の再編成を含めて出

張所のあり方を検討していくと、こういう

ことでありますので、とりあえず今日的な

状況を踏まえて副市長はどのようにお考え

なのか、お尋ねをいたしたいと思います。 

 以上で２回目を終わります。 

○嶋野浩一朗議長 市長公室長。 

○乾市長公室長 それでは、職員数が削減さ

れていく中で、効率的・効果的なサービス

を実現し続けるためには、必要な人員を確

保し、後継者の育成や技術の継承が重要で

あるが、どう考えているのかというお問い

に対してご答弁申し上げます。 

 市民サービスの維持向上のためには、常

に効率的・効果的に業務を行っていかなけ

ればならないと考えておりまして、そのた

めには、議員ご指摘のとおり、必要な人員

を確保し、後継者の育成や技術の継承を行

っていくことが重要と認識しております。

その方法といたしましては、業務マニュア

ルや引継書等がございます。また、長年の

経験により培った知識やノウハウで、文章

化してマニュアルにできないものも大事な

財産でありますから、その場合には人から

人への直接の継承が必要になってまいりま

す。後継者の育成も含めまして、現在は再

任用制度などを活用しながら、その継承に

努めているところでございます。また、技

術の継承は日常業務の中で行うのが効果的

であり、必要な人員を確保して、知識・情

報の共有化、良好なコミュニケーション、

業務のローテーション化などにより後継者

の育成と技術の継承に資する人材の育成に

取り組み、市民サービスの維持向上に努め

てまいりたいと考えております。 

 それから、任用替えの２回目のご質問で

ございますが、職種変更後の職員の体制や

職員のフォローについてのご質問にお答え

いたします。 

 職種変更後の職員の体制につきましては、

残った職員個々の負担が大きくならないよ

うに十分配慮していきたいと考えておりま

す。方法といたしましては、現在、技能労

務職員については退職不補充の方針となっ

ておりますので、技能労務職員の職場にお

いては、臨時非常勤職員や委託など、その

職場に応じた対応を行ってまいりたいと考

えているところでございます。仮に委託化

が進むといたしましても、市がイニシアチ

ブをとれる範囲での委託化を考えていると

ころでございます。試験に合格し、職種変

更を行った職員につきましては、環境の変

化に伴うメンタル面についてのフォローを

行っていくことや、必要な知識の習得のた

めの研修の充実とスキルアップを図ってま

いりたいと考えているところでございます。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 

○杉本生活環境部長 大阪湾フェニックスの

事業スキームの見直しによる本市への影響

と２期計画終了後の計画ということでござ

いますが、大阪湾フェニックス計画は、港

湾管理者が廃棄物の埋立護岸を建設し、そ

の運営管理を大阪湾フェニックスセンター

に委託するものでございますが、埋立地の

所有権は港湾管理者が取得し、土地処分収

入をインフラ整備等の回収に充てることに

なっております。売却を見込んで埋め立て

られたフェニックスの土地は、平成１６年

の廃棄物処理法の改正により、廃棄物処理

場跡地の利用が制限されるなど売却が困難

な状況となったため、港湾管理者の負担が

大きくなっております。これに伴い、港湾



 

 

３－４９ 

管理者は、事業スキームの一部変更を行い、

護岸建設費用について排出側、市町村や産

廃の排出業者でございますが、にも護岸使

用料という形での負担を求めようとしてお

ります。 

 これを受けて、大阪湾フェニックスセン

ターは、護岸使用料相当額を廃棄物処理料

に上乗せして徴収することになり、平成２

４年度から値上げが実施される予定であり

ます。また、基本計画を変更し、一般廃棄

物の受け入れ枠を産業廃棄物の受け入れ枠

に振り替えることによって、平成３３年度

から平成３９年度へと受け入れ期間の延伸

を図ることが予定されております。 

 なお、フェニックス２期計画終了後の計

画については、現在のところ新規の計画は

予定されておりません。このことから、国

に対して３期フェニックス事業を強く要望

していく必要があると考えております。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、副市長。 

○小野副市長 消防長のほうから答えており

ますように、通信指令業務の指令台の更新

につきましては、我々が聞いていますのは、

構築費が非常に高額であるということで、

共同運用によって、その財源の負荷を抑え

るということでの共同運用での吹田市とい

うことでございます。それで、この消防だ

け見た場合は、これはこれで私も正しいと

思っております。消防で見た場合は、消防

本部、消防長の話し合いの中で、過去にお

ける形の中で吹田消防との共同運用という

ことだと思います。 

 ただ、きのうからも市長からも出ており

ますように、また、いろいろ議論いただい

ておりますように、例えば大阪都の問題は、

この府知事選・市長選で見ていますと、当

時、大阪都２０区構想があったと思います。

その中には、我々の了解をもちろん得ずし

て、堺市と大阪市を、大阪市を８に分け、

堺市を三つに分け、隣接都市協議会に入っ

ている９市、これは特例市も中核市もみん

なありますが、一般市もありますが、これ

をもって２０区構想と出ました。今度はま

た大阪消防庁構想が出ました。過去におい

ては、ごみ行政も、井高野のところですか、

あそこにも何とかお願いしたこともござい

ます、飛び地もあったことでございますか

ら、そんな経過もございます。 

 それで、当然吹田市との関係は、ご存じ

のように、これからの吹操跡地のまちづく

りと正雀処理場の廃止とクリーンセンター

問題、茨木市とは阪急連立の協議に入って

おりますが、今現在、摂津市、茨木市、阪

急電鉄、大阪府、具体的に申しますと、茨

木市における勾配で、茨木市は一切財源は

使わないということで、今、暗礁に乗り上

げている状態であります。また、中間処理

施設、ごみ焼却場の問題は、茨木市との関

係が一番深い。そういたしますと、これが

将来の通信指令台だけであればいいんです

が、これが広域行政であるとか、以前あっ

たように、ガードが抜ければ千里丘出張所

はいかにあるべきかとか、十三高槻線から

朧ヶ橋のときには、あの味生出張所のとこ

ろのどうあるべきかという議論、本部を充

実すべきだという議論もありました。どれ

が正しいとはまだ我々も判断しかねますが、

もう少し通信指令台は今のところと消防長

が申しますように、これはこれで共同運用

はまだ二十七、八年でしょうか、もう少し

時間がございますから、もう少しウイング

を広げて、大阪市の隣都協の一員としての

摂津市、茨木市の環境業務並びに中間処理

施設の問題、連立問題を考えているこの摂

津市、で、吹田市の関係、これをもう少し

整理したほうがいいという市長の指示もご
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ざいます。私もそういうふうに思っており

まして、この通信指令台の問題は問題とし

て進めながら、最終的にこの通信指令台の

問題もトータルで広域行政でどういう形を

するのが、茨木市がいいのか、それともや

っぱり吹田市でやるのが一番いいのか、そ

の横に、そんな簡単にできませんが、大阪

消防庁構想、大阪２０区構想、都構想とい

うようなことも横目に見ながら、摂津市に

とって一番いい方法は、もう少しトータル

の広域という議論の中で整理をさせてもら

いたい。そういったことの中身で、消防長

としては、今のところという申し方は、私

どもはそういうことでありますし、市長か

らの指示もそういうことでございますから、

もう少し落ち着いて全体像を見ながら、摂

津市にとって何が一番広域行政としていい

のかということをもう少し時間ぎりぎりま

で議論して、また議会のほうにも持ってま

いりたいなというふうに考えておりますが、

そういう形の中で今のところは考えている

ところでございます。 

○嶋野浩一朗議長 原田議員。 

○原田平議員 職員計画は大変苦労されてい

るということはよくわかります。しかし、

技術職員で入られた方については、やはり

そのプライドと、そして職務に専念をする

という意欲を持って入ってこられておりま

す。そういうことで、他市にない働きもし

ていただいておりますし、その成果も十分

上げていただいております。そういう状況

の中で、任用替え、あるいは定数削減を行

われると、非常に職員の士気に影響すると

いうふうに感じます。これからの取り組み

として、やはり再精査をしていただいて、

必要なところには人員を配置する、先般か

ら出ております公共建物の検査をする人も

おらない、あるいは権限移譲になってきて、

水路が大阪府から、あるいは国有水路が、

そういうところについても十分知識がない

というような状況もありますし、いろんな

状況で専門職、あるいはそういう技術が必

要となってくるところの継承ができていな

いと。こういうことでは今後先が非常に不

安であります。そういう意味も踏まえて、

これからの人事行政にしっかりと取り組ん

でいただきたいと、これは要望しておきま

す。 

 廃棄物行政でありますが、非常に心配を

いたしております。それぞれの市町村にお

いても心配をされておられます。先ほど申

し上げましたように、７日に大阪府で瓦れ

きを受け入れる会議が行われまして、それ

で、松井知事は、受け入れに慎重な市町村

も多いけれども日本中で被災地を支えなけ

ればならないと、こういう意見で受け入れ

をしようという動きなんです。それについ

ては別にどうこうはないんですけれども、

そのことによりまして埋立地が早く埋まっ

てしまって、今後、市町村の受け入れがで

きないという状況が出てくる。同時に、先

ほどもありましたように、埋め立てた土地

を売却して、その費用に充てようという計

画が頓挫してしまったわけです。それで、

どういう状況が出てきているかといいます

と、今、処理される受け入れの１トン当た

りの費用は５，２５０円なんですね。来年

度から１，７８５円上がります。そして、

２７年度から３，５７０円、そして、３０

年度から５，３５５円、これだけ上げなけ

れば維持をしていけないというふうな状況

が試算として出ておるわけであります。順

調に進みましても、いずれにしても１０年

後には埋め立てを終わってしまって、それ

で市町村が困るという状況が出てくるわけ

であります。そういう意味で、先ほど部長
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のほうからのご答弁で、やはり国への要望

をしていかなければならないということで

ありますし、瓦れきの受け入れの問題も、

やはり市町村の意見も十分聞いていただく

と、こういうことをしっかりやらんとたち

まち困ってしまう状況が出てくるわけであ

ります。そういうことで、これ以上のご答

弁は難しいと思いますけれども、今後、市

としてどういう形で進められるか、もう一

度お聞きをいたしたいと思います。 

 消防行政について、平成２７年の指令業

務の共同運用システム化ということで、大

変苦労されているんですけれども、やはり

問題は、消防の広域化推進計画というのは、

２０年に出されて、もう３年を経ているわ

けですね。何ら進捗がしておらない。そし

て、まとめられたいわゆる検討報告書も宙

に浮いたままであると。こういう状況で、

今度、大阪消防庁構想が出てきたというこ

とで、またぞろ、そのことが先送りになる

という状況であります。市町村は、大変財

政が厳しい状況の中でも何とか、先ほど申

し上げましたように、市民の暮らしと命を

守るために消防行政を頑張っていただいて

おります。それも限度があるということで、

何とか効率よい運営をしなきゃならないと

いうことを提起してきたわけでありますけ

れども、再度もうちょっと親切なご答弁、

考えがあればお聞きをいたしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 以上、３回目。 

○嶋野浩一朗議長 生活環境部長。 

○杉本生活環境部長 フェニックス計画につ

いては、むしろ議員のほうがよくご存じの

ようで、確かにこの１０年たちますと、相

当金額的に受け入れ金額が上がっていくと

いうことがございます。しかしながら、や

はりごみの処分場がなくなると、たちまち

我々は困ってしまいます。特に山間地があ

るわけでもございませんし。ということで、

先ほど議員がおっしゃいましたように、３

期計画については強く国に対して事業の継

続を申し入れていかないといけないと考え

ております。 

 また、瓦れき処理のことですけども、こ

れは、やはり本市、大阪府下のみならず近

畿圏全体でどうしていくかということが非

常に問われていることかと思います。また、

その処分方法については、なかなかその方

法が決定をなされておりません。そういっ

たこともございますので、国等の指示とい

うか、国の見解等が出るのを待ちまして、

また次の瓦れき処分については検討してま

いりたいと思いますし、我々としては、大

阪府に対して継続的な処理のできる、我々

も使わせていただけるような状況をつくっ

ていくように要望を重ねてまいりたいと考

えております。 

○嶋野浩一朗議長 副市長。 

○小野副市長 もう一度ということでござい

ますけども、きょうも朝、この問題で近隣

の副市長と話をしておりました。一言で言

いますと、この大阪の消防庁構想で、こう

いう動きが全部とまっているというふうに

認識いたします。これが一体どういう方向

で行くのかというのが一つあります。それ

から、もう一つは、平成の大合併のときも

あったんですが、やはりお互いがこちらに

メリットがあり、こちらにメリットがある

ということがなければ、合併どころか広域

行政もなかなか進まないというのが少々ご

ざいました。したがって、今、吹田市長と

森山市長の間、また、森山市長と茨木市の

野村市長の間で具体的にいろんな情報交換

をやってはおります。ただ、今言うていま

すように、摂津市はまた大阪市隣接都市協
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議会に入っている市なんですね。吹田市も

入っているんです。吹田市は特例市なんで

すね。豊中市も入っていますが、これが中

核市に移ると言っています。私どもは一般

市であります。そういうところの中で、そ

う簡単には、なかなか吹田市の思いと摂津

市の思いもまた違う。豊中市は、中核市に

なった場合は、当然国との関係があるわけ

ですから、なぜ大阪都という考え方は前か

らも聞いておりました。いずれにいたしま

しても、なかなか言うに易く行うにかたし

がこの中身でございまして、それで我々は、

今思っています、消防じゃなくてこの吹操

跡地のまちづくり、こっちにおけるごみ行

政、阪急連立との問題をもう少し具体的に

議論しておりますから、そういったことも

基本的ににらみながら、消防ということの

中身と併せて、もう少し大きな広域行政を

どうしようかということを今議論しており

まして、もう少し時間をいただきたいなと。

ただ、今申し上げられることは、この大阪

消防庁の構想で、我々が議論しています副

市長間では、今はとまったと、こういう中

身はとまってしまったということが実態で

ございますので、それとは別にいろんな角

度で茨木市との関係も今やっていますし、

一生懸命やっていますので、もう少し時間

をいただきたいなというように思います。 

○嶋野浩一朗議長 原田議員の質問が終わり、

以上で一般質問が終わりました。 

 日程２、議案第４６号など１０件を議題

とします。 

 委員長の報告を求めます。総務常任委員

長。 

  （野口博総務常任委員長 登壇） 

○野口博総務常任委員長 ただいまから、総

務常任委員会の審査報告を行います。 

 １１月３０日の本会議において、本委員

会に付託されました議案第４６号、平成２

３年度摂津市一般会計補正予算（第３号）

所管分、議案第５４号、摂津市税条例の一

部を改正する条例制定の件、議案第５５号、

摂津市手数料条例の一部を改正する条例制

定の件及び議案第５６号、摂津市営住宅条

例の一部を改正する条例制定の件の以上４

件について、１２月２日、委員全員出席の

もとに委員会を開催し、審査しました結果、

いずれも全員賛成をもって可決すべきもの

と決定いたしましたので報告します。 

○嶋野浩一朗議長 建設常任委員長。 

  （山本靖一建設常任委員長 登壇） 

○山本靖一建設常任委員長 ただいまから、

建設常任委員会の審査報告を行います。 

 １１月３０日の本会議において、本委員

会に付託されました議案第４６号、平成２

３年度摂津市一般会計補正予算（第３号）

所管分、議案第４７号、平成２３年度摂津

市水道事業会計補正予算（第２号）及び議

案第４９号、平成２３年度摂津市公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号）の以上

３件について、１２月１日、委員全員出席

のもとに委員会を開催し、審査しました結

果、いずれも全員賛成をもって可決すべき

ものと決定しましたので報告します。 

○嶋野浩一朗議長 文教常任委員長。 

  （森西正文教常任委員長 登壇） 

○森西正文教常任委員長 ただいまから、文

教常任委員会の審査報告を行います。 

 １１月３０日の本会議において、本委員

会に付託されました議案第４６号、平成２

３年度摂津市一般会計補正予算（第３号）

所管分について、１２月２日、委員全員出

席のもとに委員会を開催し、審査しました

結果、全員賛成をもって可決すべきものと

決定いたしましたので報告します。 

○嶋野浩一朗議長 民生常任委員長。 
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  （森内一蔵民生常任委員長 登壇） 

○森内一蔵民生常任委員長 それでは、ただ

いまから民生常任委員会の審査報告を行い

ます。 

 去る１１月３０日の本会議において、本

委員会に付託されました議案第４６号、平

成２３年度摂津市一般会計補正予算（第３

号）所管分、議案第４８号、平成２３年度

摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）、議案第５０号、平成２３年度摂津

市介護保険特別会計補正予算（第２号）、

議案第５１号、平成２３年度摂津市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）及び

議案第５３号、摂津市立地域福祉活動支援

センター条例制定の件の以上５件について、

１２月１日、委員５名出席のもとに委員会

を開催し、審査しました結果、いずれも全

員賛成をもって可決すべきものと決定しま

したので報告いたします。 

○嶋野浩一朗議長 委員長の報告が終わり、

質疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 議案第４６号、議案第４７号、議案第４

８号、議案第４９号、議案第５０号、議案

第５１号、議案第５３号、議案第５４号、

議案第５５号及び議案第５６号を一括採決

します。 

 本１０件について、可決することに異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、本１０

件は可決されました。 

 日程３、議会議案第１６号など３件を議

題とします。 

 お諮りします。 

 本３件につきましては、提案理由の説明

を省略することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 質疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 お諮りします。 

 本３件につきましては、委員会付託を省

略することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 議会議案第１６号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○嶋野浩一朗議長 起立者多数です。よって

本件は可決されました。 

 議会議案第１７号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○嶋野浩一朗議長 起立者多数です。よって

本件は可決されました。 

 議会議案第１８号を採決します。 

 本件について、可決することに異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、本件は

可決されました。 

 以上で本日の日程は終了し、これで平成

２３年第４回摂津市議会定例会を閉会しま

す。 

（午後２時５４分 閉会） 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 

 

摂津市議会議長     嶋 野 浩一朗 

 

 

摂津市議会議員     山 本 靖 一 

 

 

摂津市議会議員     弘     豊 

 



☆ 添 付 資 料 



曜 会 議 名 内 容 開 議 時 刻

11 ／ 30 水 本会議（第１日）
委員長報告（継続分）
提案理由説明・質疑・委員会付託・即決

10:00

（議会議案届出締切　17:15）

12 ／ 1 木 建設常任委員会（第一委員会室） 10:00

民生常任委員会（第二委員会室） 10:00

2 金 総務常任委員会（第一委員会室） 10:00

文教常任委員会（第二委員会室） 10:00

（一般質問届出締切　12:00）

3 土

4 日

5 月

6 火

7 水

8 木

9 金 議会運営委員会（第一委員会室） 10:00

10 土

11 日

12 月

13 火 本会議（第２日） 一般質問 10:00

14 水 本会議（第３日） 一般質問・委員長報告（休会分）・議会議案 10:00

議会運営委員会（第一委員会室） 本会議終了後

平成２３年第４回定例会審議日程（案）

月 日
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〈総務常任委員会〉

議案 第 46 号 平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第３号）所管分

議案 第 54 号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 55 号 摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 56 号 摂津市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件

〈建設常任委員会〉

議案 第 46 号 平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第３号）所管分

議案 第 47 号 平成２３年度摂津市水道事業会計補正予算（第２号）

議案 第 49 号 平成２３年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

〈文教常任委員会〉

議案 第 46 号 平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第３号）所管分

〈民生常任委員会〉

議案 第 46 号 平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第３号）所管分

議案 第 48 号 平成２３年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

議案 第 50 号 平成２３年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第２号）

議案 第 51 号 平成２３年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議案 第 53 号 摂津市立地域福祉活動支援センター条例制定の件

議 案 付 託 表

平成２３年第４回定例会
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質問順位

　１番　上村高義議員　　２番　三宅秀明議員　３番　野口博議員

　４番　柴田繁勝議員　　５番　安藤薫議員　　６番　大澤千恵子議員

　７番　森西正議員　　　８番　弘豊議員　　　９番　南野直司議員

１０番　藤浦雅彦議員　１１番　原田平議員

上村高義議員

１　教育行政について

　（１）大阪府学力・学習状況調査結果について

　（２）通学路の安全対策と学校経営者の責務について

　（３）就学前教育の実態と次世代育成部の取り組みと今後の方向性について

　（４）大阪府教育基本条例（案）との関わりについて

　（１）企業誘致条例に基づく申請状況について

　（２）今後の産業活性化策について

三宅秀明議員

１　大阪都構想と本市との関係について

　（１）権限移譲について

　（２）水道事業について

　（３）消防行政について

２　地域コミュニティーについて

３　教育行政について

　（１）各機関や団体との連携について

野口博議員

１　ＪＲ千里丘駅西口の交通混雑解消の取り組みの到達とエレベーター設置について

２　高齢化が拡大するなかで投票所の改善方向について

３　大阪維新の会の政策と摂津市との関係について

　（１）国民健康保険

　（２）乳幼児医療費助成制度

　（３）中学校給食

　（４）学校施設の耐震化支援など

４　大阪府下一番の財政力と市民のくらしについて

平 成 ２ ３ 年 第 ４ 回 定 例 会 一 般 質 問 要 旨

２　産業活性化策について
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柴田繁勝議員

１　交通関係について

　（１）自転車の安全対策について

　（２）市内循環バスの運行及び、公共施設巡回バスの運行の今日までの利用状況について

安藤薫議員

１　学校など公共施設の維持管理と安全対策について

　（１）公共施設の危険箇所把握と現状認識について

　（２）建物等の維持管理体制の強化について

　（３）大規模改修・耐震補強の促進計画について

２　脱原発・自然エネルギーの本格的導入に対する市の認識と取り組みについて

　（１）原子力発電の持つ「異質の危険」に対する認識について

　（２）脱原発をめざす市の姿勢について

　（３）太陽光など自然エネルギーの普及に向けた市の取り組みについて

大澤千恵子議員

１　コミュニティプラザの運営について

　（１）市民活動支援センターについて

　（２）コミュニティプラザ内レストランについて

２　大阪府教育基本条例案について

３　旧教育研究所の跡地について

森西正議員

１　旧ふれあいルーム跡地について

２　公設民営のせっつ桜苑について

３　正雀三丁目、四丁目の道路補修について

４　企業立地等促進条例のＰＲについて

５　就学前教育実践の手引きについて

弘豊議員

１　「第５期介護保険事業計画」策定について

２　正雀駅前マンション建設に関わる工事車両の通行状況と安全対策について

３　摂津市駅北側、境川堤防の整備、緑化について

４　南千里丘まちづくりと周辺商店の状況について
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南野直司議員

１　平和公園に「ローラーすべり台」などの遊具を設置することについて

２　新幹線公園前、中央環状線の違法駐車と不法投棄対策について

３　別府交差点付近の歩道橋を含めた安全対策について

４　新幹線高架下の夜間における歩道の安全対策について

５　鳥飼和道交差点の安全対策について

６　市役所庁舎に自動証明写真機を設置することについて

藤浦雅彦議員

２　災害に強い街づくりについて

　（２）耐震に強い街づくりのための耐震工事補助金の利用拡大に向けた総力体制について

　（12）小学校に設置された防災用無線放送設備の自主防災訓練時の使用について

１　今回の選挙結果を受けて、大阪都構想への動きが加速している中で、大阪都構想と本市
　のあり方については主体性を持って、臨んでいかなければならないと思うが、どう考えて
　いるのか。

　（１）中期財政見通しを踏まえて、避難所となる学校などの公共施設の耐震化や整備は、
　　　いつまでに完了するのか。

　（３）災害想定の見直しはできるだけ早く行い、現時点では出来ることから取り組むと
　　　言っていたが、想定見直しまでの２年間に３連動地震などの大地震等が発生した場
　　　合に市民を守るために出来る取り組みは具体的にどのようなことか。

　（４）今年９月議会において水害について想定替えを検討するとの考えが示されたが、
　　　国・大阪府での想定替えに基づいての想定替えになるのか。

　（５）災害等については専門知識を有した職員の必要性が専門家から指摘されているが、
　　　本市の現状と今後の考えはどうなのか。

　（６）阪神淡路大震災や今回の東日本大震災での検証を通して、地域防災計画に女性の視
　　　点が欠落しているとの指摘がされているが、本市の総合計画にも女性プランにも女性
　　　の視点を入れた防災対策等の記載はない。また、平成１９年に本市の地域防災計画を
　　　策定した防災会議委員のメンバーにも１人も女性はいないと思う。市の男女共同参画
　　　の視点でいえば、３割は女性であってもよいのではないか。それとも防災会議のメン
　　　バーには女性はいらないとの考えなのか。今後の地域防災計画の変更にあたり女性の
　　　視点を入れる必要性について本市の考えについて、防災管財課及び人権女性政策課の
　　　見解は。

　（７）大規模災害時に広域自治体連携においてホームページの更新を代行してもらうこと
　　　により、災害関連の情報を更新し市民サービスの向上に資するために遠方の自治体と
　　　連携することについて

　（８）自主防災組織を通じて防災意識の強化と、自治会未加入者に対する取り組みについ
　　　て

　（９）自分の身は自分で守る意識の浸透を図ることと、震災３日間は自分で頑張れるよう
　　　各家庭での備蓄を徹底することについて

　（10）要援護者対策については、向う３軒両隣の助け合いを大事にする昔からある日本人
　　　の良き伝統を継承できるよう、市としての取り組みを考慮することについて

　（11）高齢化社会の進展に伴い福祉避難所の確保と、一般避難所での要介護者の対策につ
　　　いて

資料−5



６　高齢者に肺炎球菌ワクチンの予防接種の助成制度を創設することについて

10　吹田操車場跡地に出土した明和池遺跡等の保存・継承方法について

11　南千里丘まちづくりの総括と阪急電車の連続立体交差事業の進捗状況について

８　地域経済の活性化を図るため、緊急経済対策としてのプレミアムつきセッピィ商品券第
　４弾を継続発行することについて

９　義務教育の一環として大阪府の「中学校給食導入促進事業」により中学校給食事業を導
　入することについて

12　境川のグランドハイツ前の閉鎖されている堤防については、閉鎖された直後に担当課で
　計画性をもって整備していくと言っていたが、いつになれば整備が始まるのか近隣の住民
　から声が上がっている。計画の中身とスケジュールを示されたい。

13　警察庁は１０月２５日に、自転車の原則車道走行を促すことを柱とする自転車交通総合
　対策をまとめ、全国の警察本部に通達したが、本市での対応について

14　小学校の通学路の安全対策として、大阪高槻京都線の千里丘小学校前の歩道の拡幅改修
　と、反対側の（株）エネゲート前歩道の拡幅改修について、以前に茨木土木事務所の立会
　及び測量・関係者の同意も終わっているのに、一向に整備されないのはなぜか。

15　大阪高槻京都線の千里丘交差点は、千里丘ガード拡幅工事の完成で車両・歩行者・自転
　車とも利用が多い上に、京都行の歩道が狭いので大変な混雑となる。また、吹田側から降
　りてきた車両が右折する際、横断する歩行者・自転車が多いため、なかなか右折できずに
　渋滞していることがよくある。千里丘交差点は交通渋滞緩和と歩行者の安全対策の意味か
　ら歩車分離式信号にするとともに、京都行歩道の手前の傾斜のひどい部分は改修すること
　について

３　市民の目線から見ると、市役所の職員はまだまだ多いと思われている方が多い。正職員
　の減った分を臨時職員等で補って行くのであれば、徹底した業務の効率化はどこへ行った
　のか。そうした意味から行財政改革の大きな柱である職員定数削減については、技術・ノ
　ウハウの継承と市民サービスの維持向上を図りつつ、正職員・再任用職員・非常勤職員・
　臨時職員・派遣職員も含め全体的に削減することが必要である。また、そのために平成２
　５年から始まる定年制の延長も見据えた「新職員適正化計画」を作成することについて

４　多くの高齢者から和式のトイレでは用を足すのが困難なので洋式に変えて欲しいとの声
　が届いている。特に、古い公共施設では洋式は障碍者トイレだけである。今は公共施設の
　トイレの半分は洋式にされる時代である。そうしたことから、高齢化社会の進展に伴い市
　内公共施設に洋式トイレを普及させることに対する本市の見解は。

５　児童虐待について本市が取り組んでいる先進的な虐待防止・予防の対策はどのようなも
　のか。また、児童虐待予防の親支援プログラムの更なる充実を図ると共に、多くの関係団
　体でも実施できるよう支援することについて

７　地球温暖化防止推進と自然エネルギー利用促進のために、民間が太陽光パネルを設置す
　る際の助成制度を創設すること。また、公共建物の屋上にも太陽光パネルを設置すること
　について
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原田平議員

１　人事行政について

　（１）組織機構と職員定数について

　（２）任用替え制度について

２　広域廃棄物行政について

　（１）大阪湾フェニックスセンターの事業スキームの見直しについて

　（２）本市の現状と問題点について

３　消防行政について

　（１）消防行政の広域化について

　（２）消防組織の再編成について
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議決結果一覧

議  案  番  号 件　　　　　　　　　　　名 議決月日 結果

認　　定 第 1号 平成２２年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件 11月30日 認 定

認　　定 第 2号 平成２２年度摂津市水道事業会計決算認定の件 11月30日 認 定

認　　定 第 3号
平成２２年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
認定の件

11月30日 認 定

認　　定 第 4号
平成２２年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算
認定の件

11月30日 認 定

認　　定 第 5号
平成２２年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認
定の件

11月30日 認 定

認　　定 第 6号
平成２２年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決
算認定の件

11月30日 認 定

認　　定 第 7号
平成２２年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会
計歳入歳出決算認定の件

11月30日 認 定

認　　定 第 8号
平成２２年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定
の件

11月30日 認 定

認　　定 第 9号
平成２２年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決
算認定の件

11月30日 認 定

議　　案 第 46号 平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第３号） 12月14日 可 決

議　　案 第 47号 平成２３年度摂津市水道事業会計補正予算（第２号） 12月14日 可 決

議　　案 第 48号
平成２３年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第
３号）

12月14日 可 決

議　　案 第 49号
平成２３年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算
（第２号）

12月14日 可 決

議　　案 第 50号
平成２３年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第２
号）

12月14日 可 決

議　　案 第 51号
平成２３年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第１号）

12月14日 可 決

議　　案 第 52号
固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求め
る件

11月30日 同 意

議　　案 第 53号 摂津市立地域福祉活動支援センター条例制定の件 12月14日 可 決

議　　案 第 54号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件 12月14日 可 決

議　　案 第 55号 摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件 12月14日 可 決

議　　案 第 56号 摂津市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件 12月14日 可 決

議　　案 第 57号
一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条
例制定の件

11月30日 可 決

議会議案 第 16号 サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見書の件 12月14日 可 決

議会議案 第 17号 ＡＰＥＣでのＴＰＰ交渉参加表明に関する意見書の件 12月14日 可 決

議会議案 第 18号
防災会議に女性の視点を取り入れることを求める意見書
の件

12月14日 可 決
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